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第１編 風水害等災害対策の計画的な推進 

 

第１章 計画の目的、位置づけ 

 

１ 計画の目的 

風水害等災害対策計画は、県内（石油コンビナート等特別防災区域を除く。）の地震災害及び原子

力災害を除く、風水害等の災害全般に関して、総合的な対策を定めたものであり、この計画に基づき

事前の対策を推進して、災害に強い安全な県土づくりを進めるとともに、風水害等の災害が発生した

際の応急対策を実施することにより、県民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的とするも

のです。 

 

２ 計画の構成及び性格 

(1) 風水害等災害対策計画は、災害対策基本法第 40 条の規定に基づき作成する神奈川県地域防災計

画のうち、風水害等災害対策に関する計画として、神奈川県防災会議が定めたものです。 

   また、国の防災基本計画と連携した地域計画であり、市町村地域防災計画の指針となるものです。 

 (2) この計画は、別に定める地震災害対策計画、原子力災害対策計画とともに神奈川県地域防災計画

を構成し、石油コンビナート等災害防止法に基づく神奈川県石油コンビナート等防災計画とともに

本県の防災対策の根幹をなすものです。 
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３ 計画の着実な推進及び修正 

  この計画を推進するためには、各防災関係機関が多くの事業を実施する必要があるため、長期間に

わたり膨大な投資が求められます。 

そこで、「県民の生命を守ることを最も優先するとともに、災害を防止し、又はできる限り軽減す

る減災を旨として対策を実施する」ことを基本方針として、地域社会の実情、各種対策の水準等を点

検しながら、緊急度の高いものから優先的かつ重点的に実施していきます。 

  また、風水害等の災害に迅速かつ的確に対処するため、常に社会情勢の変化等を反映させる必要が

あることから、毎年検討を加え、必要があると認めるときは、修正を行います。 

  計画の修正に当たっては、市町村、関係機関等と協議、調整を行います。 

 

 

  資 料 

   地震編  １－１－(１) 神奈川県防災会議 

    〃   １－１－(２) 神奈川県防災会議条例 

    〃   １－１－(３) 神奈川県防災会議運営要綱 

    〃   １－１－(４) 神奈川県防災会議委員名簿 

    〃   １－１－(５) 神奈川県防災会議幹事名簿 
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第２章 本県の特質 

  第１節 自然的条件                                      

１ 位置 

本県は、日本列島のほぼ中央に、また関東平野の南西部に位置し、北は首都東京都に接し、東は東

京湾に、南は相模湾にそれぞれ面し、西は山梨、静岡の両県に隣接しています。 
 

方 位 地   名 経緯度(世界測地系による) 

最東端（E） 

最西端（W） 

最南端（S） 

最北端（N） 

川崎市川崎区浮島町 

足柄上郡山北町（三国山） 

三浦市城ヶ島安房崎 

相模原市緑区（生藤山） 

東経139度47分46秒 

〃 138度54分57秒 

北緯 35度07分44秒 

〃  35度40分22秒 

 

２ 面積 

  本県の面積は 24 万 1,616ha（平成 30 年 10 月１日現在）で、全国総面積の 0.64％を占めるにすぎ

ず、香川県、大阪府、東京都、沖縄県に次ぐ狭い県域となっています。 

 

３ 地形 

本県の地形は、①丹沢山地と箱根火山で特徴づけられる起伏の激しい山がちの西部地域、②多摩丘

陵と三浦半島でとらえられる丘陵地性の東部地域、③相模川を中心として、その両岸に広がる平坦な

段丘と低地とからなる中央地域の三地域に大きく分けられます。 

(1) 西部の山岳地域 

北には本県で最も古い地層からできた小仏山地と、県内で一番高い蛭ヶ岳（1,673ｍ）をはじめ、

1,300ｍ前後の山々が連なる丹沢山地とがあります。その前面に秦野盆地、大磯丘陵が続いていま

す。南西には複数のカルデラを持つ活火山である箱根山があり、酒匂川、狩川によってつくられた

足柄平野がそのすそ野に広がっています。 

(2) 東部の丘陵、台地の地域 

   北には海抜 70～90ｍの多摩丘陵、海抜 40～50ｍの下末吉台地があり、東京都に面して多摩川低

地が続いています。南には多摩丘陵より古い丘陵地性の三浦半島があり、海岸線は屈曲に富み、い

たるところにおぼれ谷（リアス式海岸）が発達しています。 

(3) 平坦な中央地域 

本県の中央部を占めているこの地域は、北から海抜 50～150ｍの相模原台地、扇状地性の愛甲台

地と続き、相模低地、南は湘南砂丘地帯となって相模湾に臨んでいます。 

   このように変化に富んだ地形は、短時間にできあがったものではなく、数千万年にわたるさまざ

まな変遷を経てつくりだされたものです。 
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(4) 地形区分図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5) 主な山岳 

山岳名 所在地 標高(ｍ) 山岳名 所在地 標高(ｍ) 

蛭 ヶ 岳 足柄上郡 

相模原市 

1,673 畦 ヶ 丸 足柄上郡 1,293 

檜 洞 丸 足柄上郡 

相模原市 

1,600 大  山 

 

愛 甲 郡 

秦 野 市 

厚 木 市 

伊勢原市 

1,252 

大 室 山 足柄上郡 

相模原市 

1,588 金 時 山 足柄上郡 

足柄下郡 

1,213 

丹 沢 山 愛 甲 郡 

足柄上郡

相模原市 

1,567 明神ヶ岳 

 

足柄上郡 

足柄下郡 

 

1,169 

塔 ノ 岳 足柄上郡 

秦 野 市 

1,491 二 子 山 足柄下郡 1,091 

加入道山 足柄上郡 1,418 焼  山 相模原市 1,060 

菰 釣 山 足柄上郡 1,379 台 ヶ 岳 足柄下郡 

 

1,045 

駒 ヶ 岳 足柄下郡 1,327 鞍 掛 山 足柄下郡 1,004 
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(6) 主な河川 

河川名 県内総

延長 

km 

県内流

域面積 

km 

備考 河川名 県内総

延長 

km 

県内流

域面積 

km 

備考 

多摩川 28.4 68.22 一級河川 境川 52.1 191.95 二級河川 

鶴見川 32.0 184.40 〃 柏尾川 11.1 83.78 〃(境川水系) 

相模川 55.6 672.97 〃 引地川 20.7 66.91 〃 

中津川 32.8 143.42 〃(相模川水系) 金目川 21.0 177.25 〃 

道志川 21.7 66.78 〃(〃) 酒匂川 27.2 387.64 〃 

小鮎川 21.4 50.01 〃(〃) 河内川 

 

20.3 

 

173.23 〃(酒匂川水系) 

目久尻川 19.9 34.27 〃(〃) 早川 20.7 

 

80.59 

 

〃 

帷子川 19.3 57.90 二級河川 平作川 11.0 26.08 〃 

 

４ 地質 

本県の地質は地形にも現れているように、西部地域と東部地域とでは、地層が堆積した時代や地質

構造に大きな違いがあります。 

(1) 西部地域では、約 7,000 万～3,000 万年前（中生代末から新生代中頃）に堆積したと考えられて

いる小仏層群や相模湖層群が、陣馬山、相模湖、津久井湖にかけて露出しています。両層群を構成

する岩石は硬砂岩、粘板岩、千枚岩などからなり、県内でみられる最古の岩石です。 

ア 丹沢山地や中津山地は、約 1,700 万～600 万年前（新生代新第三紀の中頃から終わり頃）に堆

積した主に火山砕屑（さいせつ）物－緑色凝灰（ぎょう灰）岩－によってできた丹沢層群および

愛川層群（主に火山砕屑物、礫岩、砂岩からなる）からなっています。その丹沢層群の下部に花

崗（かこう）岩質マグマが貫入して、丹沢は東西の方向に伸びたドームのように隆起しました。

隆起した丹沢は削剥され、現在その中心部の石英閃緑岩やトーナル岩が地表にあらわれ、白い岩

肌を呈しています。この花崗岩質マグマに接した丹沢層群の一部は、変成作用を受けて、石英閃

緑岩やトーナル岩の北および東側にホルンフェルスが、南側に結晶片岩が生じています。 

丹沢山地の周囲には、約 600 万～100 万年前（新第三紀の終わりから第四紀中頃）に堆積した

地層が分布しています。それは、桂川流域の西桂層群（主に砂岩、礫岩からなる）、足柄山地の

足柄層群（主に礫岩、砂岩、泥岩からなる）などです。 

イ 大磯丘陵は、ほとんど約 50 万～10 万年前（新生代第四紀終わり頃）の地層（主に砂、泥から

なる）と関東ローム層からできていますが、南東部には、約 1,500 万年前（新第三紀中頃）に堆

積した高麗山層（砂岩、泥岩、玄武岩溶岩）、約 600～500 万年前（新第三紀末）に堆積した大

磯層（凝灰質砂岩、泥岩）と鷹取山層（主に礫岩からなる）とが分布しています。 

  ウ 箱根火山は、約 40 万年前（第四紀中頃）以後に活動した火山で、基盤の早川凝灰角礫岩、須

雲川安山岩類の上に山体をつくりました。 

(2) 東部地域では、三浦半島の中央に約 1,500 万年前（新第三紀の中頃）に堆積した葉山層群（主に

泥岩と砂岩からなる）が、北西－南東の方向に狭い帯状に分布しています。この葉山層群の北側に

は、約 500 万～100 万年前（新第三紀末から第四紀）に堆積した地層である三浦層群から上総層群

が北へ重なってゆき、横浜から多摩丘陵まで分布しています。葉山層群の南側にも、三浦層群が分

布しています。多摩丘陵の一部、下末吉台地、三浦半島の宮田、大津付近の台地には、約 30 万年

前以後（第四紀終わり頃）に堆積した地層が分布し、その上を厚く関東ローム層が覆っています。 
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(3) 相模川に沿った中央地域のうち、相模原台地、愛甲台地は、河岸段丘で関東ローム層に覆われて

います。相模低地は相模川の作用によって厚木から南に形成された沖積低地で、酒匂川の作用で堆

積した足柄平野とともに、沖積層からなっています。沖積層はこのほかに、鶴見川、境川その他県

下の河川の流域や多摩川低地を形成しています。また、湘南の海岸に沿って、砂丘堆積物が幾すじ

かみられます。 

 

５ 気象 

    本県は関東平野の南西部にあって、北西方向に関東山地をひかえており、内陸部では冬の季節風の

影響を受けにくくなっています。また、南東部は東京湾と相模湾に面しており、暖流の影響を受けて

温暖な海洋性の気候となっています。 

県内の年平均気温の平年値は、横浜で 15.8℃、藤沢市辻堂で16.0℃、三浦で 15.8℃、海老名で15.3℃、

小田原で 15.3℃となっています。 

  冬季の 1月の日最低気温の平年値は、横浜で 2.3℃、藤沢市辻堂で 1.6℃、三浦で 2.5℃、海老名で

-0.7℃、小田原で 0.6℃となっています。内陸の平野部では、晴天の早朝時には放射冷却により、過

去の記録によると-7～-9℃となることもあります。丹沢や箱根の山地は氷点下となり、しばしば降雪

があります。 

  また、夏季の８月の日最高気温の平年値は横浜で 30.6℃ですが、海老名では過去の記録では 37～

38℃まで昇温することがあります。 

県内の年降水量の平年値（100mm 未満四捨五入）は、東部で 1,600～1,700mm、箱根を除く西部では

1,700～2,200mm ですが、箱根では 3,500mm となっています。梅雨期の 6月から 7月の 2カ月間の降水

量の平年値（10mm 未満四捨五入）は、東部は 320～370mm、箱根を除く西部では 330～490mm、箱根で

は 820mm となっています。 

一方、冬季の 12～２月は西高東低の冬型の気圧配置となって、連日乾燥した晴天が続き、降水量は

少なくなっています。（観測データ：横浜地方気象台） 
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  第２節 社会的条件                                      

本県は、首都圏の一角を占め、わが国の産業経済活動のリーディングゾーンを形成してきたため、狭

隘な県土に 900 万人を越える県民が居住し、多くの生産施設や業務施設が立地し、災害に対する脆弱性

が指摘されてきました。 

 

１ 人口 

(1) 本県の人口 

平成 27 年 10 月１日現在の本県の人口は、912 万 6,214 人（男 455 万 8,978 人、女 456 万 7,236 

人）と、東京都に次いで全国第２位となっています。 

平成 27 年 10 月の国勢調査では、65 歳以上の老齢人口は、2,158,157 人（23.9％）となってい

ます。 

(2) 人口密度及び分布状況 

人口密度は、１k㎡当たり 3,778 人で、東京都、大阪府に次いで全国第３位です。 

地域別の人口分布状況は、横浜地域372 万 4,844 人（40.8％）、川崎地域147 万 5,213 人（16.2％）、

横須賀・三浦地域 71 万 4,415 人（7.8％）、県央地域 156 万 6,360 人（17.2％）、湘南地域 129 万

8,225 人（14.2％）、県西地域 34 万 7,157 人（3.8％）となっています。 

 

２ 土地利用 

(1) 土地利用概況 

本県の面積は、24 万 1,616ha（平成 30 年 10 月１日現在）と、全国総面積の 0.64％を占めていま

す。このうち、森林面積は９万 4,880 ha で県面積の 39.3％、耕地面積は１万 9,100ha で県面積の

7.9％となっています。 

(2) 市街化区域及び市街化調整区域 

平成 31 年４月１日現在で、県内 33 市町村のうち都市計画区域が指定されている市町は、19 市

13 町（30 都市計画区域）、19 万 9,776ha で全県域の 83％を占めています。(都市計画区域が指定

されていないのは、清川村の全域と松田町、山北町及び相模原市（旧津久井町及び旧藤野町）の一

部です。) 

無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため、この都市計画区域のうち、首都圏整備法に

基づく既成市街地及び近郊整備地帯内 19 市 10 町について、市街化区域及び市街化調整区域の区域

区分（線引き）が昭和 45 年 6 月 10 日に行われ、平成 31 年４月１日現在、19 市９町の都市計画区

域のうち、17 万 2,859ha（全県域の 72％）で区域区分が行われています。 

   平成 31年４月１日現在、市街化区域面積は９万 4,316ha、市街化調整区域面積は７万 8,542ha と

なっています。 

 

３ 交通 

(1) 道路交通 

県内の道路延長は、国道・県道・市町村道をあわせて、平成 30 年４月１日現在で約２万 5,804km

となっています。このうち、自動車専用道については、東名高速道路などが整備され、県が管理す

る一般幹線道路についても約 1,070 ㎞の交通ネットワークの整備・改良を進めていますが、一部の

区間では、交通容量不足等により渋滞が発生し、県内各地の道路混雑は県民生活や産業経済に深刻

な影響を与えています。 

県内の自動車保有車両数は、平成 31 年３月 31 日現在で、約 403 万台（軽自動車含む）となっ

ています。また、県内で最も交通量の多い地点は（高速道路を除く）、平成 27 年度の交通量調査

によると、国道 16 号（保土ケ谷バイパス）の横浜市旭区桐が作であり、約 10 万３千台／12 時間

（平日７時から 19 時まで）となっています。 
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(2) 鉄道交通 

県内の一部路線では通勤通学時の混雑状況は、依然として厳しいものとなっていますが、鉄道網

の計画的な整備と輸送力の増強が進められ、混雑率は徐々に低下する傾向にあります。 

県内の鉄道は、平成 30年 11月 30 日現在で、ＪＲが 13 路線、延長 311.6km、111 駅、私鉄が 23

路線、延長 296km、234 駅、横浜市営地下鉄が延長 53.4km、40 駅であり、平成 29 年度の１日平均

県内各駅の合計乗車人員は約 797 万人となっています。 

 

４ 都市構造 

(1) 都市化 

 高度成長期に横浜、川崎を中心とする各地で人口が急激に増加したことに伴い、住宅地の開発が

行われ、県の総面積に占める市街化区域の比率は 39％に達するとともに、既成市街地の建物の密集

化、高層化が進行しています。 

また、市街地の拡大及び道路舗装率の向上等により、雨水の浸透面積及び遊水地域が著しく減少

しています。 

(2) 産業活動 

古くから発達してきた東京湾臨海部の京浜工業地帯をはじめ、内陸部では研究開発機能等を生か

した試験研究機関や先端技術産業の立地、都市部を中心に業務施設の立地が進むなど、活発な産業

経済活動が展開されています。 

(3) 危険物等の集積 

石油コンビナート等特別防災区域としての京浜臨海地区及び根岸臨海地区をはじめとする東京

湾沿いには、石油化学・電力・製鉄及び各種製造業等の高度に発達した工業施設が立地し、各種の

石油類・高圧ガス等の危険物が大量に貯蔵されています。 

平成 26 年度末現在の県内における危険物施設数は、16,961 施設となっています。 

 

 

本県における社会環境の推移 

 

区  分 
平成 12 年 
(2000) 

平成 22 年 
(2010) 

平成 27 年 
(2015) 

備 考 

人 口 
（65 歳以上） 

8,489,974 人 
（※1,117,742） 

9,048,331 人 
（1,819,503） 

9,126,214 人 
（2,158,157） 

10 月 1 日現在 
(10月 1日現在) 
(※1 月 1 日現在) 

世 帯 数 3,341,233 世帯 3,844,525 世帯 3,979,278 世帯 10 月 1 日現在 

市街化区域 92,829ha 93,326ha※ 93,531ha※ 
3 月 31 日現在 
※4月 1日現在 

宅地面積 561.72k ㎡ 582.43k ㎡ 595.61k ㎡ 1 月 1日現在 
危険物施設数 23,680 箇所 18,749 箇所 16,961 箇所 3 月 31 日現在 

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト 

特定事業所 96 事業所 85 事業所 83 事業所 

4 月 1日現在 
 

貯
蔵
取
扱
量 

石油 17,631 千 kl 14,448 千 kl 13,295 千 kl 

高圧 
ガス 

1,503,322 
千 N ㎥ 

1,830,231 
千 N ㎥ 

1,773,670 
千 N ㎥ 

自動車保有 
車 両 数 

3,821,624 台 3,770,559 台 
2,896,229 台 
※軽自動車を含まない 

3 月 31 日現在 

水道給水人口と 
普 及 率 

8,423,697 人 
（99.8%） 

8,994,638 人 
（99.8%） 

9,087,273 人 
（99.9%） 

3 月 31 日現在 
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第３章 計画の推進主体とその役割 

  第１節 計画の進め方                                      

１ 防災力の向上に向けた取組及び連携 

 ○ 地域の防災力を向上させるためには、県民、企業、県、市町村、その他防災関係機関が自らの責

任を果たすと同時に、相互に協調した取組を進めることが基本です。 

   また、国の支援も重要です。  

 ○ 風水害等災害対策計画は、長期的には災害に強い安全な県土づくりを進めながら都市の防災性の

向上を図ること、災害の発生に備えた事前準備を進めること、想定される被害の様相に対応した応

急活動計画を定め、その実効性を確保するための訓練等に努めること、さらに復旧・復興対策の検

討等との調和を保ちながら総合的に展開することが求められます。  

 ○ これらの諸対策の推進に当たっては、県民、企業等の主体的な取組と地域住民に最も密着した市

町村の役割が大きくなりますが、広域的な自治体としての県は、これらの取組が円滑に進むよう支

援・連絡・調整に努めるとともに、国や他都道府県との広域応援体制の実践的な確立や所掌する施

設等の防災性の向上に努めます。 

 ○ 特に、発災時には、県民、地域の主体的な取組と市町村の防災力が一体となった対応を図ること

が、被害を軽減、減少させることになります。 

そのため、県民の一人ひとりが「自らの身は、自ら守る。皆のまちは、皆で守る。」ことが大切

であるとの「自助・共助」の認識を持ち、平常時から食料、飲料水等の備蓄や防災訓練への参加な

どの事前の準備を行うとともに、発災時には自らの安全を守る行動、初期消火活動、近隣の負傷者

の救助、要配慮者（注）等への支援、避難所における自発的行動など、地域の自主防災組織、災害救

援ボランティア、消防団、市町村等と連携した防災活動を実施することが重要です。 

 ○ また、市町村は、地域防災計画に沿って消防力等を最大限に発揮するとともに、被害状況と応急

対策活動の状況を把握し、応援体制を活用するなど、防災活動を機動的に推進することが重要です。

県は、市町村の状況を速やかに把握し、必要な支援対策を講じるとともに、大規模災害の場合は国

や全国の自治体の支援を求めます。 

○ このように風水害等災害対策計画は、いずれの場面であっても関係者の主体的な取組と連携が大

切です。そこで平常時においては、神奈川県防災会議において、各種対策の実施状況を把握し、計

画の進捗の調整を図ります。また、災害発生時には、県、市町村等の防災関係機関の災害対策本部

において応急活動対策の調整を行います。 

 

２ 県民運動の展開 

  いつでもどこでも起こりうる災害による人的被害・経済被害を軽減し、安全・安心を確保するため

には、行政の「公助」による活動には限界があることから、個々人の自覚に根ざした「自助」、身近

な地域コミュニティ等による「共助」が不可欠であり、個人や家庭、地域、企業、ＮＰＯ・ボランテ

ィア等社会の様々な主体が連携して日常的に減災のための行動とその実践を促進する県民運動を展

開する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

（注） 高齢者、障害者、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する方 
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３ 男女共同参画等の推進 

  風水害等災害対策計画は、多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を図るた

め、男女双方の視点や要配慮者などの多様な視点に配慮して進めることが重要です。県、市町村等の

防災関係機関は、被災時における男女のニーズの違い等に十分配慮し、避難所において被災者の良好

な生活環境が保たれるよう努めるとともに、防災に関する政策・方針決定過程において女性の参画を

拡大するなど、男女共同参画をはじめとした多様な視点を意識した計画の推進に努めます。 
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  第２節 防災関係機関の実施責任                                     

 災害応急活動を推進するに当たって、県、市町村、その他の関係機関の果たすべき責任は、次のとお

りです。（注） 

 

１ 県 

県は、市町村を包括する広域的な自治体として、県土並びに県民の生命、身体及び財産を災害から

保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体及び他の自治体の

協力を得て防災活動を実施するとともに、市町村及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務

又は業務の実施を支援し、かつ、その総合調整を行います。 

 

２ 市町村 

市町村は、防災の第一義的責任を有する基礎的な自治体として、市町村の地域並びに地域住民の生

命、身体及び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、

公共的団体及び他の自治体の協力を得て防災活動を実施します。  

 

３ 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、県土並びに県民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、指定行政機

関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するとともに、県及び市町村の活動が

円滑に行われるよう勧告、指導、助言等の措置を行います。 

 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関  

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性に鑑み、自ら防災活動を実施

するとともに、県及び市町村の活動が円滑に行われるようその業務に協力します。  

 

５ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平常時から災害予防体制の整備を図るとともに、災

害時には災害応急措置を実施します。 

また、市町村その他の防災関係機関の防災活動に協力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 県及び市町村立の施設については、指定管理者制度やＰＦＩ等により民間事業者等が管理している場合もあるため、県及び市

町村は、施設管理者が対応可能な範囲について留意しつつ、これらの施設における平常時や災害時の施設管理者の対応をあらか

じめ明確にしておく必要があります。 
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  第３節 県民等の責務                                      

１ 県民 

(1) 「自らの身は、自ら守る。」という自主防災の観点から、最低３日分、推奨１週間分の食料、飲

料水、携帯トイレ、トイレットペーパーの備蓄等の予防対策、災害時の家族の連絡体制、行動につ

いてのルールづくりなど、県民自らが防災対策を行うとともに、災害教訓の伝承に努めます。 

(2) 「皆のまちは、皆で守る。」ため、自主防災組織の結成及びその活動への積極的な参画に努めま

す。 

(3) 防災訓練、防災に関する研修等に積極的に参加し、習得した防災に関する知識、技能等を災害発

生時に発揮できるよう努めます。  

(4) 災害が発生した場合には、地域において相互に協力し、情報の入手、出火の防止、初期消火、救

出救助、応急手当等に努めるとともに、避難するに当たっては冷静かつ積極的に行動するように努

めます。 

(5) 災害時の家族内の連絡体制等（連絡方法や避難ルールの取決め等）について、あらかじめ決めて

おきます。 

(6) 過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、自ら災害教訓の伝

承に努めます。 

  

２ 企業 

(1) 日頃から、食料、飲料水等の備蓄や、消火、救出救助等のための資機材を整備するとともに、従

業員の防災訓練や防災に関する研修等の積極的な実施に努めます。 

(2) 災害対策の責任者を定め、災害が発生した場合の従業員のとるべき行動を明確にし、地域住民及

び自主防災組織と連携して、地域における防災活動に参加するための体制を整備するとともに、燃

料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応、取引先とのサプライチェーンの確保等の事業

継続上の取組を継続的に実施するなどの防災活動の推進に努めます。 

(3) 災害が発生した場合には、従業員等の安全確保や従業員等が帰宅困難者にならないような措置を

講じるとともに、地域住民及び自主防災組織等と連携して、情報の収集及び伝達、消火、救出救助、

応急手当、避難誘導等を積極的に行うよう努めます。 

 

３ 災害救援ボランティア 

(1) 日頃から、地域・行政・関係機関が開催する防災に関する研修会や訓練等に協力・参加し、関係

者との連携を深めるよう努めます。 

(2) 災害時の活動の際には、食料、水、寝具、衣料品等を携行し、ごみは持ち帰るなど自己完結型の

活動に努めるとともに、被災地の状況を把握し、被災者の心情を勘案して活動します。また、ボラ

ンティア団体相互の連絡を取り合い、効果的な活動に努めます。 

(3) なお、県、市町村及び関係機関は、災害時にボランティア活動が円滑に行われるよう、研修会や

養成講座の開催、活動拠点の確保等、環境整備に努めます。 
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  第４節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱                                     

１ 県 

(1) 防災組織の整備 

(2) 市町村及び防災関係機関の防災事務又は業務の実施についての総合調整 

(3) 防災知識の普及及び教育 

(4) 災害教訓の伝承に関する啓発 

(5) 防災訓練の実施 

(6) 防災施設の整備 

(7) 防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

(8) 災害に関する情報の収集、伝達及び広報 

(9) 緊急輸送の確保 

(10) 交通規制、その他社会秩序の維持 

(11) 保健衛生 

(12) 文教対策 

(13) 市町村が実施する被災者の救助及び救護の応援 

(14) 災害救助法に基づく被災者の救助（救助実施市域を除く）及び資源配分の連絡調整 

(15) 被災施設の復旧 

(16) その他災害の発生の防御及び拡大防止のための措置 

 

２ 市町村 

(1) 防災組織の整備及び育成指導 

(2) 防災知識の普及及び教育 

(3) 災害教訓の伝承に関する啓発 

(4) 防災訓練の実施 

(5) 防災施設の整備 

(6) 防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

(7) 消防活動その他の応急措置 

(8) 避難対策 

(9) 災害に関する情報の収集、伝達及び広報 

(10) 被災者に対する救助及び救護の実施 

(11) 保健衛生 

(12) 文教対策 

(13) 被災施設の復旧 

(14) その他の災害応急対策 

(15) その他の災害の発生の防御及び拡大防止のための措置 

 

３ 指定地方行政機関 

(1) 関東管区警察局 

ア 管区内各県警察の災害警備活動の指導調整 

    イ 管区内各県警察の相互援助の調整 

    ウ 他管区警察局及び警視庁並びに管区内防災関係機関との連携 

    エ  警察通信の確保及び通信統制 
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(2) 関東財務局（横浜財務事務所） 

  ア 横浜第２合同庁舎を帰宅困難者用一時滞在施設として開設 

  イ 応急措置に活用可能な未利用地及び庁舎等の国有財産情報の提供 

  ウ 災害が発生した場合における地方公共団体等に対する国有財産の無償貸付等 

  エ 民間金融機関による非常金融措置の実施要請等 

  オ 地方公共団体に対する財政融資資金地方資金の貸付 

  カ 主務省の要請による災害復旧事業費の査定の立会 

(3) 関東農政局（神奈川県拠点） 

ア 災害予防 

 (ｱ) ダム・ため池、頭首工、地すべり防止施設等、防災上重要な施設の点検・整備事業の実施又

は指導に関すること 

 (ｲ) 農地、農業用施設等を防護するための防災ダム、ため池、湖岸、堤防、土砂崩壊防止、農業

用河川工作物、たん水防除、農地侵食防止等の施設の整備に関すること 

イ 災害応急対策 

 (ｱ) 農業に関する被害状況の取りまとめ及び報告に関すること 

 (ｲ) 種もみ、その他営農資材の確保に関すること 

 (ｳ) 主要食糧の供給に関すること 

 (ｴ) 生鮮食料品等の供給に関すること 

 (ｵ) 農作物、蚕、家畜等に係る管理指導及び病害虫の防除に関すること 

 (ｶ) 土地改良機械器具及び技術者等の把握並びに緊急貸出及び動員に関すること 

ウ 災害復旧 

 (ｱ) 農地、農業用施設等について特に必要がある場合の査定の実施に関すること 

 (ｲ) 被災農業者等に対する資金の融通に関すること 

エ その他 

  農業関係被害状況の情報収集及び報告に関すること 

(4) 関東森林管理局 

ア 国有林野の保安林、保安施設（治山施設）等の維持、造成 

イ 災害復旧用材（国有林材）の供給 

(5) 関東経済産業局 

ア 生活必需品、復旧用資材等防災関係物資の円滑な供給の確保 

イ 商工鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保 

ウ  被災中小企業の振興 

(6) 関東東北産業保安監督部 

ア 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガス等の危険物の保安確保 

    イ 鉱山における災害時の応急対策及び保安確保  

(7) 関東運輸局 

ア 災害時における応急海上輸送対策 

    イ  代替輸送の輸送機関への指導調整 

  ウ 災害時における関係機関、輸送機関との連絡調整 

(8) 関東運輸局（神奈川運輸支局） 

災害時における関係機関、輸送機関との連絡調整 

(9) 東京航空局（東京空港事務所） 

ア 災害時における航空機の輸送に関し、安全確保等必要な措置 

イ 遭難航空機の捜索及び救助に関すること  

ウ  特に指定した地域の上空の飛行規制とその周知徹底 
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(10) 第三管区海上保安本部 

  ア 大規模災害対策訓練等の実施 

  イ 関係者及び国民に対する海上防災講習会等による防災思想の啓発 

  ウ 港湾の状況等の調査研究 

  エ 船艇、航空機等による警報等の伝達 

  オ 船艇、航空機等を活用した情報収集 

  カ 活動体制の確立 

  キ 船艇、航空機等による海難救助等 

  ク 船艇、航空機等による傷病者、医師、避難者及び救援物資等の緊急輸送 

  ケ 被災者に対する物資の無償貸与又は譲与 

  コ 要請に基づく、関係機関及び地方公共団体の災害応急対策の実施に対する支援 

  サ 排出油等の防除等 

  シ 避難勧告、入港制限、移動命令等船舶交通の整理、指導による海上交通安全の確保 

  ス 警戒区域の設定並びに船舶等の区域外への退去及び入域の制限又は禁止の指示 

  セ 海上における治安の維持 

  ソ 危険物積載船舶に対する移動命令、航行制限若しくは禁止及び荷役の中止等危険物の保安に関

する措置 

  タ 海洋環境への汚染の未然防止又は拡大防止のための適切な措置 

  チ 災害復旧・復興に係る工事に関する海上交通安全の確保 

(11) 東京管区気象台（横浜地方気象台） 

    ア 気象・洪水・高潮・波浪に関する注意報、警報及び情報の関係機関への伝達 

    イ 注意報、警報等の伝達体制の整備 

    ウ 気象災害の発生に関する調査の実施 

    エ 気象観測の実施及び観測施設の維持管理 

    オ 気象災害に関する広報活動、知識の普及及び関係機関の計画等への助言  

    カ 風水害に係わる防災訓練の実施及び関係機関との協力 

    キ 発災後の各種情報提供、専門職員の派遣及び照会対応 

    ク 噴火警報等の伝達及び火山災害の防止に関する調査の実施 

(12) 関東総合通信局 

ア 非常無線通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営 

    イ 災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車の貸出し 

    ウ 非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線局の開局、周波数等の指定変更及び

無線設備の設置場所等の変更を口頭等により許認可を行う特例措置(臨機の措置)の実施 

  エ 電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供   

(13) 神奈川労働局 

工場事業場における労働災害の防止  

(14) 関東信越厚生局 

ア 管内の被害情報の収集及び伝達に関すること 

イ 関係機関との連絡調整に関すること 

(15) 国土地理院関東地方測量部 

ア 災害時等における地理空間情報の整備・提供 

イ 復旧・復興のための公共測量に関する指導・助言 

ウ 地殻変動の監視 
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(16) 関東地方整備局 

    ア 防災上必要な教育及び訓練 

   イ 水防に関する施設及び設備の整備  

ウ 災害危険区域の選定 

    エ 災害に関する予報並びに警報の発表及び伝達 

    オ 災害に関する情報の収集及び広報 

    カ 水防活動の助言 

    キ 災害時における交通確保 

    ク 災害時における応急工事及び緊急対応事業の実施 

    ケ 災害復旧工事の施工 

    コ 再度災害防止工事の施工 

    サ 港湾施設及び海岸保全施設等の整備 

    シ  港湾施設、海岸保全施設等に関わる応急対策及び復旧対策の指導、協力 

    ス  港湾施設、海岸保全施設の災害応急対策及び復旧対策  

 (17) 南関東防衛局 

  ア 所管財産の使用に関する連絡調整 

  イ 災害時における防衛省本省及び自衛隊等との連絡調整 

  ウ 在日米軍が災害対策措置を行う場合の連絡調整支援 

 (18) 関東地方環境事務所 

  ア 有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集及び提供 

  イ 廃棄物処理施設等の被害状況、がれき等の廃棄物の発生量の情報収集 

  ウ 放射性物質による汚染状況の情報収集及び提供並びに汚染等の除去への支援 

  エ 行政機関等との連絡調整、被災状況・動物救護活動の状況等に関する情報収集、提供等 

 

４ 指定公共機関 

(1) 鉄道機関（東日本旅客鉄道㈱、東海旅客鉄道㈱、日本貨物鉄道㈱） 

ア 鉄道、軌道施設の整備、保全  

  イ 災害対策に必要な物資及び人員の輸送確保 

 ウ 災害時の応急輸送対策 

エ 鉄道、軌道関係被害調査及び復旧 

(2) 電信電話機関（東日本電信電話㈱神奈川事業部、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱、

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ神奈川支店） 

ア 電気通信施設の整備及び点検 

イ  電気通信の特別取扱 

  ウ  電気通信施設の被害調査及び災害復旧 

(3) 日本銀行（横浜支店） 

ア 銀行券の発行ならびに通貨および金融の調節 

イ 資金決済の円滑の確保を通じ信用秩序の維持に資するための措置 

ウ 金融機関の業務運営の確保に係る措置 

エ 金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 

オ 各種措置に関する広報 
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(4) 日本赤十字社（神奈川県支部） 

ア 医療救護 

イ こころのケア 

  ウ 救援物資の備蓄及び配分 

  エ 血液製剤の供給 

オ 義援金の受付及び配分 

カ その他応急対応に必要な業務 

(5) 日本放送協会（横浜放送局） 

ア 気象予報、警報等の放送周知 

  イ 災害状況及び災害対策に関する放送 

  ウ 放送施設の保安 

(6) 中日本高速道路㈱（東京支社）、東日本高速道路㈱（関東支社） 

  ア 道路の保全 

  イ 道路の災害復旧 

  ウ 災害時における緊急交通路の確保 

(7) 首都高速道路㈱   

ア 首都高速道路の保全 

イ 首都高速道路の災害復旧 

ウ  災害時における緊急交通路の確保 

(8) ＫＤＤＩ㈱  

ア  電気通信施設の整備及び保全 

イ 災害時における電気通信の疎通 

(9) 日本通運㈱（横浜支店） 

    ア 災害対策用物資の輸送確保 

    イ 災害時の応急輸送対策 

(10) 東京電力パワーグリッド㈱（神奈川総支社） 

    ア 電力供給施設の整備及び点検 

    イ  災害時における電力供給の確保 

    ウ  被災施設の調査及び復旧 

(11) 東京ガス㈱ 

  ア 被災地に対する燃料供給の確保 

  イ ガス供給施設の被害調査及び復旧 

(12) 独立行政法人国立病院機構 

  ア 医療班の編成及び派遣 

  イ 災害時における被災患者の搬送及び受入れ 

(13) 日本郵便㈱（神奈川郵便局） 

ア 災害時における郵便物の送達の確保  

イ 救助物資を内容とする小包郵便物及び救助用又は見舞い用の現金書留郵便物の料金免除  

ウ 被災者に対する郵便はがき等の無償交付及び被災者が差し出す郵便物の料金免除 

エ 被災者の救援を目的とする寄付金の送金のための郵便振替の料金免除  

オ 為替貯金業務及び簡易保険業務の非常取扱 

カ 被災地域の地方公共団体に対する簡易保険積立金による応急融資  
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５ 指定地方公共機関 

(1) 鉄道機関（東京急行電鉄㈱、京浜急行電鉄㈱、小田急電鉄㈱、相模鉄道㈱、京王電鉄㈱、箱根登

山鉄道㈱、伊豆箱根鉄道㈱、江ノ島電鉄㈱、湘南モノレール㈱、㈱横浜シーサイドライン、横浜高

速鉄道㈱） 

ア 鉄道、軌道施設の整備、保全  

イ 災害対策に必要な物資及び人員の輸送確保 

ウ 災害時の応急輸送対策 

エ 鉄道、軌道関係被害調査及び復旧  

(2) 自動車運送機関（一般社団法人神奈川県バス協会、京浜急行バス㈱、川崎鶴見臨港バス㈱、神奈

川中央交通㈱、富士急湘南バス㈱、一般社団法人神奈川県トラック協会、一般社団法人神奈川県タ

クシー協会） 

ア 被災地の人員輸送の確保 

イ 災害時の応急輸送対策 

ウ 災害対策用物資の輸送確保 

(3) 公益社団法人神奈川県医師会、一般社団法人神奈川県歯科医師会、公益社団法人神奈川県薬剤師

会、公益社団法人神奈川県栄養士会、公益社団法人神奈川県看護協会、地方独立行政法人神奈川県

立病院機構 

ア 医療助産等救護活動の実施 

イ 救護活動に必要な医薬品及び医療器材の提供 

 (4) 放送機関（㈱アール・エフ・ラジオ日本、㈱テレビ神奈川、横浜エフエム放送㈱、㈱ジェイコム

湘南・神奈川、厚木伊勢原ケーブルネットワーク㈱、イッツ・コミュニケーションズ㈱、湘南ケー

ブルネットワーク㈱、ＹＯＵテレビ㈱、横浜ケーブルビジョン㈱） 

ア 気象予報、警報等の放送の周知 

イ 災害状況及び災害対策に関する放送 

ウ 放送施設の保安 

(5) 新聞社（㈱神奈川新聞社） 

災害状況及び災害対策に関する報道 

(6) 土地改良区（神奈川県中津川左岸土地改良区、神奈川県相模川左岸土地改良区、神奈川県相模川

西部土地改良区、小沢頭首工土地改良区連合、酒匂川左岸土地改良区、酒匂川右岸土地改良区） 

ア 土地改良施設の整備 

イ 農業湛水の防排除活動 

    ウ 農地及び農業施設の被害調査及び復旧 

(7) ガス供給機関（厚木瓦斯㈱、秦野瓦斯㈱、小田原瓦斯㈱、湯河原瓦斯㈱、公益社団法人神奈川県

ＬＰガス協会） 

    ア 被災地に対する燃料供給の確保 

    イ ガス供給施設の被害調査及び復旧 

(8) 神奈川県住宅供給公社 

災害時における住宅の緊急貸付け 

 

６ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

(1) 農業協同組合 

ア 県、市町村が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

    イ 農作物災害応急対策の指導 

    ウ 農業生産資材及び農家生活資材の確保、あっせん 

    エ 被災農家に対する融資のあっせん 
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(2) 森林組合 

    ア 県、市町村が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

イ 被災組合員に対する融資のあっせん 

(3) 漁業協同組合 

    ア 県、市町村が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

    イ 被災組合員に対する融資又は融資のあっせん 

    ウ 漁船、協同施設の災害応急対策及びその復旧対策の確立 

(4) 商工会議所、商工会等商工業関係団体 

    ア 市町村が行う商工業関係被害状況調査及び応急対策への協力 

    イ  救助用物資、復旧資材の確保についての協力 

(5) 水道用水供給事業者、組合営水道事業者及び専用水道管理者 

    ア 県、市町村が行う被害状況調査及び応急給水への協力 

    イ  応急給水活動用資機材及び災害復旧用資機材の整備 

(6) 金融機関 

被災事業者等に対する資金融資 

(7) 病院等医療施設の管理者 

    ア 避難施設(注)の整備、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施 

    イ  災害時における入院患者等の保護及び誘導  

    ウ  災害時における病人等の受入れ及び保護 

    エ  災害時における被災負傷者の治療及び助産 

(8) 社会福祉施設の管理者 

    ア 避難施設の整備、避難確保計画や非常災害対策計画の作成及び避難訓練の実施 

  イ 災害時における入所者の保護及び誘導 

(9) 学校法人 

    ア 避難施設の整備、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施 

    イ  災害時における応急教育対策計画の確立と実施 

(10) 危険物施設及び高圧ガス施設の管理者 

ア 安全管理の徹底 

イ  防護施設の整備 

 

７ 自衛隊 

(1) 防災関係資料の基礎調査 

(2) 自衛隊災害派遣計画の作成 

(3) 神奈川県地域防災計画に合わせた防災に関する訓練の実施 

(4) 人命又は財産の保護のために緊急に行う必要のある応急救護又は応急復旧 

(5) 災害救助のための防衛省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 利用者等が安全に避難するための廊下、階段、出入口等 
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第２編 風水害対策編 

 

序章 神奈川県水防災戦略 

 

１ 趣旨 

近年、毎年のように台風や前線の影響による豪雨や暴風により、大規模な水害や土砂災害が発生し

ています。特に、平成 30 年には、平成最悪の豪雨災害と言われる「平成 30 年７月豪雨」が発生し、

情報の受伝達や住民の避難の在り方などに教訓が得られ、国を挙げて改善策を講じてきました。 

そうした中、令和元年に発生した台風第 15 号（以下「令和元年房総半島台風」という。）と台風第

19 号（以下「令和元年東日本台風」という。）は、いずれも本県を含む首都圏を直撃し、東日本の広

範囲に記録的な豪雨や暴風により甚大な被害をもたらす事態となり、本県でも、令和元年東日本台風

では９名の尊い命が失われるとともに、広範囲にわたる停電や断水、道路や鉄道網の寸断などライフ

ラインや産業基盤に重大な被害が発生しました。 

世界に目を向けても、熱波、洪水、海面上昇などによる多くの被害が発生しており、その要因は地

球温暖化など気候変動の影響といわれています。今後も、こうした異常気象の発生と被害リスクの増

大が懸念されるなか、県では、気候が非常事態にあるという「危機感」を市町村、企業、団体、県民

などと共有するため、令和２年２月に「かながわ気候非常事態宣言」を行いました。 

このような状況を踏まえると、水害等の災害は、忘れた頃に発生するのではなく、いつ起きてもお

かしくないものと認識を改め、最大限可能な対策に取り組む必要があります。 

そこで、台風被害からの復旧復興に取り組むことに併せ、水害への対応力強化のための対策として、

「神奈川県水防災戦略」を定め、戦略的、計画的に対策を進め、水害や土砂災害による被害の最小化

を目指します。 

 

２ 対象とする災害 

台風や豪雨による洪水、土砂崩れ、高潮、暴風等に係る災害とします。 

 

３ 戦略の目標 

住民による適切な避難行動を促進するとともに、水害や土砂災害による被害の最小化を目指し、次

の目標を定めます。 

「水害からの逃げ遅れゼロ」 

「県民のいのちを守り、財産・生活等への被害を軽減」 

 

４ 戦略の対象とする対策 

令和元年房総半島台風、令和元年東日本台風での被害等を踏まえ、今後、頻繁に発生することが危

惧される水害の発生を防止し、遅らせ、その影響を最小限に留めるためのハード対策及び住民の避難

を中心としたソフト対策の強化により目標の達成を目指します。 

(1) 緊急に実施することで被害を最小化するハード対策 ～ すぐ調べ、すぐ対応 ～ 

今後の出水期に向け、早急な対応が必要な箇所、迅速な整備が必要な箇所等に対して、令和２年

度から４年度の３か年内に緊急に実施し、危険箇所の解消を図る事業（その後も定期的にパトロー

ルや点検など適切な維持管理を実施） 
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(2) 中長期的な視点で取組を加速させるハード対策 ～ 加速し、強化する ～ 

中長期的な視点で取り組む事業のうち、減災、強靭化の効果が早期に期待できる事業について、

充実強化、事業の前倒し等を図る事業 

(3) 災害対応力の充実強化に向けたソフト対策 ～ しっかり備える ～ 

市町村が行う避難対策、減災対策への支援、住民による適切な避難行動につなげるための迅速・

的確な情報受伝達機能の強化、県の災害対応体制の強化等を図る事業 
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第１章 災害に強いまちづくり 

 

○ 県は、その自然的条件、社会的条件から、災害に対する脆弱性が指摘されています。このため、こ

れまでも災害に強い安全な県土づくりを目指し、総合的かつ計画的な土地利用を基本に都市づくりを

進めてきました。例えば、安全性に配慮した土地利用を図るため、土石流、がけ崩れ、浸水などの風

水害等の発生が予測される区域など、災害に関する情報を県民に提供しています。 

○ 「安全な県土づくり」は、県民社会を支える基礎的な条件です。県としては、県政の運営全般にわ

たって、常に「安全な県土づくり」という視点を重視し、様々な取組の蓄積によって実現していくも

のとして、長期的、総合的な視点に立って、積極的に取り組んでいます。 

例えば、高潮等の災害から背後地を守るための海岸等の整備を進めるとともに、土砂災害を防止す

るための対策工事に重点的に取り組んできました。さらに、河川整備にも着々と取り組んできていま

す。 

○ しかし、近年の都市化の進展に伴い、地下鉄、地下街やビルの地下などの地下空間の利用が進み、

土地利用形態が大きく変化してきており、本来土地の持つ保水・遊水機能が減少し、内水による地下

空間などへの浸水による都市型水害発生の危険性が増しています。 

このため、今後は、河川流域の適正な土地利用をより一層促進するとともに、市街地の整備に当た

っては、透水性舗装の施工、遊水地、調整池等の雨水貯留、排水施設や浸透施設の設置を進めるなど、

地域の特性を踏まえつつ、必要に応じて適切な対策を実施することにより、流域の保水・遊水機能の

確保を図ります。 

また、河川については、築堤、河床掘削等の河道の整備、遊水地、分水路等の建設等の整備を計画

的に進めるとともに、下水道による雨水排水施設等の整備を進め、大雨による洪水等に対する都市の

安全性の向上を図ります。 

さらに、高潮等の災害から背後地を守るため、海岸保全施設や河川管理施設の整備を推進するとと

もに、山地災害等からの安全性を確保するための治山対策、総合的な土砂災害対策にも引き続き取り

組んでいきます。 

事業の実施に当たっては、想定を上回る災害が発生しても、その効果が粘り強く発揮できるように

するとともに、環境や景観にも配慮します。 

○ また、老朽化した社会資本についても、長寿命化対策の実施等により、適切な維持管理に努めます。 

○ 県及び市町村は、住民が自らの地域の水害リスクに向き合い、被害を軽減する取組を行う契機とな

るよう、分かりやすい水害リスクの提供に努めます。 

○ 県は、将来の気候変動の影響等外部環境の変化や地域の特性に配慮しつつ、風水害に強いまちづく

りに努めます。 
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  第１節 計画的な土地利用と市街地整備の推進                               

【現状】 

 ○ 県では、県土が現在及び将来における県民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産

を通ずる諸活動の共通の基盤であることから、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全や安全性の

確保を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配慮して、安全で、住み良く、

暮らしやすい生活・生産環境の確保を図るため、自然災害に対して被害を最小化する「減災」の考

えも踏まえ、総合的、計画的な土地利用を進めています。 

 ○ 例えば、安全性に配慮した土地利用を図るため、風水害による斜面崩壊、地すべり、土石流ある

いは地震によるがけ崩れ、液状化、津波浸水などの発生が予測される区域など、災害に関する情報

を県民に提供しています。 

○ また、都市計画法に基づく開発の許可に当たっては、防災性に配慮し、安全性の確保に努めると

ともに、既成市街地の都市機能の更新、居住環境の改善、防災性の確保等を図り、安全で住み良い

まちづくりを目指して市街地再開発事業や住宅市街地総合整備事業等を進めています。 

○ 都市計画区域内の土地について、道路や河川等の公共施設の整備を進めるとともに、宅地の利用

増進を図るため土地区画整理事業を実施し、健全な市街地の造成と良好な宅地の供給を行っていま

す。 

また、既存市街地などについても、防災性をはじめとして、都市における市街地整備の水準は依

然として低い状況にあることから、災害に強いまちづくりの根幹的手法としての土地区画整理事業

の促進を図っているところです。 

 

【課題】 

○ 人々が安心して生活し、社会・経済活動を行うためには、都市の安全性が基本となります。広域

にわたり市街地が連担している神奈川の都市の安全性を高めるためには、自然環境との共生を重視

し、都市の質の向上を図ることが大切です。こうした観点から、計画的な土地利用を一層進めると

ともに、地震、土砂災害、洪水等の災害情報を踏まえて都市計画を行うことが、防災都市づくりの

基本的課題となっています。 

 ○ 大規模災害からの迅速な復旧・復興に資する地籍調査を着実に推進する必要があります。 

○ 市町村が都市防災を考慮し、住民主体のまちづくりを推進していく必要があります。 

 

【取組の方向】 

  ○ 県は、自然災害による被害の発生の危険性を回避した土地利用を進めるため、風水害等の発生が

予測される区域など、災害に関する情報を県民に提供するとともに、県及び市町は、土地利用の規

制・誘導、市街地の面的整備等、都市全体の視点から、平常時と災害時の計画の一本化を図り、災

害に強いまちづくりを推進していきます。 

また、市町村が実施する避難地、避難路及び防災まちづくり拠点等の整備について、事業計画の

策定や交付金の採択について技術的支援を行います。  

  ○ 県及び市町は、河川流域の開発、低地地域における土地利用の高度化等により、都市災害の危険

性が増大している地域では、都市河川の整備を推進するとともに、流域の適正な土地利用の誘導を

図り、総合的な治水対策の推進に努めます。 
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【主な事業】 

 １ 計画的な土地利用の推進 

    ○ 県は、県土の安全性を高めるため、神奈川県土地利用基本計画等に基づき、防災に配慮した、

総合的かつ計画的な土地利用を推進します。             ［政策局、県土整備局］ 

   ○ 県及び市町村は、河川整備等と連携して緑地の保全を図り、保水機能の向上を図ります。 

                                  ［環境農政局、県土整備局］ 

   ○ 県及び市町は、街区内に、公園やコミュニティ防災拠点の整備を図り、街区内のオープンスペ

ースの確保を図ります。                          ［県土整備局］ 

 

  ２ 災害に強いまちづくりの促進  

○ 県は、市町村が行う災害危険度判定調査、住民等とのまちづくり活動及び防災まちづくり拠点

等の地区公共施設整備について、都市防災総合推進事業の採択に向けた取組を支援していきます。 

                                                               ［県土整備局］ 

３ 危険を回避した土地利用 

    ○ 県は、風水害等の発生が予想される区域や危険区域箇所など、災害に関する情報を県民に提供

し、周知を図るとともに、法に基づく規制制度などを活用して、自然災害による被害発生の危険

を回避した土地利用を促進します。      ［くらし安全防災局、環境農政局、県土整備局］ 

 

  ４ 市街地の整備 

    ○ 県及び市町等は、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図る土地区画整理事業を促進する

ことにより、広幅員道路、公園緑地の整備や電線類の地中化等、市街地の防災性の向上を図りま

す。                                   ［県土整備局］ 

○ 県及び市町等は、既成市街地について、土地の健全な高度利用と都市機能の更新を図る市街地

再開発事業等を促進することにより、密集した市街地の防災性の向上や安全で快適な居住環境の

創造を図ります。                             ［県土整備局］ 

                                             

  ５ 開発許可に係わる安全性の配慮 

    ○ 県は、都市計画法に基づく開発行為に関する工事現場に対して、検査体制の充実強化に努めま

す。                                   ［県土整備局］ 

 

６ 地籍調査の実施 

○ 県は、市町村が実施する地籍調査の取組を支援し、大規模災害からの迅速な復旧・復興に資す

る土地の基礎的な情報の整備を推進します。                 ［県土整備局］ 

 

 

資 料 

   地震編  ２－１－(２) 市町村別防火地域、準防火地域指定状況一覧表 

    〃   ２－１－(３) 宅地造成工事規制区域図 

    〃   ２－１－(４) 市街地再開発事業の概要 

    〃   ２－１－(５) 土地区画整理事業の概要 

    〃   ２－２    県立都市公園等一覧 
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  第２節 治山・造林                                         

【現状】 

  ○ 県の森林は、丹沢山塊、箱根山塊及び三浦半島に分布し、県土面積の約 40％を占めていますが、

これら森林地帯は地形が急峻で複雑なうえ、地質が脆弱であるため、集中豪雨、地震等で荒廃しや

すい状況にあります。 

  ○ 大正関東地震、北伊豆地震で発生した荒廃地は、治山事業等による復旧事業により相応の成果が

得られましたが、近年の集中豪雨などによる森林の被害もあり、今なお多くの荒廃地があります。 

  ○ そこで、県では荒廃地を復旧し、また荒廃を予防するために、森林整備保全事業計画により計画

的に治山事業を推進しています。 

  ○ また、土砂流出防備保安林などの保安林の指定を行うとともに、保安林の森林整備を計画的に実

施することにより、山地災害を防止するよう努めています。 

  ○ さらに、健全な森林を維持することは森林の持つ県土保全機能を十分に発揮させることになるた

め、適切な造林、保育が行われるよう努めるとともに、水源地域では水源の森林づくり事業を推進

します。 

 ○ 湘南海岸では、強風により海岸地帯の住宅や道路が飛砂や塩害の被害を被っているため、県では、

飛砂防備対策に積極的に取り組んでいます。 

 

【課題】 

  ○ 近年、私有林において林業経営の不振、不在地主や所有者の林業離れなど、森林の手入れ不足に

より荒廃した森林が増えており、山地災害防止や水源かん養など、森林の持つ公益的機能の低下が

懸念されています。 

      このため、山地災害を予防するための治山工事や、水源地域においては、私有林の公的管理を進

めるとともに、広葉樹との混交林や複層林など多彩な森林づくりを進め、山地災害に強い森林をつ

くることが必要です。 

 

【取組の方向】 

○ 県は、地形や地質等の要因により、山地災害で人家や公共施設等に被害を与えるおそれがある箇

所を｢山地災害危険地区」に設定し、インターネット等を通じて県民に周知を図ります。 

また、｢山地災害危険地区」について、定期的にパトロールを実施し、林地や治山施設等の状況

を把握するとともに、危険性の高い箇所から優先順位を付けて対策を行うことで、山地災害の未然

防止に努めます。 

○ 県は、流域を単位とした面的、集中的な森林管理の視点から、荒廃森林の復旧を計画的に進める

とともに、混交林や複層林など、豊かで活力ある多彩な森林づくりを推進し、災害に強い森林づく

りを進めます。 

 

【主な事業】 

１ 治山工事の計画的な推進 

   ○ 県は、森林の有する公益的機能の維持増進を通じて、山地災害から県民の生命や財産を守り、

水源かん養等を図るため、保安林指定地の治山事業を計画的に進めます。    ［環境農政局］ 

 

２ 森林の機能の維持・向上 

   ○ 県は、森林をそれぞれの目的に応じた保安林に指定し、施業の制限を行うとともに、森林の状

況が悪化している保安林の整備を進めます。                 ［環境農政局］ 

○ 県は、健全な森林整備を図るため、森林の状況に応じた造林、適切な保育間伐を推進するとと

もに、複層林や混交林など災害に強い多彩な森林づくりを進めます。            ［環境農政局］ 
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   ○ 県は、水源地域の森林において、水源かん養機能など森林の持つ公益的機能の向上を図るため、

水源の森林づくり事業を進めます。                          ［環境農政局］ 

 

３ 湘南海岸における飛砂防備対策等 

○ 県は、湘南海岸一帯の住民及び公共施設を飛砂、塩害から守るとともに、緑豊かな自然環境の

保全を図るため、砂防林の整備・保全を進めます。              [県土整備局] 
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  第３節 治水対策                                          

【現状】 

  ○ 県では、人口増加に伴い土地利用形態が大きく変化し、本来流域の持っている保水・遊水機能の

減少により都市型水害が増加しています。 

 ○ また、近年は１時間当たり 100 ㎜を超すような集中豪雨の発生頻度が高まってきており、公共用

水域に排除することが困難な低地帯では、内水による浸水により地下鉄、地下街、ビルの地下施設

等の地下空間などに大きな被害が生じています。 

 ○ 国と県は、洪水予報河川や水位周知河川等について、「河川整備の目標とする降雨」により河川

が氾濫した場合に、想定される浸水の範囲と水深を表した洪水浸水想定区域図を平成 21 年までに

作成、公表しています。 

 

【課題】 

  ○ 近年、これまでの想定を上回る豪雨が発生していることから、平成 27 年５月に水防法が改正さ

れ、「河川整備の目標とする降雨」から「想定しうる最大規模の降雨」に高められたことから、国

と県では、洪水浸水想定区域図の見直しが求められています。 

○ 近年、都市化の進展に伴い、洪水時の河川への流入量の増大等に対して治水上の安全を確保する

ためには、土地利用に当たっても治水施設整備とともに、河川流域において適正な保水・遊水機能

を持たせることが必要となっています。 

 ○ 都市機能の増進を図るために地下鉄、地下街、ビルの地下施設等の地下空間の有効活用が進めら

れており、これらの浸水対策が必要となっています。 

 

【取組の方向】 

  ○ 県及び市町村は、都市河川の整備を推進するとともに、流域の適正な土地利用への誘導を含めた

総合的な治水対策を推進します。 

  ○ 県は、河川について、築堤、河床掘削等による河道の整備、遊水地、分水路等の建設等の整備を

推進します。 

 ○ 県は、重要河川について、治水対策上、関係機関等が相互に必要とする河川情報を、平常時、緊

急時を問わずリアルタイムで共有化できる情報基盤の整備を推進します。 

  ○ 県及び市町村は、防災調整池の設置、透水性舗装の施工、雨水貯留・浸透施設の設置、盛土の抑

制などを地域の特性を踏まえつつ必要に応じて実施することにより、流域の保水遊水機能が確保さ

れるように図ります。 

  ○ 県は、横浜地方気象台と共同で洪水予報（洪水注意報、洪水警報等）を行うとともに、水位周知

河川において氾濫危険水位（水防法第 13 条で規定される洪水特別警戒水位）を定めるなど、住民

等の避難に資する洪水情報を提供します。 

 ○ 県は、洪水予報河川や水位周知河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、被害の軽

減を図るため、想定しうる最大規模の降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域

を指定し、風水害時の避難体制の整備を支援します。 

  ○ 県及び市町は、土地区画整理事業等に伴い必要となる雨水流出抑制対策の方法として事業地内に

おいて遊水機能を持たせた施設の設置や、斜面崩壊及び地すべり防止を考えた土地利用計画を指導

していきます。 

  ○ 開発に伴う下流河川の治水対策について、県は、地域の自然、社会条件、下流河川及び周辺の状

況等を勘案し下流河川等の管理者との調整を行った上で、安全で、合理的かつ効果的な規模及び方

法により取り組みます。 

○ 県は、県及び横浜市が管理する河川を対象に、横浜地方気象台、県、横浜市、県及び横浜市管理

河川流域の市町村等で構成する｢神奈川県大規模氾濫減災協議会｣を設置し、減災のための目標を共
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有し、複合的な災害にも多層的に備え、社会全体で被害を防止・軽減させるためのハード対策とソ

フト対策を一体的、総合的、計画的に進めていきます。 

〇 県は、土砂・洪水氾濫による被害の危険性が高い河川において、砂防堰堤、遊砂地等の整備を実

施します。 

 

【主な事業】  

１ 治水施設等の整備 

   ○ 県は、県内の河川のうち、特に過去の大雨で水害が発生した河川や都市化の著しい河川につい

て、都市河川重点整備計画（新セイフティリバー）により整備します。     ［県土整備局］ 

   ○ 県は、総合治水対策特定河川に指定されている鶴見川、境川、引地川、目久尻川の４河川につ

いて、流域の保水機能の確保、安全な土地利用の指導などと併せて治水施設の整備を積極的に進

めます。                                 ［県土整備局］ 

   ○ 県は、県民の安全確保のため、管理する河川について、水位周知河川の指定を進めます。この

ため、未指定の河川への水位計の整備を進めるとともに、氾濫危険水位（水防法第 13 条に規定

される洪水特別警戒水位）を定めるための調査を行います。また、水位周知河川において、洪水

浸水想定区域を指定します。                        ［県土整備局］ 

 

２ 安全性に配慮した行政指導の実施 

   ○ 県及び市町は、市街地再開発事業等において、透水性舗装や調整池の設置による流出抑制を事

業者に指導します。                            ［県土整備局］ 

   ○ 県及び市町は、土地区画整理事業においても、透水性舗装の促進による流出抑制や盛土の抑制

など、地域の特性や必要に応じた対策を実施するよう事業者を指導します。   ［県土整備局］ 

  

３ 浸水想定区域の指定、公表等 

○ 国及び県は、洪水予報河川、水位周知河川等について、想定し得る最大規模の降雨により河川

が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定し、指定の区域及び浸水

した場合に想定される水深、浸水継続時間等を公表するとともに、関係市町村の長に通知します。    

また、県は、その他の河川についても、役場等の所在地に係る河川については、過去の浸水実

績を活用する等、河川の状況に応じた簡易な方法も用いて、市町村等へ浸水想定の情報を提供す

るよう努めます。                               ［県土整備局］ 

○ 市町村は、雨水出水特別警戒水位に到達した旨の情報を提供する公共下水道等の排水施設等と

して指定した排水施設等について、想定し得る最大規模の降雨により排水施設に雨水を排除でき

なくなった場合又は排水施設から河川等に雨水を排水できなくなった場合に浸水が想定される

区域を雨水出水浸水想定区域として指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深、浸

水継続時間等を公表します。                         

○ 県は、高潮特別警戒水位に到達した旨の情報を提供する海岸として指定した海岸について、想

定し得る最大規模の高潮による氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域を高潮浸水想定区

域として指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深、浸水継続時間を公表するとと

もに、関係市町村の長に通知します。                    ［県土整備局］ 

（高潮対策については、「第７節 高潮対策」において必要な対策を定めています。） 

 

４ 浸水想定区域における避難の確保 

  ○  市町村は、洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域（以下「浸水想定

区域」という。）の指定があったときは、市町村地域防災計画に、次の事項等について定めます。 

   ア 少なくとも当該浸水想定区域ごとに、洪水予報の伝達方法、避難場所及び避難経路に関する

事項、洪水、雨水出水又は高潮に係る避難訓練に関する事項その他洪水時、雨水出水時又は高
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潮時（以下「洪水時等」という。）の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

   イ 浸水想定区域内の、次の施設の名称及び所在地 

    (ｱ) 地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設）で洪水時

等に利用者の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止を図ることが必要なもの 

     (ｲ) 要配慮者利用施設で洪水時に利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が必要なもの 

     (ｳ) 大規模工場等（大規模な工場その他地域の社会経済活動に重大な影響が生じる施設として

市町村が条例で定める用途及び規模に該当するもの）の所有者又は管理者から申出があった

施設で洪水時に浸水の防止を図る必要があるもの 

   ウ 市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた浸水想定区域内の地下街等、要配慮者利

用施設、大規模工場等の所有者又は管理者及び自衛水防組織の構成員に対する洪水予報等の伝

達方法 

   ○  浸水想定区域をその区域に含む市町村は、市町村地域防災計画に定められた洪水予報等の伝達

方法、避難場所及び避難経路に関する事項、洪水、雨水出水又は高潮に係る避難訓練に関する事

項その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項並びに浸水想定区域内の

地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等の名称及び所在地について住民に周知させるため、

これらの事項を記載した印刷物（ハザードマップ等）の配布その他の必要な措置を講じます。 

○ 市町村は、洪水予報河川や水位周知河川に指定されていない中小河川について、河川管理者か

ら必要な情報提供、助言等を受けつつ、過去の浸水実績等を把握したときは、これを水害リスク

情報として住民、滞在者その他の者へ周知します。 

○ 水防管理者は、洪水浸水想定区域内にある輪中堤防等の盛土構造物が浸水の拡大を抑制する効

用があると認めたときには、河川管理者から必要な情報提供、助言等を受けつつ、浸水被害軽減

地区に指定することができます。 

 

５ 地下街等における避難、浸水対策等 

   ○ 市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた地下街等の所有者又は管理者は、単独又は

共同して、防災体制に関する事項、避難誘導に関する事項、浸水の防止のための活動に関する事

項、避難の確保及び浸水の防止を図るための施設の整備に関する事項、防災教育、訓練に関する

事項、自衛水防組織の業務に関する事項等に関する計画（以下「避難確保・浸水防止計画」とい

う。）を作成するとともに、避難確保・浸水防止計画に基づき自衛水防組織を設置します。また、

作成した避難確保・浸水防止計画、自衛水防組織の構成員等について市町村長に報告するととも

に、当該計画を公表します。 

なお、避難確保・浸水防止計画を作成しようとする場合においては、接続ビル等（地下街等と

連続する施設であって、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保に著しい

支障を及ぼすおそれのある施設）の管理者等の意見を聴くよう努めます。    

○ 地下街等の管理者は、地下施設等への洪水等による浸水防止のため、土嚢などの水防資機材の

備蓄や出入り口のステップアップ、止水板、防水扉の設置などの対策に努めます。 

  ○ 地下街等の管理者は、洪水等による浸水のため、停電、水圧によるドアの閉鎖等、起こりうる

事態を想定した従業員への防災教育、避難、誘導訓練等の安全確保体制の充実を図ります。 

 ○ 市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた地下街等の所有者又は管理者は、避難確

保・浸水防止計画に基づき、避難誘導、浸水防止活動等の訓練を実施します。 
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６ 地下街等における浸水の危険性の周知、啓発 

  ○ 県、市町村及び地下街等の管理者は、日頃から洪水等による地下施設等への水の急激な流入、

水圧によるドアの開閉障害等の危険性についての周知、啓発に努めます。    ［県土整備局］ 

   ○ 市町村は、浸水想定区域内に地下街等の不特定かつ多数の者が利用する地下施設等がある場合

には、洪水等による浸水の危険性についての周知、啓発に努めます。 

 

７ 要配慮者利用施設、大規模工場等における避難、浸水対策等 

  ○ 市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、

防災体制に関する事項、避難誘導に関する事項、避難の確保を図るための施設の整備に関する事

項、防災教育・訓練に関する事項、水防法に基づき設置した自衛水防組織の業務に関する事項等

の計画を作成し、当該計画に基づき、避難誘導等の訓練を実施します。また、作成した計画及び

自衛水防組織の構成員等について市町村長に報告します。 

  ○ 県及び市町村は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等について、

定期的に確認するよう努めます。 

  ○ 市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた大規模工場等の所有者又は管理者は、防災

体制に関する事項、浸水の防止のための活動に関する事項、防災教育・訓練に関する事項、自衛

水防組織の業務に関する事項等に関する計画（以下「浸水防止計画」という。）の作成及び浸水

防止計画に基づく自衛水防組織の設置に努めるものとし、作成した浸水防止計画、自衛水防組織

の構成員等について市町村長に報告するものとします。また、浸水防止計画に基づき、浸水防止

活動等の訓練の実施に努めるものとします。 

 

 

  資 料 

   風水害編 ２－１－３ 都市河川重点整備計画（新セイフティリバー） 
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  第４節 河川改修                                         

【現状】 

○ 近年、河川流域の都市化の進展は著しいものがあり、従来保有していた保水・遊水機能の減少に

伴い、河川への直接流出量が増大しています。また、沿川に人家や工場等が密集しており、従来と

同程度の洪水でも被害が大きくなる傾向があります。 

○ 改修規模の目標設定に当たっては、河川の重要度を重視するとともに、既往洪水による被害の実

態、経済効果等を総合的に考慮して決定することとしています。 

 ○ 県の管理河川は、26 水系 113 河川（755.0km）ありますが、要改修延長 452km の河川改修を積極

的に進めています。 

  ○ これらの治水対策の進め方としての洪水処理方式として、河道拡幅、分水路設置などの河道処理

方式と、遊水地、地下調節池、ダム設置等の洪水貯留方式等があり、河川の特性に応じて計画を立

案して改修を進めています。 

 

【課題】 

  ○ 近年の河川流域の都市化の進展に伴う洪水被害が大きくなる等の状況に対応するため、都市基盤

としての治水対策の推進は緊急な課題となっています。 

  ○ 県の管理河川流域に想定されるすべての開発に対応させ、その安全性を確保していくためには、

相当の経費と長い年月が必要となります。 

 

【取組の方向】 

 ○ 県は、大河川については、長期的には年超過確率（注）1/100 から 1/150 の規模の洪水を安全に流

下させることを目標として、また、その他早急に改修を必要とする中小河川については、１時間当

たり 50ｍｍ～60ｍｍの降雨相当（４年～10 年に１回の降雨）の計画規模を当面の目標として治水

対策を推進します。 

 

【主な事業】 

 計画的な河川改修の実施 

  ○ 県は、大河川（相模川、酒匂川、中津川）について、長期的には年超過確率 1/100 から 1/150 の

規模の洪水を安全に流下させることを目標としていますが、相模川については、さがみ縦貫道路に

沿った無提部の築堤を完成させるとともに、海老名市河原口地区の拡幅を進め、治水安全度の確保

を図ります。なお、相模川、酒匂川については、国や他県と連携して進めます。  ［県土整備局］ 

  ○ 県は、中小河川については、長期的には年超過確率 1/30 から 1/100 の規模の洪水を安全に流下

させることを目標としていますが、特に過去の大雨で水害が発生した河川や、都市化の進展が著し

い地域を流れる河川について重点的に河川の整備を進める都市河川重点整備計画（新セイフティリ

バー）により、18 河川を治水上特に重要な河川と位置づけ、当面、１時間当たり概ね 50ｍｍ～60

ｍｍの降雨に対応した治水安全度の確保を図ります。              ［県土整備局］ 

 

 

  資 料 

   風水害編 ２－１－３ 都市河川重点整備計画（新セイフティリバー） 

    〃   ２－１－４ 海岸・河川・港湾図 

 

 

 

（注） 年超過確率１/100 である場合、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率は１％（１/100）となる。 
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  第５節 下水道整備                                        

【現状】 

  ○ 下水道は、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を目的とした汚水排除施設の整備と浸水の

防除を目的とした雨水排除施設等の整備を実施しています。現状では、雨水整備は、汚水整備に比

べて、多少遅れています。 

  ○ 公共下水道は、県内 33 市町村が事業に着手しています。事業を早期に着手した都市の排除方式

は、一部地域で合流式を採用しており、その他の都市は分流式です。 

 

【課題】 

  ○ 浸水防止対策の整備を促進していく必要があります。 

 

【取組の方向】 

  ○ 市町村は、汚水排除施設の整備とバランスのとれた雨水排除施設等の整備を促進していきます。 

  ○ 県及び市町村は、排水施設等の拡充や河川改修事業との連携を図りながら、さらに安全度を向上

させていきます。 

  ○ 市町村は、現在、既に都市の集積等により浸水被害が生じている地域はもとより、今後集積度が

高まり雨水の流出量が増加すると予想される地域に対しても浸水被害の解消に向けて、排水施設等

の整備を推進していきます。 

○ 下水道管理者は、民間事業者等との協定締結などにより発災後における下水道施設の維持又は修

繕に努めるとともに、災害の発生時においても下水道の機能を維持するため、可搬式排水ポンプそ

の他の必要な資機材の整備等に努めます。 

○ 浸水被害対策区域を指定した下水道管理者は、民間の雨水貯留施設等の整備と連携して浸水被害

の軽減の推進に努めます。 

 

【主な事業】 

 下水道施設の整備 

 ○ 県及び市町村は、排水施設の整備、マンホール等の浮上・飛散防止等の対策を推進します。 

                                        ［県土整備局］ 
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  第６節 洪水調節                                         

【現状】 

 ○ 昭和 22 年に完成した相模ダムは、水道用水、工業用水及び発電を目的とするダムです。洪水が

予想される場合には、予備放流によって相模ダムの水位を低下させ、洪水処理を行っています。 

  ○ 昭和 40年に多目的ダムとして完成した城山ダムは、洪水時には 50年確率の洪水流量 4,100 ㎥／

秒を 3,000 ㎥／秒に調節して流下させることにより、下流の災害や水害の軽減を図っています。 

  ○ 昭和 53 年に多目的ダムとして完成した三保ダムは、洪水時には 100 年確率の洪水流量 2,100 ㎥

／秒を 1,250 ㎥／秒に調節して流下させることにより、下流の災害や水害の軽減を図っています。 

  ○ 平成 13年 3月に完成した宮ケ瀬ダムは、洪水調節、流水の正常な機能の維持、水道用水の供給、

発電を目的としています。 

 

【課題】 

  ○ 県は、上流地域の災害防止を図るためには、護岸の整備や貯水池の堆積土砂の除去を行う必要が

あります。 

  ○ ダム完成後、相当の年月が経過し、共同施設の設備も老朽化しつつあるので、計画的に施設の更

新等を行う必要があります。 

 

【取組の方向】 

  ○ 県は、上流地域の災害防止を図るため、貯水池の堆積土砂の除去や河川整備等を実施します。 

  ○ 県は、共同施設等の計画的な施設更新を行うとともに、時代に応じたシステム等の導入を行い、

万全なダム管理を行います。 

 

【主な事業】 

１ 貯水池等の整備 

   ○ 県は、上流地域の災害防止を図るため、相模貯水池の堆砂対策事業により、相模貯水池のしゅ

んせつ、流入支川の保全等を行います。              ［県土整備局、企業庁］ 

 

２ ダム施設等の管理及び改良 

   ○ 県は、城山ダム及び三保ダムについては、ダム共同施設等の施設の管理及び施設改良を行いま

す。                               ［県土整備局、企業庁］ 

   ○ 国は、宮ケ瀬ダムについて、洪水調節機能により下流の災害や水害の軽減を図ります。 

 

 

  資 料 

   風水害編 ２－１－６－（１） 放流警報施設位置図（相模川） 

    〃   ２－１－６－（２） 放流警報施設位置図（酒匂川） 

    〃   ２－１－６－（３） 放流警報施設位置図（中津川） 

    〃   ２－１－６－（４） 水防時における通信連絡基本系統図 
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  第７節 高潮対策                                         

【現状】 

  ○ 県の海岸線は総延長で約 430km あり、沿岸部では市街化が進み、海水浴シーズンには数多くの人

が集まる大小 27 の海水浴場を抱え、さらに、マリンスポーツの拠点として、季節を問わず大勢の

人が利用しています。 

  ○ 相模灘では、近年侵食が進み、台風時には高潮の被害が発生しています。その結果、各海岸にお

ける最大水位は、海岸の地勢等により異なるため、具体的な施設整備は、それぞれの調査結果の最

大水位をもとに、背後地盤が低く、災害の危険性が高い海岸から整備を進めています。 

   また、高潮対策のため、護岸等の整備を進めています。 

  ○ 河川では、地盤が低く、人口密度の高い帷子川について、伊勢湾台風級を想定して防潮堤の整備

を進めています。また、国では、鶴見川（河口から JR 東海道線橋りょう区間）において河川高潮

対策を推進するとともに、多摩川（河口から六郷橋区間）、相模川（河口から国道１号線馬入橋区

間）においても河川高潮対策を計画的に進めています。 

  ○ 川崎市は、防潮堤の築造及び東扇島、扇島埋め立てにより、伊勢湾台風級の台風襲来を想定した

としても内陸部への浸水は、ほぼ防止できる状況にあります。また、湾に直面する浮島南部につい

ては、浮島町地先に廃棄物埋め立て事業による外周護岸の完成や、更には東扇島防波堤の完成によ

り波浪の直撃を避けられるようになっています。 

  ○ 横浜地方気象台は、県の沿岸の市町で高潮による被害の発生を予想した場合には、市町ごとに設

定された基準により、高潮の警戒・注意期間、ピーク、最高潮位を記した高潮特別警報・警報・注

意報を発表します。 

   また、異常潮位等の潮位の変動による被害が発生するおそれがある場合、並びに潮位の状態につ

いて住民及び関係機関に対し解説等を行うことが有効である場合、神奈川県潮位情報を発表します。 

 〇 県は、平成 31 年４月に東京湾沿岸（神奈川区間）において、高潮浸水想定区域の指定並びに高

潮特別警戒水位を設定しました。 

 

【課題】 

 ○ 海岸高潮対策として、護岸等を整備するのみならず、侵食に合わせ、かつ、環境・利用が調和し

た対策が必要です。 

  ○ 河川高潮対策として、帷子川においては、築地橋、万里橋、平岡橋、JR東海道本線橋りょう、JR

根岸線橋りょう、JR貨物線橋りょう、京浜急行橋りょうの７橋りょうの対策を検討する必要があり

ます。 

      また、護岸整備の一層の促進を図るとともに、県民に高潮による浸水想定区域の周知徹底を図る

必要があります。 

 

【取組の方向】 

  ○ 県は、沿岸住民の安全を確保するため、海岸の整備を優れた消波機能を有する砂浜の保全・回復

によって図るとともに、護岸などの海岸保全施設の整備を進めます。また、想定し得る最大規模の

高潮による氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域を指定し、風水害時の避難体制の整備を支

援します。 

  ○ 河川高潮対策として、県では引き続き帷子川河口部の改修を重点的に進めます。 

      また、県では、地域住民の安全を確保するとともに、地域の景観等に配慮した整備を計画的に進

めます。 

 〇 港湾管理者は、港湾における高潮リスクを低減するため、タイムラインの考え方を取り入れた防

災対策を推進します。 
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【主な事業】 

 １ 海岸高潮対策の推進等 

   ○ 県は、茅ケ崎、葉山及び小田原海岸等において、海岸高潮対策として、養浜、護岸等の整備を

進めます。                                ［環境農政局］ 

  ○ 県は、小田原漁港海岸で侵食防止・高潮対策の人工リーフの整備を進めます。 ［環境農政局］ 

  ○ 横浜市は、臨海部の護岸について、民有護岸を含め点検を進めるとともに、かさ上げ等の必要

な指導、要請を行い、改修を進めます。                    

  ○ 横須賀市は、港湾区域、漁港区域内の高潮対策について、護岸等の整備を推進し、今後も高潮

対策に万全を期していきます。 

 

２ 河川高潮対策の推進 

   ○ 県は、河川高潮対策として、帷子川において河川改修事業を行っており、今後も計画的に改修

を進めていきます。（要改修延長 4.8km に対して平成 27年度末現在改修済延長 3.0km） 

                                        ［県土整備局］ 

３ 浸水想定区域の指定、公表等 

○ 県は、高潮特別警戒水位に到達した旨の情報を提供する海岸として指定した海岸について、想

定し得る最大規模の高潮による氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域を高潮浸水想定区

域として指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深、浸水継続時間を公表するとと

もに、関係市町村の長に通知します。                    ［県土整備局］ 
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  第８節 水害予防施設の維持補修                                  

【現状】 

  ○ 流域の開発により風水害時の農業用水路への雨水の流入量が増大し、農地のみならず周辺宅地に

も湛水被害のおそれがあるため、点検と安全対策を実施しています。 

  ○ 農業用施設周辺の農地の宅地化が進展し、農業用施設の崩壊や土砂崩れ等の災害によって、人家

等に被災のおそれがあるため、点検と安全対策を実施しています。 

  ○ 広域農道、港湾、漁港、海岸、林道、治山の各施設について管理点検と維持補修を実施していま

す。 

  ○ 県管理河川は、現在一級河川は、多摩川、鶴見川、相模川の３水系 34 河川、延長は 261km、二級

河川は帷子川などの 23 水系 79 河川、延長 494km であり、合計 26 水系 113 河川、延長 755.0km を

管理しています。 

 

【課題】 

  ○ 農業用施設の崩壊、土砂崩れ、湛水等により周辺住宅地等への二次災害を防止するため、農業用

施設の安全性のより一層の向上が必要となっています。 

 ○ 広域農道、港湾、漁港、海岸、林道、治山の各施設に対するきめ細かな点検管理のパトロール体

制を強化する必要があります。 

  ○ 河川改修の推進に伴い、河川施設の整備が図られていますが、時間の経過とともに河川管理施設

の老朽化が進み、風水害が発生した場合における被害の拡大を防ぐため、維持管理を強化する必要

があります。 

 

【取組の方向】 

  ○ 県及び市町村は、農地・農業施設及び周辺地域に被害を与えるおそれのある箇所の改修や補強工

事のほか、ハザードマップの作成・配布等を計画的に推進し、地域の安全性を確保します。 

  ○ 県及び市町村は、パトロールなどで明らかになった工作物の小破損等について速やかに維持改修

を行い、施設の機能を保ちます。 

  ○ 県及び市は、既存の所管施設の風水害に対する安全性を確保するため、点検要領等により計画

的・重点的に風水害対策を実施するものとします。また、基準に適合しない占用工作物等は管理者

に必要な措置を勧告します。 

 ○ 県及び市は、堤防高が不足している箇所の築堤、堤防の質的改良を地元住民等の合意を得て実施

するほか、必要な箇所において、堆積土砂の除去や、樋門、樋管の改修及び増強を行います。 

 

【主な事業】 

 １ 農業用施設等の整備・改修 

    ○ 県及び市町村は、脆弱化した水路等の農業用施設の改修工事を計画的に推進します。 

                                        ［環境農政局］ 

    ○ 県及び市町村は、流域の宅地化等により、農業用水路の能力を超える雨水の流入が生じる地域

において、排水整備工事を計画的に実施します。               ［環境農政局］ 

    ○ 県及び市町村は、河川内の農業用工作物の構造が不十分な施設について整備補強工事を計画的

に実施します。                              ［環境農政局］ 

 

  ２ 農地保全施設等の整備・維持補修 

    ○  県及び市町村は、急傾斜地帯の農地において、降雨による侵食等の被害防止のため、排水路、

農道等の農地保全施設の整備工事を計画的に実施します。           ［環境農政局］ 
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 ３ 農業用施設、漁港施設、林業施設の整備・維持補修 

    ○ 県及び市町村は、広域農道、港湾、漁港、海岸、林道、治山の各施設について機能の保持又は

向上のための維持補修を行います。                     ［環境農政局］ 

 

  ４ 河川管理施設の整備・維持補修 

   ○ 県は、河川管理施設の施設点検や重要水防箇所等からランクづけを行い、計画的・重点的に維

持補修を進めます。                            ［県土整備局］ 
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  第９節 土砂災害対策                                       

【現状】 

  ○ 県には、多くの丘陵地があり、降雨等による崩壊により、災害の発生する危険性のあるがけが数

多くあります。 

      また、箱根、丹沢の山地には、土石流のおそれのある地域が数多くあります。 

      そこで、県では、急傾斜地崩壊対策事業、地すべり対策事業、砂防事業による土砂災害対策や治

山事業による山地災害対策に積極的に取り組んでいます。 

 ○ また、こうしたハード対策とともに、住民等に地域の危険度を理解していただくため、土砂災害

防止法に基づき、土砂災害のおそれのある箇所を調査し、土砂災害警戒区域等に指定するなどのソ

フト対策を進めています。 

○ さらに、「災害弱者関連施設に係る総合的な土砂災害対策の実施について」（平成11年１月 29日

付け文部省、厚生省、林野庁、建設省、自治省消防庁通知）により、治山事業、急傾斜地崩壊対策

事業など国土保全事業の推進、当該施設が所在する市町村や施設の管理者への通知、土砂災害に関

する知識の普及と防災意識の高揚、さらに、施設の管理者に対して、危険箇所及び危険区域、避難

場所、警戒避難基準等の情報を提供し、警戒・避難体制の確立など、防災体制の整備に努めるよう

指導をすることとしています。 

また、「土砂災害のおそれのある箇所に立地する「主として防災上の配慮を要する者が利用する

施設」に係る土砂災害対策における連携の強化について」（平成 27 年８月 20 日付け文部科学省、

厚生労働省、国土交通省通知）により、土砂災害のおそれのある箇所に立地する主として防災上配

慮を要する者が利用する施設に関する基本的な情報を衛生部局、民生部局、砂防部局で共有し、当

該施設に係る土砂災害対策を推進することとしています。 

なお、各学校設置者においても、同通知の内容を踏まえ、関係部局との情報共有等により、一層

緊密な連携を図るなど、適切な対応に努めます。 

 

【課題】 

  ○ 県は、豪雨等によるがけ崩れ、地すべり、土石流等の土砂災害に備えるため、土砂災害防止施設

の整備と土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の調査、指定を推進するとともに、市町村は、

これら土砂災害警戒区域や避難場所等の周知徹底と、災害発生時における警戒・避難体制の確立な

ど防災体制を整備していく必要があります。 

 

【取組の方向】 

 ○ 県は、土砂災害防止施設の整備を計画的に推進します。さらに、土砂災害警戒区域等の指定を推

進します。また、市町村は、警戒・避難体制の整備を図ります。 

 

【主な事業】 

 １ 急傾斜地崩壊危険区域等における災害防止 

    ○ 県は、急傾斜地崩壊危険区域や砂防指定地において、住宅の立地状況のほか、福祉施設などの

有無も考慮し、優先度の高い箇所から順次、土砂災害防止施設の整備を計画的に進めます。      

                                        ［県土整備局］ 

 

  ２ 要配慮者利用施設の土砂災害防止対策 

    ○ 県は、高齢者、障害者等の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設（要配慮者利用施

設）を土砂災害から守るため、土砂災害防止施設の整備を積極的に推進します。市町村は、施設

の管理者等に対して情報を提供するとともに、防災体制の整備に努めます。     ［県土整備局］ 
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 ３ 指定区域の周知、管理、防災措置の勧告等 

    ○ 県は、急傾斜地崩壊危険区域や地すべり防止区域及び砂防指定地の指定区域に、標柱及び標識

板等を設置するとともに、指定区域等をインターネットなどにより周知します。また、パトロー

ル等を実施し、指定区域内における、土砂災害を誘発助長する行為の制限を行い、必要に応じて

防災措置の勧告等を行います。                       ［県土整備局］ 

 

  ４ 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定等 

    ○ 県は、土砂災害により住民等に危害が生じるおそれのある区域を調査し、調査結果を公表する

とともに、関係市町村長の意見を聴いたうえで、土砂災害警戒区域として指定します。 

○ 土砂災害警戒区域の指定を受けた関係市町村は、市町村地域防災計画において、警戒区域ごと

に情報伝達、予警報の発令・伝達に関する事項、避難場所及び避難経路に関する事項、土砂災害

に係る避難訓練に関する事項、避難、救助その他必要な警戒避難体制に関する事項について定め

ます。 

  ○ さらに、県は、土砂災害により住民等に著しい危害が生じるおそれのある区域を調査し、調査

結果を公表するとともに、関係市町村長の意見を聴いたうえで、土砂災害特別警戒区域に指定し

ます。なお、指定した土砂災害特別警戒区域では、住宅宅地分譲等の開発行為に対する許可制や、

建築基準法に基づいた建築物の構造規制等が行われます。           

    なお、土砂災害により特に大きな被害が生ずる可能性がある箇所で、住居の建築の禁止等を行

う必要のある区域においては、建築基準法に基づく災害危険区域の活用等を図る必要性について

検討を進めます。                                                   ［県土整備局］ 

 

 ５ 土砂災害警戒情報 

  ○ 県及び横浜地方気象台は、土砂災害の発生状況と降雨の実績を精査し、土砂災害警戒情報の精

度向上を図ります。                            ［県土整備局］ 

 

  ６ 市町村の対策 

    ○ 市町村は、市町村地域防災計画において、土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設で土砂

災害のおそれがあるときに利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が必要な施設の名称及び所在地、

土砂災害に関する情報の伝達等に関する事項について定めます。 

○ 土砂災害警戒区域をその区域に含む市町村の長は、市町村地域防災計画に基づき、土砂災害に

関する情報の伝達方法、避難場所及び避難経路に関する事項その他土砂災害警戒区域における円

滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民等に周知するため、これらの事項を記載した印刷

物（ハザードマップ等）の配布その他の必要な措置を講じます。 

○ 市町村は、土砂災害警戒情報が発表された場合に直ちに避難準備・高齢者等避難開始、避難勧

告、避難指示（緊急）、災害発生情報（以下「避難勧告等」という。）を発令することを基本とし

た、具体的な避難勧告等の発令基準を設定します。 

また、面積の広さ、地形、地域の実情等に応じて市町村をいくつかの地域に分割した上で、大

雨警報（土砂災害）の危険度分布（土砂災害警戒判定メッシュ情報）等を用い、危険度の高まっ

ている領域が含まれる地域内の全ての土砂災害警戒区域等に絞り込んで避難勧告等を発令でき

るよう、発令範囲をあらかじめ具体的に設定するとともに、必要に応じて見直すよう努めます。 

  ○ 市町村は、避難場所の指定、避難経路の設定、避難所の指定を進めます。また、土砂災害警戒

区域に居住する地域住民や観光旅館・ホテル等、要配慮者利用施設の関係者等に対して、土砂災

害対策に関する計画内容の周知を徹底します。 

  ○ 市町村は、土砂災害のおそれがある箇所の把握に努め、県と連携し、必要に応じて点検・パト
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ロール等を行います。 

 

７ 要配慮者利用施設における避難対策等 

○ 市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、

急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における当該要配慮者利用施設を利用している

者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成し、作

成した計画について市町村長に報告します。また、当該計画に基づき、避難誘導等の訓練を実施

します。 

 

８ 山地の災害防止等 

    ○ 県は、森林の有する公益的機能の維持増進を通じて、山地災害から県民の生命や財産を守り、

水源かん養等を図るため、保安林指定地の治山事業を計画的に進めます。    ［環境農政局］ 

○ 県は、集落の孤立化を防ぐため、アクセス道路となる県管理道路の防災工事を重点的に行うと

ともに、緊急避難路や迂回路にもなる広域農道小田原湯河原線の整備など農道・林道の安全確保

に努めます。                         ［環境農政局、県土整備局］ 

○ 県は、地形や地質等の要因により、山地災害で人家や公共施設等に被害を与えるおそれがある

箇所を｢山地災害危険地区」に設定し、インターネット等を通じて県民に周知を図ります。 

また、｢山地災害危険地区」について、定期的に目視によるパトロールを実施し、林地や治山

施設等の状況を把握するとともに、危険性の高い箇所から優先順位を付けて対策を行うことで、

山地災害の未然防止に努めます。                      ［環境農政局］ 

 

 

  資 料 

   地震編  ２－５－(１) 急傾斜地崩壊危険箇所指定区域(年度別達成率表) 

    〃   ２－５－(２) 市町村別急傾斜地崩壊危険区域一覧表 

    〃   ２－５－(３) 市町村別急傾斜地崩壊危険箇所・指定区域一覧表 

    〃   ２－５－(４) 市町村別急傾斜地崩壊危険区域指定箇所及び面積 

    〃   ２－５－(５) 急傾斜地崩壊危険箇所等(市町村別) 

    〃   ２－５－(６) 市町村別地すべり危険箇所一覧表 

    〃   ２－５－(７) 市町村別地すべり防止区域指定一覧表 

    〃   ２－５－(８) 市町村別土石流危険渓流一覧表 

    〃   ２－５－(９) 市町村別砂防指定地(土石流危険渓流)一覧表 

    〃   ２－５－(10) 土石流危険渓流等(市町村別) 

    〃   ２－５－(11) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域一覧表 

    〃   ２－５－(12) 市町村別土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域箇所数一覧表 
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  第１０節 造成地の災害防止                                   

【現状】 

  ○ 民間が行う宅地開発に伴う災害の防止については都市計画法の技術基準により、宅地造成工事規

制区域の指定地内においては宅地造成等規制法の技術基準により、排水や擁壁について審査及び指

導を行っています。 

  ○ 平成７年の阪神・淡路大震災においても、こうした技術基準に基づいて設置された擁壁等は地震

に対しても抵抗力があり、大きな災害発生を防ぐうえで効果があることが明らかになりました。国

も、この経験をふまえ宅地造成工事規制区域の指定拡大について、指定要領や宅地防災マニュアル、

宅地擁壁復旧技術マニュアルを策定するなどの取組を行っています。 

 

【課題】 

  ○ 全国各地における昨今の被災実態をふまえ、現行の宅地防災行政を強化する必要があります。 

 

【取組の方向】 

  ○ 県は、宅地の安全確保のために宅地造成規制区域の見直し・拡大を市町村に働きかけるとともに、

開発事業者に対し宅地防災マニュアル等を活用し工事施工に伴う適正な監理体制の強化の指導を

行います。 

 

【主な事業】 

  宅地造成等規制法による造成地の災害防止 

    ○ 県は、宅地造成地に発生する災害の防止のため、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制

区域の指定促進を図ります。                        ［県土整備局］ 

    ○ 県は、宅地造成地に発生する災害の防止のため、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制

区域の指定制度の周知等、県民への啓発活動を進めていきます。        ［県土整備局］ 

 

 

  資 料 

   地震編  ２－１－(３) 宅地造成工事規制区域図 
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  第１１節 地盤沈下の防止                                    

【現状】 

  ○ 地盤沈下は、地下水を採取することにより、地下水位が低下し、地層が収縮するために起こると

いわれています。県内においては、地下水の過剰な汲み上げに起因する地盤沈下は沈静化の傾向に

ありますが、軟弱地盤における圧密沈下によるものと思われる地盤沈下が局地的にみられます。 

  ○ 県内の地盤沈下地域は、工業用水法及び県生活環境の保全等に関する条例等により地下水採取の

規制地域になっており、横浜市及び川崎市（一部）には、工業用水法による規制を行い、平塚市、

茅ヶ崎市、厚木市(一部)、海老名市及び寒川町には、県生活環境の保全等に関する条例により規制

を行っています。 

  ○ 地盤沈下の状況を把握するため、横浜市・川崎市、県央(厚木市・海老名市)及び湘南(平塚市・

茅ヶ崎市・寒川町)地域の７市町において、水準測量、観測井による地下水位の観測等を行ってい

ます。 

  ○ また、地下水採取規制地域の周辺部の地盤沈下を防止するため、鎌倉市及び藤沢市でも水準測量

を実施しています。 

  ○ 県は、政令指定都市を除く７市町が行う精密水準測量等の地盤沈下監視事業に対して補助を行っ

ています。 

 

【課題】 

  ○ 近年、地下水の過剰汲み上げに伴う地盤沈下は沈静化の傾向にありますが、建設工事等に伴う局

地的な沈下が生じています。 

 

【取組の方向】 

  ○ 県と市町が連携し、局所的な地盤沈下の状況を把握するため、水準測量等の調査を継続します。 

  ○ 県は、地盤沈下を防止し、持続的な地下水の利用を図るため、指定地域における地下水採取の届

出制を許可制に移行し、指導の強化を図ります。 

  ○ 県は、建設・土木工事等による周辺の地盤沈下を防止するために、事業者が適正な措置を講じる

よう啓発を図ります。 

 

【主な事業】 

 地下水採取の規制 

   ○ 県は、県内の地盤沈下地域を神奈川県生活環境の保全等に関する条例（以下「県条例」という。）

により、地下水採取の規制地域として規制します。              ［環境農政局］ 

○ 県は、工業用水法、県条例、横浜市生活環境の保全等に関する条例及び川崎市公害防止等生活

環境の保全に関する条例に基づき報告される地下水採取量等や市町が実施する水準測量調査デ

ータを集計整理して、地盤沈下調査結果のとりまとめを行います。            ［環境農政局］ 

○ 県は、県条例で指定する地下水採取規制指定地域及び指定地域の周辺地域の市町が、地盤沈下

調査として実施する水準測量等の事業費に対して補助を行います。              ［環境農政局］ 
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  第１２節 建築物の安全確保                                  

【現状】 

  ○ 住宅をはじめとする建築物については、建築基準法第 20 条に基づき、風圧に対する構造計算に

よって安全性が確認されます。 

 ○ 建築物をはじめ、落下物、ブロック塀等の安全対策を総合的に進めています。 

  ○ 大都市の中心市街地等における地下空間では、都市機能の増進を図るために、有効活用が進めら

れており、住宅及びビルの地下施設や地下街等様々な利用がされています。 

 

【課題】 

  ○ 施工又は維持管理に起因すると考えられる建築物の外装等の剥離、落下による事故が発生してい

ることから、強風時に対しても外装材をはじめ建築物の屋外に取り付けるものの安全性を確保する

ことが必要です。 

○ 近年、１時間当たり 100 ㎜を超すような集中豪雨の発生頻度が高まってきており、内水による浸

水により住宅やビルの地下施設等に大きな被害が生じるなど、これらの浸水対策が必要となってい

ます。 

 

【取組の方向】 

  ○ 県及び市町村は、都市の安全性の向上を図るため、建築物の安全確保や落下物の防止対策につい

て取り組んでいきます。 

  ○ 県及び市町村は、大雨等による建築物への浸水防止対策を推進します。 

 

【主な事業】 

 １ 普及・啓発 

  ○ 県は、市町村と共同して、地下室の安全対策・落下物防止や浸水防止の普及・啓発を行うとと

もに、建築物所有(管理）者に対して、指導助言を行います。         ［県土整備局］ 

  

  ２ 応急対策上重要な施設の安全確保 

   ○ 県、市町村及び施設管理者は、劇場、地下街、駅等不特定多数の者が使用する施設、学校、行

政関連施設、医療機関等の応急対策上重要な施設、要配慮者に関わる社会福祉施設、医療施設等

については、風水害に対する安全性の確保に特に配慮するものとします。    ［県土整備局］ 
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  第１３節 ライフラインの安全対策                                  

【現状】 

○ 県は、災害時における飲料水の確保に努めており、県営水道では、災害用指定配水池を 37 箇所

指定しています。さらに、安定供給とライフラインの確保の観点から、浄水場では、長時間の停電

に備え、受電施設の複数系統化や自家発電装置の整備を進め、単独庁舎の営業所に非常用発電機を

設置しています。 

  ○ 下水道施設については、処理場や幹線管渠のネットワーク等、バックアップ体制の確立がなされ

ていないため、風水害による被害が処理場あるいは幹線管渠等に発生した場合、処理が不能あるい

は著しく能力低下するおそれがあります。 

○ 電気については、東京電力パワーグリッド㈱が災害に強い電力設備づくりとして、送電系統の

二重三重のネットワーク化を進めています。 

  ○ 都市ガスについて、東京ガス㈱は、緊急遮断装置の設置並びに遠隔監視及び操作のための通信設

備の整備などの対策を実施しました。 

      そのほかの県内の都市ガス事業者においても、ガス事業法等に基づき緊急遮断装置の設置などの

安全対策を進めています。 

   また、液化石油ガス（ＬＰガス）についても、ガス放出防止器及びＳ型メータ等の設置推進など

を図り、安全対策を進めています。 

  ○ 電話・通信については、東日本電信電話㈱（以下「ＮＴＴ東日本」という。）、エヌ・ティ・ティ・

コミュニケーションズ㈱（以下「ＮＴＴコミュニケーションズ」という。）及び㈱エヌ・ティ・テ

ィ・ドコモ（以下「ＮＴＴドコモ」という。）において、中継ケーブルの複数ルート分散、災害対

策機器類の配備等を行っています。 

   また、輻輳（電話が繋がりにくい状況）対策として、ＮＴＴ東日本は災害用伝言ダイヤル「171」

等を運用し、携帯電話事業者等の電気通信事業者は災害用伝言板を提供します。 

   なお、提供条件等は報道機関（テレビ、ラジオ等）を通じて周知します。 

 

【課題】 

○ 電力供給が長時間停止した場合に備え、あらかじめ取水量を増加させるなど需要量の増加に対す

る給水の確保、継続を図る必要があります。 

また、長時間の電力供給停止により広範囲にわたる断水が生じた場合を想定し、応急給水活動や

広報活動について各市町村とその内容、方法等を十分協議しておく必要があります。 

  ○ 下水道施設について、風水害に対して安全性を確保するため、今後、処理場間の相互運転体制を

整備していく必要があります。 

 ○ また、異なる施設間の復旧速度の相違に起因する二次災害の発生などの問題が生じたため、ライ

フラインの安全性のより一層の向上が必要となっています。 

 

【取組の方向】 

  ○ 電気、ガス、水道、通信サービス等のライフラインは、県民生活に欠かすことのできない施設で

あることから、災害時にもライフライン機能を確保できるよう、各事業者は、施設の安全性のより

一層の向上を図るとともに、施設の多重化や代替設備の整備などを進めます。 

  ○ 都市ガスについて、東京ガス㈱は、緊急遮断装置の設置並びに遠隔監視及び操作のための通信設

備の整備などを進め、安定供給と緊急対応の確立に努めます。 

 ○  その他の電気、液化石油ガス、通信サービスについては、それぞれの事業者において、浸水防止

対策等、風水害に対する安全性の確保を図るとともに、安全強化対策をさらに推進していきます。

また、被害を最小限にとどめ、早期復旧を可能とするため、施設の多元化・分散化、管路の多重化

等を進めるとともに、被災状況等の的確な把握に努めます。 



 
第２編 風水害対策編 

- 45 - 

【主な事業】 

 １ 上水道施設 

○ 県営水道は、災害時における飲料水の確保に努め、関係事業者間の連携、応援協力体制の整備

などを進めます。                               ［企業庁］ 

 

  ２ 下水道施設 

    ○ 県は、下水道施設の風水害に対する安全性を確保するため、流域下水道の処理場や幹線管渠の

ネットワーク等のバックアップ体制の整備を進めます。            ［県土整備局］ 

 

 ３ 電線類の地中化 

    ○ 道路管理者は、災害時の電柱倒壊による電線類の寸断、緊急通行車両の通行障害を防ぐため、

電線管理者と協調して、緊急輸送道路等について、電線共同溝等の整備を進め、電線類を地中化

することにより、ライフラインの安全性及び防災対策のより一層の向上を図ります。 

                                        ［県土整備局］ 

 

  ４ 電気、ガス、通信サービス 

    ○ 電気、ガス、通信サービス事業者は、各施設について、共同溝の整備等、防災性の向上に一層

取り組みます。また、被害を最小限にとどめ、早期復旧を可能にするため、施設の多元化・分散

化、管路の多重化等を進めるとともに、被害状況の把握、復旧システムの充実強化、応急復旧資

機材の整備等を進めます。 

  ○ 九都県市は、災害用伝言ダイヤル「171」及び携帯電話事業者が運用する災害用伝言板の利用

方法を記載する帰宅困難者用リーフレットを作成し、その活用について周知します。 

[くらし安全防災局] 

○ 県は、災害時に電気を供給することができる太陽光発電設備などの導入や、電気自動車・燃料

電池自動車などの分散型電源の普及促進を図ります。             [産業労働局] 
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第２章 災害時応急活動事前対策の充実 

 

○ 風水害については、発災直前・直後の応急対策活動を適切に実施することが、二次災害などによる

被害の拡大を軽減、防止するための鍵といえます。国、県、市町村、その他の防災関係機関は、災害

発生の兆候が把握できた場合、あるいは災害が発生した場合を想定した災害応急対策を構築し、各種

訓練を実施するなどの備えをしてきました。 

○ 特に、県では、災害発生のおそれがある場合、あるいは災害が発生した場合の各種対策を速やかに

決定し、迅速な応急活動を実施する司令塔としての災害対策本部室や各種支援対策の拠点施設として、

県総合防災センターを整備するなどの準備を進めてきました。 

○ しかしながら、こうした体制を現実の場面で有効に機能させるためには、より一層の事前準備と、

具体的で実践的な行動マニュアルの策定、多様な場面を想定した訓練、さらには広域応援体制の充実

を図る必要があります。 

○ また、応急活動の実施に当たっては、県民に最も身近で基礎的な自治体としての市町村の役割が重

要となるため、市町村の事前準備について、県は、積極的な支援を行うとともに、広域的対応の必要

な緊急輸送路の確保、広域的支援体制や国との連携などを強化、充実します。 

また、本県が大規模災害に見舞われた場合、様々な機関からの応援を迅速かつ円滑に受け入れる必

要があることから、広域応援体制のさらなる充実を図り、平成 26 年３月に「神奈川県災害時広域受

援計画」を策定し、平成 28 年熊本地震の教訓や法令改正等を踏まえ、令和２年３月に修正しました。 

○ さらに、帰宅困難者対策、災害廃棄物等の処理対策、災害救援ボランティアの充実強化を図ります。 

○ 平成 30 年６月に災害救助法が改正され、地方自治法第 252 条の 19 第１項の指定都市（以下「政

令指定都市」という。）が国から救助実施市の指定を受けることで、救助の実施主体になり得ること

となったことを受け、大規模災害時に、救助主体が複数になっても、県の広域調整の下で迅速で公平

な救助ができるよう、平成 30年 12月に、「災害救助に係る神奈川県資源配分計画」を策定しました。 
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  第１節 災害時情報の収集・提供体制の拡充                        

【現状】 

  ○ 災害時に、その被害を最小限に止め、迅速・的確な災害応急対策活動を行うためには、被害状況

を素早くかつ正確に収集、伝達することが重要です。 

  ○ そこで、県では情報収集・伝達手段として、県機関、市町村及び防災関係機関を結ぶ「防災行政

通信網」や｢災害情報管理システム」を整備したほか、市町村との情報収集・伝達を密にし、さら

に連携・協力体制を強固にするため、「災害時における神奈川県内の市町村の相互応援に関する協

定」などにより、県から被災市町村に連絡員を派遣することとしており、この連絡員用の通信手段

として衛星携帯電話を導入しました。 

 ○ また、県内外の大規模災害発生時に、迅速に被災地に赴き、被害情報を収集して県の災害対策本

部等に報告する神奈川県広域災害時情報収集先遣隊を編成しています。 

 ○ 県警察や横浜、川崎両市消防局のヘリコプターテレビ、両市の高所監視カメラ、県警察の衛星通

信用映像送信装置からの映像を相互に送受信できる伝送システムを整備し、災害発生直後の被害情

報等がほとんど入手できない状況においても、映像による被害概況を把握して、対策を検討できる

体制を整えています。なお、県警ヘリコプターについては、県域において、ヘリコプターを効果的

に運用できる体制を整備するため、県警察へリポートのほか海上自衛隊厚木航空基地内に分散基地

を確保しています。 

  ○ 内閣総理大臣官邸、国の非常（緊急）災害対策本部等と直接の情報通信が可能となる「中央防災

無線システム」や、国や他都道府県との情報連絡を行う「消防防災無線システム」を整備していま

す。 

 ○ また、県は、災害の状況等により、必要と判断される場合は、災害時応援協定に基づき、協定締

結先に無人航空機（ドローン）の派出を要請し、情報収集に努めます。 

  ○ さらに、災害発生時に迅速・的確な初動体制がとれるよう、災害対策本部員に対し携帯電話等を

利用して参集情報のメール配信を行います。 

  ○ また、県は、民間気象会社と共同で、誰でも自由にパソコンや携帯電話を利用して、災害時の被

害情報を投稿し、閲覧できるウェブサイト「かながわ減災プロジェクト」(注１)を開設し、県民自ら

が災害を回避し、被害を軽減する取組を進めています。 

○ さらに、県は市町村と協力し、市町村が発信する避難勧告等の緊急情報を、テレビやラジオ、ウ

ェブサイトなどを通じて迅速に伝達するＬアラート（災害情報共有システム（注２））を導入し、運

用しています。 

 

【課題】 

  ○ 日頃の災害対応では、確定被害情報を中心に情報収集を進めていますが、迅速な初動体制確保や

被災者の支援のために必要となる被害状況や応援部隊などの活動状況などの情報を集約し、関係機

関で共有する必要があります。 

  ○ 市町村の災害対策本部と避難所や病院、診療所など救護活動拠点との情報伝達体制のさらなる拡

充が求められています。 

○ 災害時に情報の収集・提供を円滑に行うためには、システムや体制の整備だけでなく、常にそれ

らを適切に運用できるようにしておく必要があります。 

○ 要配慮者、災害により孤立化する危険のある地域の被災者、避難所以外で避難生活を送る避難者、

応急仮設住宅として提供される賃貸住宅への避難者、所在が把握できる広域避難者、帰宅困難者等 
(注１) 県と民間気象会社が共同で開設した、誰でも自由にパソコンや携帯電話を利用して、災害時の被害情報を投稿し、閲覧できる

ウェブサイト 

(注２) 市町村が避難勧告などの緊急情報を登録するとそれが放送事業者、通信事業者等に通知され、テレビやラジオ、ウェブサイト

などを通じて住民に迅速に伝達されるシステム。総務省が全国普及を進めています。 



 
第２編 風水害対策編 

 - 48 -

情報が入手困難な被災者に対しても、情報伝達を行う必要があります。 

〇 情報通信技術の発達を踏まえ、ＡＩ、ＩｏＴ、クラウドコンピューティング技術、ＳＮＳなど、

ＩＣＴの防災施策への積極的な活用を図る必要があります。 

 

【取組の方向】 

 ○ 県及び市町村は、衛星携帯電話、衛星通信、インターネット、防災行政無線等の通信手段の整備

などにより、企業、報道機関、住民等からの情報など多様な災害関連情報等の収集・提供体制の整

備に努めます。 

 ○ 県及び市町村は、県民や避難所、救護活動拠点等への情報提供等に当たり、不特定多数の人が情

報を得やすいインターネット等の活用を図ります。 

 ○ 県及び市町村は、Ｌアラート（災害情報共有システム）を利用して発信する災害関連情報等の多

様化に努めるとともに、情報の地図化等による伝達手段の高度化に努めます。 

 ○ 県は、市町村が行う災害情報受伝達システムの構築と多重化を支援します。 

 ○ 市町村が被災により被害状況の報告ができないような場合でも、県は連絡員を派遣し、積極的な

情報の収集・伝達に努めるとともに、情報収集の要領をあらかじめ定めるよう努めます。 

 

【主な事業】 

 １ 災害情報受伝達体制の充実 

  ○ 市町村は、住民等への確実な情報伝達のため、防災行政無線、全国瞬時警報システム（Ｊ－Ａ

ＬＥＲＴ）及びＬアラート（災害情報共有システム）の着実な運用に努めます。県は、市町村の

災害時の情報収集・提供体制の強化を支援します。           ［くらし安全防災局］ 

○ 県は、災害時の情報収集、伝達方法を確立するため、現状システムにおける課題や通信システ

ムに関する技術動向を踏まえ、災害情報受伝達体制の一層の充実に向けた検討を進めます。 

                                 ［政策局、くらし安全防災局］ 

  ○ 県は、「災害情報管理システム」の再整備により、情報収集能力及び関係機関との情報共用の

機能を強化します。また、県民等への情報提供をさらに推進します。       [くらし安全防災局] 

○ 市町村は、洪水予報河川の浸水想定区域の指定があったときは、地域防災計画において、当該

浸水想定区域ごとに、洪水予報等の伝達方法を定めます。 

  ○ 市町村は、洪水等により浸水が想定される区域の洪水情報の伝達方法を定めます。 

○ 県及び市町村は、さまざまな環境下にある住民、要配慮者利用施設や地下街等の施設管理者等

に対して警報等が確実に伝わるよう、関係事業者の協力を得つつ、防災行政無線、全国瞬時警報

システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、Ｌアラート（災害情報共有システム）、テレビ、ラジオ（コミュニ

ティＦＭ放送を含む）、携帯電話等を用いた伝達手段の多重化、多様化を図るよう努めます。               

［くらし安全防災局］ 

 

  ２ 被災者支援に関する情報システムの構築等 

○ 市町村は、罹災証明書の交付、義援金の給付等の被災者支援業務を円滑に実施するため、被災

者の住所や家屋等の情報を効率的に処理する被災者台帳システムの導入や体制の整備に努めま

す。 

  ○ 県及び市町村は、県民や避難所、救護活動拠点等への情報提供等に当たり、インターネット等

各種通信手段の活用を図ります。             ［くらし安全防災局、健康医療局］ 

○ 県及び市町村は、ＮＴＴ東日本が運用する災害用伝言ダイヤル「171」等や携帯電話事業者等

の電気通信事業者が災害時に提供する伝言サービスの仕組みや利用方法等の周知に努めます。 

［くらし安全防災局] 

○ 県及び市町村は、居住地以外の市町村に避難する被災者に対して必要な情報を周知できるよう、

被災者の所在地等の情報を避難元と避難先の地方公共団体が共有する仕組みの運用を図ります。
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また、災害や生活情報を伝達できるよう、体制の整備に努めます。     [くらし安全防災局] 

 

 ３ 報道機関との協力体制の確立 

  ○ 県及び市町村は、報道機関（テレビ、ラジオ、新聞、コミュニティＦＭなど）の協力のもと発

災時における災害報道の拡充を図ることで、被災者に対して必要な情報を提供できるような体制

の確立を図ります。                     ［くらし安全防災局、政策局］ 

 

 ４ 災害時の情報受伝達に関する協力体制の確保 

 ○ 県及び市町村は、アマチュア無線団体など、防災関係団体と連携して、災害時の情報受伝達

に関する協力体制を確保します。                  ［くらし安全防災局］ 

 ○ 県及び市町村は、住民と連携し、土砂災害に関する異常な自然現象を察知した場合には、そ

の情報を相互に伝達する体制の整備に努めます。              ［県土整備局］ 

 

５ システムの適切な管理及び操作の習熟 

○ 県、市町村及び防災関係機関は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報に関す

るシステムや資機材を適切に管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓練

を継続的に実施するなど、機器操作の習熟に努めます。              [関係局] 

 

 

  資 料 

   地震編  ３－１－(１) 防災行政通信網構成機関及び回線系統図 

    〃   ３－１－(２) 神奈川県企業庁無線系統図 

    〃   ３－１－(３) 市町村防災行政無線整備状況一覧 

    〃   ３－１－(４) 神奈川県・横浜市・川崎市災害時映像情報相互提供システムの運用に

関する覚書 

    〃   ３－１－(５) かながわ減災プロジェクトの開設に関する協定書 
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  第２節 災害対策本部等組織体制の拡充                            

【現状】 

 ○ 県は、平成 11 年６月に、知事直轄の組織として防災局を新設し、災害時の応急活動に関する専

門スタッフを配置するなど、防災対策全般の中枢機能、総合調整機能を強化しました。その後、平

成 17 年４月には、県民の安全・安心部門を総合的に確保するため、防災局と県民部の安全・安心

まちづくり部門を統合し、「安全防災局」を設置しました。また、平成 30 年４月に、消費生活部門

を統合し、局の名称を「くらし安全防災局」に変更しました。 

  ○ 県では、横浜地方気象台から気象情報を受信した場合に速やかな初動体制がとれるよう、24時間

の情報受伝達体制をとっています。 

   また、休日等も含めた勤務時間外の災害発生に備え、知事等幹部職員の携帯電話等による連絡体

制、ヘリコプター等による登庁体制を整えており、併せてくらし安全防災局幹部職員は交代で県庁

近傍に待機するとともに、くらし安全防災局職員、災害対策本部員等、各地域県政総合センター防

災担当職員等は即時参集体制をとっています。 

 ○ 県内に大雨、洪水、暴風、大雪、暴風雪、高潮警報のいずれかが発表された場合などは、警戒体

制をとっています。さらに大規模な災害が発生した場合などは、くらし安全防災局が被害状況を把

握した上で、知事を本部長とする災害対策本部を設置し、応急活動体制をとることとしています。

また、災害対策本部の活動を補完し、市町村への支援体制を強化するため、必要と認めた地域県政

総合センターに現地災害対策本部を設置します。 

      これらの対策を適切に行うため、各種情報機能を装備した災害対策本部室を設置しています。 

 ○ 災害対策本部は、災害応急対策上重要な指示又は総合調整を行う統制機関であり、国、市町村及

び防災関係機関と相互に協力して災害応急対策を実施することとしています。 

 〇 大規模災害への対応では、災害対策本部に情報が集約され、本部の下で一元化された対応を行う

ことが重要です。また、市町村等の要請を待たずに物資を供給するプッシュ型支援や、自治体間の

職員の相互応援が定着してきており、県としての即応体制を高める必要があります。こうした観点

から、平成 30 年度、現地災害対策本部の役割・機能を見直し、現地災害対策本部は、本部では把

握できない情報の収集や、応援部隊の活動場所の調整など、災害対策本部を補完する活動を行うこ

ととし、災害対策本部の下で一元的に対応する体制の強化を図りました。 

〇 平成 30 年６月の災害救助法の改正で、県域全体の広域調整を行う県の役割が明確になり、県は、

県の広域調整権の下で、県内全域で公平で迅速な救助が行われるよう、平成 30 年 12 月に資源配分

計画を策定しました。 

○ 災害対策本部には、県内外からの応援部隊の連絡員が参集するため、活動のスペースと情報共有

のための情報通信システム等の必要な整備を行い、発災時の統制のとれた応急対策活動に備えてい

ます。 

○ 県は、県内で災害対策本部の設置に至らない災害等が発生した場合であっても、県内市町村間の

相互応援が必要となる場合には、災害対策支援本部を設置します。 

 ○ 県では、災害等が発生した際に、災害応急業務に全力で取り組むとともに、県民の生活に重大な

影響を与える通常業務についても、中断することなく継続して遂行していくための体制を整備する

ため、神奈川県業務継続計画を策定しています。 

 

【課題】 

  ○ 刻々変化する被災者ニーズに即応できる災害対策本部機能、市町村との連携、国や他都道府県と

の連絡体制の拡充が求められています。 

 ○ 発災時に災害対策本部機能が十分発揮できるよう、日常的に訓練を行っておくことが必要です。 

○ 大規模な風水害の場合、災害対策本部要員の安全確保を図るとともに、県庁（災害対策本部室等）

そのものが被災することを想定した体制の整備や業務継続性の確保が必要です。 
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○ 同時又は連続して複数の災害が発生する複合災害により、事態が深刻化することを想定しておく

必要があります。 

〇 国のプッシュ型支援や被災市区町村応援職員確保システムが定着し、人的・物的な支援を迅速に

受け入れるため、県として総合調整機能を発揮できる体制を確保する必要があります。 

〇 大規模災害時に人的資源が制約されるなか、災害対応のための体制が確保できるよう、実効性の

ある業務継続体制と職員の配備体制の整備が必要です。 

 

【取組の方向】 

 ○ 県は、災害対策本部機能を確保するため、適切な職員の配備体制を整えるとともに、災害や職員

の参集状況に応じた組織体制をとります。また、発災時における迅速・的確な災害対策本部活動を

実施するため、各種業務マニュアルを整備するとともに、複合災害など、様々な場面を想定したよ

り実践的な訓練を実施します。 

 ○ 県は、国や市町村及び防災関係機関との連絡体制を拡充します。 

 ○ 県は、災害対策本部室等が被災した場合に備えて、災害対策本部の代替機能の充実を図ります。 

○ 県、市町村及び防災関係機関は、災害発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の

継続のため、災害時に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備

体制と事後の対応力の強化を図る必要があることから、業務継続計画の策定などにより、業務継続

性の確保を図ります。また、実効性のある業務継続体制を確保するため、必要な人員や資機材の継

続的な確保、定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応

じた体制の見直し、計画の改定などを行います。 

○ 県及び市町村は、災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要な役割を担うこ

ととなることから、業務継続計画の策定等に当たっては、少なくとも首長不在時の明確な代行順位

及び職員の参集体制、本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定、電気・水・食料等の確

保、災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保、重要な行政データのバックアップ並びに非

常時優先業務の整理について定めるよう努めます。 

○ 県及び市町村は、災害情報を一元的に把握し、共有することができる体制の整備を図り、災害対

策本部の機能の充実・強化に努めます。 

 

【主な事業】 

 １ 災害対策本部の組織体制の充実等 

○ 県は、発災時における災害対策本部要員の参集を確保するため、県庁近傍の待機宿舎や情報伝

達手段を確保するとともに、非常時に備え、職員の配置等にも留意します。 

                                 ［総務局、くらし安全防災局］ 

〇 県は、災害対策本部における人的・物的支援を円滑に調整するための体制の強化を図ります。 

［総務局、くらし安全防災局］ 

〇 県は、災害対応の長期化も想定し、一定期間継続可能な実効性のある配備編成計画の作成に努

めます。                         ［くらし安全防災局ほか関係局］ 

○ 県は、災害対策本部組織や業務マニュアル等を検証し、必要に応じて見直すとともに、被害の

実態や被災後の時間経過に伴う対策の推移に即応できる組織体制をあらかじめ想定しておきま

す。                                [くらし安全防災局] 

  ○ 県は、市町村、防災関係機関等と連携し、様々な場面を想定した災害対策本部の運営訓練、職

員の緊急参集訓練や図上訓練を重ね、非常時に臨機応変な対応がとれるようにします。 

                                    ［くらし安全防災局］ 

  ○ 県は、国の現地対策本部や各種防災関係機関との連携をより一層高めるため、災害対策本部の

機能を強化します。                         ［くらし安全防災局］ 
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 ２ 現地災害対策本部の機能強化 

○ 県は、地域における災害応急対策を円滑に実施し、市町村等と効果的に連携を図るとともに、

市町村の被災状況や支援ニーズの把握、応援部隊の活動場所や物資拠点の調整、災害対策本部と

の連絡調整などを行うため、現地災害対策本部の機能の充実強化を進めます。 

                        ［くらし安全防災局、地域県政総合センター］ 

〇 県は、災害対策本部や現地災害対策本部で災害対応を担う職員の研修や訓練を充実し、災害対

応力の強化を図ります。            ［くらし安全防災局、地域県政総合センター］ 

 

 ３ 災害対策本部室の代替機能の整備等 

○ 県は、災害対策本部室が被災した場合を想定して、県総合防災センターを代替災害対策本部と

するため、防災行政通信網代行統制局の機能維持、幹部参集の交通手段の確保など、災害対策本

部の代替機能の充実を図ります。                   ［くらし安全防災局］ 

  ○ 県警察は、県警本部庁舎が被災した場合を想定して、通信指令機能や警備本部の指揮機能を備

えた代替施設を整備します。                          [警察本部] 

 

４ 市町村、防災関係機関の組織体制の充実 

○ 市町村及び防災関係機関は、被害の実態や被災後の時間経過に伴う対策の推移に即応できるよ

う、災害対策本部等防災組織体制の充実を図ります。また、庁舎等が被災した場合の代替施設の

確保に努めます。 

 

５ 業務継続体制の確保 

○ 県、市町村及び防災関係機関は、それぞれの機関の防災中枢機能を果たす施設・設備の充実及

び災害に対する安全性の確保に努めるとともに、自家発電設備等の整備を図り、十分な期間の発

電が可能となるような燃料の備蓄等に努めます。また、通信途絶時に備えた衛星携帯電話の整備

などの非常用通信手段の確保に努めます。                    [関係局] 

○ 県及び市町村は、発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、退職者の活用等による人材確

保に努めます。                                ［関係局］ 

○ 県は、防災訓練や業務継続体制の点検を行い、必要に応じて神奈川県業務継続計画の見直しを

行います。また、市町村における業務継続計画の策定を促進します。   [くらし安全防災局] 
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  第３節 救助・救急、消火活動体制の拡充                          

【現状】 

 ○ 救助・救急、消火活動は、市町村長の指揮のもとに、消防機関が中核となり、被災の状況によっ

ては、消防、警察や自衛隊、海上保安庁の協力を得ながら実施することとなっています。 

 ○ 県は、大規模災害時等に、被災市町村からの要請を受け、県消防広域運用調整本部（略称：かな

がわ消防）を設置し、県内消防本部と一丸となって広域応援を実施します。 

○ 市町村では、こうした活動の中核として機能が発揮できるよう消防力を確保するため、救助工作

車、高規格救急車、消防ポンプ車等消防装備の拡充に努めています。 

○ 市町村は、消防力の強化に向けて、県内５つの地域で消防の広域化の検討を進めています。 

○ 市町村の消防水利は、平成 27 年４月１日現在、消火栓、防火水槽など合わせて 121,797 基を整

備しています。 

 ○ 県は、都市や産業構造の変化に対応した救助・救急、消火活動能力の向上を図るため、県消防学

校で消防職員、消防団員、自衛消防隊員等に教育訓練を実施しています。 

   また、県総合防災センターにおいては市町村消防や応援部隊の活動を支援するためのファイバー

スコープ、地中音響探知機、油圧カッター等多様な救助用資機材を備蓄するとともに、広域防災活

動拠点においても、油圧式救助器具や担架等の救助用資機材を備蓄しています。 

   さらに、大規模災害により三浦半島や県西部地域に孤立化地域が発生した場合に備え、県西部地

域や県内外の陸上自衛隊の基地内に発電機、投光器、チェーンソー等の備蓄資機材を備えた防災倉

庫を設置しています。 

○ 県は、産学公の連携により、がれき等に生き埋めとなっている被災者を発見、救出する機器の開

発を行い、その成果は参画企業による商品化に活かされています。 

 

【課題】 

○ 大規模災害への対応力強化等の観点から、消防本部の規模を大きくし、消防力の強化を図る「消

防の広域化」を推進する必要があります。 

○ 大規模災害時等の県内消防の広域応援体制を強化するため、応援部隊の増隊や、消防学校の教育

訓練機能の強化等による部隊の量的質的充実を図る必要があります。 

○ 大規模な被災に対応できる消防力を強化するため、施設・設備の整備の充実と資機材・食料・燃

料等の確保、消防職員及び消防団員の教育、訓練の充実、消防水利が被災した場合の代替機能の確

保が課題となっています。 

 ○ 大規模災害により孤立地域が発生した場合に備えて、市町村と連携して孤立化対策に取り組む必

要があります。 

○ 大規模災害発生時には、広域応援体制により、他の地方公共団体からの支援が速やかに行われる

仕組みが必要となっています。 

 

【取組の方向】 

○ 市町村は、県消防広域化推進計画に基づく消防の広域化など、消防力の強化のための取組を推進

します。 

○ 県は、県内消防の広域応援体制を強化するため、応援部隊の整備に対して支援を行い、部隊の増

隊を促進するとともに、消防学校の教育訓練等を通じた部隊の量的質的向上を図ります。 

○ 県は、消防の広域化など市町村における消防力の充実を図るための取組を支援するとともに、消

防職員及び消防団員の能力向上を図るため、県消防学校の教育内容の充実を図ります。 

○ 市町村は、災害時に十分な応急活動が行えるよう、資機材・食料・燃料等の確保を進めます。 

 ○ 市町村は、救助・救急、消火活動などにおいて、相互に広域的、機動的活動を支援するため、応

援部隊の受入施設の整備、応援のための訓練、情報交換などを推進します。 
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 ○ 県は、市町村が実施する救助・救急、消火活動などにおける広域応援部隊の地域の活動体制を支

援するため、救助用資機材などの整備を推進します。 

 ○ 市町村は、火災防止に係る知識の普及に努めるとともに、自主防災組織のリーダーや防火管理者

等へ消火、防火教育を行います。 

 ○ 県は、総合防災センターにおいて、自主防災組織リーダー等研修や自主防災組織リーダー等レベ

ルアップ研修を実施するなど、自主防災組織の指導者や自衛消防隊に対して、消火、防火教育を支

援するとともに、県民に対して広く防災知識の普及を図ります。 

 ○ 県及び市町村は、神奈川県内消防広域応援実施計画等を必要に応じて見直すとともに、緊急消防

援助隊との連携を図るなど、広域応援体制を強化します。 

 ○ 県及び市町村は、県警察、自衛隊、海上保安庁との協調、医療機関との連携等の強化を進めます。 

 

【主な事業】 

１ ヘリコプター等の活用 

  ○ 県は、災害時の要員や物資の輸送、救助、重傷者の搬送等に県警察及び横浜、川崎両市消防局

のヘリコプター等を活用するとともに、必要に応じて、災害時応援協定に基づく無人航空機（ド

ローン）の運用により、応急対策における機動性を高めます。      ［くらし安全防災局］ 

 

 ２ 救助用重機の確保 

  ○ 県及び市町村は、がけ崩れ等による倒壊建築物からの人命救助に建設用大型重機が必要となる

ため、災害時におけるこれら大型重機の確保に努めます。        ［くらし安全防災局］ 

 

 ３ 救急救命体制の強化 

  ○ 県は、神奈川県救急医療情報システムを医師会など関係機関と共同して運営します。また、救

命指導医及び救急救命士の資質向上のための研修を実施します。 

  ［くらし安全防災局、健康医療局］ 

  ○ 県は、救急隊員の早期確保を図るため、消防学校の救急科教育を効率的かつ効果的に実施する

ための資機材等の充実を図ります。                  ［くらし安全防災局］ 

 

 ４ 消防職員の資質向上 

  ○ 県は、消防職員の能力、資質の一層の向上を図るため、専科教育、幹部教育、特別救助隊員研

修など特別教育を充実します。                    ［くらし安全防災局］ 

 

 ５ 市町村消防の強化 

○ 県は、消防の広域化や将来の消防の広域化に向けた消防指令センターの共同運用などの市町村

の消防力強化に向けた取組を支援します。               ［くらし安全防災局］ 

○ 県は、市町村消防力の充実・強化を図るため、防災用資機材等の整備を支援します。 

 ［くらし安全防災局］ 

○ 県は、広域応援に資する資機材、車両等の整備を支援します。     ［くらし安全防災局］ 

  ○ 市町村は、災害時における広域的な火災防御活動及び住民救出活動の適切かつ効果的な実施を

図るため、災害時の対応について、消防計画の中に事前計画を策定します。 

  ○ 市町村は、出火、延焼拡大予防のための建築物、建材の不燃化促進、初期消火設備の設置・普

及等の指導の徹底、消防力の整備強化及び消防水利の整備を図ります。 

○ 市町村は、大規模・特殊災害に対応するため、高度な技術・資機材を有する救助隊の整備の推

進に努めます。 
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 ６ 孤立化対策の推進 

○ 県及び市町村は、連携して、孤立化する可能性のある地域の状況を検証し、対策を検討します。

また、県は、アクセス道路となる県管理道路の防災工事を重点的に行うとともに、緊急避難路や

迂回路にもなる農道・林道の安全確保に努めます。 

[くらし安全防災局、環境農政局、県土整備局] 

  ○ 市町村は、孤立化対策の検討結果等を踏まえ、対策の推進に努めます。県は、市町村の取組を

支援します。                            [くらし安全防災局] 

  ○ 県は、大規模災害により孤立地域が発生した場合に備え、県西部地域や自衛隊の駐屯地に設置

している防災倉庫の資機材の点検・整備を行います。          ［くらし安全防災局］ 

 

 ７ 広域応援体制の強化 

  ○ 県は、災害時における県内の広域応援及び全国の消防機関により編成された緊急消防援助隊に

よる県外からの応援が速やかに行われるよう、神奈川県緊急消防援助隊受援計画を必要に応じて

見直します。                            ［くらし安全防災局］ 

○ 県は、大規模災害時に、警察、消防、自衛隊などの広域的な応援や他の自治体からの応援を、

迅速かつ効率的に受け入れられるよう、神奈川県緊急消防援助隊受援計画を必要に応じて見直し

ます。                            ［くらし安全防災局］ 

○ 県は、消防隊等の広域応援を支援するため、県総合防災センターの機能の充実を図ります。 

                                     ［くらし安全防災局］ 

 

 ８ 資機材・装備の強化 

  ○ 県は、災害時の活動に必要な防災資機材等の整備や備蓄、無線機の増強等、警察装備の充実を

図ります。                        ［くらし安全防災局、警察本部］ 
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  第４節 警備・救助対策                                       

【現状】 

 ○ 県警察は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、早期に警備体制を確立し、総力を挙

げて人命の安全を第一とする各種の応急対策を迅速・的確に実施し、県民の生命、身体、財産の保

護、混乱の早期収拾を図るなど、県民の社会生活の安定に努めています。 

      また、被災地における治安維持を図るため、警備体制の整備、装備資機材の充実等の施策を推進

し、初動体制の強化を図っています。 

 ○ 災害発生時における情報収集活動のため、ヘリコプターテレビ撮影装置を導入しています。 

 ○ 海上においては、第三管区海上保安本部が、災害が発生した場合における人命の救助・救急活動、

消火活動、排出油等の防除活動、海上交通安全の確保、避難対策、救援物資等の緊急輸送、治安の

維持、船舶等への情報提供、二次災害の防止等を行います。 

 ○ 県警察、第三管区海上保安本部は、各種防災訓練に積極的に参加し、防災関係機関との連携の強

化に努めています。 

 

【課題】 

 ○ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における避難措置、救出救助活動、緊急交通路確

保活動等の応急対策を迅速・的確に実施するためには、情報収集用資機材、救出救助用資機材等を

より一層充実させていく必要があります。 

 

【取組の方向】 

 ○ 県警察は、各種の応急対策に必要な装備・資機材の整備、災害警備訓練の強化、防災関係機関と

の連携の強化等の推進を図り、警備体制を一層強化します。また、県警察本部庁舎が被災した場合

に備えるため、代替施設を整備します。 

 ○ 第三管区海上保安本部は、災害応急活動において、関係機関との連携を図ります。 

 

【主な事業】 

 １ 救出救助用資機材の整備等 

  ○ 県警察は、大規模災害時における迅速・的確な人命救助を実施するため、情報収集用資機材、

救出救助用資機材等必要な装備・資機材の整備を進めるとともに、警備部隊の非常用食料、飲料

水、燃料、電池その他の災害警備用物資の備蓄及び調達体制の整備を図ります。  ［警察本部］ 

  ○ 県警本部庁舎が被災した場合を想定して、通信指令機能や警備本部の指揮機能を備えた代替施

設を整備します。                              ［警察本部］ 

 

 ２ 応援部隊の受入体制の確立 

  ○ 県警察は、他都道府県警察からの広域緊急援助隊等の部隊を迅速に受け入れる体制を確立しま

す。                                    ［警察本部］ 

 

 ３ 協力体制の確立 

  ○ 第三管区海上保安本部は、関係機関との連携体制の整備を図り、発災時に防災業務を総合的か

つ効果的に推進するため、関係機関の災害対策本部等に職員を派遣する体制を整備する等の協力

体制を確立します。 
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  第５節 避難対策                                          

【現状】 

○ 平成 25 年の災害対策基本法の一部改正により、市町村は、災害から迅速に避難するための指定

緊急避難場所、避難者が一時的に滞在するための指定避難所を指定し、住民に周知することが義務

付けられました。 

○ 市町村は、災害時に安全かつ迅速な避難誘導が行えるよう「避難計画」を策定し、避難勧告等の

発令基準、伝達方法、避難場所や避難路の指定等を行っています。避難所としては、小・中学校等

の公的施設を中心に法に基づき指定を行い、施設の整備や備蓄の増強を図っています。 

○ 県は、市町村と調整し、県施設を避難場所として提供しています。 

 ○ 県は、市町村の避難所の設置運営の参考となるよう、神奈川県避難所マニュアル策定指針を定め

ています。 

○ 県は、災害救助法が適用される大規模災害に備えて、応急的な住居として応急仮設住宅の供給や

住宅の応急修理を行うため、関係団体と協定を締結しています。 

 ○ 県は、大規模災害の発生に際し、応急仮設住宅を迅速・的確に供給するための神奈川県応急仮設

住宅供給マニュアルや住宅の応急修理マニュアルなどの被災時の住宅対策に関する各種マニュア

ルを作成しました。 

○ 平成 25 年の災害対策基本法の一部改正により、新たに、避難行動要支援者(注)名簿の作成、名簿

情報の避難支援等関係者等への提供等の規定が設けられたことを受け、国において、市町村を対象

に、その事務に係る取組方法等として「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」が示

されました。 

○ 平成 30 年７月豪雨では、様々な防災情報や避難情報が避難に活かされなかった事例が指摘され

ています。平成 30 年７月豪雨の教訓を踏まえ、住民が「自らの命は自らが守る」意識をもって自

らの判断で避難行動をとり、行政はそれを全力で支援するという、住民主体の取組を強化する方向

で、平成 31 年３月に、避難勧告等に関するガイドライン（内閣府）が改定され、住民が主体的に

避難行動をとれるよう、５段階の警戒レベルによる分かりやすい防災情報を提供し、避難行動等を

支援することなどが示されました。 

 

【課題】 

 ○ 市町村は、指定緊急避難場所及び指定避難所の速やかな指定を行い、指定した指定緊急避難場所

及び指定避難所について、日頃から住民等へ周知する必要があります。 

○ 市町村は、要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に避難行動要

支援者の把握に努めるとともに、安否確認、避難支援等を実施するための基礎とする名簿を作成す

る必要があります。 

○ 近年、各地で発生している風水害等において、避難勧告等（避難準備・高齢者等避難開始、避難

勧告、避難指示（緊急））が適切なタイミングで適当な対象地域に発令されていないことや、住民

への迅速・確実な伝達が難しいこと、あるいは避難勧告等が伝わっても住民が避難しないことなど

が課題となっています。 

〇 そのため、避難勧告等に関するガイドラインを踏まえた適切な避難対策を進める必要があります。 

○ 市町村は、住民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに、高齢化の進展等を踏まえ、高齢者等

の避難行動要支援者等の避難支援対策を充実・強化する必要があります。このため、避難勧告及び

避難指示（緊急）のほか、一般住民に対して避難準備及び自主的な避難を呼びかけるとともに、避

難行動要支援者等、特に避難行動に時間を要する者に対して、その避難行動支援対策と対応しつつ、 

 
(注) 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難であり、その円滑かつ迅速な避難の確保を図る

ため特に支援を要する方 
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早めの段階で避難行動の開始を求める避難準備・高齢者等避難開始を伝達する必要があります。 

○ 大規模な災害時には、多くの被災者が発生します。また、避難生活が長期にわたる場合には、避

難所の不足、ごみ・し尿の滞積、災害対策本部との情報の途絶、食料や生活必需物資の管理の問題

や、配布の遅れなどが生じるおそれがあります。 

○ 避難所での生活環境を常に良好なものとするため、要配慮者や性的マイノリティの方へのケア、

避難者のプライバシーの確保、ペット同行避難のルール作成、男女のニーズの違いや要配慮者等の

多様な視点が反映できるようにするなど、避難所の運営には十分配慮する必要があります。 

 ○ さらに、地下街、ターミナル駅等の不特定多数が利用する都市施設において、施設の内外におけ

る混乱を防止し、的確な避難誘導を行うためには、各施設の管理者は、情報伝達体制の確保、従業

員への防災教育、防災訓練の実施、平常時からの利用者への広報等の安全確保対策を地元の市町村

と連携して効果的に行う必要があります。 

 ○ 応急仮設住宅の供給に当たっては、必要な戸数を必要な場所に迅速かつ的確に供給することが重

要です。このため、建設による応急仮設住宅の供給とあわせて、公営住宅や民間賃貸住宅なども活

用して、被災者のニーズに配慮した多様な対策がとれるよう、市町村や関係団体との連携による供

給体制や事前対策が必要となります。 

 〇 改正災害救助法を踏まえ策定した「応急仮設住宅の供給に係る資源配分計画」に基づき、大規模

災害時に県域全体として、公平で迅速な供給を行うための体制を確保する必要があります。 

 ○ 大規模災害に伴い、飼主が負傷したり行方がわからなくなった場合や避難所において飼育が困難

になった場合は、犬、猫等のペットを保護、収容する等の対策が必要となります。 

 

【取組の方向】 

○ 市町村は、避難勧告等の発令・伝達に関して、避難すべき区域（避難対象地域）や発令の具体的

な判断基準、伝達手段、伝達先などについてあらかじめ定めるよう努めるとともに、避難対象地域

などを県、県警察等の関係機関へ通知します。 

○ 県は、市町村に対し、避難勧告等の発令基準の策定を支援するなど、市町村の防災体制確保に向

けた支援を行います。 

○ 市町村は、避難勧告等の発令区域・タイミング、指定緊急避難場所、避難経路等の住民の避難誘

導等警戒避難体制をあらかじめ計画するものとします。その際、水害と土砂災害、複数河川の氾濫、

台風等による高潮と河川洪水との同時発生等、複合的な災害が発生することを考慮するよう努めま

す。 

○ 市町村は、躊躇なく避難勧告等を発令できるよう、平常時から災害時における優先すべき業務を

絞り込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、全庁をあげた体制の構築に努

めます。 

〇 住民等は、「自らの命は自ら守る」という意識を持ち、避難勧告等が発令された場合はもちろん

のこと、発令される前であっても行政等が出す警戒レベル相当情報等に十分に留意し、災害が発生

する前に、自らの判断で自発的に避難を行うことが必要です。そのため、市町村は、平時における

防災知識の普及、災害時には避難行動を支援する情報の提供を行い、県はそれを支援します。 

〇 市町村は、避難情報の意味、地域に存在するリスク、適切な防災行動などについて、住民等や要

配慮者利用施設などの施設管理者等が理解し、適時・的確な避難行動がとれるよう、ハザードマッ

プを活用した訓練などを通じて周知に努めます。 

〇 県は、各種の防災気象情報等の提供に当たり、参考となる警戒レベル（警戒レベル相当情報）も

併せて提供し、防災気象情報等と警戒レベルの関係性を示し、住民や施設管理者等の主体的な避難

行動を支援します。 

○ 市町村は、早急に、異常な現象の種類ごとに指定緊急避難場所及び指定避難所の適切な指定を行

い、地域住民への徹底した周知を行う必要があります。また、随時に指定施設の見直しに努め、地

域住民の安全な避難先を常時確保する必要があります。 
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 ○ 県は、市町村における指定緊急避難場所及び指定避難所の指定拡大に協力するとともに、物資の

備蓄、ごみ・し尿処理などへの支援体制の整備を図ります。あわせて、高齢者、障害者等の要配慮

者に対する支援及び男女双方の視点に配慮した避難対策を充実します。 

 ○ 県及び市町村は、応急仮設住宅の迅速な供給や設置運営を円滑に実施するため、事前対策を進め

ます。 

○ 地下街、ターミナル駅等の不特定多数の者が利用する都市施設等の施設管理者は、各施設におけ

る災害時の安全性の確保対策、災害時の応急体制の整備を進めます。 

 ○ 県及び市町村は、居住地以外の市町村に避難する被災者が必要な情報や支援・サービスを容易か

つ確実に受け取ることのできる体制の整備を図ります。 

 〇 市町村は、都市農地を避難場所等として活用できるよう、都市農業者や関係団体との協定や当該

農地における防災訓練の実施に努めます。 

○ 施設管理者等は、気象庁などからリアルタイムで発信される防災気象情報を把握し、早めの避難

措置を講じます。また、市町村や消防団、地域社会とも連携を図り、避難時に地域の支援を得られ

るようにする等の工夫に努めます。 

 

【主な事業】 

 １ 避難勧告等の発令基準の作成 

    ○ 市町村は、「避難勧告等に関するガイドライン」を参考に、災害時に適切な避難勧告等を実施

するため、関係機関からの情報や自ら収集する情報等をもとに、避難勧告等の発令の判断基準等

について、できる限り客観的な数値により整理した「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」を整

備するよう努めます。 

    なお、判断基準については、想定外の事態にも対応できるよう総合的に判断します。 

〇 市町村は、洪水等に対する住民の警戒避難体制として、洪水予報河川等及び水位周知下水道に

ついては、水位情報、堤防等の施設に係る情報、台風情報、洪水警報等により具体的な避難勧告

等の発令基準を設定します。それら以外の河川等についても、氾濫により居住者や地下空間、施

設等の利用者に命の危険を及ぼすと判断したものについては、同様に具体的な避難勧告等の発令

基準を策定することとします。 

また、避難勧告等の発令対象区域については、細分化しすぎるとかえって居住者等にとってわ

かりにくい場合が多いことから、立退き避難が必要な区域を示して勧告したり、屋内での安全確

保措置の区域を示して勧告したりするのではなく、命を脅かす洪水等のおそれのある範囲をまと

めて発令できるよう、発令範囲をあらかじめ具体的に設定するとともに、必要に応じて見直すよ

う努めます。国及び県は、これらの基準及び範囲の設定及び見直しについて、必要な助言等を行

います。 

○ 市町村は、土砂災害に対する住民の警戒避難体制として、土砂災害警戒情報が発表された場合

に直ちに避難勧告等を発令することを基本とした具体的な避難勧告等の発令基準を設定します。

また、面積の広さ、地形、地域の実情等に応じて市町村をいくつかの地域に分割した上で、大雨

警報（土砂災害）の危険度分布（土砂災害警戒判定メッシュ情報）等を用い、危険度の高まって

いる領域が含まれる地域内の全ての土砂災害警戒区域等に絞り込んで避難勧告等を発令できる

よう、発令範囲をあらかじめ具体的に設定するとともに、必要に応じ見直すよう努めます。 

〇 市町村は、堤防の決壊や急傾斜地の崩壊等の災害の発生を把握した場合、可能な範囲で「災害

発生情報」を発令し、命を守る行動を促します。 

○ 市町村は、高潮災害に対する住民の警戒避難体制として、高潮警報等が発表された場合に直ち

に避難勧告等を発令することを基本とした具体的な避難勧告等の発令基準を設定します。また、

潮位に応じた想定浸水範囲を事前に確認し、想定最大までの高潮高と避難対象地域の範囲を段階

的に定めておくなど、高潮警報等の予想最高潮位に応じて想定される浸水区域に避難勧告等を発

令できるよう、発令範囲をあらかじめ具体的に設定するとともに、必要に応じて見直すよう努め
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ます。 

○ 市町村は、避難勧告の発令の際には、避難場所を開設していることが望ましいですが、避難の

ためのリードタイムが少ない局地的かつ短時間の豪雨の場合は、躊躇なく避難勧告を発令するも

のとします。また、そのような事態が生じ得ることを住民にも周知します。 

  ○ 避難に際しては、要配慮者等、特に避難行動要支援者に配慮するため、避難準備・高齢者等避

難開始を位置づけます。 

 

 

避難勧告等により立退き避難が必要な居住者等に求める行動等 

（「避難勧告等に関するガイドライン」内閣府（平成 30 年３月）を基に作成） 

 

警戒レベルとは、災害発生のおそれの高まりに応じて居住者等がとるべき行動と当該行動を居

住者等に促す情報とを関連づけるものです。 

 

警戒レベル等 立退き避難が必要な居住者等に求める（居住者がとるべき）行動 

【警戒レベル１】 

早期注意情報(警

報級の可能性)に

おいて、大雨に関

して明日までの

期間に[高]又は

[中]が予想され

ている場合 

・防災気象情報等の最新情報に注意するなど、災害への心構えを高める。 

【警戒レベル２】 

大雨・洪水・高潮

注意報※（気象庁

が発表） 

※高潮注意報は、

高潮警報に切り

替える可能性に

言及されていな

い場合は警戒レ

ベル２であり、高

潮警報に切り替

える可能性が高

い旨に言及され

ている場合は警

戒レベル３に相

当する。 

・ハザードマップ等により災害リスク、避難場所や避難経路、避難のタ

イミング等の再確認、避難情報の把握手段の再確認・注意など、避難に

備え自らの避難行動を確認する。 

【警戒レベル３】 

避難準備・高齢者

等避難開始 

（市町村が発令） 

高齢者等避難 

・避難に時間のかかる要配慮者とその支援者は立退き避難する。 

・その他の人は立退き避難の準備を整えるとともに、以後の防災気象情

報、水位情報等に注意を払い、自発的に避難を開始することが望まし

い。 

・特に、突発性が高く予測が困難な土砂災害の危険性がある区域や急激

な水位上昇のおそれがある河川沿いでは、避難準備が整い次第、当該

災害に対応した指定緊急避難場所へ立退き避難することが強く望まれ

る。 
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【警戒レベル４】 

避難勧告、避難指

示（緊急）※ 

（市町村が発令） 

 

※避難指示（緊

急）は、地域の状

況に応じて緊急

的又は重ねて避

難を促す場合等

に発令 

全員避難 

〇指定緊急避難場所等への立退き避難を基本とする避難行動をとる。 

（・予想される災害に対応した指定緊急避難場所へ速やかに立退き避難

する。 

・指定緊急避難場所への立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかね

ないと自ら判断する場合には、「近隣の安全な場所」※１への避難

や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として、「屋内安全

確保」※２を行う。） 

 

＜市町村から避難指示（緊急）が発令された場合＞ 

〇災害が発生するおそれが極めて高い状況等となっており、緊急に避難

する。 

（・指定緊急避難場所への立退き避難に限らず、「近隣の安全な場所」※

１への避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として、

「屋内安全確保」※２ を行う。 

・避難指示（緊急）は、地域の状況に応じて緊急的又は重ねて避難を

促す場合などに発令されるものであり、必ず発令されるものではな

いことに留意する。） 

 

【警戒レベル５】 

災害発生情報※ 

（市町村が発令） 

 

※災害が実際に

発生しているこ

とを把握した場

合に、可能な範囲

で発令 

災害発生 

・既に災害が発生している状況であり、命を守るための最善の行動をと

る。 

・市町村が災害発生を確実に把握できるものではないため、災害が発生

した場合に、必ず発令されるものではないことに留意する。 

    ※１ 近隣の安全な場所：指定緊急避難場所ではないが、近隣のより安全な場所・建物等 

※２ 屋内安全確保：その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への移動 

注：突発的な災害の場合、市町村長からの避難勧告等の発令が間に合わないこともあるため、

自ら警戒レベル相当情報等を確認し避難の必要性を判断するとともに、身の危険を感じた

ら躊躇なく自発的に避難する。 

 

住民に避難を促す情報と警戒レベル相当情報の表 

警戒レベル 
（避難情報） 

警戒レベル相当情報 
洪水に関する情報 土砂災害に関する情報 高潮に関する情報 

警戒レベル３ 
（避難準備・高齢

者等避難開始） 

・氾濫警戒情報 
・洪水警報 
・洪水警報の危険度分

布（警戒） 

・大雨警報（土砂災害） 
・大雨警報（土砂災害）

の危険度分布（土砂災

害警戒判定メッシュ情

報）（警戒） 

・高潮注意報（高潮警

報に切り替える可能

性が高い旨に言及さ

れている場合） 

警戒レベル４ 
（避難勧告・避難

指示（緊急）） 

・氾濫危険情報 
・洪水警報の危険度分

布（非常に危険） 

・土砂災害警戒情報 
・大雨警報（土砂災害）

の危険度分布（土砂災

害警戒判定メッシュ情

報）（非常に危険・極め

て危険） 

・高潮警報 
・高潮特別警報 

警戒レベル５ 
（災害発生情報） 

・氾濫発生情報 
・大雨特別警報（浸水

害） 

・大雨特別警報（土砂

災害） 
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 ２ 避難勧告等の伝達 

    ○ 市町村は、避難勧告等の伝達に際して、対応する警戒レベルや発令の対象者を明確にし、対象

者ごとに警戒レベルに対応したとるべき避難行動がわかるようにするとともに、災害の状況及び

地域の実情に応じて、防災行政無線や消防団、自主防災組織をはじめとした効果的、かつ確実な

手段を複合的に活用し、避難対象地域の住民に迅速かつ的確に伝達できるよう努めます。 

  ○ 市町村は、気象警報、避難勧告等を住民に周知することにより、迅速・的確な避難行動に結び

つけるよう、その伝達内容等についてあらかじめ検討するよう努めます。 

    ○ 市町村は、同一の水系を有する市町村間において、相互に避難勧告等の情報を共有するよう努

めます。 

 

 ３ 指定緊急避難場所及び指定避難所の確保及び整備 

○ 市町村は、災害種別に応じた指定緊急避難場所及び指定避難所（福祉避難所を含む）を指定し、

日頃から住民等への周知徹底に努めます。 

○ 市町村は、県有施設や民間施設等を指定緊急避難場所及び指定避難所として指定する場合は、

協定等の締結により、施設管理者との役割分担の明確化を図ります。 

  ○ 県は、大規模災害発生時において、市町村単独では指定避難所の確保が困難となった場合や二

次災害発生の危険がある場合に、市町村域を超えた広域的な避難の支援ができるよう、市町村と

共同して体制の整備を図ります。                   ［くらし安全防災局］ 

○ 県は、市町村による指定緊急避難場所及び指定避難所の指定拡大に協力するため、また、帰宅

困難者や被災者の一時受入など地域における防災対策の拠点として活用できるよう、県立学校及

び公の施設の備蓄の充実に努めます。                 ［教育局ほか関係局］ 

  ○ 県は、アドバイザーの派遣等により指定避難所として使用する公共的施設のバリアフリー化を

促進します。指定避難所に指定されている施設の管理者は、当該施設のバリアフリー化に努めま

す。                                [福祉子どもみらい局] 

  ○ 県は、指定避難所の指定・整備を行う市町村に対し、災害時の燃料備蓄という観点から液化石

油ガスの有用性の周知を図ります。                  [くらし安全防災局] 

  ○ 県は、市町村による指定緊急避難場所及び指定避難所の指定に協力できるよう、指定管理者制

度により県立施設を管理する指定管理者との協定に、避難場所等に指定される可能性及びその運

営に協力すること、緊急の必要がある場合には指定管理者においても自らの判断により適切な災

害対応に努めることを盛り込みます。                 ［総務局ほか関係局］ 

 

 ４ 避難計画の策定 

○ 市町村は、災害時に安全かつ迅速に避難誘導が行えるよう、あらかじめ避難計画を策定し、住

民への周知に努めます。その際、河川管理者等と十分協議のうえ、過去の洪水・高潮等による浸

水実績、土砂災害記録等により、避難対象地域を特定します。 

  ○ 市町村は、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を参考に、避難支援等関係

者と連携した、避難行動要支援者に対する具体的な避難方法等についての個別計画の策定に努め

ます。 

〇 社会福祉施設等の管理者等（以下「施設管理者等」という。）は、それぞれの施設の設置目的

を踏まえた施設ごとの規定（介護保険法等）や災害に対応するための災害ごとの規定（水防法等）

に基づき、利用者の避難確保計画を含む非常災害対策計画等の作成や避難訓練を実施し、県及び

市町村はその支援に努めます。 

〇 施設管理者等は、気象庁等から発信される防災気象情報を把握し、早めの避難措置を講じます。

また、市町村や消防団、地域社会とも連携し、避難時に地域の支援が得られるよう工夫に努めま

す。 

    ○ 市町村は、浸水想定区域の指定があったときは、地域防災計画において、当該浸水想定区域ご
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とに、避難場所その他円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めます。 

○ 市町村は、災害発生情報、避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始等

について、河川管理者、水防管理者、国（気象庁等）の協力を得つつ、豪雨、洪水、土砂災

害、高潮等の災害事象の特性、収集できる情報を踏まえ、避難すべき区域や判断基準、伝達

方法を明確にしたマニュアルを作成するものとします。特に、土砂災害については、危険な

急傾斜地から離れる方向に速やかに避難する訓練を行うなど、実践的な避難訓練の実施等に

よる住民の意識啓発に努めます。  

○ 市町村は、水防団等と協議し、発災時の避難誘導に係る計画をあらかじめ作成し、訓練を

行うものとします。なお、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場

合等やむを得ないときは、「屋内安全確保」の安全確保措置を講ずべきことにも留意するも

のとします。 

○ 市町村は、気象警報、避難勧告等を住民に周知することにより、迅速・的確な避難行動に

結びつけるよう、その伝達内容等についてあらかじめ検討しておくものとします。 

 

 ５ 避難所の運営管理 

○ 県は、より良い避難所の運営管理を実現するため、必要に応じて県避難所マニュアル策定指針

を見直します。                           ［くらし安全防災局］ 

 ○ 市町村は、県避難所マニュアル策定指針を参考に、男女のニーズの違いや要配慮者等の多様な

視点などに十分配慮するほか、自主防災組織等地域住民の代表、施設管理者及び市町村職員で構

成する避難所運営委員会を設置し避難所運営マニュアルを作成するなど、避難所の円滑な運営管

理を行います。 

 〇 市町村は、被災者が安心して避難所で避難生活が送れるよう、適切な指定避難所の指定の促進

と周知の徹底、避難所の生活環境の整備など、必要な対策に努めます。 

○ 県は、市町村の避難所の運営管理を支援するため、生活必需物資等の備蓄を進めます。  

                                     [くらし安全防災局] 

 

 ６ 避難所外避難者への対策 

○ 市町村は、関係省庁等と連携し、県避難所マニュアル策定指針などを参考に、在宅での避難や

車中泊など、様々な事情から避難所以外で避難生活を送る被災者の把握方法や、物資等の供給、

健康確保などの方策について、地域の実情に応じて、検討に努めます。 

 

 ７ 住民への周知 

○ 市町村は、災害時に安全かつ迅速に避難が行えるよう、地域内の指定緊急避難場所、避難経路、

避難指示方法について、あらかじめ住民に周知するとともに、早期の自主避難の重要性について

説明するよう努めます。 

  また、二次被害防止のため、避難する際のブレーカーの遮断、ガス栓の閉塞が、確実に実施さ

れるよう、日頃から啓発するとともに、電気復旧の通電の際には地域における周知に努めます。 

○ 市町村は、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本産業規格に基づく災

害種別一般図記号を使用するとともに、避難場所標識の見方に関する周知に努めます。 

○ 浸水想定区域をその区域に含む市町村は、市町村地域防災計画に定められた洪水予報等の伝達

方法、避難場所及び避難経路に関する事項、洪水、雨水出水又は高潮に係る避難訓練に関する事

項その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項並びに浸水想定区域内の

地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等の名称及び所在地について住民に周知させるため、

これらの事項を記載した印刷物（ハザードマップ等）の配布その他の必要な措置を講じます。 

〇 県は、市町村と連携して、住民や施設管理者等が、自ら避難情報や警戒レベル相当情報などか

ら判断し、適切に避難行動がとれるよう、想定される災害毎に、避難場所や確認すべき防災情報
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などを記載した「災害・避難カード」や「マイ・タイムライン」などの作成の促進に努めます。 

                                   ［くらし安全防災局］ 

 

 ８ 避難訓練 

  ○ 市町村は、指定緊急避難場所への住民参加の避難訓練を実施し、発災時における混乱防止を図

ります。 

 

 ９ 応急仮設住宅等 

 ○ 県は、応急仮設住宅の建設に迅速にとりかかることができるよう、建設候補地の土地情報を市

町村の協力のもとで充実します。また、関係団体との協議を深め、発災時における供給体制を強

化します。                                ［県土整備局］ 

○ 県及び市町村は、従来のプレハブ型の応急仮設住宅のほかに、地元の工務店等を活用した新た

な工法や供給体制についても検討します。                        ［県土整備局］ 

 ○ 県及び市町村は、災害時における被災者の住居として利用可能な公営住宅や民間賃貸住宅など

の空室情報の把握に努め、災害時に迅速にあっせんできるよう、あらかじめ関係団体とも調整の

うえ体制を整備します。                 [くらし安全防災局、県土整備局] 

○ 県は、応急仮設住宅の入居者選定基準、運営方法等について、地域の実情に応じた市町村との

役割分担と協力関係を明確にします。           ［くらし安全防災局、県土整備局] 

○ 県は、市町村及び関係機関と連携し、応急仮設住宅（建設型・民間賃貸住宅借上げ型）の供給

に関する訓練を実施します。               [くらし安全防災局、県土整備局] 

〇 県は、建設型応急仮設住宅の設置計画の策定に関する事務オペレーションを円滑に実施するた

め、救助実施市や関係団体と連携した訓練等の充実に努めます。        [県土整備局] 

○ 市町村は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査や罹災証明書

の交付の担当部局を定め、住家被害の調査担当者の育成、他の地方公共団体や民間団体との応援

協定の締結、応援の受入れ体制の構築等を計画的に進めるなど、罹災証明書の交付に必要な業務

の実施体制の整備に努めます。 

○ 県は、市町村及び神奈川県土地家屋調査士会との協定に基づき、住家被害の調査担当者のため

の研修機会の拡充を図ることなどにより、災害時の住家被害調査の迅速化を図ります。 

                                   ［くらし安全防災局］ 

○ 市町村は、住家被害調査や罹災証明書交付の担当部局と応急危険度判定の担当部局とが非常時

の情報共有体制についてあらかじめ検討し、発災後、早期に応急危険度判定の判定実施計画や判

定結果を活用した住家被害の調査・判定を実施できるよう努めます。 

 

 10 広域避難 

  ○ 県及び市町村は、大規模災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、発災時の具体的な避難方

法や受入れ方法等を検討します。                   ［くらし安全防災局］ 

○ 市町村は、避難場所を指定する際に合わせて広域避難の用にも供することについて定めるなど、

他の市町村からの被災者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定しておくよう努め

ます。 

 

11 ペット対策 

 ○ 県は、飼主不明となった犬、猫等の円滑な保護などを図るため、必要に応じ「災害時動物救護

マニュアル」を見直すとともに、飼主に対し普段から備えておくべきこと等の普及・啓発を行い、

災害時に備えます。                            ［健康医療局］ 

○ 市町村は、事前にペット同行避難のルールを作成した場合は、地域住民にそれを周知します。

また、避難所におけるペット同行については、鳴き声、臭い、毛の飛散、アレルギー対策、衛生
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面に関する問題等が発生することから、飼育スペース、ケージの確保や、飼い主の管理責任など、

注意事項を可能な限り具体的に検討し、避難所運営マニュアルに位置づけます。 

 

12 地下街、ターミナル駅等の対策 

  ○ 県及び市町村は、各施設の管理者に対して、施設利用者の避難対策等の安全確保対策について

適切な指導等を行うとともに、定期的に訓練を行うなど、日頃からの連携に努めます。 

                                [くらし安全防災局、県土整備局] 

 

 

 

  資 料 

   地震編  ３－５－(１) 市町村別避難場所(地)選定状況一覧表 

    〃   ３－５－(２) 災害時における関東郵政局と神奈川県の相互協力に関する覚書 

    〃   ３－５－(３) 市町村避難計画の主な策定項目 

    〃   ３－５－(５)  (一社)プレハブ建築協会等における応急仮設住宅建設能力一覧表 

    〃   ３－５－(６) 避難所マニュアル策定指針の概要 

    〃   ３－５－(７) 市町村別避難所(施設)選定状況一覧表 

    〃   ３－５－(８) 県立施設の指定管理者と締結する基本協定書標準例抜粋
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  第６節 帰宅困難者対策                                       

【現状】 

 ○ 大規模災害により交通機関の運行が停止した場合、多くの帰宅困難者が発生すると予想されます。 

○ このような大量の帰宅困難者が、外出先から一斉に徒歩で帰宅行動を開始した場合、危険な状態

になるとともに、大きな混乱の発生が懸念され、徒歩帰宅者や都心部等の滞留者によって、飲料水

やトイレ、休憩場所等の不足も想定されます。 

○ 帰宅困難者対策については、平成 23 年３月の東日本大震災で大量の帰宅困難者が発生した教訓

を踏まえ、国、地方公共団体、民間企業等が、それぞれの取組に係る情報を共有するとともに、横

断的な課題について検討するため、国、本県も含む首都圏の都県市、民間企業等で構成する首都直

下地震帰宅困難者等対策協議会（以下「国の協議会」という。）が設置され、平成 24年９月に最終

報告がありました。県としても、報告の具体的な取組内容に基づき、対策を進めていきます。 

○ 本県においても、風水害等の災害も含めた帰宅困難者対策を行政、防災関係機関、民間などあら

ゆる主体が協力して、一層具体化していく必要性があります。 

 

【課題】 

○ 帰宅困難者対策は、一斉帰宅の抑制、安全な徒歩帰宅のための支援など多岐にわたりますが、膨

大な数の帰宅困難者等への対応は、大規模災害による多数の死傷者・避難者が想定される中にあっ

て行政による「公助」だけでは限界があり、「自助」や「共助」も含めた総合的な対応が必要です。 

○ 帰宅困難者対策をさらに推進するためには、国、地方公共団体、企業等（団体を含む）がそれぞ

れ実施するだけでなく、連携・協働して取組を進めることが必要です。 

○ 一斉帰宅を抑制するとともに、従業員等の安全を確保するためには、災害が発生し交通機関が当

分の間復旧の見通しが立たない場合には、企業等は、事業所建物や事業所周辺の被災状況を確認の

うえ、従業員等を一定期間事業所内に留めておく必要があります。 

○ 県内には、横浜、鎌倉、箱根等有数の観光地と、多くの人が利用する横浜駅、川崎駅などがあり、

大規模災害発生時には多くの観光客、通勤、通学者等の帰宅困難者の発生が予想され、帰宅困難者

に対する情報の提供や家族の安否確認に対する支援、避難場所の提供や応急収容、代替交通の確保

も含めた帰宅支援等の多岐にわたる対策が必要となります。 

 

【取組の方向】 

○ 県は、帰宅困難者の発生を抑制するため、市町村とも連携しつつ、企業・県民に対し、一斉帰宅

抑制の周知を図ります。 

○ 県は、企業ごとに作成する事業継続計画（ＢＣＰ）における帰宅困難者対策の取組を促進します。 

○ 県は、市町村が開設する一時滞在施設の不足に備えて、駅周辺の県有施設を一時滞在施設として

提供することとし、そのための飲料水等の備蓄に取り組みます。 

○ 県は、帰宅困難者用の飲料水等の物資を整備する市町村の取組を支援します。 

○ 県は、主要ターミナル駅を中心として、帰宅困難者対策を検討するために鉄道事業者、警察等関

係機関が参加した地域協議会等の設置が進むよう、市町村と連携して取り組みます。 

 

【主な事業】 

１ 一斉帰宅抑制の周知 

 ○ 県及び市町村は、大規模災害発生直後においては、救助・救急、消火及び緊急輸送などの応急

活動を迅速に行う必要があることから、帰宅困難者の発生を抑制するため「むやみに移動を開始

しない」という基本原則の県民、企業、学校、関係団体などへの周知を図り、一斉帰宅抑制の徹

底を促します。                           [くらし安全防災局] 

  ○ 九都県市は、帰宅困難者とその家族間において安否確認が取り合えるように、携帯電話災害用
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伝言板や災害用伝言ダイヤル「171」等の複数の安否確認手段や、家族間であらかじめ確認手段

を決めておく必要性について周知します。               [くらし安全防災局] 

 

２ 企業等の取組の促進 

  ○ 県及び市町村は、企業等が従業員などを一定期間事業所等内に留めるために必要となる水、食

料、物資等の備蓄促進を図ります。                  [くらし安全防災局] 

〇 県と政令指定都市が連携して作成した企業のための帰宅困難者対策チェックシートを活用し、

帰宅時、通勤時の対応も含めた企業の帰宅困難者対策の促進を図ります。 ［くらし安全防災局］ 

○ 県は、企業による従業員の安全な帰宅手段を確保し、帰宅困難者の多数発生を防ぐため、企業

に対し事業継続計画（ＢＣＰ）の作成支援を行う中で、帰宅困難者対策の事例等を示すことによ

り、企業の取組を促進します。                        [産業労働局] 

 

 ３ 避難対策 

  ○ 県及び市町村は、連携して帰宅困難者用の一時滞在施設の確保に努めるとともに、開設基準や

運営マニュアルの作成及び一時滞在施設における飲料水等の計画的な備蓄を進めます。 

                                 [くらし安全防災局ほか関係局] 

  ○ 県及び市町村は、帰宅困難者が発生した場合の地域ごとの対応を検討・協議するため、県内の

ターミナル駅等を中心に、県、市町村、鉄道事業者、県警察、駅周辺事業者等で構成する地域協

議会の設置を進めます。                       [くらし安全防災局] 

  ○ 県及び市町村は、帰宅困難者用の一時滞在施設の場所の周知や発災時の施設への円滑な誘導等

の対応を図るため、平常時から鉄道事業者等との連携を強化します。また、鉄道事業者との情報

伝達体制を確保するとともに、帰宅困難者に対して携帯電話やインターネット等を活用し迅速に

情報を提供できるよう、対策の検討を行います。            [くらし安全防災局] 

 

 ４ 徒歩帰宅者対策 

  ○ 九都県市は、事業者・団体と協定を締結し、徒歩帰宅者に対して水、トイレ、交通情報等の提

供を行う災害時帰宅支援ステーションの協定締結先の拡充を図ります。  [くらし安全防災局] 

 

５ 訓練の実施 

  ○ 県及び市町村は、関係機関の協力を得て、帰宅困難者用の一時滞在施設の迅速な開設、開設状

況の広報、運営管理のための訓練を実施します。            [くらし安全防災局] 

 

  資 料 

   地震編  ３－６－(１) 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定(四県市・神奈川県石油

業協同組合) 

    〃   ３－６－(２) 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書(九都県市) 

    〃   ３－６－(３) 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書(四県市・日産自動車㈱) 

    〃   ３－６－(４) 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書(四県市・神奈川県理

容生活衛生同業組合) 



 
第２編 風水害対策編 

 - 68 -

  第７節 要配慮者等に対する対策                               

【現状】 

 ○ 県は、要配慮者等が利用する施設の安全確保対策として、災害時の緊急食料の備蓄や防災資機材

の整備を行ってきました。 

 ○ さらに、県は、市町村における要配慮者等への災害時における支援体制を整備するためのガイド

ラインを示した「災害時における要配慮者支援マニュアル作成指針」や障害者とその周囲の人たち

のための「防災対策行動マニュアル」を作成するとともに、被災者の健康やこころのケア、難病患

者、人工透析患者、周産期・小児問題等への対応について定めた「災害時要援護者対応マニュアル」

を作成しています。 

 ○ 社会福祉施設の管理者は、定期的に防災訓練教育を実施するとともに、災害時に適切な行動がと

れるよう利用者及び施設に実態に応じた防災訓練を実施しています。 

 ○ 県は、病院、診療所等の施設管理者に対し、入院中の寝たきりの高齢者及び新生児、乳幼児、重

症患者等自力で避難することができない患者等について、ナースステーションに隣接した病室やで

きる限り低層階の避難救出が容易な病室に収容するなどの指導を行っています。 

 ○ 県及び市町村は、言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人が災害発生時に迅速・的確な行動が

できるよう、やさしい日本語や多言語による広報を実施します。 

また、指定緊急避難場所、指定避難所及び避難誘導の標識等の災害に関する表示板の多言語化、

外国人を含めた防災訓練、防災教育等の実施、指導及び支援を行っています。 

 

【課題】 

 ○ 市町村は、要配慮者のうち、避難について特に支援が必要な住民である「避難行動要支援者」の

把握に努め、生命又は身体を災害から守るために行う措置の基礎となる「避難行動要支援者名簿」

を作成する必要があります。 

○ 市町村は、効果的に避難誘導を実施するため、市町村地域防災計画で定める避難支援に携わる関

係者である消防機関、県警察、民生委員・児童委員、自主防災組織等に対し、避難行動要支援者の

同意を得ることにより、又は、当該市町村の条例の定めにより、あらかじめ避難行動要支援者名簿

の情報共有を行う必要があります。 

○ 社会福祉施設や病院、診療所における施設や設備の安全性を確保する必要があります。 

 ○ 市町村は、災害時の在宅の高齢者、障害者、妊産婦、難病患者、人工透析患者、児童、乳幼児等

の一時的保護及びケアを行うため、所在確認を行います。県及び市町村は、緊密な連絡体制の確保

と医療、保健福祉情報等の情報提供システムの整備、さらには社会福祉施設、病院・診療所、保健

所等関連施設の機能の強化を図る必要があります。 

   また、災害発生時には、多くの帰宅困難者が発生し、保育園児等の保護者の所在が確認できなく

なることが予想されるため、災害発生時における保育所における乳幼児の保護等について、対応を

図る必要があります。 

 

【取組の方向】 

 ○ 県及び市町村は、災害時に避難誘導、救助等において、要配慮者等の状況に配慮した適切な対応

を行います。 

   また、各種マニュアルの見直しについて検討します。 

 ○ 市町村は、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、地域住民、自主防災組

織等の協力を得ながら、平常時より避難行動要支援者に関する情報の把握・共有、避難誘導体制の

整備を図ります。 

 ○ 県及び市町村は、高齢者、障害者等の生活を確保するため、社会福祉施設や県立特別支援学校等

の活用、福祉避難所の指定、病院、診療所、保健所等における高齢者、障害者等の支援システムの
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整備、さらには応急仮設住宅の優先入居に努めます。 

 ○ 県及び市町村は、災害発生時における外国人への広報や相談などの支援体制を整備します。 

 

【主な事業】 

 １ 所在情報の把握 

○ 市町村は、避難行動要支援者の把握に努め、「避難行動要支援者名簿」を作成し、災害時に活

用が図れるよう、名簿情報の適切な管理に努めます。名簿には、氏名、生年月日、性別、住所又

は居所、電話番号その他の連絡先、避難支援等を必要とする事由、避難支援等の実施に関し市町

村長が必要と認める事項を記載します。 

○ 市町村は、効果的に避難誘導を実施するため、市町村地域防災計画で定める避難支援に携わる

関係者である消防機関、県警察、民生委員・児童委員、自主防災組織等に対し、避難行動要支援

者の同意を得ることにより、又は、当該市町村の条例の定めにより、あらかじめ避難行動要支援

者名簿の情報共有を行います。 

  ○ 県は、保育所や放課後児童クラブにおける児童の安全確保等のため、市町村と連携し情報交換

を深めながら、災害時の対応や保護者との情報共有の取組を促進します。[福祉子どもみらい局] 

○ 保育施設の管理者は、災害時における保護者との連絡方法を定め、日常的に訓練を行うなどし

て、双方の協力により、保護者及び乳幼児等の安否情報・所在情報を確実に把握できるように努

めます。 

 

 ２ 避難誘導、搬送等 

○ 市町村及び施設の管理者は、避難行動要支援者の避難誘導、搬送等について、自主防災組織、

近隣居住者、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者、ボランティア等

の協力を得て、迅速かつ安全に行えるよう努めます。 

○ 市町村は、避難行動要支援者を速やかに避難誘導し、安否確認を行うため、情報伝達体制の整

備、避難支援計画の策定、避難誘導体制の整備、避難訓練の実施を図るものとします。 

  ○ 市町村は、小学校就学前の子どもたちの安全で着実な避難のため、災害発生時における幼稚

園・保育所・認定こども園等の施設と市町村間、施設間の連絡・連携体制の構築に努めます。 

 

 ３ 避難対策 

○ 県及び市町村は、避難所において高齢者、障害者等が安心して生活できるよう支援体制の整備

に努めます。                 ［福祉子どもみらい局、健康医療局、関係局］ 

○ 市町村は、指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な障害者等の要配慮者が、

必要な生活支援を受けられるなど安心した生活ができる体制を整備した福祉避難所の指定に努

めます。 

○ 市町村は、設備・体制が整った高齢者福祉施設等を活用するため、あらかじめ施設管理者と災

害時の対応について協定を結ぶことに努めます。また、県は、必要に応じて協定の促進に努めま

す。                               ［福祉子どもみらい局］ 

  ○ 県及び市町村は、高齢者、障害者等に配慮した構造、設備を整えた応急仮設住宅（福祉仮設住

宅を含む）の設置やあっせんに努めるとともに、高齢者、障害者等が早期に入居し、安心して生

活が送れるよう配慮します。              ［福祉子どもみらい局、県土整備局］ 

 

 ４ 社会福祉施設等の対策 

○ 社会福祉施設等の管理者等は、災害時に迅速・的確な対応を行うため、それぞれの施設の設置

目的を踏まえた施設ごとの規定（介護保険法等）や災害に対応するための災害ごとの規定（水防

法等）に基づき、利用者の避難確保計画を含む非常災害対策計画を作成するとともに、防災組織

を強化し、市町村との緊急連絡体制の確保や地域住民、自主防災組織等との連携に努めます。 
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  特に、市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理

者は、水防法等の規定により、避難確保計画を作成し市町村へ提出するとともに、避難訓練を実

施します。 

県は、市町村と連携して社会福祉施設等の被災状況の情報収集体制を整備するとともに、必要

な情報提供を行います。                            ［関係局］ 

○ 社会福祉施設等の管理者等は、施設の職員や利用者に対して、災害に関する基礎的知識や災害

時対応について、理解や関心を深めるため防災教育や避難訓練等を実施します。 

  ○ 入所施設はもとより、保育所等の通所施設においても、保護者等による引き取りまでの間の通

所児童等の保護のために、県や市町村との連携のもと、災害発生時に必要となる備蓄や電源の確

保等に努めます。 

  ○ 県は、介護保険施設、障害者支援施設等に対し、あらかじめ県内や近隣都県における同種の施

設やホテル等の民間施設などと施設利用者の受入れに関する災害協定を締結するよう指導しま

す。また、その内容を県に登録するよう要請します。         ［福祉子どもみらい局］ 

  ○ 県は、施設団体や職能団体等の関係団体と協働して、要配慮者を広域的に支援するため、かな

がわ災害福祉広域支援ネットワークを設置し、平常時から連携強化を図ります。 

                                    ［福祉子どもみらい局］ 

 

 ５ 医療体制の整備 

○ 県は、人工透析患者等の要配慮者に、必要な医療が確保できるように、災害時における医療支

援体制の整備に努めます。                         ［健康医療局］ 

 

６ 外国人への対応 

○ 県は、外国人のための防災対策をさらに促進するため、県内及び県外の自治体や国際交流協会

等と協力した支援体制の構築に努めます。                ［国際文化観光局］ 

○ 市町村は、指定緊急避難場所及び指定避難所等の標識を設置する場合は、日本産業規格に基づ

く災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所であるかを明示し、標識

の見方について、あらかじめ周知に努めます。 

○ 県は、外国人旅行者が災害時において、より正確な情報収集が可能となるように、外国人旅行

者向けプッシュ型情報発信アプリ「Safety tips」の普及に努めます。 

 ［くらし安全防災局、国際文化観光局］ 

 

 ７ マニュアルの修正 

  ○ 県は、「災害時における要配慮者支援マニュアル作成指針」や「災害時要援護者対応マニュア

ル」などのマニュアル等について適宜見直しを行い、支援体制等の整備に努めます。 

                                    ［健康医療局、関係局］ 
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  第８節 飲料水、食料及び生活必需物資等の供給対策                       

【現状】 

 ○ 災害時には水道施設が大きな被害を受けることが考えられます。そのため、市町村では、住民の

身近な場所に貯水槽を整備し、あるいは小・中学校のプールの鋼板化を進めています。 

 ○ 県営水道では、応急飲料水の確保のため、災害用指定配水池を 37 箇所指定し、全体で常時およ

そ 33万㎥の水を蓄えています。これらの災害用指定配水池では、１人当たり約 120ℓ の水を提供す

ることができます。 

 ○  なお、県及び市町村では、生活用水確保のため、応急復旧が迅速に行えるような体制づくりに努

めています。 

 ○ 災害時の被災者用食料の備蓄は市町村で行っています。サバイバルフーズ（注１）等をはじめとし

て、アルファ米（注２）、乾パン、粉ミルクや缶詰等を応急食料として備蓄しています。また、生活

必需物資の備蓄も市町村で行っています。例えば、仮設トイレや簡易トイレのほか炊き出しに必要

な炊飯器、鍋、釜などを備蓄しています。 

 ○ 県は、災害救助法に基づき、災害救助基金の積み立て運用を行っています。災害救助基金の一部

は物資（毛布）に換え、災害時の供与品として備蓄しています。 

 ○ さらに、県は、県内の企業等と応急食料の取扱いに関する協定等を締結するとともに、県や市町

村では、地元業者や各種組合と生活必需物資の流通在庫を利用した調達の協定を結んでいます。 

 ○ また、県は、災害時の円滑な物資の輸送を確保するため、物流事業者の団体と、物資の輸送や保

管に関する協定を結んでいます。 

○ 県では、災害時に県内外からの救援物資を円滑に受け入れるために、平成 26 年に策定した神奈

川県災害時広域受援計画に物資調達の基本事項を定めました。また、救援物資の受け入れに関する

具体的な事項を定めたマニュアルを作成しています。 

 

【課題】 

 ○ 全県的には備蓄は進んでいるものの、備蓄物資を更新していく必要があります。とりわけ大量の

被災者が集中した場合や孤立化した地域等での備蓄に課題が残ります。 

 ○ 道路被害や燃料供給の停滞によっては、県から市町村の集積場所への輸送や市町村から避難場所

までの配送が滞り、避難場所等で物資が不足する状況も発生するおそれがあります。 

 〇 平成 30 年 7 月豪雨では、国からのプッシュ型支援が実施されました。発災後速やかに実施され

る大量の支援物資の受援体制を整える必要があります。 

〇 改正災害救助法を踏まえ策定した資源配分計画に基づき、迅速かつ公平に物資等を市町村に配分、

供給する体制を確保する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１） 簡単な調理法で食べられる長期保存（10年）食 

（注２） 水又はお湯を加えるだけでご飯に戻る保存食 
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【取組の方向】 

 ○ 県及び市町村は、県民一人ひとりに、災害に備え最低３日分、推奨１週間分の食料や飲料水等の

備蓄や非常持出品の準備に努めるよう要請します。 

 ○ 市町村は、住民のニーズや地域性を考慮し、計画的な飲料水の確保や避難場所用資機材、応急食

料の備蓄を進めます。 

 ○ 県は、被災市町村が自ら物資の調達・輸送を行うことが困難な場合にも被災者に物資を確実かつ

迅速に届けられるよう、物資の要請体制・調達体制・輸送体制の整備を図ります。また、県内の市

町村とも連携して必要な応援体制を整備します。 

○ 大規模災害時に、県は広域物資拠点を、被災市町村は物資受入拠点（地域内輸送拠点）を速やか

に開設し、避難所までの輸送体制を確保するものとします。 

○ 県、市町村は、民間事業者との協定の締結や、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理する

施設を把握しておくなど協力体制を構築します。 

〇 県は、物資の調達、輸送に加え、物資の保管、集配についても、民間団体が有する拠点や専門的

なノウハウの活用が重要となるため、協定の更なる充実や物資拠点の把握とリスト化などを進めま

す。 

 

【主な事業】 

 １ 飲料水、食料及び生活必需物資等の確保 

  ○ 市町村は、計画的に飲料水や生活用水を確保するとともに、避難所として指定した施設等にあ

らかじめ避難所設置用資機材や水、食料、生活必需物資の備蓄を進めます。県は、市町村の避難

所運営を支援するため、生活必需物資の備蓄を進めます。        ［くらし安全防災局］ 

  ○ 県は、災害救助基金の適正な運用に努めるとともに、災害救助基金の一部として備蓄している

物資及び保管場所の適正管理を図ります。               ［くらし安全防災局］ 

○ 県は、緊急時の水の確保のため、市町村の依頼に基づき、防災用井戸及び家庭用井戸について、

飲用の適否を検査します。                           ［関係局］ 

  ○ 県は、市町村等への支援をできる限り行うために協定品目の拡充や協定企業等の拡大に努めま

す。また、災害時に調達を円滑に行うために、協定企業等との連絡体制の整備に努めます。 

                     ［くらし安全防災局、政策局、環境農政局、産業労働局］ 

  ○ 県営水道は、応急飲料水の確保に努め、災害用指定配水池における応急給水を支援するととも

に、県営水道給水区域内の市町と災害時の応急給水に関する訓練などを定期的に実施し、連携の

強化を図ります。                               [企業庁] 

 

 ２ 高齢者、障害者等への配慮 

  ○ 市町村は、食料、生活必需物資等の備蓄に際して、高齢者、障害者、女性、乳幼児等や季節性

に配慮した備蓄品目の検討を行い、整備を進めます。 

 

 ３ 物資の供給体制の整備 

  ○ 県は、被災市町村が自ら物資の調達・輸送を行うことが困難な場合にも被災者に物資を確実か

つ迅速に届けられるよう、物資の要請体制・調達体制・輸送体制の整備を図ります。 

                     [くらし安全防災局、政策局、環境農政局、産業労働局] 

  〇 県は、物資の受援体制を強化するため、民間の物資拠点や輸送・集配のノウハウが活用できる

よう、協定の充実のほか、災害救助に係る連絡会議や、国や救助実施市、協定事業者等が連携し

た研究会などを通じて、関係機関の連携体制の一層の強化を図ります。 

[くらし安全防災局、政策局、環境農政局、産業労働局] 

〇 県と市町村は、広域物資拠点、地域内輸送拠点の設置等により、円滑な物資の受入体制の確保

に努めます。            [くらし安全防災局、政策局、環境農政局、産業労働局] 
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○ 県は、市町村や防災関係機関、物流事業者などと連携し、様々な事態を想定した物資の輸送や

受入の訓練を実施し、物資の受援体制の充実を図ります。 

 [くらし安全防災局、環境農政局、産業労働局] 

  〇 県は、災害対策本部に設置する資源配分連絡調整チームの円滑なオペレーションを確保するた

め、救助実施市や民間団体と連携した訓練や研修の充実に努めます。 

[くらし安全防災局、環境農政局、産業労働局] 

 

 

  資 料 

   地震編  ３－８－(１) 食料・飲料水備蓄状況一覧表 

    〃   ３－８－(２) 衣料・寝具・日用雑貨備蓄状況一覧表 

    〃   ３－８－(３) 応急対策・生活用資機材備蓄状況一覧表 

    〃   ３－８－(４) 配水池数量及び有効容量一覧表 

    〃   ３－８－(５) 水道事業者別応急給水用資機材整備状況一覧表 

    〃   ３－８－(６) 市町村別応急給水用資機材整備状況一覧表 

    〃   ３－８－(７) 飲料水兼用耐震性貯水槽設置状況一覧表 

    〃   ３－８－(８) 耐震性受水槽設置状況一覧表 

    〃   ３－８－(９) 配水池設置状況一覧表 

    〃   ３－８－(10) 鋼板プール設置状況一覧表 

    〃   ３－８－(11) ろ水機(単独)配置状況一覧表 

    〃   ３－８－(12) 災害救助用備蓄物資一覧表 

    〃   ３－８－(13) 井戸水検査状況一覧表 

    〃   ３－８－(14) 生活必需物資の災害時調達先一覧表 

    〃   ３－８－(15) 応急食料の調達協定締結先一覧 

    〃   ３－８－(16) 応急食料の調達協力企業等一覧 
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  第９節 医療・救護・防疫対策                                  

【現状】 

 ○ 県では、大規模な災害が発生した場合に、負傷者等に対する迅速で適切な医療救護、防疫活動が

実施できるよう、保健医療救護計画を定めるとともに、災害時には、災害対策本部保健医療部の機

能として、保健医療調整本部を設置し、保健医療救護に関する窓口の一元化を図っています。 

 ○ 保健医療調整本部には、保健医療調整本部長の指揮下で、医療救護に関して必要な判断・調整等

を行う神奈川県災害医療コーディネーターを設置しています。また、小児・周産期医療分野につい

ては、災害時小児周産期リエゾンが災害医療コーディネーターをサポートします。 

○ 県では、平常時には災害時医療救護に関する活動・訓練のあり方等の検討を行い、災害発生時に

はその地域における医療救護活動の本部機能を担う地域災害医療対策会議を原則として二次保健医

療圏ごとに設置しています。 

   また、地域災害医療対策会議には、必要とされる医療支援が被災地（地域）へ迅速かつ的確に提

供されるよう神奈川県地域災害医療コーディネーターを設置しています。 

 ○ 政令指定都市及び藤沢市、茅ヶ崎市は、管轄区域単位で地域災害医療対策会議に相当する会議を

設置するものとし、県の地域災害医療コーディネーターに相当する専門家を配置します。 

 ○ 県では、災害時に負傷者の受入れ、救護班の派遣など医療救護活動の中心的な役割を担う施設と

して災害拠点病院を指定しています。また、災害拠点病院における対応に準じ、災害拠点病院のバ

ックアップ体制に参加し、医療救護活動へ協力する病院として災害協力病院を指定しています。 

 ○ 県では、災害の急性期（概ね災害発生後 48 時間以内）に活動できる機動性を持ち専門的なトレ

ーニングを受けた医療チーム（神奈川ＤＭＡＴ）を編成する「神奈川ＤＭＡＴ指定病院」を指定し

ています。 また、県内で発生した災害に対応するための専門的なトレーニングを受けた医療チー

ム（神奈川ＤＭＡＴ－Ｌ）を編成する「神奈川ＤＭＡＴ－Ｌ指定病院」を指定しています。 

 ○ 県では、被災地域で精神科医療及び精神保健活動の支援を行うための災害派遣精神医療チーム

（かながわＤＰＡＴ）を整備しています。 

 ○ 医療機関の被害状況など、医療救護活動に必要な情報を医療機関や行政機関等で把握することが

できる厚生労働省の「広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）（注）」を活用しています。 

 ○ 各県立病院では、医薬品の在庫を確保し、患者用非常食を概ね７日分備蓄するとともに、災害用

医療資材や折りたたみベッドなどを整備し、災害時の負傷者の受入れに備えています。 

また、救護所などに派遣される救護班用として応急衛生材料セットを備蓄し、救護班を派遣でき

る体制を整えています。 

 ○ 県立病院を災害拠点病院や周辺地域の医療救護を行う病院として整備を行っています。 

   また、災害時にも病院機能を継続して維持できるよう、水は受水槽等に通常使用の約 0.5 日～1.5

日分を確保するとともに、井戸や造水機を設置しています。さらに、非常用自家発電設備の改修や

分散型電源の導入、移動式小型発電機の配備などを行い、ライフライン系統の不測の事態に備え、

水及び電力等の確保に努めています。 

 ○ 県保健福祉事務所の機能を充実・強化するために、防災倉庫を設置し、災害用医療資材、テント、

折りたたみベッド、造水機、発電機、簡易トイレ、食料などを備蓄しています。 

 ○ 県では、災害発生時における円滑な医薬品等の確保・供給を図るため、県医薬品卸業協会と協定

を締結して、共同で迅速な在庫の把握・出荷を可能とする体制を整備しています。 

また、救護活動に必要な医薬品等を優先的に供給するため、県医薬品卸業協会等と、血液製剤に

ついては、日本赤十字社神奈川県支部と協定を締結しています。 

 

 
（注） 広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）とは、被災地の医療機関の応援要請情報や支援情報をリアルタイムに収集、交

換することにより、効果的な医療救護活動を確保できる全国を結ぶシステムのことです。 
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○ 県では、災害時に災害拠点病院、災害協力病院、県立病院、日本赤十字社神奈川県支部、国立病

院機構病院、公立病院、県医師会等に救護班などの派遣を、神奈川ＤＭＡＴ指定病院に神奈川ＤＭ

ＡＴ、神奈川ＤＭＡＴ－Ｌ指定病院に神奈川ＤＭＡＴ－Ｌの派遣を要請します。 

   また、速やかに救護班を派遣するため、県医師会、県歯科医師会、県病院協会、県薬剤師会、県

看護協会、県柔道整復師会と災害時の医療救護活動についての協定を締結しています。 

   なお、県は、救護班等の協力を得て、避難所、救護所も含め、被災地における医療提供体制の確

保・継続を図るものとし、その調整に当たっては神奈川県地域災害医療コーディネーターを活用す

るものとします。その際、救護班等の交代により医療情報が断絶することのないよう、被災地にお

ける診療情報の引継ぎが適切に実施されるよう、努めます。 

 ○ 神奈川県自治体病院開設者協議会を組織する県及び県内９市は、「県自治体病院災害時相互応援

に関する申合せ」を行い、相互応援体制を確立しています。 

 ○ 近隣都県等との相互応援協力について、九都県市災害・救急医療連絡会（東京都、神奈川県、千

葉県、埼玉県、茨城県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市）において、「広域医療連携マニュ

アル」を作成し、具体的方策も含めた体制を整えています。 

○ 防疫対策としては、日常からの感染症の発生予防及びまん延防止のため、県は市町村との連携の

もとに感染症にり患した患者への適切な療養の指導、患者宅の消毒、接触者の健康診断や疫学調査

などの予防措置を迅速・的確に講じています。また、原則、入院治療が必要な感染症に関して、一

類感染症（エボラ出血熱、ペスト等）、二類感染症（中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）、ポリオ等）及

び新型インフルエンザ等感染症については都道府県単位で指定する第一種感染症指定医療機関で

入院治療を行い、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症については二次保健医療圏単位で指

定する第二種感染症指定医療機関で入院治療等を行うことにより、医療体制の確保を図っています。 

 

【課題】 

 ○ 医療救護活動においては、災害発生直後の初動対応が重要であり、いかに迅速に保健医療調整本

部の初動体制を確立するか、情報機能をどのように充実・強化していくかが重要です。また、医療

救護活動においては行政、警察、消防、自衛隊等との連携が必須であり、その事前の準備が重要で

す。 

 ○ さらに、迅速に保健医療調整本部の初動体制を確立し、同本部のもとで県全域の医療機関の協力

を得て、組織的に活動できるよう、平常時からの訓練の積み重ねも重要です。 

 ○ 災害拠点病院には、災害時に多数の傷病者が集中することから、建物、医療用機器等の施設・設

備の整備のほか、医薬品、食料の備蓄等の災害時医療機能の充実が必要です。 

   さらに、災害拠点病院の機能を強化するため、要員の訓練・研修が重要です。 

 ○ 発災時に速やかに広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）を通じて、各医療機関との情報

受伝達を行うため、災害時運用体制の確立が必要です。 

 ○ 大規模な災害時には病院の機能低下が懸念されます。そのため、緊急に手術等を必要とする重篤

患者等を被災地外の医療機関に搬送するため、国の「広域医療搬送計画」と連携した県内の体制の

確立が必要です。 

   また、都道府県間の相互応援協定に基づく医療救護活動の具体的連携体制の確立が必要です。 

○ 各二次保健医療圏の医療機関及び災害時に設置される救護所の体制づくりが重要です。 

 ○ 大規模災害時の保健医療救護の内容は、発災時は外科系が主であり、３日目以降は感染症などの

疾患が増加します。また、避難等により慣れない集団生活の中でのストレスや精神的なダメージを

訴える被災者が目立ち、精神科系の医療や環境の悪化に起因する疾患や持病の悪化などの慢性期の

医療を必要とするようになります。 

   このことから、救護班等の派遣や医薬品の供給などにも被災者のニーズに合わせた医療救護活動

体制が重要になります。 

また、被災地における医療機関の機能の保全と速やかな復旧のための準備が必要です。 
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 ○ 災害時においては、感染症が発生しないよう、市町村と連携し、予防のための消毒などを実施す

る体制づくりが必要です。 

   また、感染症患者が発生したときに、平常時と同様の情報の収集・提供に努めるとともに、入院

が必要な患者に対しては、感染症指定医療機関等において入院治療が受けられるよう連絡体制、搬

送体制、医療体制を確保することも必要です。 

 ○ 大規模災害時には、遺体の検案、安置、火葬、埋葬等が課題となります。 

 

【取組の方向】 

 ○ 県は、災害時における医療救護活動を効果的に行うため、関係機関、関係団体と連携して、「神

奈川県保健医療救護計画」を推進します。 

 ○ 県は、医療救護活動を円滑に実施するため、県保健福祉事務所を医療救護支援の拠点として機能

強化を図ります。 

 ○ 県は、災害時の電話回線の不通、輻輳等に備え、災害拠点病院等関係機関との間の通信手段の多

重化を推進します。 

 ○ 県は、広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）を活用して、発災時の医療救護活動に必要

な医療機関の情報を迅速に収集します。 

 ○ 県は、災害拠点病院、災害協力病院、神奈川ＤＭＡＴ指定病院、神奈川ＤＭＡＴ－Ｌ指定病院の

機能強化に向けて取り組むとともに、医療の応援について近隣都県間における協定の締結を促進す

る等医療活動相互応援体制の整備や実践的な訓練等を通じて、災害時医療活動等の支援体制の整備

に努めます。 

 ○ また、災害拠点病院の災害医療機能の充実を図るため、施設等の整備を促進するとともに拠点病

院間のネットワーク化を推進します。 

 ○ 県は、重篤患者等の被災地外への広域医療搬送が円滑に行えるよう、航空搬送拠点・ヘリコプタ

ー臨時離着陸場の確保、同乗医師の確保、搬送機関等との連携など具体的な対応方策を検討します。 

 ○ 県は、病院災害対策マニュアル、業務継続計画の整備、防災訓練の実施について、医療機関での

取組を促進するため、継続的に啓発指導を行います。 

 ○ 県は、感染症の発生及びまん延防止を目的として迅速・的確に所要の措置を講じるため、県保健

福祉事務所等を拠点として被災地内の関係機関の協力を得て、迅速な医療体制の確保、防疫活動、

保健活動等を実施します。 

 

【主な事業】 

 １ 情報伝達手段の整備 

  ○ 県は、災害拠点病院等関係機関に整備したＭＣＡ無線装置の維持・管理及び定期的な情報伝達

訓練を行います。                             ［健康医療局］ 

 

 ２ 災害拠点病院の機能強化等 

  ○  県は、災害拠点病院の災害医療に必要な施設整備及び医療機器等の設備整備に対して助成しま

す。また、災害拠点病院の情報の共有化、ネットワーク化を進めます。     ［健康医療局］ 

  ○ 県及び（地独）神奈川県立病院機構は、県立病院の水、電気、燃料などのライフラインが途絶

した場合に備えて、非常用自家発電設備の改修などを計画的に進めます。また、災害時医療資材

の更新を進めます。                                 ［健康医療局］ 

○ 県は、災害拠点病院、災害協力病院、神奈川ＤＭＡＴ指定病院、神奈川ＤＭＡＴ－Ｌ指定病院

の機能強化に向けて、国及び関係機関と調整を進め、災害時医療救護体制の強化に取り組みます。 

                               ［健康医療局］ 
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 ３ 医療機関相互の連携強化 

  ○ 県は、広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の円滑な運用に努めるとともに、操作等

の研修・訓練を定期的に行います。                     ［健康医療局］ 

  ○ 県は、広域医療搬送関係機関と連携方策について協議を進めるとともに、情報の共有化、訓練

の実施により具体的対応の習熟に努めます。また、近隣都県と相互応援協力の具体的方策につい

て協議を進めます。                            ［健康医療局］ 

  ○ 県は、医療従事者を対象とした災害時医療に関する研修会を開催し、災害時に的確に対応でき

る知識や技能の習熟を図ります。また、啓発資料の配布等により訓練実施などの病院内での実践

的な防災対策の取組を促進します。                     ［健康医療局］ 

  ○ 県は、大規模災害発生時の医療支援体制を強化するため、自衛隊医療関係部隊と他の医療関係

機関が連携する医療救護活動訓練や救出救助訓練を主体とした県・市町村合同総合防災訓練（ビ

ッグレスキューかながわ）を実施します。          ［くらし安全防災局ほか関係局］ 

 

 ４ 保健福祉事務所機能の強化 

  ○ 県は、災害時における県保健福祉事務所機能を強化し、地域災害医療対策会議を設置して、市

町村、関係団体等との連携を図りながら、救護班や医療ボランティア等の受入れ調整などの医療

救護に関するコーディネート機能を備えるとともに、医療救護活動に必要な医療情報の収集・提

供、被災者に対する健康管理、防疫活動、食中毒予防等の拠点として体制の整備を進めます。 

                                      ［健康医療局］ 

  ○ 県は、災害時に感染症患者が発生した場合や感染症の発生予防の対応のため、防疫用品等の備

蓄に努めます。                              ［健康医療局］ 

 

 ５ 災害用医薬品等の確保対策の推進 

  ○ 災害時用の医薬品の備蓄については市町村が行いますが、県は、市町村から要請された支援を

行うため、医薬品等の確保を図るとともに、県薬剤師会、県医薬品卸業協会等と連携し、医薬品

等の需給情報の的確な収集、医薬品等の適正な供給体制の整備を進めます。   ［健康医療局］ 

  ○ 県は、医療用ガス、医療機器及び歯科用品を確保するため、一般社団法人日本産業・医療ガス

協会、県医療機器販売業協会及び県歯科用品商協同組合と連携し、医療用ガス、医療機器及び歯

科用品の適正な供給体制の整備を進めます。 

    また、災害時、県と県薬剤師会、県医薬品卸業協会及び協会員との間の迅速・適切な情報伝達

手段を確保し、医薬品等の円滑な供給を可能とするために整備したＭＣＡ無線装置の維持・管理

等を行います。                              ［健康医療局］ 

 

 ６ 広域火葬体制の強化 

  ○ 市町村は、災害時における遺体対策を進めるため、神奈川県広域火葬計画に基づき棺の調達、

遺体の搬送、火葬、埋葬等の手配を行い、県は、広域的な協力体制をとります。 [健康医療局] 

 

  資 料 

   地震編  ３－９－(１) 医薬品等の供給に関する協定先一覧 

    〃   ３－９－(２) 血液製剤の供給血液センター及び供給地域一覧表 

    〃   ３－９－(３) 防疫用備品配置状況一覧表 

    〃   ３－９－(４) 第一種及び第二種感染症指定医療機関 

    〃   ３－９－(５) 災害拠点病院一覧表 

    〃   ３－９－(６) 医療救護関係機関との協定 

    〃   ３－９－(７) 公益社団法人神奈川県医師会救護隊規程 

    〃   ３－９－(８) 神奈川県医師会救護隊規程施行細則
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  第１０節 文教対策                                         

【現状】 

○ 県教育委員会では、県地域防災計画に基づき、風水害時における児童・生徒等の生命・身体の安

全確保や緊急事態に備え、迅速・的確な保護対策等について、「学校防災活動マニュアルの作成指

針」を定め、県立学校では、それに基づき学校防災計画等を作成しています。また、作成指針を市

町村教育委員会に示しています。 

○ また、県では、私立学校の防災計画等の作成のため、国や県教育委員会の取組等について情報提

供しています。 

 ○ 県立学校が作成する学校防災計画等では、災害時における学校及び教職員の果たす役割を明確に

するとともに、学校における対策本部の設置、児童・生徒等の保護や帰宅に関し、的確な対策を講

じることとしています。 

 ○ また、県教育委員会では、防災教育指導資料を作成し、市町村教育委員会や県立学校に配布して

います。 

 ○ この他、防災教育や防災訓練、通学路の安全点検を通じて、日常的に児童・生徒等の防災意識の

向上を図っています。 

 

【課題】 

 ○ 災害に対する日頃からの心構えの大切さと防災に関する正しい知識などについて学ぶ防災教育

や、家庭や地域と連携した防災訓練の実施を通じた啓発が必要です。 

 ○ 児童・生徒等が在校時に災害が発生する場合を想定した学校の施設、設備の安全性の確保が必要

です。また、児童・生徒等の保護や帰宅に関し、通学路の安全性等の情報の把握並びにこれに基づ

く的確な判断及び指導が求められます。 

 ○ 避難場所としての機能と学校教育の場としての調整を図る必要があります。 

 

【取組の方向】 

 ○ 公立学校は、防災教育の充実や家庭・地域と連携した防災訓練を推進します。 

 ○ 公立学校は、通学路の安全点検を推進します。 

 ○ 公立学校は、学校における防災体制の充実を図るため、各学校で作成している学校防災計画等の

見直しを行います。 

 ○ 県教育委員会及び市町村教育委員会は、学校の避難場所としての果たすべき役割や学校教育活動

との関係を明確にするとともに、教育施設の被災に対応する防災資機材等の整備を行います。 

 ○ 県は、国や県教育委員会の取組等について私立学校に情報提供し、各学校の防災計画等の充実を

促進します。 

 

【主な事業】 

 １ 学校における防災体制の整備 

  ○ 公立学校は、防災教育及び家庭・地域と連携した防災訓練を実施します。     [教育局] 

  ○ 公立学校は、児童・生徒等の通学路の安全点検を行います。           [教育局] 

  ○ 公立学校は、災害時における児童・生徒等の安全確保を図るため、各学校で作成している学校

防災計画等の見直しを行い、実効性のある避難実施計画を定めます。        [教育局] 

  ○ 県教育委員会及び市町村教育委員会は、特別支援学校等の障害がある児童・生徒等の避難につ

いては、障害の状態をよく把握し、迅速に対応できる体制を整えます。       ［教育局］ 

  ○ 県教育委員会及び市町村教育委員会は、教育施設の被災に対応する防災資機材等の整備を行い

ます。                                    ［教育局］ 
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  ○ 県教育委員会は、教職員及び特別支援学校の児童・生徒の食料の備蓄及び更新を行います。 

                                          ［教育局］ 

  ○ 県は、国や県教育委員会の取組等について私立学校に情報提供し、各学校における防災体制の

整備を促進します。                        [福祉子どもみらい局] 

  ○ 私立学校は、各学校の状況に応じた避難訓練を実施します。 

 

 ２ 防災教育の充実 

  ○ 県教育委員会は、児童・生徒等が各教科や特別活動を含めた学校教育活動全体を通じて、様々

な災害時における危険について理解し、正しい備えと適切な行動力を身に付けるために、防災教

育指導資料等を公立学校に配布するとともに、教職員に対する研修会を開催するなど防災教育の

充実を図ります。                               ［教育局］ 

  ○ 県は、国や県教育委員会の取組等について私立学校に情報提供し、各学校における防災教育の

充実を促進します。                        [福祉子どもみらい局] 

  ○ 県は、県内小中学校の教員を対象に専門研修を実施し、防災に関する専門的知識や技能を習得

させることで、学校を拠点とした防災活動の展開及び将来的な地域防災の担い手育成を図ります。                              

[くらし安全防災局] 

 

 ３ 学校等における避難場所の開設 

  ○ 県は、避難場所に指定された県立学校等が災害時において有効に機能するため、県立学校等と

市町村との役割分担や避難場所開設の方法等について、双方が連携して行う防災訓練等を通じて

確認できるよう、連携の強化を図ります。           ［くらし安全防災局、教育局］ 

  ○ 県は、避難場所に指定されていない県立学校等においても、災害時に適切な対応をとることが

できるよう、県立学校等と市町村との連携の強化を図ります。  ［くらし安全防災局、教育局］ 

 

 ４ 文化財の保護 

〇 県教育委員会は、行政と所有者等との文化財情報の共有化を進め、地震・津波・浸水対策も含

めた文化財の防災意識の啓発を図るため、「文化財防災マップ」を作成し、公表しました。 

[教育局] 

〇 県教育委員会は、大規模災害への事前の備えや、被災後の復旧対策を進めるために設置された、

県教育委員会及び市町村教育委員会で組織する「県・市町村文化財大規模災害対策検討分科会」

の協議に基づき、「神奈川県文化財防災対策マニュアル」を作成しました。      [教育局] 

〇 県教育委員会は、被災時における文化財レスキュー活動の対応等について検討を進めます。 

[教育局] 
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  第１１節 緊急交通路及び緊急輸送路等の確保対策                        

【現状】 

 ○ 発災時における災害応急活動に必要な物資、資機材、要員等の広域的緊急輸送を円滑に行うため

には、幹線道路、物資受入れ港及びヘリポートの３つの確保が極めて重要です。 

 ○ 県警察では、救出救助、消火、物資輸送等の災害応急対策の円滑な実施を図るため、防災拠点及

び都市間を結ぶ国道、主要な県道等のうち 57 路線を緊急交通路の指定想定路として選定し、被災

状況等を勘案のうえ、必要な区間について災害対策基本法第 76 条に基づく交通規制を行い、道路

管理者と連携し、緊急通行車両の円滑な運行の確保に努めます。 

   このため、指定された緊急交通路では緊急通行車両以外の車両は、通行の禁止、制限の交通規制

を受けることになります。 

 ○ また、県では、発災後の復旧活動をはじめとする緊急輸送の拡大に対応するため、現地災害対策

本部、広域防災活動拠点、市町村災害対策本部等を有機的に連絡する 368路線を緊急輸送道路とし

て事前に指定しています。 

 ○ 道路管理者等は、災害対策基本法第 76 条の６第１項により、災害が発生した場合において、緊

急車両の通行の妨げになる車両等を、区間を指定して道路外の場所へ移動すること等の措置を命ず

ることになります。 

 ○ 海上輸送として、県内で９つの物資受入れ港（港湾及び漁港）を指定し、海上からの緊急輸送が

可能になるように備えています。 

 ○ ヘリコプターの持つ機動性は、緊急時に特に威力を発揮します。県及び市町村は、大規模災害発

生時に利用可能なヘリコプターの臨時離着陸場を選定し、ヘリコプターの効果的な運用ができるよ

う努めています。 

 ○ 県警察は、県全域においてヘリコプターを効果的に運用できる体制を整備するため、海上自衛隊

厚木航空基地内に分散基地を確保しています。 

 〇 国は、平成 30 年３月の道路法改正において、物流上重要な道路輸送網を「重要物流道路」として

指定し、国際海上コンテナ車（40ft 背高）の特殊車両通行許可を不要とする措置の導入や災害時

の道路啓開・災害復旧を国が代行する制度を創設しました。 

 

【課題】 

 ○ 大規模災害が発生した場合、道路の不通箇所が多数発生することが予想されます。このため、緊

急通行車両の通行や緊急輸送の確保に向けた幹線道路の事前の防災対策が必要となります。 

 ○ 現在の緊急交通路の指定想定路や緊急輸送道路は、県外からの支援体制や現地災害対策本部、広

域防災活動拠点、市町村災害対策本部等との連携を考慮して指定していますが、今後は、路線の多

重性や代替性を考慮しながら、総合的に整備していく必要があります。 

 ○ 災害時には、船舶による海上からの大量輸送が重要であるため、岸壁など港湾施設の波浪等に対

する安全性の確保が課題となります。 

 ○ ヘリコプターの緊急輸送は、発災時初期にはその機動力で大きな威力を発揮しますが、そのため

には、ヘリコプター臨時離着陸場の整備、拡充や燃料の確保が必要となっています。 

   特に、大型ヘリコプターによる緊急輸送の場合、かなりの広いスペースが必要であり、市街化の

著しい地域ではその確保が難しく、確保できた場合でも、そこに多くの避難者がいる場合も考えて

おく必要があります。 

      また、県及び市町村は、地域の実情を踏まえ、消防ヘリ、警察ヘリ、ドクターヘリなど、災害時

のヘリコプターの運用等について、あらかじめ協議しておく必要があります。 
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【取組の方向】 

 ○ 県警察は、緊急交通路について的確な交通情報、効果的な交通規制、緊急通行（輸送）車両の事

前届出制の運用などにより災害時の交通規制の円滑化を図ります。 

 ○ 県警察は、災害時における大幅な交通規制を迅速に行うため、規制、検問用の資機材の整備に努

めます。 

 ○ 県、市町村及び道路管理者は、緊急輸送道路の機能確保に向けて、さらなる整備を進めます。 

 ○ 県及び市町村は、緊急輸送の確保を早期に確実に図るため、主要な市街地と高速道路のアクセス

強化等ネットワーク機能の向上、道路防災対策、各関係機関との情報連絡体制の強化等を通じて、

安全性、信頼性の高い道路網の整備を図ります。 

 ○ 県は、災害時に、港湾、ヘリコプター臨時離着陸場の機能が十分に発揮され、緊急輸送の代替性

が確保できるよう、施設の利用計画について管理者と事前調整を図るとともに、平常時からの施設

整備や円滑な航行の確保に努めます。 

○ 県及び市町村は、災害時のヘリコプターの運用等について、あらかじめ関係機関と協議し、図上

訓練等などにより、運用方法等の検証を図ります。 

○ 県及び県警察は、緊急交通路を迅速に確保できるように、交通規制、検問用資機材等の改良に努

めます。 

 

【主な事業】 

 １ 緊急輸送道路等の安全点検及び復旧体制の整備 

  ○ 県、市町村及び道路管理者は、一般道と高速道や鉄道の立体交差地点、トンネル等の重要構造

物の安全点検を進めていますが、あわせて、被災した場合を想定し、応急復旧のための資機材に

ついて事前の備蓄や整備を行います。また、災害時における建設業者等との協力体制の充実・強

化を図るとともに、道路管理者相互の連携強化に努めます。          ［県土整備局］ 

 

 ２ 緊急交通路等の機能確保のための施設整備 

  ○ 県警察は、交通監視用テレビカメラ、車両感知器等を活用し、道路状況の正確な把握に努める

とともに、広域的な交通規制を行うための災害用信号機、移動式の交通情報表示システム（サイ

ンカー）を導入します。また、災害時の信号機、交通情報の収集を確保するために、自動式発電

機の設置を進めます。                            ［警察本部］ 

 

 ３ 緊急通行（輸送）車両の事前届出 

  ○ 県及び県警察は、緊急交通路における緊急通行（輸送）車両の事前届出手続きの推進を図り、

当該車両が発災時に円滑に運行できるよう、平常時から緊急通行（輸送）車両事前届出制度の活

用に努めます。                      ［くらし安全防災局、警察本部］ 

 

 ４ ヘリポート等の整備 

  ○ 県及び市町村は、大型ヘリコプターの離着陸が可能なオープンスペースの確保を積極的に進め

ていきます。また、緊急医療を要する被災者の受入病院とアクセスできるよう、へリコプター臨

時離着陸場の確保にも努めていきます。 

    さらに、災害時に実際に利用できるよう、誘導案内施設の整備を行うとともに、これらの地図

情報を、自衛隊を含め応援協定を結んでいる自治体に事前に配布しておきます。   ［関係局］ 
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 ５ 輸送活動に関する関係機関相互の情報共有化 

  ○ 県、県警察及び道路管理者は、緊急性の高い輸送対象、道路啓開の優先度の高い路線等につい

て、関係者間で情報の共有を図ります。 

    また、緊急輸送道路の機能の確保に向けた整備を図るほか、県警察、消防、自衛隊、警備業協

会との適切な連携を進めます。         ［くらし安全防災局、県土整備局、警察本部］ 

 

６ 燃料の確保 

○ 県は、大規模災害時に、災害対策上重要な車両等や施設等に対する安定した石油類燃料の供給

を行うため、神奈川県石油業協同組合と協定を締結し、燃料の確保対策を進めています。  

[くらし安全防災局] 

 

 

  資 料 

   地震編  ３－11－(１) 緊急通行車両等の事前届出、確認手続等取扱要領 

    〃   ３－11－(２) 物資受入れ港 

    〃   ３－11－(３) 神奈川県内のヘリコプター臨時離着陸場一覧表 

    〃   ３－11－(４) 神奈川県警察及び協定締結航空会社の保有ヘリコプター一覧表 

    〃   ３－11－(５) 陸上自衛隊ヘリコプター離発着の為の最小限所要地積 

    〃   ３－11－(６) 防災対応離着陸場選定基準 

    〃   ３－11－(７) 神奈川県県土整備局災害対応車両保有台数一覧表 

    〃   ３－11－(８) 仮設橋保有数量及び連絡先一覧表 

    〃   ３－11－(９) 大震災発生時における緊急交通路指定想定路線一覧表 

    〃   ３－11－(10) 緊急交通路路線図 

    〃   ３－11－(11) 緊急輸送道路一覧表 

    〃   ３－11－(12) 緊急輸送道路ネットワーク計画図 
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  第１２節 ライフラインの応急復旧対策                              

【現状】 

 ○ 県では、災害が発生した場合に、県民生活に欠かすことのできない水道、電気、ガスなどのライ

フラインを早期に回復するため、各施設の安全強化対策と併せて、災害時の応急復旧体制の整備な

どの対策を進めてきました。 

   また、県、ライフライン事業者等による「県・ライフライン事業者・交通事業者地震・防災対策

推進協議会」を平成 11 年６月１日に設置し、情報連絡体制等を検討し、衛星電話や県防災行政通

信網等を活用した情報連絡体制を確保しました。 

 ○ 上水道については、台風等による電力供給停止に伴う長時間の停電に備え、浄水場に非常用発電

機装置等の設備や応急復旧資機材の整備を行っています。また、原水の高濁度化に備え必要な薬品

貯蔵に努めています。 

   また、県営水道では、災害用指定配水池の指定と緊急遮断弁の設置、各水道事業者間の相互応援

や工事業者との協力に関する協定の締結、応急復旧用資機材の整備などを進めてきました。 

 ○ 下水道については、災害を未然に防ぐため、管渠の保守点検を行い、必要に応じて補修又は改良

に努めています。 

   ポンプ場及び処理場においては、停電のためポンプ機能が停止した場合に備え、２系統受電設備

や自家発電式設備を配置し、機能停止による排水不能事態が起こらないよう努めています。また、

管渠の破損等で排水能力が低下又は不能になった時の応急措置として使用する可搬式ポンプ及び

土木機材、作業用具及び夜間照明の器材等の備蓄を進めています。 

 ○ 電気については、東京電力パワーグリッド㈱において他電力会社との相互応援体制、各地の資材

センター等への復旧用資機材の備蓄と輸送用車両、ヘリコプター、船舶や応急復旧用の発電機車、

移動用変圧器車などの確保、非常災害対策要員の確保などの対策を進めています。 

   なお、ヘリコプター、船舶については、非常時緊急出動用として社外と委託契約を締結し、対応

可能となっています。 

 ○ 都市ガスについては、東京ガス㈱において要員の確保、臨時供給のための移動式ガス発生設備等

の整備、資機材の確保、日本ガス協会を通じた他のガス事業者からの応援体制の整備などの対策を

進めています。また、他の都市ガス会社においても応急復旧体制の確保などの対策を進めています。 

液化石油ガスについても（公社）神奈川県ＬＰガス協会が中心となって被災地への応急復旧体制

の整備を進めています。なお、県と同協会との間で締結した協定に基づき、避難所等への液化石油

ガス応急供給体制の確保などの対策を進めています。 

 ○ 通信サービスについては、ＮＴＴ東日本においては、停電時に備え、非常用発電機と蓄電池を配

備するとともに、移動電源車、移動無線車及びポータブル衛星車等の配備を行います。ＮＴＴコミ

ュニケーションズにおいては、停電時に備え、非常用発電機と蓄電池を配備するとともに、移動電

源車等の配備を行います。ＮＴＴドコモにおいては、停電時に備え、非常用発電機と蓄電池を配備

するとともに、移動電源車、可搬型無線基地局装置を配備し、ＫＤＤＩにおいては、停電時に備え、

非常用発電機とバッテリーを配備するとともに、移動電源車を配備するなど、各社ともに通信サー

ビスの輻輳時（電話や通信の繋がりにくい状態）における優先通信の確保と一般電話の利用制限の

設定など応急活動のための対策を進めています。 

   また、災害発生直後は電話回線が輻輳し、被災地との安否確認等が困難になる場合が考えられる

ため、ＮＴＴ東日本では災害用伝言ダイヤル「171」等を、携帯電話事業者等の電気通信事業者で

は災害用伝言板の運用を開始します。なお、提供条件等は、報道機関（テレビ、ラジオ等）を通じ

て周知します。 
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【課題】 

 ○ 大規模災害時には、広範囲にわたって電気、ガス、水道などのライフライン施設に被害が発生し、

復旧に時間を要することが予想されるため、各事業者においては復旧用資機材の備蓄強化など応急

復旧の迅速化に向けた対策を進める必要があります。 

○ ライフライン事業者が個々に進める対策のほか、「県・ライフライン事業者・交通事業者地震・

防災対策推進協議会」において、ライフライン停止時の情報提供や応急復旧活動における連携方策

等についての検討が必要です。 

 

【取組の方向】 

 ○ 県、市町村及びライフライン事業者は、ライフライン施設が県民生活に欠かすことのできない施

設であるため、その安全性の向上に努めていますが、災害が発生した場合には、被害が生じること

も想定して、できるだけ早期にかつ安全に復旧できるよう、応急復旧用の資機材の備蓄強化や応急

活動体制の整備を進めるとともに、関係事業者間の連携、他都道府県との応援協力体制の整備など

の応急復旧対策を進めていきます。 

 ○ 県及びライフライン事業者は、「県・ライフライン事業者・交通事業者地震・防災対策推進協議

会」において、大規模な災害発生に備えて、応急復旧における連携や県民への情報提供等、防災対

策の推進に関する課題の解決に向けた取組を進めていきます。 

 〇 県及びライフライン事業者は、ビッグレスキューなどライフラインの応急復旧のための実働訓練

を実施し、応急復旧体制の充実に努めます。 

 

【主な事業】 

 １ 上水道対策 

  ○ 県営水道では、県内水道事業者や近隣都県などとの相互応援協定に基づき、実践的な対応が可

能となるような応援受入れや復旧活動に係る計画を必要に応じて見直します。 

    また、復旧用資機材の備蓄を進め、災害時には医療機関や社会福祉施設、避難所など防災上重

要な建築物に配慮し早期に復旧するよう対策を進めます。             ［企業庁］ 

 

２ 下水道対策 

  ○ 県及び市町村は、下水道について具体的な復旧活動のマニュアル整備や近隣都県などとの広域

的な支援体制の充実、復旧用資機材の備蓄強化を進め、災害時には、まずは、汚水を排水する機

能を確保し、被害の程度に応じて汚水の処理水質を段階的に向上させ、下水道の機能を早期に復

旧するよう対策をさらに進めます。                     ［県土整備局］ 

 

 ３ 電気及びガス対策 

  ○ 電気及びガス事業者は、復旧過程での二次災害の発生を防止するため、各事業者において、被

災地域の県民に復旧状況や安全確認についての広報を徹底するとともに、各事業者間や災害対策

本部などとの相互の情報連絡体制を整備し、連携を図りながら復旧するよう対策を進めます。 

 

 ４ 通信サービス対策 

  ○ ＮＴＴ東日本は、避難場所に、被災者が利用する災害時用公衆電話（特設公衆電話）の設置に

努めます。また、ＮＴＴドコモは、避難場所、現地災害対策本部機関等への携帯電話の貸し出し

に努めます。 

    通信設備を収容するＮＴＴ東日本、ＮＴＴコミュニケーションズ及びＮＴＴドコモのビルは、

通信ネットワークの信頼性向上のため、伝送路のループ化・多ルート化、交換機の複数分散設置、

有線伝送路のとう道への収容等の対策を行っています。また、停電時には予備の蓄電池が作動し、

その後非常用発電機や移動電源車によりバックアップを行います。 
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    災害時には、防災関係機関等の重要通信を優先的に確保するため、一般加入電話については利

用制限等を行います。 

被災地へ向かう安否確認のための通話等が増加し、被災地へ向けての通話がつながりにくい状

況（輻輳）になった場合、安否確認等の情報を円滑に伝達できるよう、ＮＴＴ東日本では災害用

伝言ダイヤル「171」等を、携帯電話事業者等の電気通信事業者は災害用伝言板の運用を開始し

ます。 

なお、提供条件等は報道機関（テレビ、ラジオ等）を通じて周知します。 

 

 

  資 料 

   地震編  ３－13－(１) ライフライン事業者の応急復旧活動拠点一覧表 

    〃   ３－13－(２) 県・ライフライン事業者・交通事業者地震・防災対策推進協議会要綱 
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  第１３節 災害廃棄物等の処理対策                                

【現状】 

○ 県では、災害廃棄物対策を推進するため、市町村が災害廃棄物を適正かつ迅速に処理するために

必要な県の役割等を定めた「神奈川県災害廃棄物処理計画」及び発災後の具体的な業務内容を定め

た「神奈川県災害廃棄物処理業務マニュアル」を平成 29 年３月にそれぞれ策定しました。 

○ 市町村においても、災害廃棄物等処理計画を策定するなど、対策を進めています。 

 

【課題】 

○ 災害廃棄物は一般廃棄物であることから、原則として市町村が処理を行いますが、一部の市町村

では、その基本となる災害廃棄物処理計画が未策定です。 

 ○ 大規模災害発生時など、市町村単独での対応が困難な場合を想定し、市町村域を越えた広域的な

災害廃棄物の処理体制を構築する必要があります。 

○ がれきなど、産業廃棄物と同様の性状を有する災害廃棄物が多く発生することが想定され、産業

廃棄物処理事業者などの民間事業者との連携体制を構築する必要があります。 

 

【取組の方向】 

○ 市町村は、災害廃棄物の処理に係る基本方針や実施体制を定めた災害廃棄物処理計画を策定する

ことなどにより、発災時に災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理するための体制整備に努めます。 

○ 県は、神奈川県災害廃棄物処理計画に基づき、平常時から市町村等と連携して災害廃棄物処理に

関する県及び市町村等の担当者の対応力向上を図るとともに、担当者間の顔の見える関係を築くこ

とで、発災時の災害廃棄物処理体制を速やかに確立できるよう備えます。 

 

【主な事業】 

１ 協力体制の構築 

○ 県及び市町村は、市町村における相互援助体制や民間事業者団体等との連携体制の検討・見直

しを行います。                                                            [環境農政局] 

  ○ 県は、県域を越えた広域的な処理体制の構築を推進します。                  [環境農政局] 

 

２ 市町村等に対する技術的支援 

  ○ 市町村は、災害廃棄物処理計画の策定・見直しを行うとともに、仮置場候補地の確保に努めま

す。 

  ○ 県は、市町村の災害廃棄物処理計画策定や仮置場候補地の選定等についての支援を行います。          

[環境農政局] 

 

３ 職員の教育訓練 

  ○ 県は、県及び市町村等の職員を対象に、災害廃棄物に関する講習会や研修会を実施します。 

 [環境農政局] 

  ○ 県は、市町村及び民間事業者団体等と連携して、情報伝達訓練や図上訓練を実施します。 

 [環境農政局] 

 

４ 一般廃棄物処理施設の浸水対策等への支援 

○ 市町村は、一般廃棄物処理施設の浸水対策等を図るとともに、施設を稼動するために必要な備

蓄資機材の確保・充実等を図ります。 

○ 県は、一般廃棄物処理施設の整備に関する国の交付金等についての助言その他支援を行います。 

[環境農政局] 
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  資 料 

   地震編  ３－14 神奈川県災害廃棄物処理計画 
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  第１４節 広域応援体制等の拡充                                

【現状】 

 ○ 県は、災害時における人的、物的資源を確保するため、日頃から自衛隊、海上保安庁等との連携、

近隣自治体との相互応援に関する協定の締結及び訓練の実施、建設業協会等民間関係機関との業務

協定の締結、緊急通行車両の事前届出の推進、医薬品、食料、生活必需物資等の調達に関する関係

機関との協定締結等を実施しています。 

 ○ 国では、全国の地方公共団体の人的資源を活用して被災市区町村を支援するための応援職員派遣

の仕組みとして、被災市区町村応援職員確保システムを整備しています。 

○ 九都県市は、各都県市単独では対応が困難な大規模災害が発生した場合に備えて、九都県市が共

同で取り組むべき発災時及び平常時の活動を定めた九都県市広域防災プランを定めています。 

○ 全国知事会及び関東地方知事会では、災害時の相互応援に関する協定を締結しています。 

○ 県及び市町村は、大規模な災害が発生し、被災市町村単独では十分な応急対策や復旧対策が実施

できない場合に備え、地域県政総合センター単位の地域ブロック内の市町村間及び地域ブロック相

互間の協力体制を強化し、県と市町村が連携した被災地域への応援体制を整備しています。 

 ○ 県は、大規模災害時において県内の消防広域応援が迅速かつ円滑に行えるよう「神奈川県内消防

広域応援実施計画」を策定しています。 

○ 県は、大規模災害時において、県外からの消防の広域応援が円滑に進むよう、受入れのため

の手順を定めた「神奈川県緊急消防援助隊受援計画」を策定しています。 

○ 県は、大規模災害時において、警察、消防、自衛隊等の広域的な応援や他の自治体からの応援が

円滑に進むよう、受入れのための手順を定めた「神奈川県災害時広域受援計画」を策定しています。 

○ また、県は、平成 20 年に在日米陸軍司令部及び海軍司令部と「災害準備及び災害対策に関する

覚書」を締結し、在日米軍との相互応援体制の強化・向上を図っています。 

 ○ 県は、厚木市内に整備した県総合防災センターを災害活動中央基地として、救援物資、協定物資

の受入れ、配分等を行うとともに、応援機関要員の待機場所として活用することとしており、その

分散、補完施設として、広域防災活動備蓄拠点を小田原市の小田原合同庁舎、茅ヶ崎市の衛生研究

所、横須賀市の鎌倉三浦地域児童相談所に設置しています。 

   また、地域の救援等の前線基地として、県内８箇所に応急活動用資機材等を整備した広域防災活

動拠点を設置するとともに、市町村においては、広域応援部隊が被災地近くで円滑に救助、救出活

動を進められるよう、県内 151 箇所（平成 30 年４月１日現在）の県立高等学校等を広域応援活動

拠点に指定しています。 

   さらに、県内 17 個所に都道府県域を超える支援を受けるための広域物資拠点が指定されていま

す。 

 ○ 市町村においても、多様な被災場面を想定した広域応援体制の拡充に努めています。 

 

【課題】 

○ 災害時における広域的な応援は、救援・救護、応急・復興対策に多大に貢献するものと期待され

ています。しかし、広域応援が効率的に機能するためには、応援職員を受け入れる体制（的確な現

地情報の提供や寝食を賄う施設の整備等）が重要な要素となります。 

○ 特に、大規模災害時には、各関係機関による「救助・救急・消火」、「医療・救護」、「支援物資」

等の多岐にわたる支援が実施されます。関係機関の応援は、発災直後から実施され、被災自治体は

混乱の中で、応援機関・部隊との調整等が必要となるため、県と市町村が連携した被災地域への応

援体制の充実を図るとともに、迅速かつ円滑に多機関からの応援を受け入れる受援体制を整備する

必要があります。 

   また、長期にわたる応援が実施された場合に備えて、その活動を支えるための後方支援を充実さ

せる必要があります。 
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 〇 国によるプッシュ型支援や、平成 30 年 3 月に制度化された国の被災市区町村応援職員確保シス

テムが定着しています。こうした支援を円滑に受け入れるためには、県が市町村のニーズの把握や

関係機関との調整など、総合調整機能を発揮し、迅速に対応する必要があります。 

〇 改正災害救助法を踏まえ、県は、資源配分計画に基づき、県域全体で公平に物資等の供給が実施

できるよう、広域的な観点から調整を行う必要があります。そのため、災害対策本部における資源

配分調整体制、現地災害対策本部を通じた情報収集体制など、総合調整機能を高める体制整備を進

める必要があります。 

 ○ 自衛隊、海上保安庁等が円滑に応援活動を実施できるよう、平常時から訓練等による連携を図っ

ておくことが必要です。 

 ○ 広域応援活動が円滑に進むためには、応援の拠点となる施設について、その役割に応じた機能の

充実が必要であるとともに、あらかじめ、発災時における連携方策を構築しておく必要があります。 

 ○ 防災対策の推進に当たっては、防災関係機関との一層の連携強化が必要であるとともに、より幅

広い連携が必要となっています。 

 

【取組の方向】 

 ○ 災害発生時には、防災関係機関相互の連携が重要であり、県及び市町村は、応急活動及び復旧活

動に関し、相互応援の協定を締結するなど、平常時より連携強化を図ります。なお、相互応援協定

の締結に当たっては、近隣の自治体に加えて、大規模な災害等による同時被災の観点から、遠方に

所在する自治体との間の協定締結も考慮します。 

 ○ 県は、応援機関とともに訓練を実施し、計画の検証を行っていきます。 

 ○ 県及び市町村は、応援機関が必要とする機材、器具等の整備を進めます。また、他県等への支援

の経験を活かして本県の広域的応援の円滑な受入れのための受援体制のさらなる充実を図ります。 

 〇 県は、市町村への支援を強化するため、災害対策本部の活動を補完する現地災害対策本部の機能

を確保する観点から、職員の配備体制の実効性の確保や、職員の対応力強化などに取り組みます。 

〇 県は、災害対策本部に設置する資源配分連絡調整チームの円滑な運営を確保するため、救助実施

市や関係機関と連携して、運用マニュアルの作成や研修、訓練の充実に取り組みます。 

○ 県は、平常時から、防災関係機関との「顔の見える関係」の構築を図ります。 

 

【主な事業】 

 １ 広域応援の受入体制等の強化 

  ○ 県は、被災市町村への応急活動を実施するため、防災資機材の備蓄、他の市町村、都道府県等

からの人的、物的支援の受入れなど、災害活動中央基地としての役割を担う県総合防災センター

を運営するとともに、その機能の充実を図ります。           ［くらし安全防災局］ 

  ○ 県は、市町村の消防本部から構成される緊急消防援助隊及び神奈川県消防広域応援隊の活動環

境の整備を支援します。                       ［くらし安全防災局］ 

  ○ 県は、上空から重要拠点や被災場所を把握できるよう、主な施設の屋上にヘリサインとして施

設名を表示します。また、市町村も同様に施設名の表示に努めるものとし、県は、市町村の取組

を支援します。                           ［くらし安全防災局］ 

  ○ 県は、市町村及び防災関係機関とともに、情報の共有、広域応援部隊や応急活動用備蓄資機材

の被災市町村への配分方法や各市町村での部隊の効率的運用方法等について検討していきます。 

                                     ［くらし安全防災局］ 

  〇 県は、全国からの人的・物的支援を適切に受け入れられるよう、市町村の支援ニーズの把握や

物資拠点の調整などを担う現地災害対策本部の機能の充実や、職員の対応力強化に向けた研修や

訓練等に取り組みます。             [くらし安全防災局、地域県政総合センター] 

○ 九都県市等は、九都県市広域防災プランに基づく広域応援・受援が円滑に行えるよう、災害時

における実際の行動内容を整理した各種マニュアルの整備を進めます。   ［くらし安全防災局］ 
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  ○ 市町村は、広域応援活動拠点への広域応援部隊の円滑な受入れのための設備の整備を進めます。 

  ○ 県は、保健医療調整本部において迅速、的確に災害拠点病院等の救護班、神奈川ＤＭＡＴ、神

奈川ＤＭＡＴ－Ｌ、かながわＤＰＡＴの派遣、活動の調整等ができるような体制を整備していき

ます。                                  ［健康医療局］ 

 

２ 応援機関との連携の強化 

  ○ 県は、各応援機関等と連携して、図上訓練等の実践的訓練を実施し、計画の検証を図るととも

に、関係者間での業務分担を明確化し、担当業務への精通を図ります。  ［くらし安全防災局］ 

  ○ 県は、自衛隊の災害派遣活動が円滑に行えるよう、連携体制を充実し、具体的要請内容を想定

した実践的訓練を実施します。                    ［くらし安全防災局］ 

  ○ 県は、在日米陸軍及び海軍との相互応援が円滑に行えるよう、両軍との定期的な会合の開催や

防災訓練などを実施します。                 ［政策局、くらし安全防災局］ 

  ○ 県は、九都県市域の相互応援を円滑に行うため、平常時から、応援受入体制の整備や情報の共

有を行います。                           ［くらし安全防災局］ 

  ○ 県及び市町村は、他の自治体との相互応援協定の締結を拡大するとともに、応援活動を確保す

るため、特殊施設、器具の整備を進めます。              ［くらし安全防災局］ 

○ 県は、平常時から、防災対策の検討などを通じて、「顔の見える関係」を構築するとともに、

連携した訓練などにより、持続的な連携体制の強化を図ります。     ［くらし安全防災局］ 

 

３ 市町村との応援体制の強化 

  ○ 県及び市町村は、大規模な災害が発生し、被災市町村単独では十分な応急対策や復旧対策が実

施できない場合に、地域県政総合センター単位の地域ブロック内の市町村間及び地域ブロック間

で相互に連携し、迅速かつ的確な応援ができるよう、一層の連携強化を図るとともに、訓練等の

実施を通じ、体制の検証を行います。      [くらし安全防災局、地域県政総合センター] 

  ○ 県は、大規模災害が発生した際の被災市町村への応援を迅速かつ的確に実施できるよう、県・

市町村合同総合防災訓練などにおいて応援体制を検証し、さらなる連携の強化に向けて取り組み

ます。                               [くらし安全防災局] 

  ○ 県は、被災市町村への支援体制を強化するため、救助実施市との連携体制の充実に取り組みま

す。                                 [くらし安全防災局] 

  ○ 市町村は、他の市町村を迅速に応援できるよう応援体制を整備します。 

 

 

  資 料 

   地震編  ３－15－(１) 神奈川県内消防広域応援実施計画 

    〃   ３－15－(２) 総合防災センター・消防学校の概要 

    〃   ３－15－(３) 神奈川県広域防災活動拠点運営要綱 

    〃   ３－15－(４) 神奈川県広域防災活動備蓄拠点運営要綱 

    〃   ３－15－(５) 広域応援活動拠点指定状況一覧 

    〃   ３－15－(６) 県西部地震対策応急資機材倉庫一覧 

    〃   ３－15－(７) 県西部地震対策応急資機材倉庫防災資機材一覧 
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  第１５節 県民の自主防災活動の拡充強化                                

【現状】 

 ○ 県内には、平成 27 年４月１日現在で、県民及び工場、事業所などの自衛消防組織、自主防災組

織、婦人防火クラブなどの組織が 83,130 組織あり、消防機関に協力して各種防災活動を積極的に

展開しています。 

 ○ 特に、企業防災組織としての自衛消防組織は 75,405 組織あります。 

 ○ 県は、市町村が行う自主防災組織の育成・活性化に向けた取組を支援するため、市町村の取組状

況や各自主防災組織の活動事例を「かながわの自主防災組織活動事例集」として作成しています。 

○ 平成 25 年の災害対策基本法の一部改正により、市町村内の一定の地区内の住民や事業者が、地

区における防災力の向上を図るため、訓練や物資の備蓄などの自発的な防災活動に関する計画を、

地区防災計画の素案として、市町村防災会議に提案することが可能となりました。 

 

【課題】 

 ○ 大規模災害発生時においては、公助による応急活動に限界があり、「自助」・「共助」による対応

が重要となることから、地域の防災力の向上を図る必要があります。 

 ○ 災害時においては、火災予防活動、消火、被災者に対する救援活動などに県民、各種自主防災組

織、消防団が大きな役割を果たし、その重要性が確認されていますが、本県の場合、これらの組織

が未設置の地域があったり、組織の高齢化あるいは被雇用者が多いなど、その活動力の低下が懸念

されています。 

○ 地域の人々の呼びかけは、住民の避難を促進するために重要であることから、地域の防災リーダ

ー等の育成が必要です。一方で、住民の避難誘導を行う消防団員等が災害に巻き込まれるおそれが

あるため、活動時における安全確保が課題となっています。 

 

【取組の方向】 

 ○ 県民一人ひとりが「自らの身は、自ら守る。皆のまちは、皆で守る。」という「自助」「共助」の

考え方を持つことが大切であるため、県は市町村とともに、こうした自主防災意識の向上及び自主

防災活動の条件整備の向上に努めます。 

○ 県及び市町村は、自主防災組織育成・強化を図り、消防団とこれらの組織との連携等を通じて地

域コミュニティの防災体制の充実を図るものとします。また、研修の実施などによる防災リーダー

の育成、多様な世代が参加できるような環境整備などにより、これらの組織の日常的な活動や、訓

練の実施を促します。その際、女性の参画の促進に努めます。 

 ○ 県及び市町村は、水防団及び水防協力団体の研修・訓練や災害時における水防活動の拠点となる

施設の整備を図り、水防資機材の充実を図るものとします。また、青年層・女性層の団員への参加

促進等水防団の活性化を推進するとともに、ＮＰＯ、民間企業、自治会等多様な主体を水防協力団

体として指定することで水防活動の担い手を確保し、その育成、強化を図るものとします。 

 

【主な事業】 

 １ 県民への周知等 

  ○ 県は、市町村や防災関係機関と協力して、県民自らが実施する防災対策として、最低３日分、

推奨１週間分の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出品（救急箱、

常備薬、お薬手帳、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備、ブロック塀の倒壊防止等の実施、消

火器、風呂への水の確保等火災予防対策、災害時の家族の連絡体制、行動についてのルールづく

り、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等家庭での予防、安全対策、災害時行動につい

ての周知徹底を図ります。                      ［くらし安全防災局］ 
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  ○ 県、市町村、自主防災組織等は、大規模災害を想定した広域防災訓練、市町村域、コミュニテ

ィレベルで多様な場面を想定した防災訓練を実施し、平常時から地域での防災意識や連帯意識の

高揚を図り、災害発生時に県民の役割が明確になるよう努めます。あわせて、防災資機材の利用

方法などの習熟に努めます。                     ［くらし安全防災局］ 

 

 ２ 自主防災組織の育成 

  ○ 県は、自主防災組織の育成、強化を図るため、自主防災組織育成基本方針に沿って県総合防災

センターの研修課程を充実し、市町村と共にリーダー研修に努めます。また、自主防災組織への

女性の参加の促進に努めるとともに、女性リーダーの育成に努めます。  ［くらし安全防災局］ 

  ○ 市町村は、自主防災組織の防災資機材等の整備に努めます。また、一定の地区内の自発的な防

災活動に関する地区防災計画について、住民等から素案の提案があった場合で、必要と認めると

きは、市町村地域防災計画の中に位置づけます。 

 

 ３ 消防団の機能強化 

  ○ 県は、消防団への現役世代や高校生・大学生などの若い人々や、女性の入団を進めるため、市

町村と協力し、県民や事業者に対し、地域防災や消防団活動の重要性に関する普及啓発に努める

とともに、将来の消防団活動を担う児童・生徒などの地域防災に関する理解促進を図ります。 

                                     ［くらし安全防災局］ 

  ○ 市町村は、消防団員の確保及び資機材等の整備を進め、消防団の充実強化に努めます。 

○ 県は、消防団員に対する教育訓練を県消防学校で実施するほか、消防団の車両・資機材整備や

訓練の充実に取り組む市町村を支援します。              ［くらし安全防災局］ 

 

 ４ 企業等の防災体制の確立等 

  ○ 企業は、災害時の企業の果たす役割（施設利用者、従業員等の生命の安全確保、二次災害の防

止、事業の継続、地域貢献・地域との共生）を十分に認識し、自らの自然災害リスクを把握する

とともに、リスクに応じた、リスクコントロールとリスクファイナンスの組み合わせによるリス

クマネジメントの実施に努めるものとします。具体的には各企業において災害時に重要業務を継

続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定・運用するよう努めるとともに、防災体制の整備、

防災訓練の実施、損害保険等への加入や融資枠の確保等による資金の確保、予測被害からの復旧

計画策定、各計画の点検・見直し、燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応、取引

先とのサプライチェーンの確保等の事業継続上の取組を継続的に実施するなど事業継続マネジ

メント（ＢＣＭ）の取組を通じて、防災活動の推進に努めます。 

○ 社会福祉施設等の管理者等は、介護保険法等の事業法等に基づき、自然災害からの避難を含む

非常災害に関する具体的計画を作成するものとします。また、入所者のケアなど災害時でも業務

を中断することができないことから、業務継続計画（ＢＣＰ）の作成に努めます。 

○ 県は、災害時における来客、従業員の安全確保、地域防災活動への協力、さらには経済活動の

維持等を目標とした企業ごとの防災マニュアルや事業継続計画（ＢＣＰ）の作成、施設及び設備

の機能の分散化、防災資機材や食料等の備蓄などの防災体制の確立、各種訓練の実施について、

地域の経済団体等と協力して周知・徹底するとともに、防災に関するアドバイスを行います。 

    また、県は、企業との情報交換や連携を進め、企業の従業員の防災意識の向上を図るとともに、

防災活動に対する表彰を通じて企業における防災力の向上に努めます。 

                               ［くらし安全防災局、産業労働局］ 

 

  資 料 

   地震編  ３－16－(１) 自主防災組織育成基本方針 

    〃   ３－16－(２) 市町村自主防災組織状況一覧表 
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  第１６節 災害救援ボランティア活動の充実強化                      

【現状】 

○ 県内では、大規模災害の発生に備えて、「特定非営利活動法人神奈川災害ボランティアネットワ

ーク」をはじめ、多くのボランティア団体が活動しています。 

○ 県は、災害時には、かながわ県民活動サポートセンターに「神奈川県災害救援ボランティア支援

センター」を設置し、ボランティア活動に必要な支援を行うこととしており、平常時からボランテ

ィア活動や関係機関との連携の強化に努めています。 

また、災害時において、災害救援ボランティアがニーズに即した活動を効果的に展開することが

できるよう、平常時から災害救援ボランティアコーディネーター等の人材育成に取り組んでいます。 

 

【課題】 

○ 大規模災害時には、全国から多くのボランティアやＮＰＯ、ＮＧＯが被災地支援に駆けつけます

が、迅速な受入体制の整備、被災地の細かなニーズの把握、一般ボランティアと専門ボランティア・

ＮＰＯ・企業等との連携強化、育成したボランティアの活用、ボランティア団体の活動に必要な資

機材･活動資金の確保等が課題となります。 

 

【取組の方向】 

○ 県は、市町村等による災害ボランティアセンターの設置及び後方支援体制の構築に向けた基盤づ

くりや、ボランティアニーズの的確な把握のための行政機関と民間機関が連携した情報収集･発信

の仕組みづくりを進めます。 

○ 県は、福祉･医療等の専門知識を有する専門ボランティア、様々な分野のＮＰＯ等との連携強化

や情報通信、物資調達運搬など企業等が持つ専門性を生かした支援活動との協力体制の構築を進め

ます。 

○ 県は、各種ボランティア養成講座等により育成した災害救援ボランティアコーディネーター等の

人材のネットワーク化を進めます。 

 ○ 市町村は、地域の実情に応じて、平常時から災害救援ボランティア団体や地域住民等との連携の

促進を図ります。 

 ○ 県及び市町村は、行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者で連携し、平常時の登録、研修制度、災

害時における防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点の確

保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について意見交換を行う情報共有会議の

整備・強化を、研修や訓練を通じて推進するものとします。 

○ 県及び市町村は、社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋からの災害廃棄物、が

れき、土砂の撤去等に係る連絡体制を構築し、地域住民やＮＰＯ・ボランティア等への災害廃棄物

の分別・排出方法等に係る広報・周知を進めることで、防災ボランティア活動の環境整備に努めま

す。 

 

【主な事業】 

１ 災害救援ボランティア受入体制の整備 

○ 市町村は、関係機関・団体等の協力のもと、災害ボランティアセンターを開設し、災害救援ボ

ランティアの受入体制及び活動環境の整備、ボランティアニーズの把握及び各ボランティア団体

への情報提供等について、あらかじめ、市町村地域防災計画の中で明確に定めるよう努めます。 

○ 県は、発災直後、被災地におけるボランティア活動の拠点となる市町村災害ボランティアセン

ターの円滑な設置・運営を支援するため、災害救援ボランティアコーディネーター等によって組

織される先遣隊の派遣を可能とする体制整備を図ります。             [政策局] 

○ 県は、市町村との協力のもと、災害時にボランティアの活動拠点となる場所や必要な資機材の
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確保に関する支援に努めます。                [政策局、くらし安全防災局] 

 

２ ネットワークづくりの推進 

○ 県は、災害時にボランティア団体が相互に連携して救援活動ができるよう、平常時から情報提

供や相談などの支援を行います。               [政策局、くらし安全防災局] 

○ 県は、災害時のボランティア活動が効果的に行われるようにするため、ボランティアニーズの

的確な把握に向け、関係団体や民間機関と連携しボランティア情報の収集･発信システムの構築

を進めます。                                 [政策局] 

○ 県は、福祉･医療等の専門知識を有する専門ボランティア等、様々な分野のボランティアやＮ

ＰＯ等との連携強化のためのネットワークづくりを進めます。       [政策局、関係局] 

○ 県は、情報通信や物資調達運搬など、企業や業界団体等が持つ資機材･ノウハウ･ネットワーク

を活かした支援活動を個々のボランティア活動に有機的に結びつけるために、事前の協定締結や

既存の協定の改定等を進めます。                    [政策局、関係局] 

  ○ 市町村は、平常時から、災害救援ボランティア団体や地域住民等との協働による災害救援ボラ

ンティアセンターの設置・運営の訓練の実施等を通じて、発災時を想定した連携協力体制づくり

に努めます。 

 

３ 人材の育成と活用 

○ 県は、大規模災害の発生時に救援活動等が行えるよう、災害救援ボランティアの育成等を目的

とした講座等に職員を派遣します。また、人命救助に必要な基礎的技能等を身につけるセーフテ

ィリーダーの養成を行っている神奈川県災害救援ボランティア推進委員会を支援します。 

                                     ［くらし安全防災局］ 

○ 県は、災害時におけるボランティア活動を支援する人材を養成するため、かながわコミュニテ

ィカレッジ等において講座を開催し、受講者が、実践の場を踏み即戦力となれるよう、地域の災

害ボランティア活動等に積極的に携わるための相談や情報提供など受講後のフォローアップに

取り組み、コーディネートを担う人材の養成につなげます。 

さらに、市町村と協力し、受講者に限らず、災害救援ボランティアコーディネーターとしての

経験や能力を持つ人材の掘り起こしとネットワーク化に努めます。         [政策局] 

○ 市町村は、災害時にボランティアが円滑に活動できるよう、平常時における登録、研修、災害

時における活動の受入窓口、その活動の調整方法等の体制整備を図ります。 

 

４ マニュアルの作成等 

○ 県及び市町村は、大規模な災害が発生した際に、県内外から駆けつける多くのボランティアを

円滑に受け入れ、効果的な支援活動が展開できるよう、それぞれ社会福祉協議会等と協働して、

災害時におけるボランティアセンターの運営等に関するマニュアル等を作成します。 

                                          [政策局] 

○ また、県及び市町村は、ボランティア団体や社会福祉協議会等と連携した防災訓練を実施し、

作成した災害救援ボランティア支援マニュアルの検証・見直しを行います。 

                                 [政策局、くらし安全防災局] 

 

  資 料 

   地震編  ３－17－(１)  神奈川県災害救助ボランティア支援センター設置・運営マニュアル 

３－17－(２)  神奈川県災害救助ボランティア支援センターの運営等に関する協定書 

３－17－(３)  災害時における応急対策及び災害ボランティア関連物資等の供給に

関する協定 

３－17－(４)  災害時相互協力協定 
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  第１７節 防災知識の普及                                   

【現状】 

 ○ 県及び市町村は、各種普及啓発資料の作成・配布、広報紙・各種広報媒体の活用、研修会、講演

会等の開催や防災訓練を通じて、県民に対する防災知識の普及を図っています。 

 ○ 県は、県総合防災センターにおける各種災害の疑似体験や防災関連の展示、防災関係情報の提供、

防災研修などの実施や、温泉地学研究所における火山活動等に関する学習コーナーの設置など、防

災知識の普及啓発に努めています。 

 ○ 県内事業者等に対しては、自衛消防組織等の整備など、企業防災についての啓発を行ってきまし

た。 

 

【課題】 

○ 大規模災害発生時においては、公助による応急活動に限界があり、「自助」・「共助」による対応

が重要となることから、県は、様々な機会を通じて防災知識の普及に努め、県民の防災意識の向上

を図ることが必要です。 

○ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）など、避難に関する情報について、

周知徹底を図る必要があります。 

○ また、避難生活を行う上での健康管理に関する知識の普及啓発も必要です。 

○ 首都圏では、ターミナル駅周辺などで多数の帰宅困難者が発生することが予想されます。こうし

た帰宅困難者の発生を抑制するためには、平常時から「むやみに移動を開始しない」という基本原

則の周知と、従業員が会社にとどまるための環境整備が必要です。 

 ○ 県、市町村及び防災関係機関の職員に対する計画的かつ継続的な研修等を通じて、平常時から災

害時における業務の習熟を図ることが必要です。 

 ○ 企業の自主防災の徹底を図るとともに、社会福祉施設、医療施設など防災上重要な施設の管理者

に対する防災意識の向上を図ることが必要です。 

 

【取組の方向】 

 ○ 県民の一人ひとりが「自らの身は、自ら守る。皆のまちは、皆で守る。」という「自助」「共助」

の考え方を持つことが大切であるため、県は、あらゆる機会を通じ、こうした自主防災意識の向上

に市町村とともに努めます。 

 ○ 県、市町村及び防災関係機関は、職員に対して災害時における役割、行動について、より一層の

周知徹底を図ります。 

 ○ 県及び市町村は、企業の自主防災体制整備についての周知徹底を図るとともに、福祉や医療施設

職員等に対する防災研修を進め、防災対策の充実を図ります。 

○ 県及び市町村は、避難準備・高齢者等避難開始など、避難に関する情報の意味について、周知徹

底を図ります。 

○ 県及び市町村は、「自らの命は自らが守る」という意識の徹底や、地域の災害リスクととるべき

避難行動等についての住民の理解を促進するため、行政主導のソフト対策のみでは限界があること

を前提とし、住民主体の取組を支援・強化することにより、社会全体としての防災意識の向上を図

ります。 

○ 県及び市町村は、地域の防災力を高めていくため、一般住民向けの専門的・体系的な防災教育訓

練の提供、学校における防災教育の充実、防災に関する教材（副読本）の充実を図るものとします。

特に、水害・土砂災害のリスクがある学校においては、避難訓練と合わせた防災教育の実施に努め

ます。 

○ 県及び市町村は、各地域において、防災リーダーの育成等、自助・共助の取組が適切かつ継続的

に実施されるよう、水害･土砂災害・防災気象情報に関する専門家の活用を図ります。 
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○ 市町村は、防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉（地域包括支援センター・ケアマネジャ

ー）の連携により、高齢者の避難行動に対する理解の促進を図ります。 

○ 県及び市町村は、防災気象情報や避難に関する情報等の防災情報を災害の切迫度に応じて、５段

階の警戒レベルにより提供すること等を通して、受け手側が情報の意味を直感的に理解できるよう

な取組を推進します。 

 

【主な事業】 

 １ 県民等への防災知識の普及 

  (1) 県民への防災知識の普及 

○ 県は、かながわけんみん防災カード、かながわキッズ防災カードなどを活用し、県民の自助

と共助の意識の向上を図ります。                                    [くらし安全防災局] 

○ 県は、県民の防災意識の向上を図るため、県の広報番組や生涯学習活動などにおいて防災学

習の機会を確保するとともに、要配慮者等への十分な配慮や、被災時の男女のニーズの違い等

男女双方の視点に十分配慮するよう各種広報紙や研修会等を通じて情報提供し、防災知識の普

及を図ります。      ［くらし安全防災局、福祉子どもみらい局、健康医療局、教育局］ 

○ 県は、県総合防災センターにおいて、各種災害を疑似体験できる各種体験コーナーや防災情

報の展示、啓発イベントの実施、各種イベントへの出展、パンフレット・リーフレットの配布

などにより、県民の防災意識の向上を図るとともに、防災情報・体験フロアの充実及び設備の

改善を行います。                         ［くらし安全防災局］ 

○ 県は、住民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意形成の促進のため、自然災害

によるリスク情報の基礎となる防災地理情報を整備するとともに、分かりやすく発信します。 

                                        [県土整備局] 

○ 県及び市町村は、過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、

大災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存すると

ともに、広く一般に閲覧できるよう公開に努めます。また、災害に関する石碑やモニュメント

等の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努めます。        ［くらし安全防災局］ 

○ 水防、土砂災害防止、道路災害防止、地下街等災害防止に関する総合的な知識の普及を図る

ため、「防災週間」（８月 30 日～９月５日）、「水防月間」（５月１日～５月 31 日）、「土砂災害

防止月間｣（６月１日～６月 30日）等を通じ、県、市町村及び防災関係機関が協力して各種講

演会、イベント等を実施します。                     ［県土整備局］ 

○ 県及び市町村は、防災週間や防災関連行事等を通じ、住民に対し、水害時のシミュレーショ

ン結果等を示しながら、「早期の立退き避難が必要な区域」からの迅速で確実な立退き避難を

求めるとともに、浸水深、浸水継続時間等に応じて、水・食料を備蓄すること、ライフライン

途絶時の対策等について、普及啓発を図ります。              ［県土整備局］ 

○ 市町村は、地域住民に対し、風水害のおそれのない適切な避難場所、避難路等について周知

徹底するとともに、必要に応じて避難場所の開錠・開設を自主防災組織で担う等、円滑な避難

のため、自主防災組織等の地域のコミュニティを活かした避難活動を促進します。 

(2) 家庭における身近な防災対策等の普及 

   ○ 県は、市町村や防災関係機関と協力して、県民自らが実施する防災対策として、最低３日分、

推奨１週間分の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出品（救急

箱、常備薬、お薬手帳、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備、ブロック塀の倒壊防止、エレ

ベーターにおける閉じ込め防止対策、窓ガラスの飛散防止等の実施、消火器、風呂への水の確

保、住宅用火災警報器の設置等火災予防対策、災害時の家族の連絡体制、行動についてのルー

ルづくり、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等家庭での予防、安全対策、災害時行

動についての周知徹底を図ります。           ［くらし安全防災局、県土整備局］ 

   ○ 県及び市町村は、横浜地方気象台と連携して竜巻等の突風災害について、竜巻注意情報等の
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意味や内容、被害の特徴、身の守り方などの普及・啓発を行います。  ［くらし安全防災局］ 

   ○ 市町村は、地域の防災的見地からの防災アセスメント(注)を行い、地域住民の適切な避難や

防災活動に資する防災マップ、地区別防災カルテ、災害発生時の行動マニュアル等をわかりや

すく作成し、住民等に配布するとともに研修を実施するなど、防災知識の普及啓発に努めます。 

なお、浸水想定区域、避難場所、避難路等水害に関する総合的な資料として、図面表示等を

含む形で取りまとめたハザードマップ等の作成に当たっては、河川近傍や浸水深の大きい区域

については「早期の立退き避難が必要な区域」として明示するよう努めます。 

  (3) 帰宅困難者に関する普及啓発 

○ 県及び市町村は、大規模災害発生直後においては、救助・救急、消火及び緊急輸送などの応

急活動を迅速に行う必要があることから、帰宅困難者の発生を抑制するため「むやみに移動を

開始しない」という基本原則を県民、企業、学校、関係団体などへ周知し、対応の徹底を促し

ます。                              [くらし安全防災局] 

○ 九都県市では、帰宅困難者対策リーフレットやポスターを作成し、「むやみに移動を開始し

ない」という基本原則や、安否確認のための災害用伝言ダイヤル及び災害用伝言板の利用方法、

徒歩帰宅者を支援する災害時帰宅支援ステーション等について周知を図ります。 

                                     ［くらし安全防災局］ 

(4) 自主的な防災活動の普及 

○ 災害時におけるボランティア活動及び自主的な防災活動の普及のため、「防災とボランティ

アの日」（１月 17 日）及び「防災とボランティア週間」（１月 15 日～１月 21 日）において、

県、市町村、防災関係機関及びボランティア団体が協力して講演会、講習会、展示会等の行事

を実施します。                              ［関係局］ 

 

 ２ 企業等の防災体制の確立等 

  ○ 企業は、災害時の企業の果たす役割（施設利用者、従業員等の生命の安全確保、二次災害の防

止、事業の継続、地域貢献・地域との共生）を十分に認識し、各企業において災害時に重要業務

を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定・運用するよう努めるとともに、防災体制の整

備、防災訓練の実施、予測被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し、燃料・電力等重要

なライフラインの供給不足への対応、取引先とのサプライチェーンの確保等の事業継続上の取組

を継続的に実施するなどの防災活動の推進に努めます。 

  ○ 社会福祉施設等の管理者等は、介護保険法等の事業法等に基づき、自然災害からの避難を含む

非常災害に関する具体的計画を作成するものとします。また、入所者のケアなど災害時でも業務

を中断することができないことから、業務継続計画（ＢＣＰ）の作成に努めます。 

○ 県は、災害時における来客、従業員に対する安全確保、地域防災活動への協力、さらには経済

活動の維持等を目標とした企業ごとの防災マニュアルや事業継続計画（ＢＣＰ）の作成、施設及

び設備の機能の分散化、防災資機材や食料等の備蓄などの防災体制の確立、各種訓練の実施を、

地域の経済団体等と協力して周知・徹底するとともに、防災に関するアドバイスを行います。 

    また、県は、企業との情報交換や連携を進め、企業の従業員の防災意識の向上を図るとともに、

防災活動に対する表彰を通じて企業における防災力の向上に努めます。  

                               ［くらし安全防災局、産業労働局］ 

 

 

 

 

 

注) 防災アセスメントとは、災害誘因(地震、台風、豪雨等)、災害素因(急傾斜地、軟弱地盤、危険物施設の集中地域等)、災害履歴、

土地利用の変遷などを考慮して総合的かつ科学的に地域の災害危険性を把握する作業のことです。 
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 ３ 学校、社会福祉施設等における防災教育の推進 

  ○ 県教育委員会は、児童・生徒等が各教科や特別活動を含めた学校教育活動全体を通じて、様々

な災害時における危険について理解し、正しい備えと適切な行動力を身に付けるために、防災教

育指導資料等を公立学校に配布するとともに、教職員に対する研修会を開催するなど防災教育の

充実を図ります。                               [教育局] 

  ○ 県立学校は災害図上訓練（ＤＩＧ）等の生徒参画型の実践的な防災教育を進めます。 [教育局] 

○ 県は、国や県教育委員会の取組等について私立学校に情報提供し、各学校における防災教育の

充実を促進します。                        [福祉子どもみらい局] 

○ 県は、県内小中学校の教員を対象に専門研修を実施し、防災に関する専門的知識や技能を習得

させることで、学校を拠点とした防災活動の展開及び将来的な地域防災の担い手育成を図ります。 

 [くらし安全防災局] 

○ 社会福祉施設等の管理者は、施設の職員や利用者に対して、風水害等災害に関する基礎的知識

や災害時対応について、理解や関心を深めるため防災教育を推進します。 

                              ［福祉子どもみらい局、健康医療局］ 

 ４ 職員に対する研修 

  ○ 県及び市町村は、職員に対する災害対策本部配備要員必携カードや職員配備表等の配布、職員

向けホームページの作成を通じて、災害時における参集、配備及び応急活動における役割等を周

知するとともに、専門的知見を有する防災担当職員の確保及び育成を図るため、防災研修、防災

講演会等により防災教育を行います。                      ［関係局］ 

  ○ 県及び市町村は、災害時に感染症等が発生した場合の対応について、職員に対して様々な被災

場面を想定した研修等を実施します。                    ［健康医療局］ 

 

 

  資 料 

   風水害編 ２－２－14 風水害の防災知識の普及事項 
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  第１８節 防災訓練の実施                                   

【現状】 

 ○ 県は、毎年、県民、市町村、県警察、自衛隊、防災関係機関等と協調して、大規模災害の発生を

想定した県・市町村合同総合防災訓練や広域的応援についての九都県市合同防災訓練、緊急消防援

助隊県内合同訓練等を実施しています。 

○ 県は、災害時に備え、多様な主体と連携し、災害多言語支援センターの設置運営訓練を毎年実施

しています。 

 ○ 県は、市町村、防災関係機関と協調して、気象予報・警報等災害情報の受伝達、災害時の被害情

報の把握及び応急対策の指令を迅速かつ適切に行えるよう、通信訓練を実施しています。 

  ○ また、水防活動の円滑な遂行を図るため、水防月間（毎年５月）にあわせて、水防団員、関係機

関等と協調して水防工法等の水防訓練を隔年実施しています。 

 ○ 県警察は、災害警備活動の円滑な遂行を図るため、警備要員の招集、救助救出、交通規制等の訓

練を実施しています。 

 ○ 市町村は、防災週間を中心に、自主防災組織や県警察、防災関係機関等と連携し、地域密着型の

防災訓練を実施しています。 

 

【課題】 

 ○ 様々な災害や地域の特性を想定した多様で実践的な訓練を実施し、県民、地域の主体的参加を求

めるとともに、県、市町村、防災関係機関、事業所、地域住民、ＮＰＯ・ボランティア等の連携に

よる防災力の向上を図る必要があります。 

 ○ 高齢者、障害者等に配慮した防災訓練を実施し、災害時における高齢者、障害者等の安全が確保

される体制づくりが必要です。 

 〇 国のプッシュ型支援や被災市区町村応援職員確保システムの定着化、災害救助法の改正を受けて

策定した資源配分計画に基づく配分調整など、新たな動向に対応できるよう、現地災害対策本部の

新たな役割を踏まえた訓練や、災害対策本部の運営訓練の充実により、対応力を強化する必要があ

ります。 

 ○ 複合災害など、多様な場面を想定した緊急参集訓練、図上訓練等を積み重ね、職員の防災業務に

対する習熟を図る必要があります。 

   また、各種防災訓練の成果を着実に蓄積するには、訓練目的の明確化や目的達成に必要な具体的

な訓練実施項目の設定など、適切な訓練の管理を行うとともに、災害対策本部と現地災害対策本部、

市町村災害対策本部との連携を図ることも大切になります。 

 

【取組の方向】 

 ○ 県及び市町村は、地域防災計画の習熟や、近隣都県、市町村間、防災関係機関との連携強化及び

情報の共有化、さらには、県民、企業の防災意識の向上等を図るため、大規模災害を想定した防災

訓練を実施します。 

 ○ 県及び市町村は、夜間等様々な条件を想定し、地域や職場、学校等と協調した、きめ細やかな訓

練を定期的に実施するとともに、関係機関の訓練とも協調し、災害発生時の避難行動、基本的な防

災用資機材の操作方法等の習熟を図ります。 

 ○ 県及び市町村は、発災時における迅速、的確な災害対策本部活動を実施するため、その意思決定

から現地での救助・救援など、一連の応急活動を対象とした総合防災訓練を実施します。 

   また、各地域における発生の可能性が高い災害を想定した訓練、地域防災計画、各種マニュアル、

応援協定や地域の防災関係施設の有効性の検証を目的とした訓練など、実践的な訓練の実施により

地域住民や防災関係機関の対応能力の向上を図ります。 

 ○ 県及び市町村は、明確な訓練目的と具体的な訓練実施項目の設定、訓練目的達成のための実践
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的・合理的な訓練実施要領の作成、確実な訓練実施結果の分析と次期訓練への反映、訓練基盤の整

備など、適切な訓練の管理及び着実な成果の蓄積により防災力の向上を図ります。 

 

【主な事業】 

１ 多様な訓練の実施 

 ○ 県及び市町村は、地域の実情を踏まえ、大規模災害を想定した広域防災訓練や市町村域・コミュ

ニティレベルで多様な場面を想定した防災訓練を実施します。 

また、地下街等の不特定かつ多数の者が利用する地下施設等の防災訓練、被災時の男女のニーズ

の違いや要配慮者等の多様な視点などに十分配慮した防災訓練や避難訓練を実施します。 

                             ［くらし安全防災局ほか関係局］ 

○ 県、市町村及び防災関係機関は、様々な場面を想定した災害対策本部等の運営訓練、情報受伝達

訓練、職員の緊急参集訓練、図上訓練等を重ね、非常時に臨機応変に対応できるようにします。 

                                  ［くらし安全防災局］ 

〇 県は、災害対策本部を補完する現地災害対策本部との連携強化を図るための訓練や、救助実施市

や物資や輸送の関係団体、国の機関と連携した、資源配分連絡調整チームの運営訓練などを実施し

ます。                                                     ［くらし安全防災局ほか関係局］ 

 ○ 県は、災害対策本部が設置される災害時を想定し、言葉の壁がある外国人住民への被害を軽減す

るために、やさしい日本語及び多言語による情報提供や、行政窓口等への通訳及び外国人住民から

の相談対応の役割を果たす事ができるよう、災害多言語支援センターの設置運営訓練を実施します。                      

                                   ［国際文化観光局］ 

 

２ 実践的な訓練の実施 

○ 県、市町村及び防災関係機関は、積極的かつ継続的に防災訓練を実施します。実施に当たっては、

訓練効果が得られるように訓練参加者、使用する器材及び実施時間等の訓練環境などについて具体

的な設定を行い、参加者自身の判断も求められる内容を盛り込むなど実践的な訓練となるように努

めます。 

また、訓練後には、訓練成果を取りまとめ、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の見直しを

行うとともに、次回の訓練に反映させるよう努めます。     ［くらし安全防災局ほか関係局］ 

 

３ 広域応援機関と連携した訓練の実施 

 ○ 県は、各応援機関等と連携して、災害活動中央基地（県総合防災センター）や広域防災活動拠点

等において緊急参集訓練や広域応援活動訓練を実施し、応援機関等の受入れについて習熟を図りま

す。                      ［くらし安全防災局、地域県政総合センター］ 

 ○ 県は、市町村と協調して緊急消防援助隊の対応訓練を実施します。    ［くらし安全防災局］ 

 ○ 県は、自衛隊の災害派遣活動が円滑に行えるよう、連絡体制の充実と具体的要請内容を想定した

訓練を実施します。                    ［くらし安全防災局、健康医療局］ 

 ○ 県は、大規模災害発生時の医療支援体制を強化するため、自衛隊医療関係部隊と他の医療関係機

関が連携する医療救護活動訓練を主体とした県・市町村合同総合防災訓練（ビッグレスキューかな

がわ）を実施します。                    ［くらし安全防災局ほか関係局］ 

 ○ 県は、在日米陸軍及び海軍との相互応援が円滑に行えるよう、両軍との定期的な会合の開催や防

災訓練などを実施します。                   ［政策局、くらし安全防災局］ 

 

４ 地域特性に応じた訓練の実施 

○ 県及び市町村水防管理団体は、水防活動の円滑な遂行を図るため、水防団員等の動員、水防工法

等の水防訓練を実施します。                         ［県土整備局］ 

  ○ 県警察は、災害時における災害警備活動の円滑な遂行を図るため、警備要員の招集、救出救助、
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交通規制等の訓練を実施します。                        ［警察本部］ 

○ 県及び市町村は、避難訓練、海上からの救出・救助訓練等を、県警察、自衛隊、第三管区海上保

安本部や民間の救護組織と連携して実施します。             [くらし安全防災局] 

○ 県及び市町村は、関係機関の協力を得て、帰宅困難者用の一時滞在施設の迅速な開設、開設状況

の広報、運営管理のための訓練を実施します。              [くらし安全防災局] 

 ○ 県は、中山間地における災害発生を想定した訓練を実施します。      [くらし安全防災局] 

○ 市町村は、消防活動が円滑に行えるよう、消火、救出救助、避難誘導等の訓練を実施します。 

 ○ 市町村は、特に、災害発生時の初期対応の徹底を図るため、自主防災組織育成基本方針に定める

情報収集・伝達、避難、救出救護、消火訓練を重点的に実施します。           

 

５ 関係機関の訓練への参加 

 ○ 県警察及び第三管区海上保安本部は、各種災害訓練に積極的に参加し、防災関係機関との連携の

強化に努めます。                               ［警察本部］ 
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  第１９節 災害救助実施体制の充実                                

【現状】 

〇 避難所運営や救援物資の提供などの災害救助は、災害対策基本法に基づき、基本的には市町村が

主体となって実施しますが、被害が複数市町村にまたがるような大規模災害が発生した場合は、県

が災害救助法を適用し、県が救助の実施主体となり、市町村は県の補助機関として、又は県が事務

委任をして、市町村が救助を実施する体制となります。 

 〇 災害時に市町村と連携して円滑に災害救助が実施できるよう、平成 30 年 11 月に、市町村への事

務委任に関する事前の取決めを策定し、県が行う事務、市町村に委任する事務を明確にしました。 

 

〔災害救助事務の委任に関する事前の取決め〕 

救助の内容 実施機関 

１ 避難所の設置 市町村 

２ 応急仮設住宅の供与 県・市町村 

３ 炊き出しその他による食品の供与 市町村 

４ 飲料水の供給 市町村 

５ 被服、寝具その生活必需品の供与、貸与 市町村 

６ 医療、助産 県・市町村 

７ 被災者の救出 市町村 

８ 被災した住宅の応急修理 市町村 

９ 学用品の供与 市町村 

10 埋葬 市町村 

11 死体の捜索 市町村 

12 障害物の除去 市町村 

※上記を基本に、災害の規模・態様及び地域の特性等により、委任する事務の範囲を調整する。 

 
〇 平成 30 年６月、災害救助法が改正され、内閣総理大臣の指定により、政令指定都市が、救助実

施市として救助の実施主体となれることとなり、本県の３つの政令指定都市は、平成 31 年４月、

救助実施市に指定されました。 

〇 救助の実施主体が複数になることで、県内で公平な救助を実施することが課題となるため、同法

改正で、適切で円滑な救助を実施するため、県が救助実施市や関係機関との広域調整を行うことが

明記されました。本県では、この法改正を受け、平成 30 年 12 月に、県の広域調整の下で災害救助

を実施するための資源配分計画を、全国に先駆けて策定し、本計画に基づき災害救助を実施するこ

とに関して、３政令指定都市と覚書を締結しました。 

〇 資源配分計画では、県の地震被害想定に基づく資源配分の目安や、災害対策本部に資源配分連絡

調整チームを設置して配分調整を行うこと、災害救助に係る連絡会議を設置し、平時から関係機関

の連携を確保することなどを定めています。 

〇 なお、医療や応急仮設住宅など、資源配分のための個別計画がある分野は、それぞれの計画に従

い対応します。応急仮設住宅に関しては、平成 30年 12 月に、応急仮設住宅に関する資源配分計画

を策定しています。 

〇 応急仮設住宅に関する資源配分計画では、資源配分の対象、資源の事前配分、建設型応急仮設住
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宅の設置計画の事務オペレーション、特別基準の協議などについて定めています。 

〇 建設型応急仮設住宅の事前配分では、発災後速やかに建設に着手するため、関係団体において発

災１ヵ月後までに供給可能な建設戸数について、人口割合に応じた配分戸数を設定しています。 

 

【課題】 

 〇 大規模災害時に円滑に災害救助を実施するためには、資源配分計画に基づき、県の広域調整権の

もとで、救助実施市や国、物資の供給や輸送、保管などを担う民間団体と連携して対処することが

重要であり、そのための連携体制を平時から確保しておく必要があります。 

〇 救助実施市以外の市町村に対しては、事務委任の事前の取決めに基づく救助の実施体制を確保す

るほか、県と救助実施市が連携して市町村を支援する体制を整える必要があります。 

 〇 市町村支援の体制強化として、市町村の被災状況や支援ニーズを迅速に把握し、県内外からの応

援につなげるための県の体制を充実させる必要があります。 

 〇 災害救助の実務について、県、市町村職員の対応力を強化する必要があります。 

 

【取組の方向】 

 〇 災害救助に係る連絡会議等を通じて、国や救助実施市、物資や応急仮設住宅の供給、輸送、保管

を担う事業者、医療関係団体などとの顔の見える関係づくりに取り組みます。 

 〇 災害対策本部に設置する資源配分連絡調整チームの運営や市町村への応援活動が円滑にいくよ

う、運営マニュアルの整備・充実を図り、研修や訓練を充実させます。 

 〇 県は、被災市町村に近い現地災害対策本部が災害対策本部を補完することで一元的に情報収集を

行う体制の充実を進めます。 

 〇 災害救助の実務や各救助内容の専門的な知識やノウハウの習得を図るための県・市町村職員向け

の研修の充実を図ります。 

 

【主な事業】 

１ 災害救助の実施体制の確保 

  〇 県と救助実施市は、災害救助法の規定に従い、災害救助基金の整備と運用を図るほか、災害救

助の実施体制の整備に努めます。              [くらし安全防災局ほか関係局] 

  〇 災害救助基金を活用した毛布を、二俣川に設置した災害救助用の倉庫のほか、県内複数個所に

分散備蓄し、災害時の円滑な供給に備えます。             [くらし安全防災局] 

 

２ 関係機関との連携確保 

  〇 市町村への支援を円滑に行うため、物資等の供給や輸送、保管等に関して、民間団体との協定

の充実を進めます。             [くらし安全防災局、環境農政局、産業労働局] 

〇 災害救助に係る連絡会議や、国や救助実施市、協定事業者が連携した研究会を通じて関係機関

の連携体制の一層の強化を図ります。     [くらし安全防災局、環境農政局、産業労働局] 

 

３ 災害救助の運用体制の充実 

  〇 資源配分連絡調整チームの円滑なオペレーションを確保するため、救助実施市や民間団体と連

携した訓練や研修の充実に努めます。     [くらし安全防災局、環境農政局、産業労働局] 

  〇 災害救助の事務手続きや、避難所や物資拠点の運営など、災害救助の実務に関する研修を実施

し、県や市町村職員の対応力強化を図ります。             [くらし安全防災局] 
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 資 料 

   地震編 ３－20－（１） 災害救助に係る神奈川県資源配分計画 

   地震編 ３－20－（２） 応急仮設住宅の供給に係る神奈川県資源配分計画 
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第３章 災害時の応急活動計画 

 

○ 風水害による被害を軽減するためには、近年の気象・水象予測精度の高度化を踏まえ、事前に住民

の避難誘導を行うなどの種々の措置を的確に行うことが重要です。特に、避難準備・高齢者等避難開

始の発令により、高齢者や障害者等、避難行動に時間を要する避難行動要支援者の迅速な避難や、風

水害による被害のおそれが高い区域の居住者等の自主的な避難を促進するなど、市町村があらかじめ

定めるマニュアル・計画に沿った避難支援を行うことが重要です。 

○ 風水害については、気象・水象情報の分析により災害の危険性をある程度予測することが可能なこ

とから、被害を軽減するためには、気象庁等からの警報等の情報の伝達、適切な避難誘導、災害を未

然に防止するための水防等の活動など、災害発生直前の対策が重要です。 

○ 災害が発生した場合、発災直後の応急対策活動を適切に実施するため、被害規模等の概括的な情報

をいち早く把握することが、その後の応急対策を効果的に実施するために不可欠です。 

  県では、様々な種類の通信手段を活用することはもちろんのこと、映像情報等を利用して被害の規

模や程度を推定し、その情報に基づき災害対策本部設置の判断をはじめ、国、市町村、防災関係機関

と協力して速やかに応急対策を進めます。 

○ また、県民や企業等が適切な行動をとるためには、災害に関する情報や交通情報等の情報が必要と

なります。そのため、県では、市町村や関係機関等と連携し、必要な情報の迅速な提供に努めます。 

○ なお、災害対策本部が設置された際には、職員の２割以上が出勤できない状況を一つの目安として、

同本部が神奈川県業務継続計画の発動を決定します。 

○ 応急対策活動の実施に当たっては、生命・身体の安全を守ることを最優先に、災害の拡大や再発と

いった二次災害の防止や救助・救急、消火及び医療救護活動を進めます。 

  特に、発災当初 72 時間は、救命・救急活動において極めて重要な時間帯であることを踏まえ、人

命救助及びこのために必要な活動に人的・物的資源を優先的に配分します。 

○ また、避難所の設置等の避難対策、食料、水、燃料等の確保対策等の生活支援対策を進めるととも

に、そのための条件としての交通確保対策を進めます。 

○  ライフラインの応急復旧活動、さらに被災地の社会的混乱や心理的動揺の防止に向けて、正確な情

報の提供や災害相談の実施等、時間的経過に沿った対策を進めます。 
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  第１節 災害発生直前の対策                                 

 風水害については、気象・水象情報の分析により災害の危険性をある程度予測することが可能なこと

から、被害を軽減するためには、市町村、関係機関、報道機関を通じての情報の伝達、適切な避難誘導、

災害を未然に防止するための活動等災害発生直前の対策が極めて重要です。その際、高齢者、障害者等

の要配慮者にも配慮するとともに県民にとってもわかりやすい情報伝達に努めます。また、避難勧告等

の発令基準に活用する防災気象情報を、警戒レベルとの関係が明確になるよう、５段階の警戒レベル相

当情報として区分し、住民の自発的な避難判断等を促します。 

 

１ 警戒及び注意の喚起 

(1) 横浜地方気象台は、県内及び沿岸の海域において気象、洪水、高潮等による災害及び被害の発生

するおそれのある場合に地域を分けて気象警報又は気象注意報を発表し、県民や防災関係機関の警

戒や注意を喚起します。また、24時間体制をとっている県くらし安全防災局では、直ちに防災行政

通信網を通じて、県及び市町村等の必要な機関に伝達します。 

 

○ 気象警報及び気象注意報 

１ 警報及び注意報の種類等 

    横浜地方気象台が発表する警報・注意報の種類及び運用の概要は、次のとおりです。 

    特別警報は、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合に発表します。警報は、気象等の現象

により、重大な災害が起こるおそれがある場合に発表します。また注意報は、気象等の現象により、

災害が起こるおそれがある場合に発表します。 

    特別警報の種類は、暴風、暴風雪、大雨、大雪、波浪及び高潮です。 

警報の種類は、暴風警報、暴風雪警報、大雨警報、大雪警報、波浪警報、洪水警報及び高潮警報で

す。 

  なお、大雨警報発表中において、大雨による土砂災害発生の危険度が高まったとき、市町村長が避

難勧告等を発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう県と横浜地方気象台が共同で土砂

災害警戒情報を発表しています。 

  注意報の種類は、強風注意報、風雪注意報、大雨注意報、大雪注意報、濃霧注意報、雷注意報、乾

燥注意報、着氷注意報、着雪注意報、霜注意報、低温注意報、波浪注意報、洪水注意報及び高潮注意

報等です。 

 

２ 警報・注意報の地域細分 

  一般の利用のための警報・注意報は、二次細分区域単位に発表します。（県の沿岸約 37㎞以内の海

域を含みます。） 

 

 一次細

分区域 

市町村等をま

とめた地域 

二次細分区域 

神奈川県 

 

東部 

横浜・川崎 横浜市、川崎市 

湘南 平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、座間市、 

綾瀬市、寒川町、大磯町、二宮町 

三浦半島 横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町 

西部 

相模原 相模原市 

県央 秦野市、厚木市、伊勢原市、愛川町、清川村 

足柄上 南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町 

西湘 小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町 
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[警報・注意報の地域細分図] 

 
 

 

３ 水防活動の利用に適合する警報及び注意報 

    暴風雨、大雨、洪水、高潮の現象により、重大な水害又は被害の発生するおそれがある場合に行う

ことになっている水防活動用の気象警報・注意報は、１の大雨警報・注意報の発表をもって代え、水

防活動用の洪水及び高潮に関する警報・注意報は、１の洪水及び高潮に関する警報・注意報の発表を

もって代えます。 

 

４ 多摩川・相模川・鶴見川・酒匂川洪水予報（水防活動用） 

    多摩川（万年橋から海までの区間）で洪水による被害の発生が予測される場合、国土交通省関東地

方整備局と気象庁予報部は、多摩川洪水予報として、洪水警報（氾濫警戒情報、氾濫危険情報、氾濫

発生情報）と洪水注意報（氾濫注意情報）を共同発表します。 

   相模川下流（神川橋から海までの区間）と鶴見川（第三京浜道路橋から海までの区間）については、

国土交通省京浜河川事務所と横浜地方気象台が相模川下流洪水予報及び鶴見川洪水予報として、両河

川に対する洪水警報（氾濫警戒情報、氾濫危険情報、氾濫発生情報）と洪水注意報（氾濫注意情報）

を共同発表します。 

   相模川中流（小倉橋から神川橋までの区間）については、県と横浜地方気象台が、相模川中流洪水

予報として、酒匂川（足柄橋から海までの区間）については、県と横浜地方気象台が酒匂川洪水予報

として、それぞれ、洪水警報（氾濫警戒情報、氾濫危険情報、氾濫発生情報）と洪水注意報（氾濫注

意情報）を共同発表します。 

    発表された洪水予報は、神奈川県水防計画等の定めるところにより、県河川課、国土交通省京浜河

川事務所及び横浜地方気象台は、それぞれ県内の防災機関等に伝達します。 

 

５ 土砂災害警戒情報 

  県及び横浜地方気象台は、大雨警報発表中において、大雨による土砂災害発生の危険度が高まった

とき、市町村長が避難勧告等を発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう共同で土砂災害

警戒情報を発表します。また、県は、避難勧告等の発令対象地域を特定するための参考情報として、

土砂災害警戒情報を補足する情報の提供に努めます。 

    土砂災害警戒情報の発表基準は、大雨警報発表中において、気象庁が作成する降雨予測に基づき、

あらかじめ定めた監視基準に達したときとします。 

土砂災害警戒情報の解除基準は、気象庁が作成する降雨予測に基づき、あらかじめ定めた監視基準

を下回り、かつ短時間で再び発表基準を超過しないと予想されるときとします。ただし、無降雨状態
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が長時間継続しているにもかかわらず基準を下回らない場合は、土壌雨量指数の下降状況や土砂災害

発生の情報等を鑑み、県と横浜地方気象台が協議のうえ解除します。 

地震や火山噴火等で現状の基準を見直す必要があると考えられた場合、県と横浜地方気象台は「神

奈川県土砂災害警戒情報に関する実施要領」に基づき、基準を取扱うものとします。 

  発表された土砂災害警戒情報は、大雨警報の伝達系統に準じて、横浜地方気象台から関係機関に伝

達します。市町村においては、市町村地域防災計画に土砂災害警戒情報について定めることとします。 

  土砂災害警戒情報の利用に当たっては、個別の災害発生箇所、時間、規模等を詳細に特定するもの

ではないこと、また、対象とする土砂災害は、技術的に予知・予測が可能な表層崩壊等のうち、土石

流や集中的に発生する急傾斜地の崩壊とし、深層崩壊や山体崩壊、地すべり等は対象としないという

ことに留意する必要があります。 

   

６ 地方海上警報 

    気象庁予報部は、船舶の航行の安全に資するため、県の沿岸を含む関東海域に対し地方海上警報を

発表します。 

   発表された地方海上警報は、第三管区海上保安本部から無線通信により関係船舶へ通報します。 
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[警報、注意報の伝達系統図] 
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 注:地域における防災気象情報の利用を促進し、気象災害による被害の防止、軽減により一層貢献す

るため、県を通じた情報伝達に加えて、県内の市町村や消防機関等にも提供しています。 

 

７ 気象情報 

    横浜地方気象台は、台風や大雨、大雪等の災害をもたらす気象現象が発生したとき、又は発生が予

想されるときは、必要に応じて県民や防災関係者に当該現象の状況や今後の見通し、及び防災上の注

意事項等をまとめ、気象情報として発表します。 

発表された情報は、気象台から警報・注意報に準じて関係機関に伝達します。 

(1) 全般気象情報、関東甲信地方気象情報、神奈川県気象情報 

全国を対象とする全般気象情報、全国を11に分けた地方予報区を対象とする「地方気象情報（関

東甲信地方気象情報）」、各都府県を対象とした「府県気象情報（神奈川県気象情報）」がありま

す。 

気象の予報等については、警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や警報・注意報が発表さ

れた後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表します。 

(2) 記録的短時間大雨情報 

     県内に大雨警報が発表されている時に、数年に１度程度しか発生しないような短時間の大雨が観

測あるいは解析された場合（運用基準は、１時間雨量が 100mm）には、「記録的短時間大雨情報」

を発表して県民や防災関係者に警戒を呼びかけます。 

  (3) 竜巻注意情報 

   積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風が発生しやすい気象状況になっ

たと判断された場合には、「竜巻注意情報」を発表して県民や防災関係者に注意を呼びかけます。 

   また、気象ドップラーレーダーによる観測などから、竜巻などの激しい突風の発生しやすい地域

の詳細な分布と、１時間先までの予報として、「竜巻発生確度ナウキャスト」を気象庁のホームペ

ージで提供します。 

 

８ 火災気象通報及び火災警報 

(1) 火災気象通報 

      横浜地方気象台は、県内の気象状況が火災の予防上危険であると認めたときは、次のいずれかの

基準により県災害対策課に通報します。 

    ア 実効湿度 55％以下で、最小湿度 35％以下になる見込みのとき 

凡例 

 

     法令（気象業務法等）による警報事項の通知系統 

     法令（気象業務法等）による県民への周知依頼 

     及び周知系統 

     地域防災計画、行政協定、その他による伝達系統 

     特別警報が発表された際に、通知もしくは周知の 

     措置が義務づけられている伝達経路 

 ◎   防災情報提供ｼｽﾃﾑ（専用線） 

 ●   防災情報提供ｼｽﾃﾑ（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）（注） 

 ▲   オンライン 

 ○   専用電話・ＦＡＸ 

 △   加入電話・ＦＡＸ 

 □   県防災行政通信網 

 ◇   市町村防災無線 

 ◆   自営無線等 

     法令により、気象官署から警報を受領する機関 
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    イ 毎秒 12 メートル以上の平均風速が予想されるとき（降雨、降雪時においては、通報を行わな

い場合がある。） 

       ただし、実効湿度及び最小湿度については横浜地方気象台の予想値とします。 

       県は、火災気象通報を市町村長に伝達します。 

(2) 火災警報 

      市町村長は、火災気象通報を受けたとき、又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めると

きは、火災警報を発することができます。 

 

 

(2) 市町村は、日頃から洪水等により浸水が想定される区域、大雨などにより土砂災害が発生するそ

それがある土地の区域等について、関係住民等に対し周知徹底を図り、降雨時等に混乱なく避難で

きるよう努めます。 

(3) 市町村は、風水害の発生のおそれがある場合には、河川管理者、水防団体等と連携を図りながら、

気象情報等に十分注意し、洪水等により浸水が想定される区域や土砂災害警戒区域等の警戒活動を

行います。その結果、危険と認められる場合には、住民に対して避難勧告等を発令するとともに、

適切な避難誘導を実施するよう努めます。特に、台風による大雨発生など事前に予測が可能な場合

においては、大雨発生が予測されてから災害のおそれがなくなるまで、住民に対して分かりやすく

適切に状況を伝達するよう努めます。 

(4) 市町村、放送事業者等は、伝達を受けた警報等を市町村防災行政無線等により、住民等への伝達

に努めます。なお、市町村は、大雨、暴風、高潮等の特別警報の伝達を受けた場合は、これを直ち

に住民等に伝達するものとします。 

(5) 県は、台風等により交通機関の運行停止があらかじめ見込まれる場合に、必要に応じて、県民や

企業等に対し、安全確保のための情報提供を行います。 

(6) 県は、洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水特別

警戒水位を定め、その水位に達したときは、水位又は流量を示し、その状況を直ちに県の水防計画

で定める水防管理者、量水標管理者及び関係市町村長に通知し、必要に応じ報道機関の協力を求め

て、一般に周知します。また、その他の河川についても、役場等の所在地に係る河川については、

雨量の情報を活用する等、河川の状況に応じた簡易な方法も用いて、市町村等へ河川水位等の情報

を提供するよう努めます。 

(7) 市町村は、市町村が管理する公共下水道等の排水施設等で雨水出水により相当な損害を生ずるお

それがあるものとして指定したものにおいて、雨水出水特別警戒水位を定め、その水位に到達した

ときは、水位を示し、その状況を直ちに県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知

し、必要に応じ報道機関の協力を求めて、一般に周知します。 

(8) 県は、高潮により相当な被害を生ずるおそれがあるものとして指定した海岸について、高潮特別

警戒水位を定め、その水位に到達したときは、水位を示し、その状況を直ちに県の水防計画で定め

る水防管理者、量水標管理者に通知し、必要に応じ報道機関の協力を求めて、一般に周知します。 

(9) 国及び県は、市町村長による洪水時における避難勧告等の発令に資するよう、市町村長へ河川の

状況や今後の見通し等を直接伝えるよう努めます。 

 

２ 避難勧告、避難指示（緊急）及び避難準備・高齢者等避難開始 

(1) 市町村長は、管轄区域内において危険が切迫し、必要があると認めるときには、その地域の居住

者等に対し立ち退きの指示又は勧告を行います。この場合、指定緊急避難場所その他の避難場所を

指示することができます。また、災害の想定等により必要に応じ、近隣の市町村の協力を得た上で、

指定緊急避難場所を近隣市町村内に設けます。これらの措置をとったときは、その旨を知事に報告

します。 

なお、居住者等に対して避難準備を呼びかけるとともに、高齢者、障害者等の要配慮者に対して、

その避難行動支援対策を行うことを考慮し、早めの段階で避難行動の開始を求める避難準備・高齢
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者等避難開始を発令することができます。 

(2) 市町村長は、火災の延焼が間近に迫ったり、延焼危険地域からの避難が適当と判断した場合は、

避難準備・高齢者等避難開始により、一般住民に対して避難の準備を呼びかけるとともに、避難行

動要支援者に対し安全な場所への立ち退きの開始を求めます。次に、避難勧告又は避難指示（緊急）

により、安全な場所への立ち退きの勧告又は指示を行います。 

(3) 水防本部長又は水防管理者は、洪水又は高潮等により著しい危険が切迫していると認めるときは、

必要と認める区域の居住者等に対し、ラジオ、信号又はその他の方法により立ち退き又はその準備

を指示します。また、その旨を遅滞なく水防本部長及び所轄警察署長に通知しなければなりません。 

     水防管理者は、関係者と協議のうえ、あらかじめ立ち退き計画を作成するとともにこれに伴う必

要な措置を講じるものとします。その主な内容は、次の事項を具備するものとします。 

   ア 避難場所及びその責任者並びに収容人員 

   イ  避難の経路及び誘導方法 

   ウ  避難場所への経路の標識及び照明設備 

   エ  給水、給食、休養等の設備 

(4) 市町村は、住民に対して避難勧告等を発令するに当たり、対象地域の適切な設定等に留意すると

ともに、避難勧告、避難指示（緊急）及び災害発生情報を夜間に発令する可能性がある場合には、

避難行動をとりやすい時間帯における避難準備・高齢者等避難開始の発令に努めます。 

(5) 市町村は、災害の状況に応じて避難勧告等を発令した上で、避難時の周囲の状況等により、「近

隣の安全な場所」への避難や、「屋内安全確保」といった適切な避難行動を住民がとれるように努

めます。 

(6) 市町村は、危険の切迫性に応じて避難勧告等の伝達文の内容を工夫すること、その対象者を明確

にすること、避難勧告等に対応する警戒レベルを明確にして対象者ごとに警戒レベルに対応したと

るべき避難行動がわかるように伝達することなどにより、住民の積極的な避難行動の喚起に努めま

す。 

(7) 住民への避難勧告等の伝達に当たっては、市町村防災行政無線を始め、Ｌアラート（災害情報共

有システム）、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む）、携帯電話（緊急速報メール機能を

含む）等のあらゆる伝達手段の複合的な活用を図り、対象地域の住民への迅速かつ的確な伝達に努

めます。 

(8) 県は、市町村がＬアラート（災害情報共有システム）を利用した情報発信を行えないときは、市

町村に代わって行います。 

 

３ 指定避難所の開設 

    市町村長は、災害の発生のおそれがある場合には、必要に応じ指定避難所を開設し、速やかに地域

住民に周知します。 

 

４ 災害未然防止活動 

(1) 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、随時、区域内の河川、海岸等を巡視し、水防上危険

であると認められる箇所があるときは、直ちに河川、海岸等の管理者に連絡して必要な措置を求め

ます。 

(2) 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、気象の悪化が予想されるときは、前記の監視及び警

戒をさらに厳重にし、事態に即応した措置を講じます。 

(3) 水防上重大な関係を有する三保ダム等８ダムについては、当該ダムについて定められた規則、規

程により操作します。 

(4) 水防管理者は、その区域内における農業用取水堰及び水閘門を把握し、その管理者に適切な操作

を行わせ、水災を未然に防止するよう措置するものとします。 

(5) 河川管理者、海岸管理者、農業用排水施設管理者及び下水道管理者等は、洪水、高潮、豪雨の発
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生が予想される場合には、ダム、堰、水門等の適切な操作を行うものとします。その操作に当たり、

これによって生じる危害を防止するため必要があると認められるときは、あらかじめ、関係市町村

長及び警察署長に通知するとともに、一般に周知させるために必要な措置をとるものとします。 

 

 

  資 料 

   風水害編 ２－３－１－(１) 地域気象観測所一覧表 

    〃   ２－３－１－(２) 気象業務法に基づく警報事項の通知 

    〃   ２－３－１－(３) 東日本電信電話㈱回線による警報の伝達系統図 

    〃   ２－３－１－(４) 地方海上警報の種別、海域及び伝達系統 
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  第２節 災害時情報の収集・伝達と災害対策本部等の設置                    

 風水害が発生し、又は発生するおそれがある場合、県、市町村及び防災関係機関は、被害情報及び関

係機関が実施する応急対策の活動情報を迅速に収集・連絡し、県、市町村及び防災関係機関は、被害情

報等の情報の収集・連絡を行い、その情報に基づき事態の推移に合わせた災害応急活動を行います。 

 

１ 警報の発表等に伴う配備体制 

(1) 県内に大雨（土砂災害、浸水害）、洪水、暴風、暴風雪、大雪、高潮警報若しくは特別警報のい

ずれかが横浜地方気象台より発表された場合、又はその他状況により必要がある場合には、県くら

し安全防災局では指定された職員が警戒体制等に入るとともに、被害情報等を収集し、その情報に

より災害応急対策を検討し、必要な措置を講じます。 

 

○ 県職員の配備体制 

１ 配備基準及び配備内容 

区分 配備体制 配備基準 配備内容 

災
害
対
策
本
部
が 

設
置
さ
れ
て
い
な
い
と
き 

警
戒
態
勢 

(1) 大雨（土砂災害、浸水害）、洪水、

暴風、暴風雪、大雪、高潮警報のい

ずれかが県下に発表されたとき。 

被害状況の把握に必要な人

員を配備する。 

第
１
次
応
急
体
制 

(1) 大雨（土砂災害、浸水害）、洪水、

暴風、暴風雪、大雪、高潮警報のい

ずれかが県下に発表され、災害が拡

大するおそれがあるとくらし安全

防災局長が判断したとき。 

(2) その他状況により必要があると

き。 

被害状況の把握及び連絡調

整に必要な人員を配備すると

ともに、事態の推移に伴い速や

かに人員を増員し、本部が設置

できる体制をとる。 

災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
と
き 

第
１
次
本
部
体
制 

(1) 大雨（土砂災害、浸水害）、 

洪水、暴風、暴風雪、大雪、高潮警

報のいずれかが県下に発表され、か

つ、大規模な災害が発生し、又は発

生するおそれがあるとき。 

(2) 大雨（土砂災害、浸水害）、 

暴風、暴風雪、大雪、高潮特別警報

のいずれかが県下に発表される見

込みがあるとき。 

(3) 大雨（土砂災害、浸水害）、 

暴風、暴風雪、大雪、高潮特別警報

のいずれかが県下に発表されたと

き。 

(4) その他状況により必要があ 

るとき。 

 被害状況の把握、連絡調整及

び応急対策業務に必要な人員

を全県的に配備する。 

第
２
次
本
部
体
制 

(1) 県下全域にわたり、大規模な災害

が発生したとき。 

(2) その他状況により必要があると

き。 

 被害状況の把握、連絡調整及

び応急対策業務に必要な人員

を、全県的かつ原則として職員

全員を配備する。 
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２ 職員の配備体制 

(1) 指定された職員は、配備基準に該当する災害が発生、又は発生するおそれがある場合、直ちに

配備体制につきます。 

(2) 災害対策本部長は、職員の配備内容を決定したときは、直ちに各局長及び各地域県政総合セン

ター所長等に通知します。 

(3) 各局長及び各地域県政総合センター所長等は、災害対策本部長が職員の災害対策本部配備内容

を決定したときは、あらかじめ定められた配備編成計画に基づく配備体制をとります。 

 

３ 配備人員 

    配備人員は、各局長及び各地域県政総合センター所長等が定める配備編成計画により、配備体制

別に定めます。 

 

４ 緊急参集等 

    職員は、勤務時間外、休日等において、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあることを

覚知したときは、配備編成計画に基づき、直ちに所属若しくはあらかじめ指定された場所に参集し

配備につきます。 

    ただし、職員は、災害の状況により所属又はあらかじめ指定された場所に参集できないときは、

次に掲げる県の機関に参集し、当該機関の長又は当該機関の長が指定する職員の指示に従い、その

業務を実施します。 

(1) 自己の業務に関連する最寄りの県の機関 

 (2) 県庁又は各地域県政総合センター 

 (3) 県総合防災センター 

 

 

 

(2) 市町村及び防災関係機関においても、各機関等が定める配備計画等に基づき配備体制をとるとと

もに、被害情報等を収集し、その情報により災害応急対策を検討し、必要な措置を決定します。 

 

２ 災害発生直後の被害情報の収集・連絡 

(1) 県、市町村等は、災害発生直後において、庁舎及びその周辺に関する概括的被害情報、ライフラ

イン被害の範囲等、被害の規模を推定するための関連情報の収集に当たります。 

(2) 知事が必要と認める場合は、現地に神奈川県広域災害時情報収集先遣隊を派遣し、情報収集を行

います。 

(3) 市町村は、人的被害の状況（行方不明者の数を含む）、建築物の被害状況及び火災、土砂災害等

の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに災害

情報管理システム等により県へ報告します。ただし、通信の途絶等により県に報告できない場合は、

消防庁へ報告します。特に、行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討等に必要な情報で

あるため、市町村は、住民登録の有無にかかわらず、当該市町村の区域（海上を含む）内で行方不

明となった者について、県警察等関係機関の協力に基づき、正確な情報の収集に努めるものとしま

す。また、行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが判明した場

合には、当該登録地の市町村又は県（外国人のうち、旅行者など住民登録の対象外の者は直接又は

必要に応じ外務省を通じて在京大使館等）に報告します。 

(4) 人的被害の数（死者・行方不明者数等）については、県が一元的に集約、調整を行います。その

際、県は、関係機関が把握している人的被害の数について積極的に収集し、一方、関係機関は県に

連絡するものとします。当該情報が得られた際は、県は、関係機関との連携のもと、整理・突合・

精査を行い、直ちに消防庁へ報告します。 

  また、県は、人的被害の数（死者・行方不明者数等）について広報を行う際には、関係機関と密

接に連携しながら適切に行います。 
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(5) 全国的な統一基準が策定されるまでの間、県は、災害発生時に、安否不明者・死者については、

氏名等の最小限の個人情報を原則速やかに公表します。 

(6) その他の防災関係機関においても各種の被害情報等を防災行政通信網により県へ連絡します。 

(7) 市町村その他防災関係機関は、あらかじめ用意する通信設備等が使用できない場合は、通信可能

な地域まで伝令を派遣する等、あらゆる手段をつくして報告するよう努めます。 

(8) 県は、市町村との情報の受伝達、災害応急対策の調整等のため、必要に応じて、市町村へ連絡員

を派遣します。 

(9) 県は、防災行政通信網により、市町村及び防災関係機関の配備体制の把握を行うとともに、災害

情報管理システム等による被害状況の収集・分析を行い、その結果を状況に応じて、知事、副知事

へ連絡し、その指示により災害対策本部設置のための準備を進めます。 

あわせて、「火災・災害等即報要領」等により、その結果を消防庁へ報告するとともに、必要に

応じ関係省庁及び関係地方公共団体に連絡します。 

(10) 市町村は、「火災・災害等即報要領」の規定に基づき、交通機関の火災等特に迅速に消防庁に報

告すべき火災・災害等を覚知した場合は、直ちに消防庁に報告し、併せて県にも報告します。 

(11) 市町村は、被害情報及び災害応急対策等を県に報告できない状況が生じた場合には、直接、内

閣総理大臣（消防庁経由）に報告します。 

 

○ 消防庁への報告先 

  被害状況等の報告に係る消防庁への連絡先は次のとおりです。 

 

  （ＮＴＴ回線） 電話 03－5253－7527（平日 9:30～18:15） 

             03－5253－7777（上記以外） 

          FAX  03－5253－7537（平日 9:30～18:15） 

             03－5253－7553（上記以外） 

  （消防防災無線）電話 7－90－49013（平日 9:30～18:15） 

             7－90－49101～2（上記以外） 

                  FAX  7－90－49033（平日 9:30～18:15） 

                     7－90－49036（上記以外） 

  （地域衛星通信ネットワーク） 

          電話 9－048－500－90－49013（平日 9:30～18:15） 

             9－048－500－90－49101～2（上記以外） 

          FAX  9－048－500－90－49033（平日 9:30～18:15） 

             9－048－500－90－49036（上記以外）            

○ 消防庁災害対策本部等連絡先 

     （ＮＴＴ回線） 電話 03－5253－7510（長官・参謀室） 

             FAX  03－5253－7553（宿直室） 

     （消防防災無線）電話 90－49101～49102 

             FAX  90－49036 

     （地域衛星通信ネットワーク） 

             電話 9－048－500－90－49101～49102 

             FAX  9－048－500－90－49036 

     （中央防災無線）5017（兼応急対策室） 5041（FAX） 

 

 

 

(12) 県警察は、被害規模の早期把握のための情報収集活動を行い、必要に応じて、ヘリコプターテ

レビ等による映像情報の収集を行うとともに、災害対策本部室に配信します。 

(13) 県は、横浜市及び川崎市の、ヘリコプターテレビや両市の高所監視カメラ等の映像情報の提供

を受け、被害情報を共有します。 
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(14) 県は、収集した災害発生直後の情報を消防庁に報告するとともに必要に応じて市町村、他の都

道府県及び関係省庁に連絡します。また、県警察は、被害に関する情報を把握し、警察庁に連絡

します。 

 (15) 市町村は、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を県に連絡します。また、県は、自ら実

施する応急対策の活動状況等を市町村に連絡します。 

 (16) 県及び公共機関は、必要に応じて指定行政機関を通じて官邸（内閣官房）及び内閣府に、応急

対策の活動状況、対策本部設置状況等を随時連絡し、国の非常災害対策本部等の設置後は、これ

を非常災害対策本部等に連絡します。 

 

３ 災害対策本部及び現地災害対策本部の設置 

(1) 災害対策本部の設置 

ア 知事は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施するため必要と

認めるときは、災害対策基本法第 23 条の規定に基づき、災害対策本部を県庁第二分庁舎６階の

災害対策本部室に設置します。 

なお、知事は、災害の拡大するおそれが解消し、災害応急対策が概ね完了したと認めるときは

災害対策本部を廃止します。 

イ 知事は、災害対策本部を設置した場合は、速やかに、内閣総理大臣（消防庁経由）及び消防庁

長官に報告をするとともに、次に掲げる者のうち必要と認める者に連絡します。 

・ 市町村長 

・  指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の長又は代表者   

・  陸上自衛隊東部方面混成団長、海上自衛隊横須賀地方総監及び海上自衛隊第４航空群司令 

      ・ 国土交通大臣 

      ・ 隣接都県知事等 

ウ 災害対策本部長に事故がある場合には、第１順位副知事がその職務を代行します。さらに、第

１順位副知事に事故があるときは、第２、第３順位副知事、統制部長（くらし安全防災局長）等

が順次その職務を代行します。 
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 ○ 災害対策本部 

①第１順位副知事
②第２順位副知事
③第３順位副知事
④統制部長
⑤政策局長
⑥総務局長
（以下略）

スポーツ部（スポーツ局）

本部長（知事） 政策部（政策局）

総務部（総務局）

副本部長（副知事） 国際文化観光部（国際文化観光局）

環境農政部（関東農政局）

統制部
福祉子どもみらい部（福祉子どもみらい局）

健康医療部（健康医療局）

産業労働部（産業労働局）
※ 災害活動中央基地

警察本部（警察本部）

各

班

県土整備部（県土整備局）
現地災害対策本部
（地域県政総合ｾﾝﾀｰ） 会計部（会計局）

企業部（企業局）

教育部（教育局）
（本部長の代行順位）

議会部（議会局）

人事委員会部（人事委員会事務局）
（くらし安全防災局長）

監査部（監査事務局）

労働委員会部（労働委員会事務局）

くらし安全防災局・総合

防災ｾﾝﾀｰ(※)・知事室

 

 

エ くらし安全防災局は統制部として被害状況、応急対策実施状況等の情報収集を行い、関係局に

またがる対策の調整を行います。 

オ 災害対策本部は、県庁第二分庁舎の災害対策本部室に設置しますが、被災等のため県庁舎での

活動が不可能となった場合には、県総合防災センターに災害対策本部を設置します。 

カ 県は、災害対策本部が設置された場合には、県総合防災センターに、災害活動中央基地を設置

し、市町村支援等の災害応急対策を実施します。 

(2) 現地災害対策本部等の設置 

ア 災害対策本部長は、災害応急対策を円滑に実施するため、必要と認める地域県政総合センター

に、災害対策本部の組織として、現地災害対策本部を設置します。 

なお、災害対策本部設置に至らない局地的災害で、応急対策上必要と認めるときは、地域県政

総合センターに現地対策本部を設置します。 

また、災害対策本部長は、当該地域において災害の拡大するおそれが解消し、災害応急対策が

概ね完了したと認めるときは、現地災害対策本部を廃止します。 

  イ 県は、災害対策本部を設置したときは、市町村の行う医療救護活動の総合調整と市町村の能力

を超えた場合の応援、補完を行うため、県庁内に保健医療調整本部を設置するとともに、災害救

援ボランティア活動への支援を行うため、かながわ県民活動サポートセンターに県災害救援ボラ

ンティア支援センターを設置します。 
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○ 現地災害対策本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 関係県職員の参集・配備 

 災害対策本部を設置した場合には、災害対策本部長は、直ちに各局長、地域県政総合センター所

長等に通知し、各局長等は、配備編成計画に基づき、職員を配備します。勤務時間外、休日等に災

害対策本部の設置を決定した場合には、各局長等は、あらかじめ定められた連絡体制により職員を

参集・配備させます。 

また、現地災害対策本部を設置した場合には、地域県政総合センター所長に通知します。現地災

害対策本部長は、同様に関係職員を参集・配備させます。 

 (4) 市町村の災害対策本部 

   市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、当該市町村域に係る災害応急対策

を実施するため必要と認めるときは、災害対策基本法第 23 条の２に基づき市町村災害対策本部を

設置します。 

 (5) 防災関係機関の災害対策組織 

   指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関は、災害が発生した場合、又は発生する

おそれがあり、必要があると認めたときは、その所管に係る災害応急対策を円滑に行うため、あら

かじめ定めた災害対策組織を設置します。 

 (6) 災害対策本部とその他災害対策組織との関係 

   災害対策本部長は、石油コンビナート等災害防止法に基づく石油コンビナート等防災本部と一体

となった災害対策本部組織の運用を図ります。 

   また、国の現地対策本部との合同会議等を通じて、情報の共有と状況認識の統一を図ります。 

４ 災害広報の実施 

  災害時には、被災地住民をはじめとした県民等に対して、正確な情報を迅速に提供することにより、

農政部（地域県政総合ｾﾝﾀｰ農政部） 

県税部（県税事務所） 

保健福祉部（保健福祉事務所等） 

土木部（土木事務所等） 

企業部（企業局水道営業所等） 

上記各部以外の構成機関の部 

警察部（警察署） 

現地災害対策本部長（県政総合ｾﾝﾀｰ所長） 

現地災害対策副本部長（県政総合ｾﾝﾀｰ副所長） 

現地災害対策本部事務局 総務部（地域県政総合ｾﾝﾀｰ総務部） 

企画調整部（地域県政総合ｾﾝﾀｰ企画調整部） 

環境部（地域県政総合ｾﾝﾀｰ環境部） 

教育部（教育局教育事務所等） 
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混乱の防止を図り、適切な判断による行動ができるようにする必要があります。 

  県、市町村及び防災関係機関は、速やかに広報部門を設置し、連携して適切かつ迅速な広報活動を

行います。なお、被災者のおかれている生活環境及び居住環境等は多様であることから、情報を提供

する際には、様々な媒体を活用するよう配慮します。特に、避難場所にいる被災者は情報を得る手段

が限られていることから、被災者生活支援に関する情報については紙媒体でも情報提供を行うなど、

適切に情報提供がなされるよう努めます。 

 (1) 県の広報 

  ア 広報の内容 

    県は、流言飛語による社会混乱の防止のため、被災状況・応急対策の実施状況、県民のとるべ

き措置等について積極的に広報します。 

    広報を必要とする内容は、概ね次のようなものが考えられますが、被災者等のニーズに応じた

多様な内容を提供します。 

   (ｱ) 被災状況と応急対策の状況 

   (ｲ) 避難の必要性の有無 

   (ｳ) 避難所の設置状況 

   (ｴ) 交通規制及び各種輸送機関の運行状況 

   (ｵ) 帰宅経路等に関する情報 

   (ｶ) ライフラインの状況 

   (ｷ) 医療機関の状況 

   (ｸ) 防疫活動の実施状況 

   (ｹ) 食料、生活必需物資の供給状況 

   (ｺ) 相談窓口の措置状況 

   (ｻ) 被災者生活支援に関する情報 

(ｼ) 県民・企業等が当面とるべき対応等 

   (ｽ) 流言飛語の防止に関すること 

   (ｾ) その他県民生活に必要なこと(二次災害防止情報を含む) 

  イ 広報の方法 

    県は、次により広報活動を行います。 

   (ｱ) 放送機関への要請 

     「災害時における放送要請に関する協定」に基づき、日本放送協会横浜放送局、㈱アール・

エフ・ラジオ日本、㈱テレビ神奈川、横浜エフエム放送㈱に対して、広報を要請します。 

    また、県民への災害対策本部設置の伝達、混乱防止のために、知事談話の放送を要請します。 

 

○ 要請の窓口 

放送機関名 県庁内線 加入電話及び担当窓口 

日本放送協会横浜放送局 

㈱アール・エフ・ラジオ日本 

㈱テレビ神奈川 

横浜エフエム放送㈱ 

８５７３ 

８５７４ 

８５７５ 

－ 

045－211－0737 放送部 

045－231－1531 総務部 

045－681－7242 報道部 

045－223－2585 ニュース室 

045－223－2562 マスター室（夜間） 

045－224－1004 制作２部     
 

    

(ｲ) 報道機関への要請 

     「災害時等における報道協力に関する協定」に基づき、テレビ局、ラジオ局、新聞社に広報

を要請します。 
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○ 協定締結先一覧（各横浜支（総）局・支社） 

  日本テレビ㈱、㈱東京放送、㈱フジテレビ、テレビ朝日㈱、㈱テレビ東京、㈱ニッポン

放送、朝日新聞社㈱、㈱毎日新聞社、㈱読売新聞社、㈱産業経済新聞社、㈱東京新聞社、

㈱日本経済新聞社、㈱日刊工業新聞社、㈱日本工業新聞社、㈳共同通信社、㈱時事通信社 

   (ｳ) 一般広報 

    a 記者発表、県の災害情報ホームページによる広報 

    b 市町村等の広報媒体を活用した広報 

    c 県広報車（放送設備のある車両）による広報 

    d 必要に応じたヘリコプターによる広報 

    e 県提供のテレビ、ラジオの広報番組を活用した広報 

    f 新聞紙面購入による広報 

    g ファクシミリ、上記以外のインターネット等による広報 

 (2) 市町村の広報 

   市町村は、所管区域内の防災関係機関と調整を図り、同報無線や広報車、協定を締結するケーブ

ルテレビやコミュニティＦＭ放送局、自主防災組織との連携等により、住民等に対して次の事項等

について広報します。 

  ア 災害の状況に関すること 

  イ 避難に関すること 

  ウ 応急対策の活動状況に関すること 

  エ その他住民生活に必要なこと 

 (3) 防災関係機関の広報 

   防災関係機関は、それぞれが定めた災害時の広報計画に基づき、住民、利用者に対して、交通に

関する情報やライフラインに関する情報、生活関連情報等それぞれの機関が所管する業務に応じた

広報を実施するとともに、特に必要があるときは、県、市町村及び報道機関に広報を要請します。 

 

５ 災害対策本部における災害応急活動の決定 

 (1) 災害発生直後（初動期） 

  ア 警戒体制等から移行して災害対策本部を設置した場合、災害情報管理システムにより収集した

被害情報及び国、県機関、市町村、県警察、消防、公共機関等から入手した情報等により、各種

災害応急対策を検討し、必要な措置を決定します。 

  イ 県警察及び横浜、川崎両市消防局のヘリコプターテレビあるいは両市の高所監視カメラ、県警

察からの映像情報や県機関、市町村からの概括的な被害情報等から被害状況を推定し、各種災害

応急対策の検討を行い、必要な措置を決定します。 

  ウ 災害対策本部は、通信の途絶等により市町村等からの情報の入手が困難な場合は、イの映像情

報や現地に派遣した職員からの情報等により被害状況を推定し、各種災害応急対策の検討を行い

必要な措置を決定します。この場合、「かながわ減災プロジェクト」やアマチュア無線による現

地情報の入手、県民、報道機関、企業、職員等からの情報の活用も視野に入れます 

 (2) 被害情報の収集等（被害情報収集期） 

  ア 現地災害対策本部、市町村、その他の防災関係機関は、災害対策本部に対して、各種の被害情

報等を災害情報管理システム、防災行政通信網等により報告します。 

  イ 現地災害対策本部は、必要に応じて職員を市町村へ派遣し、衛星携帯電話等を活用して必要な

情報の収集、伝達を行います。 

  ウ 市町村、その他の防災関係機関は、あらかじめ用意する通信設備等が使用できない場合は、通

信可能な地域まで伝令を派遣する等、あらゆる手段を尽くして報告するよう努めます。 

  エ 災害対策本部は、各種被害情報の分析を行い、本部員の現地派遣、緊急交通路及び緊急輸送道
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路等の確保、関係機関への応援要請等の応急対策の方針を決定し、現地災害対策本部、市町村及

び防災関係機関に連絡します。 

  オ 災害対策本部は、被害規模に関する情報等を消防防災無線により消防庁に報告するとともに、

必要に応じ関係省庁に連絡します。 

  カ 災害対策本部は、大規模な被害発生を確認し、緊急性、必要性が高いと認められるときは、中

央防災無線により内閣総理大臣官邸及び国の非常（緊急）災害対策本部に連絡します。 

  キ 国の非常（緊急）災害対策本部の現地災害対策本部が設置された場合には、県は、国の現地対

策本部と連絡調整を図りつつ、災害対策について支援、協力等を求めます。 

  ク 知事は、応急対策上必要があると認めるときには、指定行政機関、関係指定地方行政機関又は

関係指定公共機関（特定独立行政法人に限る。）の長に対し、当該職員の派遣を要請し、若しく

は内閣総理大臣に対し、指定行政機関又は指定地方行政機関の職員の派遣についてあっせんを求

めます。同様に、市町村は、必要があると認めるときには、関係指定地方行政機関又は関係指定

公共機関（特定独立行政法人に限る。）の長に対し、当該職員の派遣を要請します。 

  ケ 災害対策本部長は、応急対策上必要があると認めるときには、災害対策本部会議に防災関係機

関の職員の出席を求めます。 

  コ 災害対策本部長は、応急対策上必要があると認めるときには、自衛隊の連絡担当官の派遣を要

請します。 

 (3) 応急活動情報等の収集（応急活動情報の収集期） 

  ア 地域において逐次把握した具体的な被害の内容、応急対策の活動状況は、現地災害対策本部、

市町村、その他の防災関係機関から災害対策本部に報告されます。 

  イ 災害対策本部は、これらの情報をもとに必要な対策を検討し、自ら実施する応急対策を決定す

るとともに災害救助法の適用を検討します。 

  ウ 災害対策本部は、迅速かつ公平に物資等の配分、供給を行うため、資源配分連絡調整チームを

設置し、救助実施市や物資や輸送の関係団体、国の機関等に参集を依頼します。 

  エ 災害対策本部は、自ら実施する応急対策の活動状況を必要に応じて現地災害対策本部、市町村

及び防災関係機関に連絡します。 

  オ 災害対策本部は、国の防災関係機関に応急対策の活動状況を随時連絡します。 

 

６ 通信手段の確保 

  県及び市町村は、災害発生時において、災害情報の連絡通信手段を確保するために、各種の情報通

信手段の機能確認を行うとともに、障害が発生したときには、必要な要員を直ちに現場に配置して、

速やかな通信の復旧を図ります。 

  また、通信手段の確保について必要な措置を総務省に要請します。 

 (1) 災害時の通信連絡 

  ア 県、市町村及び防災関係機関が行う災害に関する予報、警報及び情報の伝達若しくは被害状況

の収集報告、その他応急対策に必要な指示、命令等は、原則として防災行政通信網及び災害情報

管理システムにより速やかに行います。 
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○ 県防災行政通信網の運用 

  １ 災害時の通信連絡 

    気象予警報並びに災害時における災害情報の伝達及び被害情報の収集、その他応急対策に必

要な指示、命令、応援要請等を県が行う際には、県主要機関、市町村及び防災関係機関に整備

した県防災行政通信網により行います。 

  ２ 県防災行政通信網の運用 

    県防災行政通信網の運用は、「神奈川県防災行政通信網の運用及び管理に関する要綱」や「神

奈川県防災行政通信網の運用及び管理に関する要領」により行いますが、通信の種類と手段は

次のとおりです。 

   (1) 通信の種類 

    ア 通信の区分 

     (ｱ) 緊急通信 台風その他緊急の事態が発生し、又は発生のおそれがあるときに行う緊急

を要する通信 

     (ｲ) 一般通信 緊急通信以外の通信 

    イ 通信の方法 

     (ｱ) 一斉通信 複数の通信局に対して同時に一方的に行う通信 

     (ｲ) 個別通信 個別の通信局間で行う通信 

   (2) 通信の手段 

    通信は、音声又はファクシミリにより行います。 

 

○ 災害情報管理システムの運用 

  １ 被害情報の収集・伝達 

    災害情報管理システムは、市町村や県の各機関等と災害対策本部室をオンラインネットワー

クで結び、災害発生時には、市町村等が把握した被害情報を、災害発生当初の速報からその後

の詳細な被害内容まで、リアルタイムで災害対策本部や他の防災関係機関で情報共有するため

のシステムです。 

    これらの情報は、コンピュータ処理により必要な形に加工でき、こうした情報に基づき災害

応急対策を検討し、必要な措置を決定します。 

  ２ 災害情報管理システムの運用 

    災害情報管理システムの運用は、「神奈川県災害情報管理システム運営要綱」により行いま

す。利用できる情報は次のとおりです。 

   (1) 防災基礎情報（病院等の施設、道路、河川等の基礎的な情報） 

   (2) 被害情報、被害復旧情報（道路被害・復旧、河川被害、学校被害等） 

   (3) 応援要請情報、応急措置情報(自衛隊派遣要請、緊急消防援助隊派遣要請、各機関の応急

措置) 

   (4) 災害状況資料（被害情報等を基に加工した災害状況資料） 

 

 

  イ 県は、災害時の県防災行政通信網の輻輳に対応するため、通信制限の措置を行う等により通信

の運用に支障のないよう努めます。 

  ウ 加入電話を使用する場合には、回線の状況によりＮＴＴ東日本が指定した災害時優先電話を利

用します。 

    また、通信の緊急度に応じ非常又は緊急通信として電気通信事業者や非常通信機関に通信を依

頼します。 

 

○ ＮＴＴ東日本の措置 

加入電話輻輳時の緊急通話の確保 

  災害が発生した場合、又は通信の著しい輻輳が発生した場合等においては、通信不能地域をなく

し、又は重要通信の確保を図るための措置を行います。 
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 (2) 各種通信施設の利用 

  ア 警察通信設備の優先利用 

    県は、加入電話及び県防災行政通信網が使用不能になり、他に通信手段がないときは、災害対

策基本法第 57 条の規定に基づく「警察通信設備の優先利用等に関する協定」により、警察通信

設備を優先的に利用します。 

  イ 非常通信の利用 

県、市町村及び防災関係機関は、加入電話及び防災行政通信網等が使用不能になったときは、

あらかじめ定める計画に基づき関東地方非常通信協議会の構成員の協力を得て、その所有する通

信施設を利用します。 

  ウ 通信施設所有者等の相互協力 

    通信施設の所有者又は管理者は、災害応急対策を円滑・迅速に実施するため、相互の連携を密

にし、被害を受けた通信施設が行う通信業務の代行等の相互協力を行います。 

  エ 放送機関への放送要請 

    県は、加入電話及び防災行政通信網が使用不能になったときは、災害対策基本法第 57 条の規

定に基づく「災害時における放送要請に関する協定」により、放送機関に対し連絡のための放送

を要請します。 

  オ 自衛隊への要請 

    県は、十分な通信手段の確保が困難になったときは、通信確保の措置を自衛隊に要請します。 

 

 

  資 料 

地震編  ４－１－(２) 神奈川県災害情報管理システム運営要綱、運用手順 

    〃   ４－１－(３) 地震情報等の受理伝達系統図 

    〃   ４－１－(４) 被害状況等の収集・報告内容及び報告系統図 

    〃   ４－１－(５) 神奈川県職員の配備体制別配備人員一覧表 

    〃   ４－１－(６) 気象庁震度階級関連解説表（抜粋） 

    〃   ４－１－(７) くらし安全防災局における警戒体制・応急体制及び気象情報等受伝達

体制要領 

    〃   ４－１－(８) 神奈川県災害対策本部条例 

    〃   ４－１－(９) 神奈川県災害対策本部要綱 

    〃   ４－１－(10) 神奈川県災害対策本部要綱及び神奈川県地震災害警戒本部要綱の運用について 

    〃   ４－１－(11) 火災・災害等即報要領 

    〃   ４－１－(12) 現地災害対策本部所管区域及び構成機関 

    〃   ４－１－(13) 災害時における放送要請に関する協定書 

    〃   ４－１－(15) 災害時等における報道協力に関する協定書 

    〃   ４－１－(16) 災害時の災害広報計画推移表 

    〃   ４－１－(17) 災害対策基本法に基づく警察通信設備の優先利用等に関する協定 

    〃   ４－１－(18) 神奈川県非常通信運用要領    

 

  参 考 

   地震編  ３－１－(１) 防災行政通信網構成機関及び回線系統図 

    〃   ３－１－(２) 神奈川県企業庁無線系統図 

    〃   ３－１－(３) 市町村防災行政無線整備状況一覧 

    〃   ３－１－(４) 神奈川県・横浜市・川崎市災害時映像情報相互提供システムの運用に関する覚書  
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  第３節 水防対策                                            

水防法第７条第１項の規定に基づき、県は水防事務の調整及びその円滑な実施のため、県水防協議会

に諮り、県水防計画を定めています。 

 

１ 県水防計画の目的 

    県水防計画は、洪水、内水（水防法第２条第１項に定める雨水出水のこと）、津波(注)又は高潮に際

し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減することを目的としています。 

 

２ 水防責任 

(1) 水防管理団体（市町村）の責任 

      水防管理団体は、その管轄区域内の水防が十分行われるよう、水防組織の確立、水防団・消防団

の整備、水防倉庫、資器材の整備、通信連絡系統の確立を行うとともに平常時における河川、海岸

等の巡視及び水防時における適正な水防活動を実施する責任があります。 

(2) 県の水防責任  

     水防事務の調整及び円滑な実施をはかるとともに、洪水予報の通知、水防警報の発表、水位到達

情報の周知、洪水予報河川及び水位周知河川における浸水想定区域の指定、水防に必要な勧告及び

助言、水防管理団体に援助するための水防倉庫及び資器材の整備確保を実施する責任があります。 

 

３ 県の水防組織 

    県の水防組織は、水防本部、水防支部及び２つのダム管理事務所で構成しており、水防本部は知事

を水防本部長として、総務班、指令班、ダム指令班、指導班及び災害対策本部連絡班の５班から構成

しています。 

    また、土木事務所等に水防支部を置き、各水防支部実施要領に基づき水防活動を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 津波対策について、神奈川県地域防災計画では、地震災害対策計画において必要な対策を定めています。 
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○ 県の水防組織 

（備考） 災害対策本部連絡班は、災害対策本部設置に至らない場合であっても、くらし安全防災局との連絡

調整に努めるものとする。 

     災害対策本部が設置された場合、水防本部は災害対策本部の県土整備部の組織として活動する。 
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４ 水防管理団体 

    水防管理団体及び指定水防管理団体は次のとおりです。 

(1) 水防管理団体 

      小田原市を除く 32市町村 

(2) 指定水防管理団体 

     小田原市（水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を知事が指定する。） 

(3) 水防管理団体の組織 

   ア 指定水防管理団体は、その区域内の水防が十分行われるよう各水防支部長と協議のうえ、組織

等の体制を定めて事務を処理します。 

   イ その他の水防管理団体は、指定水防管理団体に準じて、組織等を定めます。 

 

５ 監視警戒及び重要水防区域 

(1) 常時監視 

      水防管理者（市町村長）は、随時、区域内の河川、海岸等を巡視し、水防上危険であると認めら

れる箇所があるときは、直ちに河川、海岸等の管理者に連絡して、必要な措置を求めなければなり

ません。 

(2) 非常警戒 

     水防管理者（市町村長）は、気象の悪化が予想されるときは、区域内の河川、海岸等の監視及び

警戒をさらに厳重にし、事態に即応した措置を講じなければなりません。 

(3) 河川の重要水防区域及び箇所 

     県内の河川のうち、特に水防上警戒又は防御に重要性を有する区域及び箇所を重要水防区域とし

て定めています。 

     県内では、重要水防区域として 968 箇所、総延長 276.8km を指定しています。また、それぞれの

重要度に応じてＡ、Ｂ、要注意区間の３段階の区分を行っています。 

(4) 海岸の重要水防区域及び箇所 

     県内の海岸のうち、特に水防上警戒又は防御に重要性を有する区域及び箇所を重要水防区域とし

て定めています。 

     県内では、重要水防区域として 65 箇所、総延長 4,923m を指定しています。また、それぞれの重

要度に応じてＡ、Ｂ、要注意区間の３段階の区分を行っています。 

 

６ ダム・水閘門等及びその操作  

(1) 分水路・遊水地等の操作  

      水防支部の管理する鳩川分水路等の 15 分水路等については、当該分水路等について定められた

規則、要領等により操作します。 

(2) ダムの操作 

     水防上重大な関係を有する三保ダム等の 8 ダムについては、当該ダムについて定められた規則、

規程により操作します。 

(3) 農業用取水堰及び水閘門の操作 

    水防上重大な関係を有する寒川取水堰等の４取水堰等については、当該取水堰等について定めら

れた規程等により操作します。  

 

７ 通信連絡  

    県及び水防管理団体は、水防情報が迅速かつ確実に水防実施機関に届くよう、通信連絡施設等を整

備し「水防時における通信連絡基本系統図」を定めています。  
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８ 洪水予報等 

(1) 水防活動用の注意報、警報及び波浪警報の連絡 

      水防本部長及び水防支部長は、横浜地方気象台から水防活動用の注意報、警報及び 波浪注意報、

警報の通知を受けたときは、これを「水防時における通信連絡基本系統図」により通信連絡します。  

(2) 多摩川・相模川下流・鶴見川の洪水予報 

     水防本部長及び水防支部長は、国土交通省関東地方整備局と気象庁が共同で発表する多摩川や京

浜河川事務所と横浜地方気象台が共同で発表する相模川下流・鶴見川の洪水予報（洪水警報（氾濫

警戒情報、氾濫危険情報、氾濫発生情報）、洪水注意報（氾濫注意情報））を受けたときは、「水防

時における通信連絡基本系統図」により通信連絡します。 

(3) 相模川中流及び酒匂川の洪水予報 

     水防本部長及び水防支部長は、県と横浜地方気象台が共同して発表する相模川中流洪水予報、酒

匂川洪水予報を発表又は受けたときは、「水防時における通信連絡基本系統図」により通信連絡し

ます。 

 

９ 観測通報  

    各水防支部長は、その時の状況に応じて、雨量、水位等を水防管理者へ通報します。 

 

10 水防警報  

(1) 水防警報の発表者 

     国土交通大臣又は知事は、洪水又は高潮により水害を生ずるおそれのあると認めて認定した河川

等について、水防警報を発しなければなりません。 

   ア 国土交通大臣が行うもの（６河川） 

       多摩川、鶴見川、矢上川、早淵川、鳥山川、相模川 

   イ 知事が行うもの 

       108 河川、12 海岸(18地区海岸)、４港湾 

     ・水防本部長が行う河川 

    相模川本川(国管理区間を除く)、酒匂川本川、河内川（三保ダム上流部を除く）、中津川 

     ・水防支部長が行う河川 

 上記以外の河川 

(2) 水防警報の種類、内容及び発表基準 

      水防警報の種類、内容及び発表基準は次のとおりです。 
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種類 内    容 発 表 基 準 

待機 

１ 出水あるいは水位の再上昇が予想される場合に状況

に応じて直ちに水防機関が出動できるように待機する

必要がある旨を警告するもの。 

２ 水防機関の出動期間が長引くような場合に、出動人員

を減らしても差し支えないが、水防活動をやめることが

できない旨を警告するもの。 

 気象予警報等及び河川、海岸

等の状況により、特に必要と認

めるとき。 

 

準備 

 水防に関する情報連絡、水防資機材の整備、水閘門機能

等の点検、通信及び輸送の確保等に努めるとともに、水防

機関の出動の準備をさせる必要がある旨を警告するもの。 

 雨量、水位、流量その他の河

川、海岸等の状況により必要と

認めるとき。 

出動 

 水防機関が出動する必要がある旨を警告するもの。  洪水注意報により、氾濫注意

水位（警戒水位）を超えるおそ

れがあるとき。又は水位流量

等、その他河川、海岸等の状況

により必要と認めるとき。 

指示 

 水位、滞水時間その他水防活動上必要な状況を明示する

とともに、越水、漏水、法崩、亀裂その他河川、海岸等の

状況により警戒を必要とする事項を指摘して警告するも

の。 

 洪水警報等により、又は既に

氾濫注意水位（警戒水位）を超

え、災害のおこるおそれがある

とき。 

解除 

 水防活動を必要とする出水状況が解消した旨及び一連

の水防警報を解消する旨を通知するもの。 

 氾濫注意水位（警戒水位）以

下に下降したとき。又は氾濫注

意水位（警戒水位）以上であっ

ても水防作業を必要とする河

川、海岸等の状況が解消したと

認めるとき。 

 

11 水位情報の通知及び周知 

(1) 国土交通省が行う河川（３河川） 

    矢上川、早淵川、鳥山川 

(2) 知事が行う河川（82河川） 

     鶴見川、境川、引地川等 
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12 水防配備  

    県の水防本部及び支部の配備基準（神奈川県水防計画第 12章）は、次のとおりです。 

 

神奈川県水防計画 第 12章 水防配備基準 

県の水防体制 [水防本部・支部] 

配備区分 配備基準 
配備要員 

摘要 
本部 支部 

準備配備 

１ 大雨・洪水・高潮注意報が

発せられたとき。 

２ 多摩川・相模川下流・鶴見

川洪水予報（洪水注意報（氾

濫注意情報））を発表したと

き、または相模川中流・酒匂

川洪水予報（洪水注意報（氾

濫注意情報））を発表したと

き。 

３ 波浪警報が発せられたと

き。 

４ 津波注意報が発せられた

とき。 

班長１名 

班員２名 

 

計 ３名 

班長１名 

班員２名 

 

計 ３名 

１ 支部長（所長）は、注意報

が発令されたときは、情報連

絡要員として、職員を配備に

つかせるとともに本部に連

絡させるものとする。 

２ 指揮監及び支部長は情報

の判断により要員を増減す

ることができる。 

３ その他、状況により水防配

備が必要と支部長（所長）が

認めたときは、職員を配備に

つかせるとともに、本部に連

絡させるものとする。 

警戒配備 

１ 大雨･洪水・高潮警報が発

せられたとき。 

２ 多摩川・相模川下流・鶴見

川洪水予報（警報）が発せら

れたとき、または 

 相模川中流・酒匂川洪水予報

（警報）を発表したとき。 

３ 津波警報が発せられたと

き。 

班長１名 

班員５名 

 

計 ６名 
（注） 

班長１名 

班員５名 

 

計 ６名 

１ 支部長は、警報が発令され

たときは、警戒配備につくと

ともに、本部に連絡するもの

とする。 

２ 指揮監及び支部長は情報

の判断により要員を増減す

ることができる。 

３ その他、状況により水防配

備が必要と支部長が認めた

ときは、職員を配備につかせ

るとともに、本部に連絡させ

るものとする。 

第  １ 

非常配備 

１ 大雨・洪水・高潮警報が発

せられ被害が発生しはじめ

たとき。 

２ 大雨・高潮・波浪特別警報

が発せられたとき 

３ その他指揮監（県土整備局

長）が必要と認めたとき。 

班長１名 

班員10 名 

 

計 11 名 

所長１名 

副所長１

名 

部長１名 

課長２名 

課員 12名 

 

計  17 名 

 

１ 指揮監及び支部長は情報

の判断により要員を増減す

ることができる。 

 

第  ２ 

非常配備 

１ 被害が県下全域に及びは

じめたとき。 

２ その他指揮監（県土整備局

長）が必要と認めたとき。 

配  備 

要員全員 

全  員  

 

 

 

 
（注） 本部の警戒配備は警戒配備班の一班と準備配備班の一班をもってあて、順次交代する。 

（参考１） 災害対策本部連絡係は災害対策本部の設置と同時に配備につく。 

（参考２） 地震時は災害対策本部県土整備部編成計画に基づき配備につく。 
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13 ２以上の都県にわたる水防事務 

    県は同一水系の河川管理について万全を期すため、東京都、山梨県及び静岡県との間に水防事務に

関する協定を締結しています。 

 

14 地域防災計画と水防計画 

    地域防災計画は風水害や津波災害の発生に対する諸対策であるのに対して、水防計画は、洪水、内

水、津波又は高潮に際し、警戒防御することを目的として定めたものです。災害対策本部が設置され

ると水防本部は、災害対策本部の県土整備部の組織として活動するものです。 

 

 

  資 料 

   風水害編 ２－１－４    海岸・河川・港湾図 

    〃   ２－１－６－(１) 放流警報施設位置図（相模川） 

    〃   ２－１－６－(２) 放流警報施設位置図（酒匂川） 

    〃   ２－１－６－(３) 放流警報施設位置図（中津川） 

    〃   ２－１－６－(４) 水防時における通信連絡基本系統図 

    〃   ２－３－３－(１) 水位（潮位）観測テレメータ局位置図 

    〃   ２－３－３－(２) 雨量観測テレメータ局位置図 

    〃   ２－３－３－(３) 水防用資機材保有状況一覧表 
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  第４節 避難対策                                           

市町村は、災害発生後、人命の安全を第一に被災住民等の避難誘導を行うとともに、指定緊急避難場

所及び避難路や洪水等により浸水が想定される区域、土砂災害警戒区域等の所在、災害の概要、その他

避難に関する情報の提供に努めます。 

 県民は、指定緊急避難場所及び避難路を日頃から把握するとともに、避難の勧告又は指示が出された

場合には、直ちに安全に十分配慮しながら避難します。また、自主的に避難する場合は、特に安全に配

慮します。 

 

１ 災害発生情報、避難勧告、避難指示(緊急)及び避難準備・高齢者等避難開始 

  災害が発生し、又は発生するおそれがあり、人命の保護その他災害の防止等を図るため特に必要が

あると認められるときは、危険地域の居住者等に対し、次に掲げる者が避難実施のための必要な災害

発生情報、避難勧告、避難指示(緊急)及び避難準備・高齢者等避難開始の発令等の措置を行います。 

 (1) 市町村長の措置 

   市町村長は、管轄区域内において危険が切迫し、必要があると認めるときには、その地域の居住

者等に対し立ち退きの指示又は勧告を行います。この場合、指定緊急避難場所その他の避難場所を

指示することができます。また、災害の想定等により必要に応じ、近隣の市町村の協力を得た上で、

指定緊急避難場所を近隣市町村内に設けます。これらの措置をとったときは、その旨を知事に報告

します。 

   また、居住者等に対して避難準備を呼びかけるとともに、高齢者、障害者等の要配慮者に対して、

その避難行動支援対策を行うことを考慮し、早めの段階で避難行動の開始を求める避難準備・高齢

者等避難開始を発令します。堤防の決壊や急傾斜地の崩壊等の災害の発生を把握した場合は、可能

な範囲で「災害発生情報」を発令し、命を守る行動を促します。 

   なお、人命の保護又は危険を防止するため、特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、

応急対策に従事する者以外に対して、当該地区への立ち入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該

地域からの退去を命ずることができます。 

   災害対策本部の置かれる庁舎等において十分な状況把握が行えない場合は、勧告等を行うための

判断を風水害の被災地近傍の支所等において行うなど、適時適切な避難誘導に努めます。 

市町村は、避難勧告等の解除に当たっては、十分に安全性の確認に努めるものとします。 

 (2) 警察官等の措置 

   警察官又は海上保安官は、災害現場において市町村長が避難のため立ち退きを指示することがで

きないと認められる事態（連絡等のいとまがなく、これを行わなければ時機を失するような場合）、

又は市町村長から要求があったときは、立ち退きの指示及び警戒区域の設定をすることができます。

この場合、その旨を市町村長に速やかに通知します。 

   なお、警察官は、人命若しくは身体に危険を及ぼすおそれがある場合、その場に居合わせた者に

対して避難の措置を講じることができます。この場合、その旨を県公安委員会に報告します。 

 (3) 自衛官の措置 

   災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害の状況により特に急を要する場合で、警察官がそ

の場にいない場合に限り、避難等の措置を講じます。 

   また、市町村長（若しくはその委任を受けた吏員）又は市町村長からの要求により、市町村長の

職権を行うことのできる警察官、海上保安官がいない場合に限り、警戒区域を設定することができ

ます。これらの避難措置をとったときは、直ちにその旨を市町村長に通知します。 

 

 (4) 知事の措置 

   知事又はその命を受けた職員、若しくは水防管理者は、洪水、雨水出水、高潮又は地すべりによ

り、著しい危険が切迫していると認められるときは、必要と認める区域の居住者等に対し、避難の
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ための立ち退きを指示することができます。この場合は、当該区域を管轄する警察署長にその旨を

通知します。 

   また、市町村が事務の全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、避難勧告等の

発令、警戒区域の設定を市町村長に代わって行います。 

県、指定行政機関（国土交通省、気象庁等）、指定地方行政機関は、市町村から求めがあった場

合には、避難勧告等の対象地域、判断時期等について助言します。 

なお、県は、時機を失することなく避難勧告等が発令されるよう、市町村に積極的に助言するも

のとします。 

 

２ 避難の勧告又は指示の内容 

  市町村長等避難の勧告又は指示を実施する者は、原則として次の内容を明示して行います。その際、

危険の切迫性に応じて勧告等の伝達文の内容を工夫するなど、対象者ごとに警戒レベルに対応したと

るべき避難行動がわかるように伝達し、住民の積極的な避難行動の喚起に努めます。 

 ・ 警戒レベル 

・ 避難を要する理由 

 ・ 避難勧告又は指示の対象地域 

 ・ 避難先とその場所 

 ・ 避難経路 

 ・ 注意事項 
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３ 避難措置の周知等 

 (1) 関係機関への報告 

   避難の勧告又は指示を行った者は、次により必要な事項を報告（通知・連絡）します。 

 

   ・市町村長の措置 

 

 

 

   ・警察官又は海上保安官の措置 

   （災害対策基本法に基づく措置） 

 

 

 

 

   （警察官職務執行法に基づく措置） 

 

 

 

   （職権に基づく措置） 

 

 

 

 

 

   ・自衛官の措置 

   （自衛隊法に基づく措置） 

 

 

 

 

 

 

 (2) 県民への周知 

   県及び市町村は、自ら避難の勧告又は指示を行った場合、あるいは他機関からその旨の通知を受

けた場合は、同報無線や広報車等による災害広報により県民への周知を実施します。なお、避難の

必要がなくなったときも同様とします。 

市町村は、避難勧告等を行ったときは、防災行政無線等を通じて住民等に伝達するとともに、Ｌ

アラート（災害情報共有システム）を利用して情報を発信し、テレビ、ラジオ等を通じた住民への

迅速な周知に努めます。 

      県は、市町村がＬアラート（災害情報共有システム）を利用した情報発信を行えないときは、市

町村に代わって行います。 
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４ 指定避難所の開設 

  市町村は、被災者に対する救援措置を行うため、必要に応じて指定避難所を開設します。 

 (1) 指定避難所の開設場所 

   市町村は、あらかじめ施設の安全性を確認するなど、災害の態様に応じて安全適切な場所を選定

して指定避難所を開設します。ただし、緊急の場合は、自主防災組織等の判断により、避難所を

開設できるものとします。また、必要があれば、あらかじめ指定された施設以外の施設について

も、災害に対する安全性を確認のうえ、管理者の同意を得て避難所を開設します。 

   さらに、災害が長期にわたることが見込まれる場合には、要配慮者の生活環境を考慮して、介護

保険施設や障害者支援施設等の福祉避難所としての指定や、民間賃貸住宅、旅館・ホテル等を避難

所として借り上げる等、多様な避難所の確保に努めます。 

 (2) 避難所の周知 

   市町村は、避難所を開設した場合においては、速やかに地域住民に周知するとともに、県をはじ

め県警察、自衛隊、海上保安庁等関係機関に連絡します。 

 (3) 避難所の運営管理 

  ア 市町村は、県の避難所マニュアル策定指針を参考に、自主防災組織等地域住民の代表、施設管

理者及び市町村職員で構成する避難所運営委員会を設置し、避難所の円滑な運営管理を行います。

また、運営方針を決定する段階から、男女のニーズの違い、要配慮者等の多様な視点が反映でき

るよう、十分配慮します。避難所の運営管理に当たっては、被災者に対する給水、給食措置など

が円滑に実施できるよう努めるとともに、この際、避難所における情報の伝達、食料、水等の配

布、清掃等については、避難者、県民、自主防災組織、災害救援ボランティア等の協力が得られ

るよう努めるものとします。 

  イ 県は、市町村の要請に応じて被災者を一時入所させるため、あらかじめ指定された施設以外の

県立施設についても可能な範囲で提供するものとし、当該施設管理者は市町村が行う避難所の設

置、運営管理に協力します。 

  ウ 市町村は、各避難所の避難者に係る情報の早期把握及び避難所で生活せず食事のみ受け取りに

来ている被災者等に係る情報の把握に努め、県等に報告を行います。また、避難者の生活環境に

注意を払い、常に良好なものとするよう努めます。そのため、食事供与の状況、トイレの設置状

況等の把握に努め、必要な対策を講じます。 

また、避難所の生活環境については、プライバシーの確保状況、簡易ベッド等の活用状況、入

浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡

回の頻度、暑さ・寒さ対策やエコノミークラス症候群対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、

ごみ処理の状況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握を行い、必要な措置を講じる

よう努めます。また、妊産婦、母子等の要配慮者のためのスペースの確保に努めるとともに、巡

回警備等により、避難所の安全性の確保措置に努めます。 

さらに、ペット同行避難のルールを定め、飼い主が責任をもって飼育するための居場所確保や

ケージ等を用意するなどの具体的な対応がとれるよう努めます。 

  エ 市町村は、関係省庁等と連携し、在宅での避難や車中泊など、様々な事情から避難所に滞在す

ることができない被災者に対しても、職員や自治会の協力による巡回など、様々な手法で把握に

努め、食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、

正確な情報の伝達等により、生活環境の確保に努めます。 

  オ 市町村は、避難場所及び避難所内における混乱の防止、秩序保持等、被災者の収容及び救援対

策が安全適切に行われるよう措置します。 

  カ 市町村は、避難所において救援活動を行うボランティアの受入れについて、県災害救援ボラン

ティア支援センターやボランティア団体のネットワーク組織等と連携して対応します。 

  キ 市町村は、避難所のライフラインの復旧に時間を要すると見込まれる場合や道路の途絶による

孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に避難所を設置・維持することの適否を検討します。 
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  ク 市町村は、各避難所との連絡体制の確立に努めるとともに、個人情報に配慮しつつ、避難者の

リスト作成等を実施し、必要に応じ被災者の援護の基礎となる被災者台帳を作成します。なお、

避難者の中に、配偶者からの暴力、ストーカー行為、児童虐待等の被害を受け、加害者から追跡

されて危害を受けるおそれのある者等が含まれる場合は、その加害者等に居場所等が知られるこ

とのないよう、個人情報の管理を徹底します。また、避難生活が長期にわたる場合に備えて、国、

県の協力のもと、公営住宅や民間賃貸住宅などの空室情報を把握するほか、応急仮設住宅の建設

候補地をリストアップします。 

  ケ 市町村は、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等を踏まえ、必要に応じて、

旅館やホテル等への移動を避難者に促します。 

  コ 災害の規模等に鑑みて必要に応じ、避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅

の迅速な建設と、公営住宅、民間賃貸住宅などの活用により、避難所の早期解消に努めることを

基本とします。 

  サ 市町村は、避難所における避難者の避難生活が長期間に及ぶ場合には、空きスペースの状況を

勘案し、子どもの遊戯・学習部屋や避難者の交流スペースの確保に努めます。 

 

５ 避難路の通行確保と避難の誘導 

  市町村は、あらかじめ想定した避難路の安全確認を行うとともに、被災者が迅速かつ安全に避難で

きるよう、消防職員、警察官、その他の避難措置の実施者と相互に連携し、避難先への誘導に努めま

す。なお、その際は、避難措置の実施者の安全確保に留意します。 

また、県及び市町村は災害種別一般記号を使った避難場所標識の見方に関する周知に努めます。 

 

６ 帰宅困難者への対応 

 (1) 県及び市町村の対応 

  ア 県及び市町村は、「むやみに移動を開始しない」という基本原則の広報等により、一斉帰宅の

抑止を図るとともに、滞在場所の確保等の支援に努めます。滞在場所の運営に当たっては、男女

のニーズの違いや、要配慮者の多様なニーズに配慮した運営に努めます。 

  イ 市町村は、事前に指定した帰宅困難者用の一時滞在施設を迅速に開設し、円滑な管理運営を行

うとともに、帰宅困難者への開設状況の広報、県・鉄道事業者への情報伝達を行います。 

    また、帰宅困難者を施設へ誘導する際には、道路状況など安全の確保に特に留意します。 

  ウ 県は、市町村の要請等を受けて、施設管理者と調整のうえ駅周辺の県有施設を帰宅困難者用一

時滞在施設として開設し、帰宅困難者に対して飲料水等の提供をします。 

  エ 県は、帰宅困難者が発生した場合、市町村等と協力して一時滞在施設等に関する情報や鉄道等

の運行、復旧状況など、必要な情報提供等を行い帰宅困難者対策に努めます。 

    また、徒歩帰宅が困難な要配慮者の一時滞在施設内のスペース確保や輸送対策等に努めます。 

  オ 県は、協定を締結している事業者・団体等に対して、必要に応じて飲料水やトイレ等の施設の

提供について協力を求めます。 

(2) 企業・事業所等の対応 

  ア 企業・事業所は、発災時に災害関連の情報を収集し、適切な対応ができるよう組織内に的確に

伝達するよう努めます。また、「むやみに移動を開始しない」という基本原則のもと、施設の安

全が確認できた場合は、公共交通機関の運行情報等から施設利用者が安全に帰宅できることが確

認できるまでは、建物内に留めるよう努めます。特に施設内の要配慮者に対しては、その対応を

徹底します。 

  イ 旅館、ホテル等の宿泊施設及びデパート、ホール等の不特定多数の者が利用する施設の管理者

は、発災後の施設利用者の混乱を防止するため、自らの施設機能を十分活用するとともに、必要

に応じてあらかじめ定められた地域の指定避難所に誘導するものとします。 

  ウ 発災後において、ターミナル駅の乗降客及び駅周辺帰宅困難者の混乱を防止するため、鉄道機
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関等の関係各機関は、それぞれの機関の施設に加えて駅周辺の民間施設が有する機能を十分活用

するとともに、必要に応じて県及び市町村の情報伝達等に基づき地域の指定避難所等を案内する

ものとします。なお、要配慮者に対しては、十分な配慮を行い、対応するよう努めます。 

 

７ 広域避難 

  大規模な災害が発生し、市町村単独では住民の避難場所の確保が困難となった場合には、市町村は、

県内の他の市町村への住民の受入れについては当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村への

受入れについては、県に対し他の都道府県との協議を求めることができます。 

  県は、市町村から協議の要求があった場合は、他の都道府県と協議を行います。また、市町村の行

政機能が被災によって著しく低下した場合など、被災市町村からの要求を待ついとまがないと認めら

れるときは、市町村の要求を待たず、広域避難のための要求を当該市町村に代わって行います。 

  県は、被災者の保護のために必要な場合は、指定公共機関･指定地方公共機関（運送事業者等)に対

して、被災者の運送を要請又は指示します。 

 

８ 応急仮設住宅等 

 (1) 応急仮設住宅必要戸数の把握 

県及び市町村は、応急仮設住宅として利用可能な公営住宅、民間賃貸住宅などの戸数を関係団体

とも連携して調査します。あわせて、県は、家屋被害状況及び応急仮設住宅の必要戸数について市

町村ごとの状況を調査するとともに、全壊、全焼、流失等の建築物数、避難者数及びその分布等デ

ータを活用して、応急仮設住宅（建設型、民間賃貸住宅の借上げ型）の必要戸数と公営住宅、民間

賃貸住宅などの活用できる戸数を市町村別に把握します。 

 (2) 応急仮設住宅の提供 

   県は、災害救助法が適用され、応急仮設住宅（建設型及び民間賃貸住宅の借上げ型）を供給する

必要があるときは、市町村と密接な連携をとり、同法及び関係団体との協定に基づき実施します。 

   また、県は、改正災害救助法を踏まえ策定した「応急仮設住宅の供給に係る資源配分計画」に基

づき、救助実施市と協議のうえ、建設型応急仮設住宅の事前配分の適用を決定します。また、設置

計画を策定して、救助実施市とその他の市町村に資源配分を行います。 

 (3) 資機材の調達 

   県は、応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理に必要な資機材を関係団体との協定に基づき速や

かに調達します。 

   その上で、なお資機材が不足する場合には、海外からの調達を含めて全国の都道府県や関係省庁

（農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）にその調達について協力を要請します。 

 (4) 応急仮設住宅への入居者募集及び運営管理 

   市町村は、応急仮設住宅への入居者の募集について、県の協力のもとに行います。この際、要配

慮者優先の観点から、入居者の優先順位を設定して選考します。 

   応急仮設住宅の運営管理に当たっては、応急仮設住宅における安心・安全の確保、孤独死や引き

こもりなどを防止するためのこころのケア、入居者によるコミュニティの形成及び運営に努めると

ともに、女性の参画を推進し、女性をはじめとする生活者の意見を反映できるよう配慮します。ま

た、必要に応じて、応急仮設住宅におけるペットの受入れに配慮します。 

 (5) 公営住宅等への一時入居 

   県及び市町村並びに県住宅供給公社等は、被災者の一時入居のため、それぞれ管理する公営住宅

等の空家住宅を積極的に活用します。 

 (6) 民間賃貸住宅等の活用 

   民間賃貸住宅、企業住宅、保養所等の民間所有施設についても、避難者の一時入居のため、その

所有者等に建物の提供について協力を要請します。 

 (7) 住宅の応急修理 
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   災害救助法が適用されたときは、県は市町村と密接な連携をとり、自らの資力では住宅の応急修

理ができない者に対し、居室、炊事場、トイレ等の日常生活に必要最小限度の部分について応急修

理を行います。 

 

９ ペット対策 

  県は、「災害時動物救護マニュアル」に基づき、獣医師会及び動物愛護団体等と連携して動物救護

本部を設置し、被災した犬猫等の救護を行います。 

 

10 要配慮者への配慮 

 (1) 県及び市町村は、避難誘導、指定避難所での生活環境の確保、応急仮設住宅への入居に当たって

は要配慮者に十分配慮します。特に、要配慮者の指定避難所での健康状態の把握、福祉避難所の指

定、応急仮設住宅への優先入居、福祉仮設住宅の設置等に努めます。また、要配慮者に向けた情報

の提供についても十分配慮します。 

 (2) 市町村は、高齢者、障害者等に対して、必要に応じて社会福祉施設等の利用、ホームヘルパーの

派遣、車いす等の手配等を福祉事業者、ボランティア団体等の協力のもとに実施します。また、在

宅の避難行動要支援者の所在情報を把握し、迅速に避難ができるよう努めます。 

 (3) 市町村は、指定避難所の運営に当たって、高齢者、障害者等健康に不安のある避難者に対する身

体的ケアを実施するとともに、精神的、心理的な訴えにも的確に対応できるようメンタルケアの実

施に努めます。 

 (4) 県及び市町村は、避難誘導、情報提供、相談、避難所の運営等に当たって、外国人に十分配慮し

ます。 

 (5) 市町村及び施設管理者は、在宅又は施設利用の高齢者及び障害者の安否確認及び避難対策につい

て、地域の自主防災組織と協力して実施します。 

 

11 男女双方の視点に配慮した生活環境の確保 

 (1) 県及び市町村は、被災時の男女のニーズの違いを踏まえた男女双方の視点や参画に十分配慮し、

避難所における生活環境を常に良好なものとするよう努めます。 

 (2) 市町村は、県の「避難所マニュアル策定指針」を参考に、女性用のトイレや専用の物干し場、更

衣室、授乳室の設置及び設置場所の工夫、生理用品、女性用下着の女性による配布など、女性の生

活環境を良好に保つとともに、女性や子どもに対する暴力等を予防するための照明の設置などによ

り安全性を確保し、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営管理に努めます。 

 

 

  資 料 

   地震編  ４－３－(１) 災害時における応急仮設住宅建設等についての協定書 

    〃   ４－３－(２) 災害救助法適用時における民間賃貸住宅に係る空き家情報の提供等 

に関する協定書（（公社）全日本不動産協会神奈川県本部） 
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  第５節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動                         

河川、砂防、海岸、道路、下水道その他の所管公共土木施設が被災した場合や土砂災害が発生した場

合において、県民の安心、交通の確保、施設の増破、被害の拡大防止等を図るため必要があるときは、

仮道、仮橋、締切工、閉塞土砂等の除去、仮処理施設等の応急工事の迅速かつ重点的な施工又はその指

導を行う等、施設の被災状況に応じた適切な応急工事を早期に計画的に施工するものとします。 

二次災害による被害の拡大を防ぐための十分な応急対策を実施するために、災害発生時における十分

な施設の点検・現地調査を行い、被災状況等を十分に把握するものとします。 

 

１ 橋りょう被害対策活動 

被災橋りょうに係る仮橋の早期完成が必要な場合には、応急組立橋の活用により早期架橋を実施す

るものとします。 

 

２ 浸水被害対策活動 

河川や海岸等が被災し、流水や海水が浸水し大きな被害を与え、又はそのおそれがある場合には、

仮締切工事又は決壊防止工事等の緊急工事を実施するものとします。 

 

３ 土砂災害対策活動 

(1) 地盤のゆるみにより二次的な土砂災害の危険性が高まっている箇所について、その危険性に関し

て調査点検を実施するとともに、その結果に基づき計画的に土砂災害防止対策を行うものとします。 

(2) 地すべりなどの二次災害の危険性の有無について迅速・的確に判断を行い、被害の拡大や社会不

安の増大を防止するため、防災アドバイザー制度を活用するものとします。 

(3) 国は、天然ダムや火山噴火による土石流等大規模な土砂災害が急迫している場合に、また、県は

地すべりによる大規模な土砂災害が急迫している場合に、緊急調査を実施して、被害の想定される

土地の区域・時期に関する情報（土砂災害緊急情報）を住民への避難勧告等の判断に資するために、

市町村に通知するとともに、住民等への周知を行うものとします。 
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  第６節 救助・救急、消火及び医療救護活動                         

 災害発生後、県民一人ひとりが「自らの身は、自ら守る」、「失火防止に努める」とともに、被災者の

救出・救護、消火活動を行い、災害の拡大の防止に努めるものとします。 

 また、県、市町村及び防災関係機関が一体となって被災者の救助・救急、消火及び医療救護活動を行

います。なお、救助・救急、消火活動等を行う際には、安全確保に留意して活動を行うとともに、職員

等の惨事ストレス対策の実施に努めるものとします。 

 

１ 救助・救急、消火活動 

 (1) 県民及び自主防災組織の役割 

  ア 県民は、まず自身及び家族の身を守ることに最大限努め、かつ失火防止に努めます。 

  イ 県民及び自主防災組織は、近隣において救出・救護活動を行うとともに、発災時の初期段階で

消火活動を行い、救助・救急、消火活動を実施する各機関に協力します。 

 (2) 自衛消防隊の役割 

企業等の自衛消防隊は、発災時の初期活動として企業等内での救助・救急、消火活動を行うとと

もに、可能な限り救助・救急、消火活動を実施する各機関に協力します。  

 (3) 市町村による救助・救急、消火活動 

  ア 市町村は、事前に定めた災害時の警防計画等により消防活動を実施しますが、消防の投入に当

たっては、住宅密集地域、特殊火災危険区域を優先しつつ、火災の全体状況を把握しながら消火

活動を行い、最も効果的な運用を図ります。 

  イ 市町村は、被害情報を把握しながら被害の拡大防止を主眼に、地域の防災組織等と連携して救

助・救急活動を行います。特に、被災地域の医療機関等が被災した場合は、医師会など関係機関

の協力のもと広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）を活用して、広域的な救急活動を実

施します。 

 ウ 市町村は、災害発生時に傷病者の緊急度や重症度に応じた適切な処置や搬送を行うため、傷病

者の治療優先順位を決定するトリアージの手法について、救急業務計画に定めます。 

  エ 消防団は、地域防災の中核として、地域の自主防災組織と連携し、発災直後の初期消火や被災

者の救出・救護を行うとともに、常備消防を補佐し、各種消防活動を行います。 

  オ 市町村は、消防相互応援協定等に基づき、他の市町村に救助・救急、消火活動の応援要請をす

るとともに、必要に応じ、神奈川県内消防広域応援実施計画に基づく応援要請及び緊急消防援助

隊派遣要請などを行います。さらに、応援部隊の配置を迅速かつ円滑に実施し、被害の軽減に努

めます。なお、職員等の惨事ストレス対策として必要に応じて、消防庁等に精神科医等の専門家

の派遣を要請します。 

  カ 市町村は、大規模な災害のため自衛隊が派遣された場合、最重要防御地域等の優先順位を決め、

迅速に連絡します。 
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 (4) 救助・救急、消火活動への県の支援 

   知事は市町村長の要請又は自らの判断により、次の措置を行います。 

   ・ 神奈川県内消防広域応援実施計画に基づく神奈川県消防広域運用調整本部（略称：かながわ

消防）の設置及び神奈川県消防広域応援隊の編成 

   ・ 消防庁に対する緊急消防援助隊の派遣等の広域的応援要請 

   ・ 県公安委員会に対する警察庁又は他都道府県警察への援助要求の要請 

   ・ 自衛隊に対する救助・救急、消火活動の応援要請 

   ・ 在日米軍に対する救助・救急、消火活動の応援要請 

・ 日本赤十字社及び災害拠点病院等に対する救護班、ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ等による医療救護活

動の応援要請 

・ 国の非常（緊急）災害対策本部等と連携した、自衛隊の行う救助・救急、消火活動の円滑化

のための総合調整 

   ・ 国及び他都道府県への救助の応援要請 

 

２ 医療救護活動 

 (1) 医療機関による医療救護活動 

  ア 県は、神奈川県保健医療救護計画に基づき、保健医療調整本部を設置し、災害医療コーディネ

ーターや災害時小児周産期リエゾンから適宜助言・支援を受けながら、医療機関等の協力を得て

医療救護活動を行います。 

  イ 医療機関は、備蓄医療資材、医薬品等を活用し地域における医療救護活動に努めます。特に災

害拠点病院は中核的役割を果たします。また、（独）国立病院機構及び日本赤十字社神奈川支部

は、被災地内の国立病院機構病院、日赤病院等において医療救護活動を行います。 

  ウ 県は、原則として、被災市町村等からの要請に基づき、災害拠点病院等に対し救護班の派遣を

要請するとともに、神奈川ＤＭＡＴ指定病院、神奈川ＤＭＡＴ－Ｌ指定病院に対して神奈川ＤＭ

ＡＴ、神奈川ＤＭＡＴ－Ｌの派遣を要請します。 

  エ 県は、原則として、被災市町村等からの要請や統括ＤＰＡＴの判断に基づき、かながわＤＰＡ

Ｔの構成員である医療機関等にかながわＤＰＡＴの派遣を要請します。 

オ 県及び市町村は、水道施設が被災した場合、医療機関には優先的な給水活動を行います。 

  カ 県は、被災地の医療機関の応援要請情報や支援情報を広域災害・救急医療情報システム（ＥＭ

ＩＳ）により、リアルタイムに収集・交換することにより効果的な医療救護活動を確保し、必要

に応じ被災地域以外の医療機関等に協力を求めます。 

  キ 県及び市町村は、救急患者の搬送に際し、必要に応じ被災地域以外の医療機関等に協力を求め

ます。 

  ク 県は、国(自衛隊等)、隣接都県等と連携協力しながら、航空機等を活用して重篤患者の迅速な

広域医療搬送を確保します。 

  ケ 被災医療機関は、医療施設、医療設備の応急復旧を実施し、必要に応じ、ライフライン事業者

等に速やかな応急復旧を要請します。 

  コ 県及び市町村は、傷病者の搬送拠点におけるトリアージ及び救命措置等を行うために救護班及

び神奈川ＤＭＡＴを確保します。 

 (2) 救護所の設置 

  ア 市町村は、迅速な医療救護活動を実施するため救護所を設置し、自ら救護班を編成します。な

お、保健所を設置している市は、状況に応じ保健所に救護所を設置します。 

  イ 知事は、市町村長の要請に基づき、必要に応じ国の非常（緊急）災害対策本部等に対し、救護

班の派遣要請を行います。 
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○ 医療救護活動体制 

 １ 医療救護活動  

(1) 県 

ア 県は、風水害等の災害発生後、医療救護活動の必要性を迅速に判断し、県庁内に保健医療調

整本部を設置します。 

イ 県は、市町村等から医療救護に関する協力要請があったとき、又は医療救護を必要と認めた

ときは、災害拠点病院等から救護班を、特に災害発生直後においては神奈川ＤＭＡＴ指定病院、

神奈川ＤＭＡＴ－Ｌ指定病院から神奈川ＤＭＡＴ、神奈川ＤＭＡＴ－Ｌの派遣を要請するとと

もに、必要に応じて関係機関に協力を要請します。 

ウ 県は、被災市町村からの要請や統括ＤＰＡＴの判断により、かながわＤＰＡＴを派遣すると

ともに、必要に応じて関係機関等に協力を要請します。 

エ 救護班の業務内容 

(ｱ) 傷病者に対する応急措置 

(ｲ) 後方医療機関への転送の可否及び優先順位の決定（トリアージ） 

(ｳ) 転送困難な患者及び避難場所等における軽症患者に対する医療 

(ｴ) 助産 

(ｵ) 死亡の確認 

(ｶ) 遺体の検案 

オ 県は、災害後、被災地及び被災地周辺の病院、災害拠点病院、災害協力病院の被災状況を迅

速に把握し、その後の医療需要推定に即した対応に努めます。 

(2) 市町村 

ア 市町村は、自ら救護班を編成するとともに、必要に応じて郡市医師会等の協力を得て救護班

を編成し、災害の程度に即応した救護活動を行います。 

          また、市町村は、災害の程度により必要と認めたときは、県及びその他関係機関に協力を要

請します。 

     イ 市町村は、災害救助法が適用された後に医療救護の必要があると認めたときは、県に対し迅

速・的確な医療救護について要請を行います。 

(3) 指定地方行政機関等 

   ア 独立行政法人国立病院機構 

    (ｱ) （独）国立病院機構は、県の要請に基づき国立病院機構病院の救護班を派遣して救護活

動を行います。 

    (ｲ) 救護班の業務内容は、県の救護班と同様とします。 

   イ 独立行政法人神奈川県立病院機構 

    (ｱ) （地独）神奈川県立病院機構は、県の要請に基づき、その運営する県立病院の救護班を

派遣して救護活動を行います。 

    (ｲ) 救護班の業務内容は、県の救護班と同様とします。 

   ウ 県内の災害拠点病院 

    (ｱ) 県内の災害拠点病院は、県の要請に基づき、神奈川ＤＭＡＴ及び救護班を派遣して救護

活動を行います。 

    (ｲ) 救護班の業務内容は、「医療救助等委託契約書」の定めによるものとします。 

    (ｳ) 神奈川ＤＭＡＴの業務内容は、神奈川ＤＭＡＴ運営要綱によるものとします。 

   エ 神奈川ＤＭＡＴ指定病院、神奈川ＤＭＡＴ－Ｌ指定病院 

(ｱ) 神奈川ＤＭＡＴ指定病院は、県の要請に基づき、神奈川ＤＭＡＴ、神奈川ＤＭＡＴ－Ｌを

派遣してＤＭＡＴ活動を行います。 

(ｲ) 神奈川ＤＭＡＴ、神奈川ＤＭＡＴ－Ｌの業務内容は、神奈川ＤＭＡＴ運営要綱、神奈川Ｄ

ＭＡＴ－Ｌ運営要綱によるものとします。 
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 オ 日本赤十字社神奈川県支部 

    (ｱ) 日本赤十字社神奈川県支部は、県の要請に基づき救護班を派遣して救護活動を行うもの

とします。 

    (ｲ) 救護班の業務内容は、「医療救助等委託契約書」の定めによるものとします。 

    (ｳ) 近隣都県支部からの応援の業務等については、県支部と同様の取扱いとします。 

   カ 神奈川県医師会、神奈川県病院協会、神奈川県歯科医師会 

    (ｱ) 神奈川県医師会、神奈川県病院協会及び神奈川県歯科医師会は、県又は市町村からの協

力要請若しくは自らその必要を認めたときは、郡市医師会・地区病院協会等に救護活動を

要請します。 

    (ｲ) 救護班の業務内容は、県の救護班と同様とします。 

   キ 神奈川県薬剤師会 

神奈川県薬剤師会は、県、市町村又は医師会等から協力要請があった場合には、各地域薬

剤師会に要請し、救護活動に必要な医薬品等の確保に努めます。 

   ク 神奈川県看護協会 

     神奈川県看護協会は、県又は市町村から医療救護活動に必要な看護の協力要請があった場

合には、救護班の一員として、看護の実施に努めます。 

  (4) 重症者等の搬送方法 

   ア 重症者等の後方医療機関への搬送は、原則として地元消防機関で実施します。 

     ただし、消防機関の救急車両が確保できない場合は、県、市町村及び救護班等で確保した

車両により搬送します。 

   イ 道路の破損等の場合又は遠隔地への搬送については、自衛隊等のヘリコプター等により実

施します。 

   ウ 傷病者等が多数発生する場合は、海上自衛隊厚木航空基地を航空搬送拠点として確保し、

県外への医療搬送拠点となる航空医療搬送拠点臨時医療施設（Staging Care Unit 略してＳ

ＣＵ）を設置します。ＳＣＵの設置後、県は医療機関等とも連携し、航空機等による傷病者

の医療搬送を行います。 

 

 ２ 医薬品等の確保 

  (1) 市町村 

    市町村は、救護活動に必要な医薬品等については、備蓄医薬品等の活用及び調達計画に基づ

き調達しますが、不足が生じる時は、県に応援を要請します。 

  (2) 県 

   ア 県は、市町村等から医薬品等の確保について応援要請を受けたときは、「医薬品等の供給に

関する協定書」に基づき調達します。 

   イ 県は、災害時に速やかに医薬品等の取扱業者の被害状況を把握するとともに、関係機関との

連携を図り医薬品等の調達に努めます。 
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［医薬品等調達系統］ 

 

 

 ３ 血液製剤の確保 

   県は、災害時に速やかに県内血液センター施設等の被災状況を把握するとともに、日本赤十字

社神奈川県支部を中心として、状況に応じた血液製剤の確保を図るため次のことを行います。 

  (1) 被害の軽微な地域に採血車の出動を要請し、県民からの献血を受けます。 

  (2) 近隣の都県及び日本赤十字社都県支部に応援を依頼し、県外からの血液製剤の円滑な導入を

図ります。 

  (3) 血液製剤輸送にヘリコプターを必要とする場合には、自衛隊、消防機関等に対し派遣を 

   要請します。 
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［血液製剤確保の体制］ 

 
 

 ４ 広域的救護活動の調整 

   県は、災害時における医療救護活動が医師等の不足、医薬品等の不足により円滑に実施できな

い場合、県内他地域又は県外からの応援など広域的な調整を図り、医師等の確保及び医薬品等の

調達に努めます。 

 

 

 

 

  資 料 

   地震編  ４－２－(１) 神奈川県下消防相互応援協定 

    〃   ４－２－(２) 神奈川県下消防相互応援協定に基づく航空機特別応援実施要領 

    〃   ４－２－(３) 東京湾消防相互応援協定書 

    〃   ４－２－(４) 神奈川県消防広域応援体制に係る航空機応援実施要領 
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  第７節 保健衛生、防疫、遺体対策等に関する活動                        

被災者の健康保持のため、県及び市町村は必要な活動を行うとともに、地域の衛生状態にも十分配慮

します。 

 

１ 保健衛生 

 (1) 市町村は、被災地、特に避難所においては、生活環境の激変に伴い、被災者が心身の健康に不調

を来す可能性が高いため、常に良好な衛生状態を保つように努めます。また、必要に応じて健康相

談等を行い、エコノミークラス症候群等への対応を周知するとともに、救護所等の設置やこころの

ケアを含めた対策を行います。 

 (2) 市町村は、避難所の生活環境を確保するため、必要に応じて仮設トイレを早期に設置するととも

に、被災地の衛生状態の保持のため、清掃、し尿処理、生活ごみの収集処理等についても必要な措

置を講じます。また、入浴可能な公衆浴場等についての情報提供に努めます。 

 (3) 県は、広域的立場から市町村の対策に対して必要な助言を行うとともに、その実施について支援

します。 

 (4) 県及び市町村は、災害による被災者のこころのケアを行うために、かながわＤＰＡＴや医療、保

健及び福祉関係者等の協力を得て、時期や状況に応じた必要な措置を講じます。また、非被災地域

からこころのケアの専門職からなるチームが派遣される場合は、派遣に係る調整や活動場所の確保

等を図ります。 

さらには、被災者のみならず災害救援スタッフのメンタルヘルスの維持に努めます。 

 

２ 防疫対策 

 (1) 災害に伴う家屋及びその周辺の清掃は各個人が行うことを原則とし、市町村長は、被災地の状況

に応じて的確な指導あるいは指示を行います。 

 (2) 県は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染症法」という。）

第６条に規定された感染症について、一類感染症（エボラ出血熱、ペスト等）、二類感染症（中東

呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）、急性灰白髄炎等）又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止す

るため、必要があるときは、当該者を感染症指定医療機関等に入院させるべきことを勧告等すると

ともに、患者を医療機関に移送します。また、三類感染症（コレラ、細菌性赤痢等）のまん延を防

止するため必要があるときは、当該患者及び無症状病原体保有者に対し就業制限を命じるほか、当

該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、医師の健康診断の受診につい

て勧告等を実施します。 

 (3) 県は市町村に対し次の指示を行い、市町村はその指示に基づき防疫対策を実施します。 

  ・ 感染症予防上必要と認めた場合の清掃方法及び消毒方法 

  ・ ねずみ族、昆虫の駆除 

  ・ 予防接種の指示 

  ・ 厚生労働省の承認を得たうえでの予防内服薬の投与 

 (4) 県及び保健所設置市は、災害に即応した防疫対策に基づき、災害地域所轄の保健所と密接な連絡

をとり、実情に即した防疫活動の推進を図ります。所轄保健所は、被災地等において積極的疫学調

査を行い、その結果必要があれば健康診断を行います。 

 (5) 県は、被災市町村に対し、必要に応じて薬品、器具等の調達をあっせんします。 
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○ 防疫実施の方法 

 １ 防疫体制の確立 

   県及び市町村は、被災地域又は被災状況等を迅速に把握するとともに、関係機関と密接に連携

して対処方針を定めて、防疫体制の具体的な確立を図ります。 

 

 ２ 感染症指定医療機関の確認 

   県は、災害の発生による感染症患者、又は保菌者等の多発に備え、被災地域の感染症指定医療

機関の収容力の把握に努めるとともに、患者移送に関して迅速かつ適切な指示体制の整備を図り

ます。 

 

 ３ 治療勧告及び入院措置 

   県は、感染症患者が発生した場合には、感染症法に基づき、当該患者に対して感染症指定医療

機関において治療するよう勧告するとともに、感染症発生場所及びその周辺地区等の消毒を実施

するよう市町村に指示します。 

 

 ４ 就業制限 

   県は、感染症患者等が発生した場合には、感染症法に基づき、当該者に対して、感染症を公衆

にまん延させるおそれがあるとして政令で定められている業務に従事することを制限します。 

 

 ５ 感染症発生状況及び防疫活動の周知 

   感染症が発生した場合、県又は市町村は、その発生状況及びその防疫活動等につき速やかに広

報活動を実施します。 

 

 ６ 積極的疫学調査 

  (1) 県は、災害に即応した防疫対策に基づき、災害地域所轄の保健所と緊密な連絡をとり、実情

に即した防疫活動の推進を図ります。 

  (2) 所轄保健所は、災害の規模に応じて 1班あるいは数班の疫学調査班を設け、被災地並びに避

難所等における疫学調査を行います。調査の結果必要があるときは、健康診断を実施します。 

  (3) 疫学調査班は保健師等をもって編成し、調査に当たっては調査班の稼働能力を考慮のうえ、

緊急度に応じて計画的に実施します。 

  (4) 所轄保健所のみで班の編成が困難な場合は、被災地外の保健所の協力により班を編成します。 

 

 ７ 清潔方法及び消毒方法の指示 

   県は、感染症予防上必要と認めた場合、市町村に対し、清潔方法及び消毒方法の指示をします。 

  (1) 清潔方法 

   ア 市町村は、清潔方法の実施に当たっては、管内における道路溝渠、公園等公共の場所を中

心に行います。 

   イ 災害に伴う家屋並びにその周辺の清掃は、各個人が行うことを原則とし、被災地の状況に

応じ、市町村は的確な指導あるいは指示を行います。 

   ウ 市町村は、収集したごみ、汚泥、その他の汚物の焼却埋没等、衛生的に適切な処分をしま

す。この場合、できる限りし尿浄化槽又は下水道終末処理場の処理施設を利用する等の方法

により、不衛生にならないようにします。 

  (2) 消毒方法 

   ア 市町村は、消毒方法の実施に当たっては、法令の定めるところに従って行います。 

   イ 消毒の実施に当たっては、速やかに消毒薬剤等の手持量を確認のうえ、不足分を補い便宜

の場所に配置します。 

 

 ８ ねずみ族、昆虫の駆除 

  (1) 県は、必要と認めた場合には、法令の定めるところにより、ねずみ族、昆虫の駆除について、

その実施を市町村に指示します。 

  (2) 県及び市町村は、ねずみ族、昆虫の駆除の実施に当たっては、器材及び薬剤の現状確認を速

やかに行うとともに、不足器材等の調達に万全を図ります。 
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 ９ 予防接種の実施 

  (1) 県は、感染症予防上必要と認められたときは、予防接種法第６条の規定による臨時の予防接

種を市町村に対し指示します。 

  (2) 市町村は、県の指示に従い臨時の予防接種を実施する場合は、ワクチンの確保などを迅速に

行い、時機を失しないように措置します。 

 

 

３ 遺体対策等 

  市町村は、遺体対策については、適切な対応をとるため、神奈川県広域火葬計画に定める「遺体の

取扱いに対する心得及び遺体適正処理ガイドライン」に沿った棺の調達、遺体の搬送の手配、遺体の

保存のために必要な物資の調達等を実施するとともに、その衛生状態に配慮します。 

  また、必要に応じて、神奈川県広域火葬計画に沿って県内及び県外の市町村の協力を得て、広域的

な火葬の実施に努めます。県は、これらが円滑に遂行できるよう協力します。 

 

○ 遺体対策 

 １ 広報 

   市町村及び被災地を管轄する警察署は、災害現場から遺体を発見した者が、直ちに被災地を管

轄する警察署又は直近の警察官にその旨を通報するよう広報を徹底します。 

 

 ２ 通報 

   市町村は、遺体を取り扱った場合には被災地を管轄する警察署に通報します。 

 

 ３ 検視、調査等 

   被災地を管轄する警察署は、遺体の検視、調査等を行います。 

 

 ４ 検案 

   遺体の検案は、法医学専門医、警察協力医、医療救護班又は応援協力により出動した医師が行

います。なお、検案後、市町村は必要に応じて遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置を行います。 

 

 ５ 遺体の収容 

   市町村は、被災地を管轄する警察署と協議し、あらかじめ適当と認められる公共施設のうち、

遺体の検視、検案及び遺族などへの引渡し等、実施のための施設を選定のうえ、遺体収容・安置

施設として指定し、災害時には直ちに開設します。市町村は捜索により収容された遺体を遺体収

容・安置施設へ搬送します。 

 

 ６ 身元確認、身元引受人の発見 

   市町村は、被災地を管轄する警察署、地元自治会・町内会等の協力を得て、遺体の身元確認と

身元引受人の発見に努めます。 

 

 ７ 遺体の引渡し 

   被災地を管轄する警察署は、検視、調査等及び医師による検案が終了し、身元が明らかになっ

た遺体を遺族又は関係者に引き渡し、身元が確認できない遺体を市町村に引き渡します。 

   この際、市町村と被災地を管轄する警察署は、遺体引き渡し作業を協力して行います。 

 

 ８ 身元不明遺体の対応 

   市町村は、身元の確認ができず警察から引き渡された遺体については、「墓地、埋葬等に関す

る法律」及び「行旅病人及び行旅死亡人取扱法」に基づき埋葬又は火葬を行います。 
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  資 料 

   地震編  ４－４－(１) 神奈川県広域火葬計画 

    〃   ４－４－(２) 多数遺体収容施設一覧表 

 

参 考 

   地震編  ３－９－(３) 防疫用備品配置状況一覧表 

    〃   ３－９－(４) 第一種及び第二種感染症指定医療機関 
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  第８節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給活動                        

県民の非常用備蓄等にもかかわらず、災害の規模により食料等（飲料水、生活用水、食料及び生活必

需物資等）の不足が生じた場合、市町村は、備蓄物資の活用、各種協定等による物資の調達、支援物資

の活用さらには広域的な支援を受け、被災者に早期に必要な食料等を供給します。 

被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物資の調達に留

意するものとします。また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情

を考慮するとともに、要配慮者等のニーズや男女のニーズの違いに配慮します。 

 なお、被災者の中でも、交通及び通信の途絶により孤立状態にある被災者に対しては、孤立状態の解

消に努めるとともに、食料、飲料水及び生活必需物資等の円滑な供給に十分配慮します。 

 また、避難所以外で避難所生活を送る方や、応急仮設住宅として提供される賃貸住宅への避難者、所

在が把握できる広域避難者に対しても、物資等が提供されるよう努めます。 

 

１ 飲料水及び生活用水の確保・供給 

 (1) 給水方針 

   県及び市町村は、災害発生時に飲料水を得られない者に対して、１人１日３ℓ の応急給水を行い

ます。 

 (2) 飲料水の確保 

  ア 県は、水道事業者等に対して、飲料水の確保を指示します。 

  イ 市町村は、水道事業者に要請して飲料水の確保を行うとともに、自ら湧水、井戸水、河川水等

を浄化処理して飲料水を確保します。 

  ウ 水道事業者は、応急給水用飲料水及び水道施設の確認に努めます。 

 (3) 飲料水の供給活動 

  ア 応急給水 

   (ｱ) 市町村は、給水班を組織し、県及び市町村の水道事業者が確保した飲料水のほか、非常用飲

料水貯水槽、鋼板プールの水、井戸水等を活用して応急給水を実施します。特に医療機関への

速やかな給水を優先的に配慮します。また、市町村は、給水が困難な場合は、県に対して支援

を要請します。 

   (ｲ) 県は、市町村の水道事業者の応急給水についての指示及び連絡調整を行うとともに、応急給

水用飲料水の衛生指導を行います。 

飲料水の確保が困難な場合は、必要に応じて、災害時、震災時の相互応援に関する協定を締

結している九都県市、関東地方知事会若しくは厚生労働省又は国の非常（緊急）災害対策本部

等に支援等を要請するとともに、自衛隊に給水等の要請を行います。 

   (ｳ) 県営水道は、応急飲料水の確保に努め、災害用指定配水池における応急給水を支援するとと

もに、県営水道給水区域内の市町と災害時の応急給水に関する訓練などを定期的に実施し、連

携の強化を図ります。 

     また、給水区域内の市町からの要請に基づき、他の都県市水道事業者に支援要請を行います。 

  イ 応急復旧 

水道事業者は、被災者の生活に欠かすことのできない水道施設を復旧し、一日も早く給水装置

を通じて給水できるようにします。また、必要に応じて他の水道事業者等に応援要請を行います。 

 (4) 応急飲料水以外の生活用水の供給 

   県及び市町村は、飲料水以外の生活用水等についても、必要最小限の範囲で確保及び供給に努め

ます。 
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２ 食料の調達・供給 

 (1) 供給方針 

   市町村は、備蓄食料等を活用するとともに、主要食料及び副食・調味料等を調達し、被災者等に

対して供給します。 

 (2) 食料の調達・供給活動 

  ア 市町村の対策 

   (ｱ) 備蓄食料等を活用した食料品等の提供に努めるとともに、不足した場合には、調達計画に基

づき地区内小売業者等から調達した食料及び広域応援協定等により調達した食料や、全国から

の支援物資等を被災者に供給し、又は応急給食を実施します。 

   (ｲ) 必要な食料品等の調達が困難な場合は、県に対して支援を要請します。 

     ただし、政府所有米については、交通・通信の断絶により県の指示が得られない場合、直接

農林水産省（政策統括官付貿易業務課米穀業務班）に要請します。 

  イ 県の対策 

   (ｱ) 県は、災害対策本部に資源配分連絡調整チームを設置し、救助実施市や物資や輸送の関係団

体、国の機関等に参集を依頼し、迅速で公平な物資等の配分と供給、調達等を実施します。 

 (ｲ) 応急物資の取扱いに関する協定を締結している卸売業者、小売業者及び応急食料の調達協力

企業、団体に対し、在庫米の売り渡しの要請をします。 

   (ｳ) 農林水産省（政策統括官付貿易業務課米穀業務班）に対し、政府所有米の放出を要請します。 

   (ｴ) パン、即席麺、粉ミルク等、米以外の食料についても、応急物資の取扱いに関する協定を締

結している企業、団体及び応急食料の調達協力企業、団体に対し、売り渡しの要請をします。 

   (ｵ) なお、塩については、災害が起きた場合、災害救助法適用地域を対象として、県の申請に基

づき塩事業センターから提供されます。 

   (ｶ) 調達が困難な場合は、災害時、震災時等の相互応援に関する協定を締結している九都県市、

関東地方知事会若しくは農林水産省又は国の非常（緊急）災害対策本部等に支援等を要請しま

す。 

     また、これらの活動を実施するため、あらかじめ不足する物資等について事前に確認した上

で、関係機関で相互に情報交換を行い、体制の整備に努めます。 

   (ｷ) 県は、必要に応じて自衛隊に炊飯等を要請します。 

(ｸ) 県は、必要に応じて指定（地方）行政機関に対し、物資・資材の供給について要請します。 

(ｹ) 県は、被災のため市町村からの要請が困難な場合などの必要に応じて、その要請を待たずに

救援物資等の被災地への迅速な供給を行います。ただし、需要と供給に過不足が生じないよう、

可能な範囲で被災地のニーズ把握に努めます。 

(ｺ) 県は、国のプッシュ型支援が行われる場合には、資源配分連絡調整チームや現地災害対策本

部等を通じて、市町村の被災状況やニーズに応じた配分の調整、物資輸送手段や物資拠点の調

整など、物資の受援体制の確保に努めます。 
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○ 応急物資の調達に係る協定 

  県は、食料の調達の円滑を期するため、関係者と「災害救助法が発動された場合の応急物資の取

扱いに関する協定書」等を締結しています。 

  県が協定を締結している食料：米、食パン、粉ミルク、味噌、醤油、梅干、沢庵、福神漬、 

即席麺、野菜ジュース、生鮮食料品等 

 

 

○ 協定締結先一覧 

  神奈川県主食卸商組合 

  神奈川県パン協同組合連合会 

  日清食品ホールディングス㈱ 

  東洋水産㈱ 

  神奈川・埼玉味噌工業協同組合 

 中央醤油工業協同組合 

 神奈川県漬物工業協同組合 

  雪印ビーンスターク㈱ 

  ㈱明治 

  森永乳業㈱ 

カゴメ（株） 

神奈川県青果物卸売市場連合会 

                                 （平成 31年４月１日現在） 

 

○ 応急食料の調達協力企業・団体一覧 

 農林水産省 

  山崎製パン㈱ 

  ㈱中村屋 

  フジパン㈱ 

  第一屋製パン㈱ 

  敷島製パン㈱ 

  ㈱ミツハシ 

  ㈱ジャンボリア 

  (一社)神奈川県乳業協会 

（平成 31年４月１日現在） 

 

 

 (3) 調達食料等の集配と配分 

  ア 県 

    主要食料等は、広域受援計画に基づき、市町村の地域内輸送拠点や避難場所等へ直接配送しま

す。ただし、直接配送できない場合には、県が設置する広域物資拠点等に主要食料等を集積し、

市町村に配分します。 

    なお、必要があると認めるときは、運送事業者である指定公共機関や指定地方公共機関に対し、

運送すべき物資、場所、期日を示し、物資の運送を要請又は指示します。 

  イ 市町村 

    主要食料等を受け入れ、被災者等に対して応急給食を実施します。 

 

３ 生活必需物資等の調達・供給 

 (1) 供給方針 

   県及び市町村は、備蓄物資を活用するとともに、必要な生活必需物資等を調達し供給します。 

 (2) 生活必需物資等の範囲 

   生活必需物資等の範囲は次のとおりとします。 

   寝具類、衣料、炊事用具、食器類、日用品雑貨、光熱材料、燃料等 

 (3) 生活必需物資等の調達及び供給 

  ア 市町村の対策 

   (ｱ) 備蓄生活必需物資の活用を図るとともに、調達計画に基づき地区内小売業者等から調達した

生活必需物資、広域応援協定等により調達した生活必需物資及び応援物資等を被災者に供給し

ます 
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   (ｲ) 必要な生活必需物資の調達が困難な場合は、県に対して支援要請します。 

  イ 県の対策 

   (ｱ) 県は、災害対策本部に資源配分連絡調整チームを設置し、救助実施市や物資や輸送の関係団

体、国の機関等に参集を依頼し、迅速で公平な物資等の配分と供給、調達等を実施します。 

(ｲ) 生活必需物資の調達に関する協定を締結している販売業者及び液化石油ガスの調達に関する

協定を締結している（公社）神奈川県ＬＰガス協会に対して、生活必需物資及び液化石油ガス

の調達を要請します。 

   (ｳ) 県は、生活必需物資の調達及び安定供給を行うため、災害時における県民生活の安定に関す

る基本協定を締結している神奈川県生活協同組合連合会に対して、情報の提供及び必要な要請

を行います。 

   (ｴ) 災害救助法が適用された場合、災害救助用備蓄物資保管倉庫等にある毛布を供給します。 

   (ｵ) 調達が困難な場合は、災害時、震災時等の相互応援に関する協定を締結している九都県市、

関東地方知事会若しくは経済産業省又は国の非常（緊急）災害対策本部等に支援等を要請しま

す。また、これらの活動を実施するため、被害想定に基づき、あらかじめ不足する物資等につ

いて事前に確認した上で、関係機関で相互に情報交換を行い、体制の整備に努めます。 

   (ｶ) 県は、国のプッシュ型支援が行われる場合には、資源配分連絡調整チームや現地災害対策本

部等を通じて、市町村の被災状況やニーズに応じた配分の調整、物資輸送手段や物資拠点の調

整など、物資の受援体制の確保に努めます。 

 

○ 協定締結先一覧 

㈱高島屋横浜店 

㈱横浜岡田屋 

㈱さいか屋 

㈱小田急百貨店藤沢店 

㈱そごう・西武そごう横

浜店 

㈱ダイエー 

㈱東急ストア 

㈱京急ストア 

ユニー㈱関東営業部 

オーケー㈱ 

㈱イトーヨーカ堂 

相鉄ローゼン㈱ 

㈱マルエツ 

㈱ケーヨー 

㈱田原屋 

イオンリテール㈱南関東カンパニー 

(同)西友 

㈱小田原百貨店 

マックスバリュ東海㈱ 

㈱ヨークマート 

富士シティオ㈱ 

ウエルシア薬局㈱ 

ヤオマサ㈱ 

㈱カインズ 

生活協同組合ユーコープ 

㈿横浜総合卸センター 

㈿横浜マーチャンダイジングセンター 

㈿川崎卸センター 

小田原卸商業団地㈿ 

㈱ｾﾌﾞﾝ－ｲﾚﾌﾞﾝ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 

㈱ローソン 

㈱スリーエフ 

㈱ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 

（令和元年 10月１日現在） 

 

 (4) 調達した生活必需物資等の集積と配分 

  ア 県 

    生活必需物資等は、広域受援計画に基づき、市町村の地域内輸送拠点や避難所等へ直接配送し

ます。ただし、直接配送できない場合には、県が設置する広域物資拠点等に生活必需物資等を集

積し、市町村に配分します。 

  イ 市町村 

    生活必需物資等を受け入れ、被災者に対して配分します。  
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  資 料 

   地震編  ４－５－(１) 災害時における応急給水及び復旧工事の協力に関する協定書(１) 

    〃   ４－５－(２) 災害時における応急給水及び復旧工事の協力に関する協定書(２) 

    〃   ４－５－(３) 応急物資の取扱いに関する協定書 

    〃   ４－５－(４) 九都県市災害時相互応援に関する協定 

    〃   ４－５－(５) 震災時等の相互応援に関する協定 

    〃   ４－５－(６) 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定 

    〃   ４－５－(７) 神奈川県災害対策支援本部要綱 

    〃   ４－５－(８) 生活必需物資の調達に関する協定書 

    〃   ４－５－(９) 生活必需物資(LPG)の調達に関する協定書 

    〃   ４－５－(10) 災害時における県民生活の安定に関する基本協定書 
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  第９節 文教対策                                         

風水害については、天気予報や気象情報など、事前の情報収集等が非常に重要となります。登校前に、

各教育委員会や学校で定める臨時休業に該当する警報などが発表されている場合には、児童・生徒等の

安全確保のため、臨時休業の措置を講じることを原則とします。また、児童・生徒等の在校時における

下校の判断は、様々な情報を踏まえ、早い段階で決定し、実施します。 

 災害時には、児童・生徒等の安全確保を図るとともに、学校教育の実施に万全を期すため、教育施設、

教員及び学用品等の早期確保に努め、応急教育の円滑な実施を図ります。 

県教育委員会では、児童・生徒等保護対策及び学校等における避難場所の開設について、原則として

次のとおりとしています。詳細は、「学校防災活動マニュアルの作成指針」に定め、県立学校では、そ

れに基づき学校防災計画等を作成しています。また、作成指針を市町村教育委員会に示しています。 

 

１ 児童・生徒等保護対策 

  校長は、災害時においては、避難実施計画に基づき児童・生徒等の保護に努めます。 

 (1) 公立学校の対応 

  ア 校長は、対策本部を設置し、情報等の把握に努め、的確な指揮に当たります。 

  イ 児童・生徒等の生命・身体の安全確保を図るとともに、安全が確認されるまでは、学校で児童・

生徒等を保護し、安全が確認された後に、保護者へ引き渡します。 

ただし、公共交通機関の運行中止等により保護者が帰宅できないことも想定されることから、

保護者が来校するまでは、学校で児童・生徒等を保護します。 

なお、学校種に応じて、あらかじめ対応を定めておきます。 

  ウ 校長は、県教育委員会又は市町村教育委員会に避難誘導等の状況を速やかに報告します。 

  エ 初期消火及び救護・救出活動等の防災活動を行います。 

 (2) 公立学校教職員の対処、指導基準 

  ア 学級担任等は、学校防災計画等、あらかじめ決められた方法で、児童・生徒等の安全確保を図

った後、避難誘導を行います。その後、対策本部の指示により、さらなる児童・生徒等の安全確

保に努めます。 

  イ 障害のある児童・生徒等については、介助体制などの組織により対応する等、十分配慮します。 

  ウ 児童・生徒等の保護者への引き渡しについては、あらかじめ決められた方法で確実に行います。 

  エ 遠距離通学者、交通機関利用者、留守家庭等で帰宅できない児童・生徒等については、氏名・

人員等を確実に把握し、引き続き保護します。 

  オ 児童・生徒等の安全を確保した後、対策本部の指示により防災活動に当たります。 

 (3) 私立学校 

   私立学校の設置者又は校長は、安全確保のために児童・生徒等を学校で保護した場合は、速やか

に県に報告するとともに、各学校の状況に応じた応急活動を実施します。 

 

２ 学校等における避難場所の開設 

 (1) 避難場所に指定された県立学校等は、市町村と連携して避難場所を開設し、避難者の安全確保を

図ります。 

(2) 避難場所に指定されていない県立学校等においても、地域住民等が避難してきた場合に避難者の

安全確保を図る等、市町村と連携して対応します。 

 

３ 応急教育対策 

 (1) 応急教育の実施 

   県教育委員会及び市町村教育委員会は、災害時において学校教育の実施に万全を期すため、教育

施設、教員及び学用品等を早期に確保し、応急教育の円滑な実施を図ります。 
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 (2) 被害状況の把握及び報告 

   学校等は、応急教育の円滑な実施を図るため、速やかに児童・生徒等及び施設設備の被害状況を

把握し、県教育委員会又は市町村教育委員会に報告します。また、市町村教育委員会においては、

当該市町村について取りまとめのうえ、県教育委員会に報告します。 

 (3) 教育施設の確保 

   県教育委員会及び市町村教育委員会は、教育施設の被災により授業が長期間にわたって中断する

ことを避けるため、次により施設の効率的な利用を図ります。 

  ア 被害箇所及び危険箇所の応急修理 

    被害箇所及び危険箇所は早急に修理し、正常な教育活動の実施を図ります。 

  イ 公立学校の相互利用 

    授業の早期再開を図るため、被災を免れた公立学校施設を相互に利用します。 

  ウ 仮校舎の設置 

    校舎の修理が不可能な場合には、プレハブ校舎等の教育施設を設けて授業の早期再開を図りま

す。 

  エ 公共施設の利用 

    被災を免れた公民館等の社会教育施設、体育施設その他の公共施設を利用して、授業の早期再

開を図ります。 

    この場合、県は関係市町村等と協議して、利用についての総合調整を図ります。 

 (4) 教員の確保 

   県教育委員会及び市町村教育委員会は、災害により通常の教育を実施することが不可能となった

場合の応急対策として、次により教員を把握し、確保します。 

  ア 臨時参集 

    教員は原則として各所属に参集するものとします。ただし、交通途絶で参集不能な場合は、最

寄りの学校（小・中・高・特別支援学校）に参集します。 

   (ｱ) 参集教員の確認 

     各学校において、責任者（学校付近居住者）を定め、参集した教員の学校名、職、氏名を確

認し、人員を掌握します。 

   (ｲ) 参集教員の報告 

学校で掌握した参集教員の人数等について、県教育委員会又は市町村教育委員会に報告しま

す。また、市町村教育委員会においては、当該市町村について取りまとめのうえ、県教育委員

会に報告します。 

   (ｳ) 県教育委員会の指示 

     県教育委員会においては、前項で報告された人数、その他の情報を総合判断し、県立学校及

び市町村教育委員会（教育事務所を通じ）に対し教員の配置等を適宜指示連絡します。 

   (ｴ) 臨時授業の実施 

     通信の途絶又は交通機関の回復が著しく遅れた場合には、各学校において参集した教員をも

って授業が行える体制を整えます。 

  イ 退職教員の活用 

    災害により教員の死傷者等が多く、平常授業に支障を来す場合は、退職教員を臨時に雇用する

などの対策を行います。 

 (5) 学用品の確保のための調査 

  ア 県教育委員会は、応急教育に必要な教科書等の学用品について、その種類、数量を市町村教育

委員会を通じて調査します。 

  イ 県教育委員会は、調査の結果、教科書等の学用品の確保が困難な市町村に対して、教科書等の

学用品を供与するために、文部科学省及び県内図書取次店への協力要請等必要な措置を講じます。 
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 (6) 児童・生徒等の心的症状の対応 

   校長は、被災後、児童・生徒等の心的症状に対応するため、学校医、スクールカウンセラー及び

教育相談機関等との連携により、校内相談を実施します。 

 (7) 私立学校 

   私立学校の設置者又は校長は、速やかに児童・生徒等及び施設の被害状況を把握し、県に報告す

るとともに、公立学校の応急教育対策を参考に各学校の状況に応じた応急教育を実施するものとし

ます。 

 (8) 大学の協力 

   大学の設置者は、その施設機能、人的資源を活用し、応急教育活動を支援します。 
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  第１０節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動                        

災害発生後、特に初期段階においては、救急・救助、消火及び医療救護活動を迅速に行うために緊急

通行車両の通行を確保する必要があるため、一般車両の通行禁止などの交通規制を直ちに実施し、緊急

交通路を確保します。 

 また、緊急物資の供給や応急復旧要員の確保を図るため、陸・海・空のあらゆる必要な手段を利用し、

緊急輸送路の確保に努めるなど、総合的な緊急輸送を実施します。 

 

１ 交通の確保 

 (1) 被災地域等への流入抑制及び交通規制の実施 

  ア 県警察 

   (ｱ) 危険防止及び混雑緩和の措置 

     被害の状況を把握し、被災地域への車両の流入抑制を行うとともに、必要な交通規制を実施

して、県及び道路管理者と協力し、危険箇所の表示、う回路の指示、交通情報の収集及び提供、

車両使用の自粛の広報等、危険防止及び混雑緩和のための措置を行います。 

   (ｲ) 災害発生時の交通規制等 

          災害発生時の交通規制は、被害の規模、地域の道路交通状況等によって弾力的に行う必要が

あり、被災地又は被災地周辺地域における交通規制は、時系列別に次により対応します。 

    ａ 緊急交通路確保のための交通規制 

      災害発生後、特に初期段階では、道路交通が混乱し、被害の拡大や二次災害が発生するこ

とが予想され、住民等の安全かつ円滑な避難の確保、負傷者の救出・救護、消防等災害応急

対策のための緊急交通路の確保等が中心となるため、道路交通の実態を把握し、災害対策基

本法第 76条第１項の規定に基づき緊急通行車両以外の車両の通行を禁止又は制限します。 

    ｂ 道路管理者等への通知及び要請 

      緊急交通路を確保するための通行の禁止又は制限を行う場合、関係公安委員会、道路管理

者等への通知を速やかに行います。 

また、緊急交通路等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となること

により、災害応急対策の実施に著しい支障を生じるおそれがあるときに必要と認める場合は、

道路管理者等に対し、その道路の区間において車両その他の物件を付近の道路外へ移動させ

るなどの措置命令を行うことを要請します。 

    ｃ 警察官の措置 

      緊急交通路等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより、

災害応急対策の実施に著しい支障を生じるおそれがあるときは、必要に応じて当該車両その

他の物件を付近の道路外へ移動させるなどの措置命令を行います。 

  イ 自衛官及び消防職員 

    災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官又は消防職員は、警察官がいない場合に限り、それぞれの

緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、通行の妨害となる車両その他の物件の所有者に対し

て移動させるなどの必要な措置を命令するほか、相手方がその現場にいない場合は、当該措置を

行います。当該措置命令をし、又は措置を行った場合は、管轄する警察署長にその旨を通知しま

す。 

  ウ その他 

    道路管理者は、「緊急輸送道路管理マニュアル」に基づき、通行規制や応急啓開等必要な対策

の実施について、県警察、交通機関への連絡を行います。 
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 (2) 交通情報の収集等 

  ア 交通情報の収集 

    県警察は、被災地の交通混乱の防止及び緊急交通路確保等の交通対策を迅速・的確に実施する

ため、現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通監視カメラ等を活用し、情報を収集し

ます。 

  イ 交通情報の広報 

    県警察は、交通規制を実施した場合、規制標識板、立看板、携帯用拡声器等を利用して、積極

的な現場広報に努めます。また、広報担当者は、テレビ、ラジオ、広報車等あらゆる広報媒体を

使用して周知に努めるほか、航空機による広報、あるいは必要に応じて市町村の協力を求めます。 

 (3) 道路の応急復旧等 

  ア 国等 

   (ｱ) 国土交通省関東地方整備局 

     国土交通省関東地方整備局は、被害を受けた道路及び交通状況を速やかに把握するため、パ

トロールカーによる巡視を実施するとともに、道路モニター等からの道路情報の収集に努めま

す。この情報を基に、必要に応じてう回道路の選定、誘導等の処置を行い、緊急輸送路の確保

に努めるとともに、応急復旧工事を速やかに行い、緊急輸送路としての機能確保に努めます。 

     また、他の道路管理者に対して、被害状況に関する報告を求め、応急復旧等を要請又は指示

します。その場合、緊急輸送路の確保を優先します。 

   (ｲ) 中日本高速道路㈱及び東日本高速道路㈱ 

     中日本高速道路㈱及び東日本高速道路㈱は、災害発生時に、非常災害対策本部を設置し、次

により災害応急対策を実施します。 

    ａ 県、市町村及び防災関係機関との情報交換等について、密接な連絡を保ち相互協力を行い

ます。 

    ｂ 県公安委員会が行う緊急交通路の確保に係る交通規制に協力し、かつ、規制状況等を利用

者に広報します。 

    ｃ 災害のため道路が被害を受け、交通に支障がある場合には、速やかに応急復旧作業の実施

に努めます。 

    ｄ 災害発生時に消防機関が行う救急活動に協力します。 

   (ｳ) 首都高速道路㈱ 

     首都高速道路㈱は、災害が発生したときは、利用者の安全を確保しつつ、二次災害の防止と

緊急輸送機能の確保を最優先に、次の応急対策を実施し、首都高速道路の機能回復を図ります。 

    ａ 災害が発生したときは、首都高速道路㈱は県公安委員会の交通規制に協力し、かつ規制状

況等を利用者に広報します。 

    ｂ 利用者の被災の状況を緊急に把握し、消防等関係機関への迅速な情報伝達、出動・協力要

請により、被災者の救出救護その他安全確保に努めます。 

    ｃ 道路構造物、管理施設等について、その被害の状況を緊急点検し、必要に応じて応急復旧

に努めます。 

    ｄ 工事の箇所については、その被災の状況に応じて必要な措置を講じます。 

    ｅ 県、市及び関係防災機関との情報交換等について、密接な連絡を保ち、相互協力を行いま

す。 
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  イ 県 

    県は、災害協定業者等と衛星携帯電話等の活用による災害時の情報収集体制を強化し、管理す

る道路について早急に被害状況を把握するとともに、備蓄資機材を活用して、障害物の除去や応

急復旧等を行い、道路の機能確保に努めます。また、他の道路管理者の管理する道路についても

早急に被害状況を把握し、当該道路管理者と連携して緊急輸送道路の優先確保を行います。なお、

農道、林道及び臨港道路の管理者は、道路の機能確保に努めます。 

    さらに、県管理道路においても応援を必要とするときは、関係機関に応援要請を行います。 

    具体的な復旧作業については、県土整備局の土木事務所ごとに、各地区建設業団体等との間に

締結した災害協定に基づき応急復旧を実施します。 

    復旧状況については、速やかに災害対策本部県土整備部指令班に報告又は通報します。 

  ウ 市町村 

    市町村は、それぞれの計画の定めるところにより、速やかに応急復旧作業体制を確保し、道路

機能の確保を図ります。 

  エ その他 

   (ｱ) 道路管理者は、建設業者との応援協定等に基づき、障害物の除去、応急復旧等に必要な人員、

資機材等の確保に努めます。 

   (ｲ) 路上の障害物の除去について、道路管理者、県警察、市町村消防機関及び自衛隊等は、状況

に応じて協力して必要な措置をとります。 

 (4) 航路の障害物除去 

  ア 港湾管理者及び漁港管理者は、その所管する港湾区域及び漁港区域内の航路等について、沈船、

漂流物等により船舶の航行が危険と認められる場合には、災害対策本部等に報告するとともに、

障害物除去等に努めます。 

  イ 関東地方整備局は、開発保全航路について、沈船、漂流物等により船舶の航行が危険と認めら

れる場合には、災害対策本部等に報告するとともに、障害物除去等に努めます。 

  ウ 第三管区海上保安本部は、海難船舶又は漂流物その他の物件により船舶交通の危険が生じ又は

生ずるおそれがあるときは、その旨を災害対策本部等に報告し、速やかに航行警報等必要な応急

措置を講じるとともに、船舶所有者等に対し、これらの除去その他船舶交通の危険を防止するた

めの措置を講ずべきことを命じ、又は勧告します。 

 (5) 港湾及び漁港の応急復旧等 

  ア 港湾管理者及び漁港管理者は、その管理する港湾施設及び漁港施設について、早急に被害状況

を把握し、災害対策本部等に対して被害状況を報告するとともに、必要に応じて応急復旧を行い

ます。なお、港湾施設については、国土交通省（関東地方整備局）及び港湾管理者が必要に応じ

て応急復旧等を行います。 

  イ 第三管区海上保安本部は、航路標識が破損し又は流出したときは、速やかに復旧に努めるほか、

必要に応じて応急標識の設置に努めます。 

 (6) 海上交通安全の確保 

  ア  第三管区海上保安本部は、船舶の輻輳が予想される海域において、必要に応じて、船舶交通の

整理・指導を行います。この場合、緊急輸送を行う船舶が円滑に航行できるよう努めます。 

  イ 第三管区海上保安本部は、海難の発生その他の事情により、船舶交通に危険が生ずるおそれが

あるときは、必要に応じて船舶交通を禁止するなど航行制限を行います。 

  ウ 第三管区海上保安本部は、水路の水深に異状を生じたおそれがあるときは、必要に応じて調査

を行うとともに、応急標識を設置する等により水路の安全を確保します。 

 (7) 物資受入れ港の確保 

    物資受入れ港の管理者は、災害時の海上輸送を円滑に行うため、物資受入れ港としての機能を確

保します。 
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 (8) ヘリコプター臨時離着陸場 

   県及び市町村は、あらかじめ指定した候補地の中からヘリコプター臨時離着陸場を開設するとと

もに、防災関係機関等への周知徹底を図ります。 

 (9) 鉄道の応急復旧等 

   鉄道事業者は、その管理する鉄道施設等の被害状況について早急に把握し、災害対策本部等に報

告するとともに、応急復旧等を行います。 

 

２  緊急輸送 

 (1) 県の緊急輸送 

   県は、車両、船舶、ヘリコプター及び鉄道車両による輸送手段を次のとおり確保します。 

  ア  車両の確保 

   (ｱ) 県保有車両の利用 

   (ｲ) 「緊急車両の調達又はあっ旋に関する覚書」に基づく関東運輸局神奈川運輸支局に対する調

達・あっせん依頼 

   (ｳ) 関係業者（特殊車両等保有業者）に対する協力要請 

  イ 船舶の確保 

   (ｱ) 関東運輸局長に対する調達・あっせん依頼 

   (ｲ) 神奈川県漁業協同組合連合会に対する協力要請 

   (ｳ) 神奈川県水難救済会に対する協力要請 

   (ｴ) 海上自衛隊及び第三管区海上保安本部に対する要請 

  ウ 航空機（ヘリコプター）の確保 

   (ｱ) 県警察及び他自治体保有ヘリコプターの利用 

   (ｲ) 陸上自衛隊、海上自衛隊及び第三管区海上保安本部等に対する要請 

   (ｳ) 「災害時における航空機の協力要請に関する協定」に基づく民間ヘリコプター会社に対する

協力要請 

  エ 鉄道車両の確保 

    県は、鉄道による輸送手段を確保するために鉄道事業者に対し協力を要請します。 

オ 燃料の確保 

    県は、災害対策上重要な車両等への石油類燃料の供給を行うために神奈川県石油業協同組合に

対し協力を要請します。 

 (2) 市町村の緊急輸送 

   市町村は、地域の現況に即した車両等の調達を行い、必要な車両等の確保が困難なときは、県に

対して要請及び調達・あっせんを依頼します。 

 (3) 防災関係機関の緊急輸送 

   防災関係機関は、業務遂行上必要な車両等の調達を行います。 

県は、災害応急対策の実施のため緊急の必要があると認めるときは、指定公共機関･指定地方公

共機関（運送事業者等）に対して、当該応急対策の実施に必要な物資、資材の運送を行うことを要

請又は指示をします。 
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３ 輸送対象の想定 

  緊急通行車両により輸送する対象は、被災状況及び災害応急対策の進捗状況に応じて、概ね以下の

とおりとします。 

 (1) 第１段階（発災直後から２日目までの間） 

  ア 救助、救急活動、医療活動の従事者及び医薬品等人命救助に要する人員、物資 

  イ 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員及び物資 

  ウ 政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス、水道施設保安要員等

初動の災害応急対策に必要な要員・物資等 

  エ 後方医療機関へ搬送する負傷者等 

  オ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人員及び物資 

 (2) 第２段階（発災後３日目から概ね１週間の間） 

  ア 上記第１段階の続行 

  イ 食料、水等生命の維持に必要な物資 

  ウ 傷病者及び被災者の被災地域外への輸送 

  エ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

 (3) 第３段階（発災後概ね１週間以降） 

  ア 上記第２段階の続行 

  イ 災害復旧に必要な人員及び物資 

  ウ 生活必需品 

 

４ 緊急通行車両の確認手続 

 (1) 緊急通行車両（確認対象車両） 

   緊急通行車両は、災害対策基本法第 50 条第２項に規定する災害応急対策の実施責任者、又はそ

の委託を受けた者が使用する車両で、次に掲げる業務に従事する車両とします。 

  ア 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示 

  イ 消防、水防その他の応急措置 

  ウ 被災者の救難、救助その他の保護 

  エ 災害を受けた児童及び生徒の応急教育 

  オ 施設及び設備の応急復旧 

  カ 清掃、防疫その他の保健衛生 

  キ 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持 

  ク 緊急輸送の確保 

  ケ その他災害の発生の防御、又は拡大の防止のための措置 

 (2) 緊急通行車両の確認 

   災害対策基本法第 76 条第１項に規定する緊急通行車両であることの確認並びに同法施行令第 33

条に規定する標章及び証明書の交付事務手続きは、次によります。 

  ア 県の保有車両及び調達車両については、県知事（災害対策課、各地域県政総合センター）が行

い、確認車両台数等を県公安委員会に通知します。 

  イ 県知事が確認する車両を除いた他の車両については、県公安委員会（県警察本部交通規制課、

第一交通機動隊、第二交通機動隊、高速道路交通警察隊、各警察署及び交通検問所）が行います。 
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５ 障害物の除去 

 (1) 実施機関 

  ア 市町村は、各種応急措置を実施するため障害となる工作物及び山（がけ）崩れ、浸水等によっ

て住家、又はその周辺に運ばれた障害物の除去を行います。実施困難なときは、県に対し応援協

力を要請します。 

  イ 道路、河川等の維持管理者は、道路、河川等にある障害物の除去を行います。道路管理者は、

災害対策基本法第 76 条の６第１項により、災害が発生した場合において、緊急通行車両の通行

の妨げになる車両等を、区間を指定して、道路外の場所へ移動すること等の措置を命ずることに

なります。県管理の道路、河川等については、県土整備局及び環境農政局が県警察又は消防、自

衛隊の協力を得て、障害物の除去を行います。 

  ウ その他施設、敷地内の障害物の除去は、その施設、敷地所有者又は管理者が行います。 

 (2) 障害物除去の対象 

   災害時における障害物（工作物を含む）除去の対象は、概ね次の場合とします。 

  ア 県民の生命、財産等の保護のため除去を必要とする場合 

  イ 河川氾濫、護岸決壊等の防止、その他水防活動実施のため除去を必要とする場合 

  ウ 緊急通行車両の通行、緊急な応急措置の実施のため除去を必要とする場合 

  エ その他、公共的立場から除去を必要とする場合 

 (3) 障害物除去の方法 

  ア 障害物の除去の実施者は、自らの組織、労力、機械器具を用い又は土木建設業者等の協力を得

て、速やかに行います。 

  イ 除去作業は、緊急な応急措置の実施上やむを得ない場合のほか、周囲の状況等を考慮し、事後

に支障の起こらないよう配慮して行います。 

 (4) 除去した障害物の集積場所 

   障害物の集積場所については、それぞれの実施者において考慮しますが、概ね次の場所に集積廃

棄又は保管します。 

   なお、この集積場所については、関係用地管理者等と協議し、あらかじめ選定した場所とします。

ただし、災害の状況によっては、海岸、河川敷、緑地帯等を一時使用します。 

  ア 廃棄するものについては、実施者の管理に属する遊休地及び空地その他廃棄に適当な場所 

  イ 保管するものについては、その保管する工作物等に対応する適当な場所 

  ウ 除去した障害物が二次災害の原因にならないような場所 

  エ 広域避難地として指定された場所以外の場所 

 (5) 除去に必要な機械、器具の整備等 

  ア 障害物の規模並びに範囲により、それぞれ対策を立てます。 

  イ 県は、比較的小規模なものについては、土木事務所等において処理し、大規模なものについて

は、建設業者等の協力を得ながら、概ね次により実施します。 

   (ｱ) 建設業協会等との提携 

     県は、建設用資機材及び技能者等要員の調達、提供について土木事務所ごとに、建設業協会

支部との協定に基づき、資機材等を確保します。 

   (ｲ) 資機材の生産、販売業者との提携 

     県（県土整備局）は、応急復旧のための資機材の生産及び販売業者との資機材の優先提供に

関する協定に基づき、調達の確保を図ります。 

   (ｳ) 調達資機材の集積場所及び人員の集合場所 

     県（土木事務所）と建設業協会との協定により調達された資機材等の集積場所、又は人員の

集合場所は、各土木事務所とします。 

     また、生産、販売業者との協定に係る資機材の集積場所は、応急復旧に要する各種情報を総

合的に判断して県土整備局長が指示します。 
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 (6) 障害物除去に関する応援、協力の要請 

   県は、市町村等から県民の生命、財産の保護のため、障害物の除去について応援、協力要請があ
ったときは、必要に応じて適切な措置を講じます。 

 

 

  資 料 

   地震編  ４－７－(１) 神奈川県警察災害時応急活動 

    〃   ４－７－(２) 県土整備局職員の行動マニュアル 

    〃   ４－７－(３) 各地区建設業団体等との地震・風水害・その他の災害応急工事に関す

る業務協定 

    〃   ４－７－(４) 地震等の災害応急活動に関する協定書 

    〃   ４－７－(５) 建設資機材等の調達に関する協定書 

    〃   ４－７－(６) 地震災害応急復旧用仮設橋に関する協定書 

    〃   ４－７－(７) 鉄道事業者の応急対策(地震災害) 

    〃   ４－７－(８) 緊急輸送道路管理マニュアル(抜粋) 

    〃   ４－７－(９) 緊急車両の調達又はあっ旋に関する覚書 

〃   ４－７－(10) 災害等における物資の輸送等に関する協定（一般社団法人神奈川県トラック協会） 

〃   ４－７－(11) 災害時における民間航空機の協力要請に関する協定書 

    〃   ４－７－(12) 首都高速道路株式会社の特別巡回及び交通規制基準等 

    〃   ４－７－(13) 大規模災害発生時の交通規制計画等の改正について 

    〃   ４－７－(14) 陸上自衛隊航空機の能力基準 

    〃   ４－７－(15) 陸上自衛隊施設器材関係の能力基準 

    〃   ４－７－(16) 海上自衛隊艦艇・航空機の能力等 

    〃   ４－７－(17) 第三管区海上保安本部所属船艇、航空機の輸送能力の基準 

    〃   ４－７－(18) 神奈川県トラック協会地区支部別車両保有台数一覧表 

   風水害編 ２－３－10 鉄道事業者の応急対策（風水害等） 

 

参 考 

   地震編  ３－11－(２) 物資受入れ港 

    〃   ３－11－(３) 神奈川県内のヘリコプター臨時離着陸場一覧表 

    〃   ３－11－(４) 神奈川県警察及び協定締結航空会社の保有ヘリコプター一覧表 
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  第１１節 警備・救助対策                                      

１ 陸上における警備・救助対策 

  県警察は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合には、警備体制を早期に確立し、総力を挙

げて人命の安全を第一とした迅速・的確な災害応急対策等を実施することにより、県民の生命、身体

及び財産の保護、交通秩序の維持、各種犯罪の予防検挙その他公共の安全と秩序を維持して、被災地

における治安の万全を期します。 

 (1) 警備体制の確立 

  ア 県警察は、台風・低気圧の接近に伴って、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある

場合には、県警察本部に神奈川県警察災害警備本部を、各警察署に警察署災害警備本部を設置し

て、指揮体制を確立します。 

イ 県警察は、警備部隊等の編成を行うほか、事案の規模及び態様に応じて迅速・的確な部隊運用

を行います。 

 (2) 陸上の災害応急対策 

   県警察は、災害対策本部等関係機関と連携して、次の対策を実施します。 

ア 警報等の伝達 

災害に関する警報等を認知した場合、その内容、情勢等を分析・検討し、必要がある場合は、

地域住民に対する広報を行います。 

また、当該警報等の緊急性、市町村の体制等を勘案し、要請のあった場合又は災害警備上必要

がある場合は、市町村の行う地域住民に対する警報等の伝達に協力します。 

イ 情報の収集・連絡 

災害警備上必要な情報収集を行い、収集した情報を、必要により関係機関へ連絡します。 

 ウ 救出救助活動 

把握した被災状況に基づき、迅速に機動隊等の部隊を被災現場に出動させ、県、市町村及び消

防等の防災関係機関と協力して、被災者の救出救助活動等を実施します。また、被災地を管轄す

る警察署長は、消防等防災関係機関の現場責任者と随時、捜索区割り等現場活動に関する調整を

行います。 

  エ 避難指示等 

    警察官は、災害対策基本法第 61 条又は警察官職務執行法第４条により、避難の指示又は避難

の措置を講じます。 

  オ 交通対策 

    被災地域における交通の混乱の防止を図り、災害応急対策活動が円滑に行われるように、被災

規模・状況に応じて、一般車両の通行を禁止する区域及び通行を制限する区域を設定し、緊急交

通路の確保など必要な交通規制を実施します。 

  カ 防犯対策 

    被災地の無人化した住宅街、商店街等における窃盗犯や救援物資の搬送路及び集積地における

混乱、避難所におけるトラブル等を防止するため、被災地及びその周辺におけるパトロールの強

化、避難所等の定期的な巡回等を行います。また、被災地において発生しがちな悪質商法等の生

活経済事犯、窃盗犯、粗暴犯、暴力団による民事介入暴力等の取締りを重点的に行い、被災地の

社会秩序の維持に努めます。 

    さらには、被災地に限らず、災害に便乗した犯罪の取締りや被害防止に努めるとともに、災害

に乗じたサイバー攻撃に関する情報収集及び国民に対する適切な情報提供を行うなど社会的混

乱の抑制に努めます。 
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  キ ボランティア等との連携 

 自主防犯組織等のボランティア関係組織・団体との連携を図り、被災地における各種犯罪・事

故の未然防止と被災住民等の不安除去等を目的として行われるボランティア活動が円滑に行わ

れるよう必要な支援を行います。 

  ク 広域応援 

県公安委員会は、発生した災害の被害規模に応じて、速やかに広域緊急援助隊の援助要請を行

います。 

 

２ 海上における警備・救助対策 

  海上においては、第三管区海上保安本部が、台風等の災害が発生した場合において、人命の救助・

救急活動、消火活動、排出油等の防除活動、海上交通の安全確保、避難対策、救援物資の輸送活動、

社会秩序の維持、船舶等への情報提供、二次災害の防止等に当たります。 

 (1) 警報等の伝達 

   気象、津波、高潮、波浪等に関する警報及び災害に関する情報を受けた場合、船舶交通の安全に

重大な影響を及ぼす事態の発生を知ったとき又は船舶交通の制限若しくは禁止に関する措置を講

じたとき、並びに船舶、水産資源、公衆衛生等に重大な影響を及ぼすおそれのある事態の発生を知

ったときは、航行警報、安全通報、水路通報、標識の掲揚、船艇及び航空機による巡回等により速

やかに周知します。 

  (2) 情報の収集及び情報連絡 

   被害状況、被害規模その他災害応急対策の実施上必要な情報について、船艇、航空機等を活用し、

積極的に情報収集活動を実施するとともに、関係機関等と密接な情報交換等を行います。 

 (3) 活動体制の確立 

   必要な職員を直ちに参集させ、対策本部を設置する等、必要な体制を確立します。 

 (4) 海難救助等 

   船舶の海難、人身事故等が発生したときは、速やかに船艇、航空機又は特殊救難隊によりその捜

索活動を行い、船舶火災又は海上火災が発生したときは、速やかに巡視船艇、特殊救難隊又は機動

防除隊によりその消火活動を行い、危険物が流出したときは、その周辺海域の警戒、火災発生の予

防、航泊禁止措置又は避難勧告を行います。 

 (5) 緊急輸送 

   傷病者、医療関係者、避難者等又は救援物資等の緊急輸送については、必要に応じ、又は要請に

基づき、迅速かつ積極的に実施します。 

 (6) 物資の無償貸与又は譲与 

   物資の無償貸与若しくは譲与について要請があったとき又はその必要があると認めるときは、

「国土交通省所管に属する物品の無償貸付及び譲渡に関する省令」（平成 18 年１月 31 日国土交通

省令第４号）に基づき、災害救助用物品を被災者に対して無償貸付けし、又は譲与します。  

 (7) 関係機関及び地方公共団体の災害応急対策の実施に対する支援 

   関係機関及び地方公共団体の災害応急対策が円滑に実施されるよう、要請に基づき、海上におけ

る災害応急対策の実施に支障を来さない範囲において、救助・救急活動等についての支援をします。 

 (8) 排出油等の防除等 

   防除措置を講ずべき者への指導又は命令を行い、緊急に防除措置を講じる必要があると認めると

きは、指定海上防災機関に防除措置を講ずべきことを指示し、又は機動防除隊及び巡視船艇等に応

急の防除措置を講じさせ、危険物が流出したときは、その周辺海域の警戒を厳重にし、必要に応じ

て火災の発生防止、航泊禁止措置又は避難勧告を行います。 

   また、特に必要があると認められる時は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第 41 条

の２に基づき、関係行政機関の長等に対し、防除措置等を要請します。 
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 (9) 海上交通安全の確保 

   船舶交通を整理、指導及び制限又は禁止し、漂流物等の応急措置及びその措置を命じ又は勧告し、

船舶への情報提供、水路の安全確保及び航路標識の復旧に努めます。 

 (10) 警戒区域の設定 

 人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に必要が認められるときは、災害対策基本

法第 63 条第１項及び第２項の定めるところにより警戒区域を設定し、船艇、航空機等により、船

舶等に対して区域外への退去及び入域の制限又は禁止の指示を行います。 

  (11) 治安の維持 

海上における治安を維持するため、情報の収集に努め、必要に応じて巡視船艇等及び航空機に

より犯罪の予防・取締り及び警戒区域又は重要施設の周辺海域において警戒を行います。 

 (12) 危険物の保安措置 

    危険物積載船舶に対する移動命令又は航行制限若しくは禁止を行い、危険物荷役中の船舶に対

する荷役の中止等必要な指導を行い、危険物施設に対して危険物流出等の事故を防止するための

必要な指導を行います。 
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  第１２節 ライフラインの応急復旧活動                             

 ライフラインについては、発災後、直ちに専門技術をもつ人材等を活用して、それぞれの施設、設備

の緊急点検を実施するとともに、これらの被害状況等を把握し、二次災害の防止、被災者の生活確保を

最優先に、ライフラインの応急復旧を速やかに行います。 

 災害対策本部は、水道、電気、ガス等のライフラインを早期に回復するために、ライフライン各事業

者に対して応急対策活動を要請するとともに、各事業者の被害及び復旧状況を把握し、異なる施設間の

復旧速度の相違に起因する二次災害の発生を防ぐため、連携を図りながら復旧するよう調整します。 

 各事業者は、あらかじめ相互の応援体制を整備し、必要に応じて電力等の融通等について検討すると

ともに、被害状況、復旧（見込み）状況及び安全確認のための情報を県民等に広報・周知し、二次災害

の防止、利用者の不安解消に努めます。 

 

１ 上水道施設（上水道事業者） 

 (1) あらかじめ定められた計画により要員を確保し、水道施設の復旧を速やかに行います。 

 (2) 施設の破損等により、給水を停止する場合、又は断水のおそれが生じた時は、県、市町村及び県

民等に対して、影響区域や復旧期について速やかに周知します。 

 (3) 応急復旧工事に必要な資材の調達、工事の実施等については、協定等に基づき、他の事業者、工

事業者等へ協力を要請します。 

 (4) 被害状況調査を速やかに実施し、給水支障の全容を把握するとともに、送配水系統を考慮した復

旧計画を定めます。 

 (5) 送配水管等の復旧については、水源から浄水場及び配水池に至る幹線を優先し、次に主要な配水

管等を順次復旧します。 

 (6) 応急復旧を迅速に行うため、状況によって仮設配水管を設置するとともに、必要に応じて消火栓

を併設します。 

 

２ 下水道施設（下水道管理者） 

 (1) 災害が発生した場合、あらかじめ定められた計画に基づき、要員を確保し、直ちに被害状況の調

査、施設の点検を実施し、排水機能の支障及び二次災害のおそれのある場合については応急復旧を

行います。 

 (2) 流域下水道では、県と関連市町が連携して、被害状況の調査、施設の点検を行います。 

 (3) 施設の実状に即した応急対策用資材の確保に努め、応急復旧の緊急度等を考慮し、関係機関と協

力した応急復旧を実施します。 

 (4) 施設の被害状況及び復旧見込み等について、県、市町村及び県民等に対して広報し、利用者の生

活排水に関する不安解消に努めます。 

 

３ 電力施設（東京電力パワーグリッド㈱） 

 (1) 災害により電力施設に被害があった場合は、被害状況を早期に把握し、通電火災等の二次災害の

発生を防止し、速やかに応急復旧を行い、電力供給施設としての機能を維持します。 

 (2) 感電事故並びに漏電による出火の防止及び電力施設の被害状況、復旧予定等について各報道機関

や広報車並びに防災無線等を通じて広報します。 

 (3) 災害時においては、原則として送電は維持しますが、円滑な防災活動を実施するため、警察、消

防機関等からの送電停止の要請があった場合には、適切な危険予防措置を講じます。 

 (4) 災害時における復旧資材を次により確保します。 

ア 現業機関においては、予備品、貯蔵品等の在庫量を常に把握しておくとともに、調達を必要と

する資材は可及的速やかに確保します。 

  イ 復旧資材の輸送は、あらかじめ契約している業者の車両、船艇等により行いますが、不足する
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場合は、他業者及び他総支社の協力を得て輸送力の確保を図ります。 

  ウ 災害時においては、復旧資材置場としての用地を確保します。 

 (5) 災害復旧の実施に当たっては、原則として人命にかかわる箇所、官公署、報道機関、避難場所等

を優先します。 

 

４  都市ガス施設等 

 (1) 東京ガス㈱は、風水害等による非常事態が発生した場合には、自動的に非常事態対策本部を設置

するとともに、各事業所に対策支部を設置し、全社的な応急活動組織を編成します。早期に被害状

況を把握し、引火等の二次災害の発生を防止するとともに、災害対策の迅速かつ適切な実施を図る

ため、速やかに応急復旧を行います。 

 (2) 東京ガス㈱は、災害発生後、可能な限り迅速かつ適切に施設及び設備の緊急点検を実施するとと

もに、二次災害の防止、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に応急復旧活動を行います。 

 (3) 東京ガス㈱は、ガス漏えいにより被害拡大のおそれがある場合には、避難区域の設定、火気の使

用禁止、ガス供給停止等の適切な危険予防措置を講じます。 

 (4) 東京ガス㈱は、ガス供給停止時、復旧作業中、その他必要な場合において、その状況に応じた広

報活動を報道機関を通じて行うほか、地方自治体等の関係機関とも連携を図ります。 

 (5) その他の都市ガス事業者（厚木瓦斯㈱、秦野瓦斯㈱、小田原瓦斯㈱及び湯河原瓦斯㈱）は、それ

ぞれの計画に基づき必要な応急復旧措置を講じます。 

 (6) 液化石油ガス事業者は、都市ガス業者同様、必要な応急復旧措置を講じます。 

 

５  電話（通信）施設（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴコミュニケーションズ、ＮＴＴドコモ及びＫＤＤＩ㈱） 

 (1) 災害が発生した場合には、情報の収集伝達及び応急対策が実施できる体制をとり、早期に被災状

況を把握し、被災した通信回線、電気通信設備等の応急復旧工事、現状復旧までの間の維持に必要

な補強、整備工事などの応急復旧対策を行います。 

    また、通信施設に被害が生じた場合、又は異常輻輳等の発生により、通信の疎通が困難になった

り、通信が途絶するような場合においても、最小限の通信を確保するため、通信の利用制限、非常

通話・緊急通話の優先確保、無線設備、移動基地局車による措置、避難所への災害時用公衆電話（特

設公衆電話）の臨時設置、災害用伝言ダイヤル「171」等及び携帯電話での災害用伝言板の運用開

始、回線の応急復旧、災害対策用携帯電話の貸出しなどの応急措置を実施します。 

 (2) 災害時用公衆電話（特設公衆電話）の臨時設置に当たっては、被災者の利用する避難所を優先し

ます。 

 (3) 災害復旧の実施に当たっては、原則として、治安、救援等の最重要機関及び防災機関を優先しま

す。 

 

 

  資 料 

   地震編  ４－９－(１) 日本水道協会神奈川県支部災害相互応援に関する覚書 

    〃   ４－９－(２) 神奈川県企業庁水道局と千葉県水道局との災害相互応援に関する協定 

    〃   ４－９－(３) 神奈川県企業庁と静岡県企業局との災害相互応援に関する覚書 

    〃   ４－９－(４) 関東ブロック下水道事業における災害時支援に関するルール 

    〃   ４－９－(５) 東京電力パワーグリッド㈱の応急活動対策 

   風水害編 ２－３－12－(１) 東京ガス㈱の応急活動体制（風水害等） 

    〃   ２－３－12－(２) 東日本電信電話㈱の応急活動体制（風水害等） 
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参 考 

   地震編  ４－５－(１) 災害時における応急給水及び復旧工事の協力に関する協定書(１) 

    〃   ４－５－(２) 災害時における応急給水及び復旧工事の協力に関する協定書(２) 

   風水害編 11－１－１    都市ガス事業者の災害予防・災害応急対策 
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  第１３節 災害廃棄物等の処理対策                                

県及び市町村は、神奈川県災害廃棄物処理計画や市町村の災害廃棄物処理計画等に基づき、連携して

し尿処理施設及び生活ごみ処理施設等の被災状況を把握するとともに、災害廃棄物の処理体制の整備を

図り、適正かつ円滑・迅速な処理を行います。 

 

１ 災害廃棄物対策に関する体制の整備と連絡体制の確立 

  県及び市町村は、神奈川県災害廃棄物処理計画や市町村の災害廃棄物処理計画等に基づき、災害廃

棄物対策に関する体制の整備を図るとともに、相互間の連絡体制を確立します。 

 

２ 被害情報の収集等 

市町村は、発災後速やかにし尿処理施設及びごみ処理施設等の被災状況を把握し、県へ報告します。 

県は、市町村の被害情報や災害廃棄物の発生状況を把握し、市町村間の支援に関する調整や課題へ

の対応を行います。 

 

３ し尿処理 

(1) 仮設トイレの設置 

市町村は、し尿の発生量を推計するとともに、仮設トイレを設置します。また、仮設トイレの設

置状況及びその使用方法等について、住民に周知します。 

県は、市町村の仮設トイレの設置状況及び市町村が推計したし尿の発生量を把握し、取りまとめ

ます。 

(2) し尿の収集・処理 

   市町村は、計画的に仮設トイレの管理及びし尿の収集・処理を行います。 

県は、市町村の収集・処理状況等を把握します。 

(3) 支援要請 

市町村は、仮設トイレが不足する場合や、し尿の収集・処理が困難な場合は、県又は民間事業者

団体に支援を要請します。 

県は、把握した情報をもとに支援の必要性を検討するとともに、市町村から支援要請を受けた場

合は、支援可能な市町村や民間事業者団体、他都道府県等に支援を要請します。 

 

４ 生活ごみ処理 

(1) 収集・処理体制の整備 

市町村は、民間事業者団体や他市町村からの応援を含めた収集運搬及び処理体制を速やかに確保

し、処理を行います。 

(2) 避難所ごみへの対応 

市町村は、発災後、速やかに避難所ごみの収集運搬を開始するとともに、仮置場には搬入せずに

既存処理施設で処理を行います。 

(3) 支援要請 

市町村は、収集・処理が困難な場合には、県又は民間事業者団体に支援を要請します。 

県は、市町村の処理状況等を把握し、支援の必要性を検討するとともに、支援要請を受けた場合

は、支援可能な市町村や他都道府県等に支援を要請します。 



 
第２編 風水害対策編 

- 172 - 

５ 災害廃棄物処理 

(1) 発生量等の推計 

県及び市町村は、発災後、速やかに災害廃棄物の発生量等を推計します。 

(2) 仮置場の設置 

市町村は、推計した発生量をもとに、仮置場の必要面積を算定し、仮置場を設置します。 

県は、市町村の仮置場の設置状況を把握するとともに、市町村からの要請に応じて、県有地の仮

置場利用について調整します。 

 

 

資 料 

   地震編  ３－14 神奈川県災害廃棄物処理計画 
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  第１４節 被災者等への情報提供、相談、物価の安定等に関する活動                        

 県及び市町村は、発災後速やかに広報担当を設置し、防災関係機関と連携して被災地住民をはじめと

する県民に対し、正確な情報を適切かつ迅速に提供することにより、混乱の防止を図り、適切な判断に

よる行動がとれるよう努めます。 

  また、被災者の生活上の不安を解消するために、女性や外国人等にも配慮した総合的な相談活動を実

施するとともに、被災者の生活再建へ向けて、物価の安定、必要物資の適切な供給を図ります。 

 

１ 被災者等への情報提供 

  県及び市町村は、発災後速やかに広報担当を設置し、防災関係機関と連携して流言、飛語等による

社会的混乱を防止し、県民の心の安定を図るとともに、被災者等の適切な判断と行動を助け、県民等

の安全を確保するため、正確な情報の速やかな公表と伝達、広報活動に努めます。 

また、避難所以外で避難生活を送る方や、応急仮設住宅として提供される賃貸住宅への避難者、所

在が把握できる広域避難者に対しても物資等が提供されるよう努めます。 

 (1) 災害対策本部及び現地災害対策本部 

  ア 発災時、避難救援期、応急復旧期、復興期に対応して、被災者が必要とする情報を十分把握し、

被災者に次の情報等を、掲示板、広報紙、インターネット等によるほか、放送事業者、通信社、

新聞社等の報道機関の協力を得て的確に提供するよう努めます。 

    その際、高齢者、障害者等の要配慮者、観光客、在日外国人、訪日外国人等にも配慮した伝達

を行います。 

   (ｱ) 気象、被害の状況 

    (ｲ) 二次災害の危険性に関する情報 

    (ｳ) 安否情報 

    (ｴ) ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況 

    (ｵ) 医療機関などの生活関連情報 

    (ｶ) それぞれの機関が講じている施策に関する情報 

    (ｷ) 交通規制等に関する情報 

  イ 民間企業等からの有線や無線による地域情報の受入体制を整備し、これらの情報の活用に努め

ます。 

  ウ 報道機関のためのプレスルームを設置し、報道機関へ知事談話などの放送を要請するとともに、

経時変化する情報を速やかに情報提供します。 

  エ インターネット等を利用して 24 時間情報を提供する体制を整備します。 

 (2) 市町村        

  ア 住民等に対して、風水害の状況、避難所情報、交通機関やライフラインの復旧情報、その他生

活に必要な情報の広報活動を行います。 

  イ  民間企業等からの有線や無線による地域情報の受入体制を整備し、これらの情報の活用に努め

ます。 

ウ 被災者の安否情報について住民から照会があった場合は、被災者等の権利利益を不当に侵害す

ることのないよう配慮しつつ、可能な限り安否情報を回答するよう努めます。なお、被災者の中

に配偶者からの暴力等を受け、加害者から追跡されて危害を受けるおそれのある者等が含まれる

場合は、その個人情報の管理を徹底します。 

 (3) 集配郵便局等 

   住民等に対して、「災害時における相互協力に関する覚書」に基づいて、県や市町村から提供さ

れた情報を必要に応じて広報します。 

 (4) 防災関係機関 

   それぞれの機関で定めた災害時の広報計画に基づき、住民や利用者への広報を実施します。 
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 (5) 県、市町村及び防災関係機関 

    情報の公表や広報活動の際、その内容について相互に通知し情報交換を行います。 

 

２ 災害相談の実施 

 (1) 災害相談の実施 

  ア 県 

    被災住民から寄せられる生活上の不安や要望に応えるため、災害相談について市町村と協力す

るとともに、地域県政総合センター等において臨時災害相談所を開設して被災住民の相談に応じ

るとともに、苦情、要望等を聴取し、その早期解決に努めます。その際には、女性、外国人等が

相談しやすいよう、配慮します。 

    また、災害多言語支援センターにおいて外国人が相談しやすい専門の窓口を設置します。 

  イ 市町村 

     地域の被災住民から寄せられる生活上の不安などの解消を図るため、県と相互に連携して、臨

時災害相談所を設け、発災直後からの時間経過に伴うニーズの変化に対応した総合的な相談活動

を実施します。 

  ウ 県及び市町村 

    相談等は、職員のみならず、関係機関、弁護士等専門家及び通訳ボランティアの協力のもと、

外国人への対応についても配慮しながら、広域的かつ総合的に行います。 

 (2) 相談業務の内容 

   災害相談の内容は、発災時から避難救援期における行方不明者や避難所、救援食料・飲料水・衣

類等の問い合わせへの対応、応急復旧期の避難所生活や心の悩み相談、仕事の再開相談、復興期の

住宅や事業所の再建相談等、幅広く対応して早期解決を図り、生活の安定を支援します。 

 

３ 応急金融対策の実施 

 (1) 民間金融機関に係る措置 

  ア 通貨の円滑な供給の確保 

    日本銀行横浜支店は、被災地における金融機関の現金保有状況の把握に努め、必要に応じ被災

地所在の金融機関に臨時に発行元銀行券を寄託し、あるいは既存の寄託発行元銀行券の活用を図

るほか、金融機関の所要現金の確保について必要な措置を講じること等により、通貨の円滑な供

給の確保に万全の措置を講じます。 

    なお、被災地における損傷日本銀行券及び損傷貨幣の引換えについては、状況に応じ職員を現

地に派遣する等必要な措置を講じます。 

  イ 現金供給のための輸送、通信手段の確保 

    日本銀行横浜支店は、被災地における現金供給のため、緊急に現金を輸送し又は通信を行う必

要があるときは関係行政機関等と密接に連絡のうえ、各種輸送、通信手段の活用を図ります。 

  ウ 金融機関の業務運営の確保 

    日本銀行横浜支店は、関係行政機関と協議のうえ被災金融機関が早急に営業開始を行いうるよ

う必要な措置を講じるほか、必要に応じ金融機関に対し、営業時間の延長又は休日臨時営業の実

施に配慮するよう要請します。また、災害の状況に応じ必要の範囲で適宜業務時間の延長又は休

日臨時営業を行います。 

  エ 金融機関による非常金融措置の実施 

    関東財務局横浜財務事務所及び日本銀行横浜支店は、被災地の便宜を図るため、金融機関に対

し、以下に掲げる措置をとるよう要請します。 

   (ｱ) 災害関係の融資に関する措置 

     災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便化、貸出の

迅速化、貸出金の返済猶予など災害被災者の便宜を考慮した措置を講じること。 
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   (ｲ) 預金の払戻及び中途解約に関する措置 

預金通帳、届出印鑑等を滅（紛）失した場合でも、預金者であることを確認して払戻に応じ

ること。 

また、事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しや、当該預金等を担保とする

貸出に応じること。 

   (ｳ) 手形交換、休日営業等に関する措置 

災害時における手形交換又は不渡処分、休日営業又は平常時間外の営業について配慮するこ

と。また、窓口営業ができない場合でも、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で現金自動

預払機等において預金の払戻しを行う等災害被災者の便宜を考慮すること。 

   (ｴ) 汚損銀行券に関する措置 

汚損日本銀行券及び補助貨幣の引換えについて、実情に応じ必要な措置をとること。 

(ｵ) 営業停止等における対応に関する措置 

     窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等並びに継続して現金自動預払機等を稼動さ

せる営業店舗名等を、店頭掲示等での告示、新聞やインターネットのホームページに掲載し、

取引者に周知を徹底すること。 

  オ 各種金融措置に関する広報 

    関係機関は、上記災害応急対策について、上記災害応急対策のうち、金融機関の営業開始、休

日臨時営業、預貯金の便宜払戻措置並びに損傷日本銀行券、補助貨幣の引換措置等については、

関係行政機関と協議のうえ、金融機関と協力して速やかにその周知徹底を図り、人心の安定及び

災害の復旧に役立てます。 

 (2) 日本郵便㈱の措置              

    災害時において郵便局長は、被災地の郵便局における被災者の緊急な資金需要その他の被災事情

を考慮し、次のとおり非常取扱いを行います。 

  ア 為替貯金業務関係 

    郵便貯金、郵便為替、郵便振替及び年金恩給等の為替貯金業務についての一定の金額の範囲内

における非常払渡し及び非常貸付け並びに国債等の非常買取りを行います。 

  イ 簡易保険業務関係 

    簡易保険の保険金及び貸付金の非常即時払、保険料払込猶予期間の延伸等を行います。 

 (3) 生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険会社及び火災共済組合に係る措置 

ア 非常金融措置の実施 

関東財務局横浜財務事務所は、被災地の便宜を図るため、保険会社等に対し、以下に掲げる措

置をとるよう要請します。 

(ｱ) 保険金等の支払いに係る便宜措置 

保険証券（共済証書）、届出印鑑等を喪失した契約者等については、可能な限り便宜措置を

講じること。 

(ｲ) 保険金（共済金）の支払及び保険料（共済掛金）の払込猶予に関する措置 

保険金（共済金）の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮し、保険料（共済掛

金）の払込については、契約者の被災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講

じること。 

(ｳ) 営業停止等における対応に関する措置 

窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、店頭掲示等での告

示、新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。 

イ 各種金融措置に関する広報 

関係機関は、上記災害応急対策について、速やかにその周知徹底を図り、人心の安定及び災害

の復旧に役立てます。 
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(4) 第一種金融商品取引業者（証券会社等）に係る措置 

ア 非常金融措置の実施 

関東財務局横浜財務事務所は、被災地の便宜を図るため、証券会社等に対し、以下に掲げる措

置をとるよう要請します。 

(ｱ) 届出印鑑喪失の場合の措置 

届出印鑑喪失の場合における可能な限りの便宜措置を講じること。 

(ｲ) 有価証券喪失の場合の措置 

有価証券喪失の場合の再発行手続きについて協力すること。 

(ｳ) 預かり有価証券の売却・解約代金の即日払いの申し出があった場合の措置 

被災者顧客から、預かり有価証券の売却・解約代金の即日払いの申し出があった場合、可能

な限り便宜措置を講じること。 

(ｴ) 営業停止等における対応に関する措置 

窓口業務停止等の措置を講じた場合、業務停止等を行う営業店舗名等を、店頭掲示等の告示、

新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。 

(ｵ) その他の措置 

顧客への対応について十分配意すること。 

イ 各種金融措置に関する広報 

関係機関は、上記災害応急対策について、速やかにその周知徹底を図り、人心の安定及び災害

の復旧に役立てます。 

 

４  物価の安定、物資の安定供給 

   県及び市町村は、食料をはじめとする生活必需物資等の物価が高騰しないよう、また、事業者によ

る買い占め・売り惜しみが生じないよう監視するとともに、必要に応じて指導等を行います。 

県は、県民が落ち着いた消費行動がとれるよう、生活必需物資の供給状況等について、必要な情報

提供に努めます。 

  また、県及び市町村は、コンビニエンスストアなどの小売店舗等と協定を結び、物資が安定的に供

給されるように努めるとともに、発災後速やかに営業が開始できるよう、物資搬入車両の通行の確保

等、必要な体制の整備に努めます。 

 

 

  資 料 

   風水害編 ２－３－13 放送機関の応急対策（風水害等） 
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  第１５節 広域的応援体制                                      

県は、被害の規模に応じて、迅速・的確に国や他都道府県及び関係機関に応援を求め、被災地域にお

ける被害の軽減や被災者の支援など広域的な応援体制をとります。 

大規模災害が発生した場合は、外部からの複数の多様な応援を円滑に受け入れ、効果的に展開する必

要があることから、県は、神奈川県災害時広域受援計画に基づき、速やかに応援を受け入れ効果的な災

害応急対策を実施します。 

 

１ 広域的な応援体制 

 (1) 広域的な応援要請 

  ア  市町村長は、災害応急対策を実施するために必要があると認めるときには、他市町村長に対し

て応援要請を行い、若しくは知事に対して応援要請又は災害応急対策の実施を要請します。 

他市町村長へ応援要請を行うに当たり、県は、地域県政総合センター単位の地域ブロック内及

び地域ブロック相互間における市町村間の相互応援の調整を行います。 

イ 市町村長は、応急措置を実施するために必要があると認めるときは、知事に対して、自衛隊の

派遣要請を要求します。 

この場合、必要に応じて、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を防衛大臣、地域担

任部隊等の長に通知します。なお、市町村長は、この通知をした時は速やかにその旨を知事に通

知します。 

ウ  市町村長は、知事の自衛隊への派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛

大臣、地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知します。この通知を受けた防衛大臣、地域担

任部隊等の長は、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合は、部隊等を派遣します。 

なお、市町村長は、この通知をした時は速やかにその旨を知事に通知します。 

  エ  知事は、特に必要があると認めるときは、被災市町村長に対して応急措置について必要な指示

をし、又は他の市町村長に対して被災市町村を応援するよう指示します。 

  オ  知事は、市町村長の要請又は自らの判断により、次のとおり各機関の長に対して広域応援の要

請を行います。 

   (ｱ) 県公安委員会に対する警察庁又は他都道府県警察への援助要求の要請［警察法第 60 条］ 

   (ｲ) 消防庁長官への要請（他都道府県消防機関所有のヘリコプターの派遣要請、緊急消防援助隊

の派遣要請等）［消防組織法第 44 条］ 

   (ｳ) 被災市区町村応援職員確保システムに基づく応援要請 

a 避難所運営や罹災証明書の交付等の災害対応業務の支援 

b 被災市町村が行う災害マネジメントの総括的支援 

   (ｴ) 相互に応援協定を締結している九都県市首脳会議や関東地方知事会及び全国知事会を構成す

る都道府県に対する応援要請 

   (ｵ) 厚生労働省、関係省庁及び他都道府県への広域医療搬送に係る要請 

    なお、災害の規模等に照らし、応援の指示又は要求を行うべき適当な相手方が見つからない場

合や応援の指示又は要求を行っても不十分な場合など地方公共団体間の応援の要求等のみによ

っては災害応急対策が円滑に実施されないと認める場合は、他の都道府県が本県又は県内市町村

を応援することを求めるよう、国に対して要求します。 

  カ 消防庁長官は、災害の規模等から緊急を要し知事からの要請を待ついとまがない場合や、人命

救助等のために特に緊急を要し、かつ、広域的に消防機関の職員の応援出動等の必要性を認めた

場合、他の知事や市町村長へ消防の応援要請を行います。 

  キ 知事は、必要があると認めるときは、指定行政機関、関係指定地方行政機関又は関係指定公共

機関（特定独立行政法人に限る）の長に対して職員の派遣を要請し、若しくは内閣総理大臣に対

して指定行政機関又は指定地方行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めます。同様に、市
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町村は、必要があると認めるときには、関係指定地方行政機関又は関係指定公共機関（特定独立

行政法人に限る）の長に対し、当該職員の派遣を要請します。 

    その際には、次の事項を記載した文書をもって行います。 

      ・ 派遣を要請（あっせん）する理由 

      ・ 派遣を要請（あっせん）する職員の職種別人員数 

      ・ 派遣を必要とする期間 

      ・ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

      ・ 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項 

  ク  知事は、災害の規模や収集した被害情報及び市町村の通信途絶の状況から判断し、人命又は財

産の保護のため自衛隊の災害派遣が必要であると認める場合には、防衛大臣又はその指定する者

に対して「自衛隊災害派遣要請マニュアル」に基づき災害派遣を要請します。 

        要請範囲は概ね次のとおりです。 

      ・ 被害状況の把握 

      ・ 避難の援助 

   ・ 遭難者等の捜索活動 

   ・ 水防活動 

      ・ 消防活動 

      ・ 道路又は水路の啓開 

      ・ 応急医療・救護・防疫 

      ・ 人員及び物資の緊急輸送 

   ・ 炊飯及び給水 

      ・ 救援物資の無償貸与又は譲与 

      ・ 危険物の保安及び除去 

      ・ その他知事が必要と認めるもので自衛隊との協議の整ったもの 

 

○ 自衛隊への要請先及び救援活動に要した経費 

  １ 要請先 

   ・ 陸上自衛隊の派遣を要請する場合 

   ・ 陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の別を特定しない派遣要請をする場合 

担当区域 要請先 
担当窓口／所在地 

ＮＴＴ電話／防災行政通信網 

県内全域 

東部方面混成団長 

３科 

横須賀市御幸浜１-１ 

046(856)1291/9-486-9201 

内線(448/402) 

第１師団長 

東京都練馬区北町４-１-１ 

03(3933)1161/9-485-9201・9 

内線(239) 

東部方面総監 

東京都練馬区大泉学園町 

048(460)1711 

内線(2256) 
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   ・ 海上自衛隊の派遣を要請する場合 

担当区域 要請先 
担当窓口／所在地 

ＮＴＴ電話／防災行政通信網 

県内海岸地域 横須賀地方総監 

横須賀地方総監部防衛部オペレーション室 

横須賀市西逸見町１丁目無番地 

046(822)3500/9-637-9201・9 

内線(2222/2223) 

046(823)1009（直通） 

県内海岸地域 

 主として航空機を 

 必要とする場合 

第４航空群司令 

第４航空群指令部 

綾瀬市無番地 

0467(78)8611/9-490-9201・9 

内線(2245/2246) 

 

  ２ 救援活動に要した経費 

    自衛隊の救援活動に要した経費は、原則として、派遣を受けた市町村が負担するものとし、

その内容は概ね次のとおりです。 

    ・ 派遣部隊が救援活動を実施するために必要な資機材（自衛隊装備に係るものを除く）等

の購入費、借上料及び修繕費 

    ・ 派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用料及び借上料 

    ・ 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話及び入浴料等 

    ・ 派遣部隊の救援活動実施に際し生じた（自衛隊装備に係るものを除く）損害の補償 

    ・ その他救援活動の実施に要する経費で負担区分に疑義のある場合は、自衛隊と市町村が

協議する。 

 

ケ  知事は、必要があると認めるときは、県内各地の災害に対処するため、在日米軍に対し「災害

準備及び災害対策に関する覚書」に基づき応援を要請します。 

コ 県が被災市区町村応援職員確保システムに基づく応援要請を行うに当たり、国は関係団体と協

議の上、総務省及び関係団体で構成する確保調整本部を設置し、応援職員の派遣に関し総合調整

を行います。また、必要に応じて現地調整会議を設置します。 

  サ 県が九都県市首脳会議の構成都県市への応援要請を行うに当たり、九都県市は共同運営による

応援調整本部を設置し、物資の提供や人員派遣等の総合調整を行います。 

  シ  ライフライン事業者等は、必要に応じて応急対策に関する広域的応援体制をとるように努める

ものとします。 

  ス 高速道路会社は、高速道路のサービスエリア等を警察・消防・自衛隊の部隊の展開、宿営、物

資運搬搬送設備等の拠点として使用させるなど、救助・救命活動への支援を行うものとします。 

 (2) 広域応援の受入れ 

      県は、大規模な災害が発生し、災害対策本部が設置された場合又は本部設置に至らなくても必要

があると認めるときには、直ちに県総合防災センターに災害活動中央基地を設置するとともに、災

害活動中央基地の分散、補完施設である広域防災活動備蓄拠点及び地域の救援等の前線基地として

応急活動用資機材等を整備した広域防災活動拠点を開設します。また、市町村は、県内 151 箇所（平

成 30年４月１日現在）の県立高等学校等を指定した広域応援活動拠点を開設し、広域応援部隊（自

衛隊、広域緊急援助隊、緊急消防援助隊）等の受入体制を整えます。 

   県は、広域応援部隊に対して、ヘリコプター臨時離着陸場や広域防災活動拠点等に関する情報を

提供します。 

   県及び市町村は、これら拠点相互の連携を図り、災害応急活動を実施します。 
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   実施する対策は次のとおりです。 

  ア 備蓄防災資機材・物資の配分、搬送調整 

  イ 救援物資の受入れ、配分及び搬送調整 

    ウ 協定物資の受入れ、配分及び搬送調整 

  エ 輸送車両・ヘリコプターの誘導、物資の搬送調整 

  オ 救援・復旧等対策に携わる災害応急活動要員等の集結、待機、出動調整 

  カ その他必要な災害応急活動 

 (3) 広域応援活動の調整 

   県は、被害状況と市町村からの応援要請に基づき、広域応援部隊の運用（配分）を決定した上で、

広域応援部隊に対して進出拠点･活動拠点の確保、通信･連絡体制の構築、進入ルートをはじめとし

た活動に必要な情報提供を行うとともに、被災状況や活動状況に応じた部隊や資機材の再配分など

の広域応援活動の調整を行います。 

(4) 航空機の運用調整 

県は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集、救助・救急、消火、医療等の各種活動

のための航空機の運用に関し、災害対策本部内に航空機の運用を調整する部署（航空運用調整班）

を設置し、国の現地対策本部と連携して必要な調整を行うものとします。 

航空運用調整班は、警察、消防、国土交通省、海上保安庁、自衛隊、ＤＭＡＴ都道府県調整本部

の航空機運用関係者などの参画を得て、各機関の航空機の安全･円滑な運用を図るため、活動エリ

アや任務の調整などを行います。また、必要に応じて自衛隊による局地情報提供に関する調整を行

います。 

 

２ 自治体間の人的支援 

ア 県は、災害発生後、市町村の人的支援のニーズ等の速やかな把握に努めます。 

イ 市町村から職員の応援要請があった場合、又は県が職員の応援が必要だと判断した場合で、県内

の自治体間の応援では対応できない場合は、次の事項を総務省又は関東ブロックの幹事県に応援を

要請します。 

(ｱ) 災害対応業務に係る対口支援の実施 

(ｲ) 総括支援チームの派遣 

 

３ 海外からの支援の受入れ 

県及び市町村は、国の非常（緊急）災害対策本部等が海外からの支援の受入れを決定した場合には、

その受入れと円滑な活動の支援に努めます。  

 

 

  資 料 

   地震編  ４－12－(１) 大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱 

    〃   ４－12－(２) 緊急消防援助隊の運用に関する要綱 

    〃   ４－12－(３) 緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱 

    〃   ４－12－(４) 神奈川県緊急消防援助隊応援等実施計画 

    〃   ４－12－(５) 神奈川県緊急消防援助隊受援計画 

    〃   ４－12－(６) 神奈川県災害活動中央基地要領 

    〃   ４－12－(７) 神奈川県消防応援活動調整本部設置要綱 

    〃   ４－12－(８) 神奈川県緊急消防援助隊部隊編成表 

〃   ４－12－(９) 災害時における神奈川県内の市町村の相互応援に関する協定 

〃   ４－12－(10)  災害発生時における物資の保管等に関する協定（神奈川倉庫協会） 
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  参 考 

   地震編  ４－５－(４) 九都県市災害時相互応援に関する協定 

    〃   ４－５－(５) 震災時等の相互応援に関する協定 

    〃   ４－５－(６) 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定 
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  第１６節 災害救援ボランティアの支援活動                         

 大規模災害が発生し救援活動が広範囲又は長期に及ぶ場合においては、県及び市町村等は、関係団体

などと連携し、災害救援ボランティアの活動を支援する市町村災害ボランティアセンター及びその支援

を行う県災害救援ボランティア支援センターをそれぞれ設置・運営し、ボランティアニーズ情報の受発

信、ボランティアの受入れ・コーディネート等により被災地におけるボランティア活動の効果的な支援

に努めます。 

 

１ ボランティア活動支援拠点の設置 

(1) 県災害救援ボランティア支援センターの設置 

県は、災害対策本部を設置したときは、災害救援ボランティア活動への支援を行うため、神奈川

県社会福祉協議会、災害救援ボランティア支援団体等と協働・連携し、かながわ県民活動サポート

センター（災害等の状況により設置しがたい場合は、予め定めた別の場所）に県災害救援ボランテ

ィア支援センターを設置します。 

(2) 市町村災害ボランティアセンターの設置 

市町村、市町村社会福祉協議会及び災害救援ボランティア団体等は、それぞれの実情に応じて、

発災後速やかに、緊密な協働・連携のもと、災害ボランティアセンターを設置します。 

 

○ 県災害救援ボランティア支援センター及び市町村災害ボランティアセンターの主な役割 

１ 県災害救援ボランティア支援センターの主な役割 

・災害救援ボランティアに関わる情報収集・発信 

・被災地域災害ボランティアセンターの設置及び運営の支援 

・市町村災害ボランティアセンターと災害救援ボランティアとの連絡・調整 

・災害救援ボランティア活動への支援 

 

２ 市町村災害ボランティアセンターの主な役割 

  ・被災地･被災者のボランティアニーズ情報の収集･発信 

  ・災害救援ボランティアの受入れとコーディネート 

  ・災害救援ボランティアへの資機材等の提供等の活動支援 

  ・市町村域内外の災害救援ボランティア団体・行政機関と、地域住民等との連絡調整 

 

２ 情報の収集・発信 

(1) 発災直後における被災地情報等の収集 

県は、発災後速やかに災害救援ボランティアコーディネーター等により組織された先遣隊を被災

地域に派遣し、被害状況やボランティアニーズ、災害ボランティアセンターの設置に向けた状況等

を把握します。 

(2) 県ホームページによる情報の収集・発信 

県災害救援ボランティア支援センターは、神奈川県社会福祉協議会、日本赤十字社神奈川県支部、

災害救援ボランティア支援団体等と連携して、被災地域災害ボランティアセンターの設置・運営状

況、災害救援ボランティアの受入れ希望等の情報を収集し、県ホームページを通じて情報提供しま

す。 

(3) 登録ボランティア(個人・団体)に対する情報配信 

県災害救援ボランティア支援センターは、災害救援活動を希望するボランティアに対して、電子

メールやファックス等の通信手段により、ボランティアニーズ等に関する情報の配信を行います。 
 

３ 災害救援ボランティアの受入れ 

県は、災害救援ボランティアの受入れに際して、各種ボランティアの技能が効果的に活かされるよ
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うに配慮し、必要に応じて災害救援ボランティア支援団体に対して活動拠点を提供する等、その活動

の円滑な実施が図られるよう支援に努めます。 

市町村においても、関係団体等と協力し、災害救援ボランティアに対する活動場所や、必要に応じ、

資機材・宿泊場所等の提供あるいはそれらの情報提供により、活動の円滑な実施が図られるよう支援

に努めるものとします。また、消防機関においても、元消防団員等の経験や能力を有した災害救援ボ

ランティアとの連携に努めるものとします。 

県外からの支援の受入れについては、県は市町村と連携し、迅速に受入体制を整えるとともに、最

大限の便宜を図ることとします。 

 

４ 災害救援ボランティア支援団体の活動に対する支援 

行政とボランティア団体の特性の違いを活かした効果的な支援活動を行うため、県及び市町村は、

災害救援ボランティア支援団体との協働・連携を進めるとともに、その活動に必要な場所・資機材・

資金等の確保に対する便宜の提供に努めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(参考) 被害が甚大かつ広域に及ぶ場合、県は、被災地域の災害ボランティアセンターと協働又は連携して県災害救援ボランティア支

援センター現地事務所を設置します。 
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  第１７節 災害救助法関係                                       

 災害救助法適用の災害が発生した場合、知事又は救助実施市の長は災害救助法の規定に基づき、被災

者の保護と社会秩序の保全を目的として救助を実施します。 

 また、県民生活の安定のため、県及び市町村は、義援物資・義援金の受入れ等を行います。 

 災害時に全国の多くの人々から寄せられる義援物資は、被災者の状況を慮った善意によるものです。

しかし、不規則かつ大量に届けられる小口の義援物資を適切に処理するには多くの人手や時間を要す

ることや、刻々と変化する被災者のニーズに合わせて処理していくことが困難であることなど、多く

の課題が指摘されています。 

 県及び市町村は、個人等から寄せられる小口の義援物資については原則として受け入れないこととす

るなど、義援物資を効率的に活用する体制づくりに努めます。 

 

１ 災害救助法 

  (1) 災害救助法の適用 

ア 市町村長（救助実施市の長を除く。）は、その被災状況によって災害救助法に基づく応急措置

を実施する必要があると認めるときは、知事に対してその旨要請します。 

  イ 知事又は救助実施市の長は、以下に掲げる適用基準に基づき、災害救助法を適用します。 

 

 ○ 災害救助法適用基準 

   災害救助法の適用基準は、同法施行令第１条に定めるところによりますが、県における具体的

な適用基準は次のとおりです。 

  １ 市町村の区域(注１)内の人口に応じ、住家が滅失した世帯数が５の基準１号以上であること。 

  ２ 被害が広範囲にわたり、県内の滅失世帯数が 2,500 世帯以上に達した場合で当該市町村の滅

失世帯数が基準２号以上に達したとき。 

  ３ 被害が県内全域に及ぶ大災害で滅失世帯数が 12,000 世帯以上に達した場合又は災害が隔絶

した地域で発生したものである等、被災者の救護を著しく困難とする内閣府令で定める特別の

事情(注２)がある場合であって、多数の住家が滅失したとき。 

  ４ 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令

で定める基準(注３)に該当するとき。 

  ５ 市町村別の災害救助法適用基準は、次のとおりとなります。 

         【人口は、平成 27年 10 月１日国勢調査結果に基づく】 

 

 
(注１) 政令指定都市にあっては、当該市の区域又は当該市の区の区域とする。 

 (注２) 被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出について特殊

の技術を必要とすること。 

 (注３) 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が避難して、継続的に救助を必要とすること。被災者に

対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要と

すること。 

市町村名 人  口 
世帯数 

市町村名 人  口 
世帯数 

１号 ２号 １号 ２号 

横浜市 3,724,844 150 75 横須賀市 406,586 150 75 

 鶴見区 285,356 100 50 平塚市 258,227 100 50 

 神奈川区 238,966 100 50 鎌倉市 173,019 100 50 

 西区 98,532 80 40 藤沢市 423,894 150 75 

 中区 148,312 100 50 小田原市 194,086 100 50 

 南区 194,827 100 50 茅ヶ崎市 239,348 100 50 

 保土ヶ谷区 205,493 100 50 逗子市 57,425 80 40 



 
第２編 風水害対策編 

- 185 - 

   

住家の滅失した世帯、すなわち全壊（焼）、流失等の世帯を標準としているので、半壊半焼等

著しい損傷を受けた世帯については、２世帯で１の世帯とし、床上浸水、土砂のたい積等により、

一時的に居住不能となった世帯については、３世帯で１の世帯とみなします。 

市町村名 人  口 
世帯数 

市町村名 人  口 
世帯数 

１号 ２号 １号 ２号 

 磯子区 166,229 100 50 三浦市 45,289 60 30 

 金沢区 202,229 100 50 秦野市 167,378 100 50 

 港北区 344,172 150 75 厚木市 225,714 100 50 

 戸塚区 275,283 100 50 大和市 232,922 100 50 

 港南区 215,736 100 50 伊勢原市 101,514 100 50 

 旭区 247,144 100 50 海老名市 130,190 100 50 

 緑区 180,366 100 50 座間市 128,737 100 50 

 瀬谷区 124,560 100 50 南足柄市 43,306 60 30 

 栄区 122,171 100 50 綾瀬市 84,460 80 40 

 泉区 154,025 100 50 葉山町 32,096 60 30 

 青葉区 309,692 150 75 寒川町 47,936 60 30 

 都筑区 211,751 100 50 大磯町 31,550 60 30 

川崎市 1,475,213 150 75 二宮町 28,378 50 25 

 川崎区 223,378 100 50 中井町 9,679 40 20 

 幸区 160,890 100 50 大井町 17,033 50 25 

 中原区 247,529 100 50 松田町 11,171 40 20 

 高津区 228,141 100 50 山北町 10,724 40 20 

 多摩区 214,158 100 50 開成町 17,013 50 25 

 宮前区 225,594 100 50 箱根町 11,786 40 20 

 麻生区 175,523 100 50 真鶴町 7,333 40 20 

相模原市 720,780 150 75 湯河原町 25,026 50 25 

 緑区 173,612 100 50 愛川町 40,343 60 30 

 中央区 269,888 100 50 清川村 3,214 30 15 

 南区 277,280 100 50     

 

 (2) 災害救助法の適用手続 

  ア  災害に際し、市町村における災害が災害救助法の適用基準のいずれかに該当する見込みのある

ときは、当該市町村長（救助実施市の長を除く。）は、直ちにその旨を知事に報告します。 

  イ 救助実施市の長は、災害救助法を適用した時は、知事、関係指定地方行政機関等に通知し、内

閣総理大臣に報告します。 

  ウ 市町村長（救助実施市の長を除く。）は、災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待

つことができないときは、知事が行う救助の補助として災害救助法の規定による救助に着手し、

その状況を事後速やかに知事に情報提供します。 

    エ 知事は、救助を迅速に行うために必要があると認めるときは、、災害救助法による事務委任に

係る事前の取決めに基づき、下記に掲げる救助の実施に関する事務の一部を市町村長（救助実施

市の長を除く。）が行うこととすることができます。この場合、救助の期間、内容を当該市町村

長に通知します。 

  オ 知事は、災害救助法を適用した時は、当該市町村及び各部局に指示するとともに、救助実施市、

関係指定地方行政機関等に通知し、内閣総理大臣に報告します。 
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○ 「災害救助法施行細則による救助の程度等」（県告示）における救助の種類 

  ・  避難所及び応急仮設住宅の供与 

  ・  炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

  ・  被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

  ・  医療及び助産 

  ・  被災者の救出 

  ・  被災した住宅の応急修理 

  ・  学用品の給与 

  ・  埋葬 

  ・  死体の捜索 

 ・ 死体の処理 

  ・  障害物の除去 

  ・  救助のための輸送及び賃金職員等の雇用 

 

 (3) 資源配分の連絡調整の実施 

  ア  県が災害対策本部を設置し、災害救助法が適用され、物資等の配分に係る広域調整が必要と判

断した場合、県は、資源配分連絡調整チームを設置し、救助実施市に参集を要請するほか、必要

に応じて、物資の供給、輸送、保管に係る民間団体に参集を要請します。 

  イ 資源配分連絡調整チームは、市町村の被災状況や支援ニーズに応じた市町村への資源配分のた

めの供給計画を定め、物資や輸送手段など、必要な手配を行います。 

 

２  義援物資及び義援金 

 (1) 受入れ及び配分 

  ア 義援物資 

   (ｱ) 民間企業や自治体等からの義援物資 

市町村は、関係機関等の協力を得ながら、民間企業や自治体等からの義援物資について、受

入れを希望するもの及び希望しないものを把握します。県及び市町村は、その内容のリスト及

び送り先を公表し、周知等を図るものとします。また、現地の需給状況を勘案し、同リストを

逐次改定するものとし、これを活用し、物資の配分を行います。 

   (ｲ) 個人等からの小口の義援物資 

     県及び市町村は、個人等からの小口義援物資については、原則受け入れないこととし、その

方針を周知するものとします。 

     なお、周知に当たっては、記者発表や県及び市町村のホームページへの掲載のほか、県域報

道機関及び全国ネットの報道機関による放送や他の自治体等のホームページへの掲載依頼な

どを行います。 

    イ  義援金 

      県及び市町村は、義援金の受入れ、配分に関して、市町村、日本赤十字社神奈川県支部、神奈

川県共同募金会等と義援金の募集、配分に関する委員会を必要に応じて組織し、適切な受入れ、

配分を行います。その際、配分方法を工夫するなどして、できる限り迅速な配分に努めます。 

 (2) 指針の策定 

   県は、義援物資、義援金の受入れ、配分に関して、迅速な対応を図るための指針を策定します。 

 

３ 災害弔慰金等 

 (1) 市町村長は、一定規模以上の災害により死亡した住民の遺族に対しては災害弔慰金の支給を、一

定規模以上の災害により精神又は身体に著しい障害を受けた住民に対しては災害障害見舞金を支

給します。 



 
第２編 風水害対策編 

- 187 - 

 (2) 市町村長は、災害により家屋等に被害を受けた世帯等に対して、生活の立て直し、自立助長の資

金として、災害救助法が適用された災害では、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、条

例に従って災害援護資金の貸付けを行います。 

(3) 県社会福祉協議会は、同法の適用に至らない小規模災害時に「生活福祉資金貸付制度要綱」に基

づく生活福祉資金を、低所得世帯を対象に貸し付けます。 

(4) 市町村長は、各種の支援措置を早期に実施するため、発災後早期に罹災証明書の交付体制を確立

し、被災者に罹災証明書を交付します。 

 

 

  資 料 

   地震編  ４－14 委託契約書（日本赤十字社神奈川県支部） 
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第４章 復旧・復興対策 

 

○ 大規模な都市型災害は、県民の生活、財産、生活基盤等に直接の被害をもたらすだけではなく、

その被災規模が大きいため、その爪痕は社会・経済活動に長期間影響を及ぼし続けます。災害後の

県民生活の再建、都市の復興、さらには経済活動の復興を早期に実現するには、県民、地域コミュニ

ティやＮＰＯ、県や市町村などの行政機関が協働して、復興対策に取り組むことが必要となります。 

○ そこで本章は、あらかじめ復興の考え方や復興対策の内容を整理し、災害後の迅速な復興対策が推

進できるよう地域防災計画に位置づけたものです。 

  なお、詳細な手順、手法等については、神奈川県震災復興対策マニュアルに準じて取り扱います。 

○ 復興対策は、被災直後から量的・質的な変化を伴いつつ、連続的かつ段階的に進んでいくものであ

り、災害対策本部が担う応急・復旧対策のうち、復興に関係する対策については、連携して進めます。 

○ また、復興対策の実施に当たっては、男女共同参画の視点から、復興のあらゆる場・組織における

女性の参画の促進に努めるとともに、障害者、高齢者等の要配慮者の参画の促進に努めます。 

○ 暴力団等の動向把握を徹底し、復旧・復興事業への参入・介入の実態把握に努めるとともに、関係

行政機関、被災地方公共団体、業界団体等に必要な働きかけを行うなど、復旧・復興事業からの暴力

団排除活動の徹底に努めます。 
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  第１節 復興体制の整備                                         

大規模な災害の後、迅速かつ的確に復興対策を実施するため、復興体制を整備します。 

 

１ 復興計画策定に係る庁内組織の設置 

  県及び市町村は、復興に関わる総合的措置を講じ、速やかな復興を図るために、復興に関する事務

等を行う組織（復興本部）を庁内に設置します。また、当該本部内における復興計画の策定を進める

担当局において、復興計画に係る庁内案の作成、既存計画（施策）との整合性の確保、庁内各局の調

整を行います。 

 

２ 人的資源の確保 

  本格的復旧作業及び復興事業の実施のためには、通常業務に加えて膨大な事務執行が長期間必要に

なります。したがって、被災職員による減員等もある中、特定の分野や職種において人員不足が予測

されます。 

  このため、特に人材を必要とする部門については、関係局と協議・調整し、弾力的かつ集中的に人

員配置を行うとともに、それでもなお不足を補いきれない場合には、臨時職員等の雇用を行います。 

  また、復旧・復興に取り組む市町村への人的支援も県の重要な役割です。県職員の派遣のほか、県

外の自治体への応援要請などにより、人的支援に努めます。 

 (1) 派遣職員の受入れ 

   不足する職員を補うため、地方自治法、災害対策基本法、被災市区町村応援職員確保システム、

九都県市災害時相互応援に関する協定、関西広域連合と九都県市との災害時の相互応援に関する協

定及び全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定等に基づき、職員の派遣、又はあっ

せんの要請を行い、職員を受け入れます。 

 (2) 専門家の支援の受入れ 

災害後は、土地の測量、登記、建築、不動産評価などの土地に関する法律的な問題など、様々な

問題が発生し、専門的なサービスの提供を求められることが予想されます。そこで、県は、「大規

模災害時における相談業務の応援に関する協定」に基づき、神奈川県大規模災害対策士業連絡協議

会に対して県又は市町村が開催する相談会への相談業務に従事する者の派遣を要請し、弁護士、司

法書士、建築士、不動産鑑定士、税理士などの専門家の支援を受け入れます。 

また、県及び市町村は、「災害時における家屋被害認定調査等への協力に関する協定」に基づき、

生活再建に係る各種支援の前提となる住宅等の被害の程度を認定する調査等への協力を神奈川県

土地家屋調査士会に要請します。 

 (3) 情報提供と県民相談の実施 

県及び市町村は、行政の行う施策のほか、復旧・復興期における輻輳する多種多様な情報を整理

し、ホームページや広報紙等を利用して提供します。 

また、臨時相談窓口や電話相談窓口等を設置し、生活再建や事業復興の不安に対する相談に応じ

ます。 

 

 

  資 料 

   地震編 ５－１ 大規模災害時における相談業務の応援に関する協定書 

   地震編 ５－１ 災害時における家屋被害認定調査等への協力に関する協定 
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  第２節 復興対策の実施                                       

 市街地及び都市基盤施設等の復旧・復興の基本方向の決定、住宅の復興対策、生活再建支援、地域経

済復興など多岐にわたる復興対策を迅速・的確に行うために、被災状況に関する正確な情報の収集を行

い、それに基づいて各分野の対策を実施します。 

 

１ 復興に関する調査 

本計画第２編第３章の「災害時の応急活動計画」において、災害発生時における防災関係機関の情

報連絡体制、被災状況及び人的被害の状況を速やかに把握するための体制等について定めていますが、

さらに詳細に被災状況を把握し、市街地及び都市基盤施設の復旧・復興の基本方向の決定、住宅の復

興対策、生活再建支援など、復興対策及び復興対策に係わる応急対策を迅速・的確に行うため、復興

に関する調査を行います。 

 (1) 被害状況調査 

   県は、災害情報管理システムなどを通じて、市町村から被害情報等を収集し、また、防災関係機

関等からの情報収集にも努め、被害状況等を取りまとめます。 

市町村は、建築物、都市基盤施設等の被害概要について、調査を実施し、結果を県に報告します。 

(2) 法制度の適用に関する調査 

   県は、市町村から収集した情報を内閣府に報告し、災害救助法の適用について検討の上、決定し

ます。 

また、公共土木施設、農林水産業施設、公立学校施設などに関して、災害復旧事業に関する調査

を実施し、財政的な援助につなげます。 

 (3) 住宅の復興対策に関する調査 

  ○ 市町村は、応急復旧対策、復興対策を効果的に行うために、全壊、半壊といった被災地全体の

建築物の被災状況の調査を行い、その結果を整理して県に報告します。また、個々の被災者の被

害の状況や、各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を

作成し、総合的かつ効果的な支援の実施に努めます。 

県は、市町村の行う調査に対し職員の派遣を行うとともに、必要に応じて、国や他の自治体等

の協力を得ながら、派遣要請等を行います。 

  ○ 市町村は、住宅の復興対策を効果的に行うために、応急仮設住宅の建設戸数調書を作成し、県

に報告します。 

県は、市町村で取りまとめた結果と被災者の実態をもとにして、応急仮設住宅必要戸数、恒久

的な住宅の必要量、その他必要となる住宅対策等について把握します。 

  ○ 市町村は、全壊、半壊といった被災地全体の建築物の被災状況の調査を行い、その結果を整理

して県に報告します。県は、市町村の行う調査に対し職員の派遣を行うとともに、必要に応じて、

国や他の自治体に対して応援職員の派遣を要請します。 

なお、市町村は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各種の支援措置を早期に実

施するため、災害による住宅等の被害の程度の認定や罹災証明書の交付の体制を確立し、速やか

に、住宅等の被害の程度を認定し、被災者に罹災証明書を交付します。 

 (4) 生活再建支援に関する調査 

  ア 離職者に関する調査 

    雇用対策のため、地域経済の被災状況を把握するとともに、被災離職者の調査を行い、離職者

の特性等について把握します。 

イ その他生活再建に関する調査 

県及び市町村は、要配慮者の被災状況や地域における医療需要、医療機関の再開状況の把握、

社会福祉施設の被災・復旧状況、社会教育施設等の被災状況等、その他の生活再建に必要となる

被災状況について調査します。 
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 (5) 地域経済復興支援に関する調査 

県及び市町村は、被災地全体の概要の把握に努めますが、特に中小企業の工場や商店街の商店等

の被災状況等は、生活再建支援策と密接に関連するため、可能な限り綿密に調査を行います。 

  ア 事業所等の被害調査 

    市町村は、災害直後の緊急対応及び復興に向けての施策を検討するために、業種別、規模別被

害額や工場、商店、農地・農林水産業等の被害について調査を行います。 

    県は、市町村と商工団体が共同で作成した事業継続力強化支援計画等に基づき収集した中小企

業の被害状況について、速やかに把握します。 

  イ 地域経済影響調査 

    市町村は、産業基盤施設の被災状況や事業者の物的被害状況、事業停止期間の把握、取引状況

の調査等を行い、地域経済への影響を把握します。 

(6) 復興の進捗状況モニタリング 

   復興対策は長期にわたりますが、その進捗状況は発災から経過した時間や地域によって異なりま

す。そこで、住宅、都市基盤、地域経済などの復興状況や被災者の生活再建の度合い、失業率、将

来への意向等を復興状況等に応じて的確に調査し、必要に応じて復興対策や復興事業を修正します。 

 

２ 復興計画の策定 

  県及び市町村は、大規模災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた場合には、

被災地の再建は高度かつ複雑な大規模事業になることから、これを速やかに実施し、多くの関係機関

の諸事業を調整しつつ計画的に復興を推進していくため、復興計画を策定します。 

  復興計画を策定する際には、①復興の基本方針の策定②分野別復興計画の策定③復興計画の策定と

いう３つのステップを経て行います。 

  なお、復興計画の策定に際しては、地域のコミュニティが被災者のこころの健康の維持を含め、被

災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことを踏まえ、その維持・回復や再構築に十分に

配慮するものとします。 

(1) 復興計画策定体制 

   復興計画は、庁内各局の復興事業（分野別復興計画）を束ねるものであり、庁内各局との連携の

もとで実施する必要があります。復興推進局と総合計画を所管する政策局を中心に、策定のための

庁内組織を整えます。また、専門家の知見を活かすための専門委員会、市町村の復興計画との整合

を図るための連絡協議会などを活用します。 

 (2) 復興の基本方針の策定 

   復興の基本方針では、復興理念（スローガン）の設定、復興の基本目標等を設定します。 

平成 25 年に制定された大規模災害からの復興に関する法律（以下「復興法」という。）により、

都道府県が、政府の復興基本方針に即して都道府県復興方針を作成できるとされ、県の基本方針が

法定化されました。同法により、市町村の復興計画は、都道府県復興方針に則して策定されるもの

とされており、県はなるべく早期に基本方針を定め、公表する必要があります。 

 (3) 分野別復興計画の策定 

   社会経済活動に甚大な障害が生じた場合、被災地の再建に当たっては、市街地整備のみならず、

産業振興、福祉、教育等広範な分野にわたる事業を展開していく必要があるので、都市復興、住宅

復興、産業復興、生活再建など、個別具体的な計画が必要な分野については、分野別復興計画を策

定します。また、計画の策定に当たっては、各計画の整合性を図ります。 

 (4) 復興計画の策定 

復興の基本方針、分野別復興計画の検討結果を踏まえ、復興計画案を作成します。復興計画案に

ついて、県民、市町村、関係機関、団体等の意見を聞き、復興計画を作成します。 

復興計画策定に当たっては、県の総合計画との整合のほか、次の点を踏まえる必要があります。 

・ 被災教訓の反映（再度被災しないための防災性向上の必要性） 
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・ 復興施策の優先順位の明確化 

また、策定に当たっては、市町村や関係機関、県民等の意見の反映に努めます。その際、県外

に避難している被災者の意見把握にも留意する必要があります。 

   復興計画の項目例は次のとおりです。 

  ① 復興に関する基本理念 

  ② 復興の基本目標 

  ③ 復興の方向性 

  ④ 復興の目標年 

  ⑤ 復興計画の対象地域 

  ⑥ 分野別の復興施策の体系 

  ⑦ 復興施策や復興事業の事業推進方策 

  ⑧ 復興施策や復興事業の優先順位 

 

【参考：復興計画の位置づけ】 

復興計画は、各地方公共団体で作成されている総合計画、長期計画等の地域の将来ビジョンを

踏まえ、被災者の生活再建、産業・経済の再建、復興防災まちづくり等を進めるために必要な施

策を取りまとめた計画として位置づけられる。 

出典：内閣府「復旧・復興ハンドブック」（平成 28 年３月） 

 

 (5) 復興計画策定のプロセス 

  ア 復興計画の策定に当たっては、震災復興専門委員会（仮称）の意見聴取等を踏まえ、関係局に

おいて案を作成します。 

  イ 復興計画に県民の意見を反映するとともに、市町村や関係機関に対しても意見を求めます。そ

の後、意見を集約し、分野別復興計画、市町村の復興計画等との整合を図り、復興計画案を策定

します。 

ウ 復興本部長は、復興本部会議の審議を経て、復興計画及び分野別復興計画を決定し、公表しま

す。 

(6) 復興計画の公表 

県民や市町村などが協働・連携して復興対策を推進するため、新聞、ラジオ、テレビ、インター

ネット、県・市町村広報誌等により復興施策を具体的に公表します。 

 

３ 復興財源の確保 

 (1) 財政方針の策定 

   被害状況の把握と対応策の検討と同時に、応急・復旧事業、復興事業に係る財政需要見込を算定

します。 

   また、財政需要見込に基づき、対策の優先度や重要度に応じて適切な対応が図れるよう、機動的

かつ柔軟な予算執行や編成を行うこととします。 

 (2) 財源確保対策 

復旧・復興対策に係る財政需要に対応するため、財政基金（大規模災害対応分）の活用や他の事

業の抑制などにより財源の確保を図るほか、激甚災害の指定、災害復旧に係る補助や起債措置、交

付税措置、復興交付金など、十分な支援を国へ要望していきます。 

 

４ 市街地復興 

  被災した市街地を迅速に復興するには、被災者が住んでいた地域にとどまって、自ら立ち上がって

いくことが必要となります。 

  市街地復興の決定に当たっては、まず、被災地区の被災状況、地域の従前の基盤施設の整備状況、
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既存の長期計画、広域計画における位置づけ、関係者の意向等をもとに迅速な復旧を目指し、かつ、

どのようにして災害に強いまちづくりを行うかといった中・長期的な計画的市街地復興方策を検討し

ます。 

  さらに、市街地復興を行う基本方向が決定された地区については、市街地復興の方針、目的、手法

等を決定し、災害に強いまちの形成やより快適な都市環境の形成を図ります。 

  特に市街地の防災機能の向上や都市機能の更新が必要とされる地区等では、単なる現状復旧ではな

く、合理的かつ健全な市街地の形成や都市機能の更新を図っていきます。 

 

○ 市街地復興のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 都市復興基本方針の策定 

   県及び市町村は、各地の被災状況、地域の従前の都市基盤施設の整備状況、既定の長期計画・広

域計画における位置づけ等を踏まえ、原状復旧を行う地区とするか、計画的復興地区とするのかを

検討して基本方針を策定し、公表します。 

 (2) 復興整備条例の制定 

   市町村は、都市計画区域外の市街地の無秩序な復興を防止し、都市復興の理念を公にするため、

必要に応じて復興整備条例を制定します。条例には、市町村・住民・事業者の責務、復興対象地区

の指定と整備手法等を明示します。 

 (3) 復興対象地区の設定 

      条例を制定した場合、県及び市町村は、被災状況調査や既存の都市計画における位置づけ、都市

基盤整備状況等に基づき、復興対象地区の地区区分を設定します。 

 (4) 建築制限の実施 

      県及び市町村は、都市計画区域内の被災の程度や従前の状況によって、都市計画、区画整理等に

よる本格的な復旧・復興事業に着手するまでの間、復旧・復興の妨げになるような無秩序な建築行

為を防ぐことを目的として、建築基準法等に基づき区域を指定し、建築制限を実施します。この場

合、住宅等の復興に関して情報提供を行うため、建築相談所等を開設します。 

 (5) 都市復興基本計画の策定、事業実施 

   県及び市町村は、県民の意見の集約を図りながら、復興の目標、土地利用方針、都市施設の整備

方針、市街地復興の基本方針など、具体的な復興施策を示す都市復興基本計画を策定します。 

   市町村は、復興対象地区ごとに、地区復興都市計画を策定します。 

(6) 仮設市街地対策 

   県及び市町村は、地域の本格復興が完了するまでの間、住宅の応急修理や仮設店舗等の建設、応

急仮設住宅の建設等により、住民の他地域への疎開を減らし、被災前のコミュニティをできる限り

守るため、仮設市街地計画を策定します。 

(7) 住宅対策 

   生活の基盤である住宅の再建は、地域経済の復興にも大きく関わってくるため、県及び市町村は、

１ 被災状況の調査 

２ 都市復興基本方針の策定及び復興整備条例の制定 

３ 復興対象地区の設定・調整及び建築制限の実施 

市街地に係る復興事業の推進、住宅対策の推進 

４ 都市復興基本計画の策定 
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持ち家、マンション等の再建支援、災害公営住宅の供給及び公営住宅等への特定入居等を行います。

また、公営住宅の入居対象外の住民に対して、民間賃貸住宅の供給促進及び入居支援を行います。

このことにより、県及び市町村は恒久住宅への円滑な移行を進めます。 

 (8) 復旧・復興の基本方針を早期に決定するための支援 

    県は、被災市町村が、被災状況、地域の特性、関係公共施設の管理者の考え方等県民の意見を踏

まえて、迅速な原状復旧かあるいは災害に強いまちづくりを目指す計画的復興を早急に検討し、復

旧・復興の基本方向を早期に決定できるよう、人的、技術的支援を行うとともに、財政的な援助を

国と協調して進めます。 

   さらに、国や他の自治体による人的支援の調整を行います。 

 

５ 都市基盤施設等の復興対策 

  都市基盤施設の復興は、災害応急対策として行われる機能の回復を目的とした応急復旧と施設自体

を被災前の状況に戻す復旧、あるいは、防災機能を高めて計画的に整備するといった本格的な復興の

３つの段階に分けられ、それぞれの基本方向に沿って施策を実施します。 

  なお、復興法において、被災地方公共団体等からの要請及び当該被災地方公共団体等における工事

の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要な場合は、漁港、道路、海岸保全施設、河川等の災害

復旧事業等の工事について、国又は都道府県が代行できることが明記されました。 

 (1) 被災施設の復旧等 

  ア 県は、あらかじめ定めた応援協定等を活用し、県管理の公共施設の復旧や被災市町村に対する

人的、物的な支援を進めます。 

  イ ライフライン、交通関係施設の応急復旧については、関係事業者との連携のもと、施設の早期

復旧に努めます。 

 (2) 応急復旧後の本格復旧・復興 

   県及び市町村は、避難路、避難地、延焼遮断帯、防災活動拠点ともなる幹線道路、都市公園、河

川、港湾などの骨格的都市基盤整備、防災安全街区の整備、ライフライン施設の地中化などの防災

機能の強化、さらには建築物や公共施設の不燃化などを基本目標とします。 

  ア 道路施設 

    県及び市町村は、被災状況、地域特性、関係公共施設管理者の意向等を勘案し、迅速な原状復

旧を目指すか、中・長期的な問題点の改良等も行う復興を行うのかを検討し、復旧・復興方針を

作成します。 

    なお、計画道路については、被災状況や市街化の動向等を勘案し、幅員やルート、線形の変更

も含めて再検討します。 

  イ 公園・緑地 

    県及び市町村は、被災市街地・集落の復興における基盤整備の方針、計画、整備手法などと調

整を図り、公園・緑地の復旧・復興方針を作成します。また、都市計画決定されている公園緑地

の整備を進め、既存公園に防災施設の整備・拡充を行うとともに、防災拠点となる公園を整備し

ます。 

  ウ 港湾・漁港施設 

県は、港湾施設については、各港湾管理者と協力しながら被災状況を把握し、必要に応じて復

興への支援を行います。各港湾管理者は、迅速な原状復旧を目指すか、耐震性の強化や中・長期

的な問題点の改良等も行う復興を行うのかを検討して基本方針を決定し、復旧工事を実施します。

また、漁港施設についても同様の検討を行います。 

  エ ライフライン施設 

    県及び市町村は、被害状況や緊急性を考慮して、各ライフライン事業者と調整を図り、施設の

早期復旧・復興を目指すとともに、防災機能の向上に努めます。 

  オ 河川・砂防施設・急傾斜地崩壊防止施設・海岸保全施設・森林等 
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    県及び市町村は、管理する各施設について、被害状況や緊急性を考慮して、施設の早期復旧・

復興を目指すとともに、防災機能の向上に努めます。 

  カ 災害廃棄物 

    がれきを始めとする大量の災害廃棄物が発生することから、関係機関が緊密に連携し、必要に

応じて広域的な処理を検討するとともに、環境負荷のできるだけ少ない方法を検討し、円滑かつ

迅速に処理を進める必要があります。 

   (ｱ) 災害廃棄物処理実行計画の策定 

     県及び市町村は、平時に策定した災害廃棄物処理計画をもとに、国の災害廃棄物処理指針等

を踏まえ、災害廃棄物処理実行計画を策定します。 

     また、県は、市町村の災害廃棄物処理実行計画の作成について支援を行います。 

   (ｲ) 災害廃棄物等の処理 

     可能な限り分別・選別・再生利用等により減量化を図りながら適正かつ円滑・迅速な処理を

行います。 

(ｳ) 支援要請 

市町村は、処理が困難な場合には、県又は民間事業者団体に支援を要請します。 

県は、市町村から支援要請があった場合、支援可能な市町村や民間事業者団体、他都道府県

等に支援を要請します。 

(ｴ) 損壊家屋等の解体・撤去 

市町村は、アスベスト調査を実施の上、分別を考慮しながら、倒壊の危険性のある損壊家屋

等から優先的に解体・撤去します。 

県は、市町村からの支援要請に基づき、建物の解体・撤去等に関する協定を締結している民

間事業者団体等に支援を要請します。 

(ｵ) 仮設処理施設の設置 

市町村は、災害廃棄物の処理が円滑に進むよう、必要に応じて仮設処理施設を設置し、適切

な運営・管理を行うとともに、余震に備えた安全対策、関係法令を遵守した公害対策を行いま

す。 

県は、仮設処理施設の設置や管理・運営について情報提供、技術的支援を行います。 
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６ 生活再建支援 

  被災者の生活復興は、災害の前の状態に復元することが第一目標となりますが、心身や財産、就業

場所の被害が甚大なため、元の生活に戻ることが困難な場合があります。そこで、新たな生活を再建

するためには、行政、県民、民間機関が連携し、協働することが大切です。 

  また、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資金等の支給やその迅速な処理のための

仕組みの構築に加え、生業や就労の回復による生活資金の継続的確保、コミュニティの維持回復、心

身のケア等生活全般にわたってきめ細かな支援を講じる必要があります。 

  さらに、居住地以外の市町村に避難した被災者に対しても、従前の居住地であった地方公共団体及

び避難先の地方公共団体が協力することにより、必要な情報や支援・サービスを提供できるよう努め

る必要があります。 

  また、市町村は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を

要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努

める必要があります。 

 (1) 被災者の経済的再建支援 

   県及び市町村は、被災者の生活再建が円滑に進むよう、福祉、保健、医療、教育、労働、金融等

総合相談窓口を設置し、さらに被災者生活再建支援金や災害弔慰金、災害障害見舞金の支給、災害

援護資金や生活福祉資金の貸付け及び罹災証明書の交付をはじめとする各種事務執行体制を強化

するとともに、必要に応じて税や保険料の納期の延長、徴収猶予、減免をします。 

  ア 被災者生活再建支援金の支給 

    被災者の自立的生活再建が速やかに図れるよう、市町村は、被災者生活再建支援金の支給申請

等に係る窓口業務を行います。また、全都道府県から支援金の支給事務の委託を受けている被災

者生活再建支援法人は、これを受けて被災者生活再建支援金支給に関する事務を行います。なお、

令和元年房総半島台風及び令和元年東日本台風を受け、被災者生活再建支援法に基づく支援金の

支給対象とならない被災世帯に対して、その生活の再建を支援するための独自の制度（神奈川県

被災者生活再建支援金）を創設しました。 

 

○ 被災者生活再建支援制度 

  １ 目的 

    自然災害により、その生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観

点から拠出した基金を活用して、最高 300 万円の被災者生活再建支援金（全都道府県からの

被災者生活再建支援法人への拠出金及び基金の運用益と国からの補助金を原資とする）を支

給することにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな

復興を目的とするものです。 

 

  ２ 適用の要件 

   (1) 対象となる自然災害 

    ア 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害が発生した市町村に

おける自然災害 

    イ 10 世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害 

    ウ 100 世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害 

    エ ア又はイの市町村を含む都道府県区域内で、５世帯以上の世帯の住宅が全壊する被害

が発生した市町村（人口 10 万人未満に限る）における自然災害 

    オ ア～ウの区域に隣接する市町村で、５世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町

村（人口 10 万人未満に限る）における自然災害 

    カ ア若しくはイの市町村を含む都道府県又はウの都道府県が２以上ある場合に、５世帯

以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口 10 万人未満に限る)における自然災害及び

２世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口５万人未満に限る)における自然災害 

   (2) 対象となる世帯 

ア 住宅が全壊した世帯 
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イ 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

ウ 災害が継続し、長期にわたり居住不能な状態が継続することが見込まれる世帯 

エ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯（大規模半壊

世帯） 

 

  ３ 支給金額 

次の(1)及び(2)の支援金の額（世帯人数が 1人の場合は、3/4 の額）の合計額になります。 

   

 (1) 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

 

 

 

 

 

   (2) 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

 

 

 

 

 

４ 支給金の支給申請 

   (1) 申請窓口 

市町村 

   (2) 申請時の添付書類 

    ア 基礎支援金：罹災証明書、住民票 等 

    イ 加算支援金：契約書（住宅の購入、賃借等） 等 

   (3) 申請期間 

    ア 基礎支援金：災害発生日から 13 月以内 

    イ 加算支援金：災害発生日から 37 月以内 

 

５ 支援金の支給に係る事務手続き 

   (1) 市町村は、被害認定、支援金の支給申請に係る窓口業務等を行い、県はこれらを取りま

とめ、被災者生活再建支援法人へ送付します。 

   (2) 県は、発生した災害が同施行令第 1条各号に定める自然災害となることが明白であるか、

又はその可能性があると認められる場合には、必要な事項について市町村からの報告を取

りまとめのうえ、速やかに国及び同法人あてに報告を行います。 

   (3) 県は、市町村からの報告を精査した結果、発生した災害が同施行令第１条各号に定める

いずれかの自然災害に該当するものと認めた場合には、必要な事項について速やかに国及

び同法人あて報告するとともに、公示を行います。 

 

  イ 災害援護資金 

    市町村は、災害により家屋等に被害を受けた世帯主に対し、生活の立て直し、自立助長の資金

として、災害救助法が適用された災害では、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、条例

に従って災害援護資金の貸付けを行います。 

ウ 生活福祉資金の貸付 

社会福祉協議会は、同法の適用に至らない小規模災害時には「生活福祉資金貸付制度要綱」に

基づく生活福祉資金を、低所得者世帯を対象に貸し付けます。 

エ 災害弔慰金、災害障害見舞金の支給 

   市町村は、災害による死亡者の遺族に対し「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、

条例に従って災害弔慰金を支給します。 

    また、災害により精神的又は身体に著しい障害を受けた者に対しては、同法に基づき、条例に

住宅の再建方法 建設・購入 補修 
賃貸 

(公営住宅以外) 

支給額 200 万円 100 万円 50 万円 

 

住宅の 

被害程度 

全壊 

(2(2)アに該当) 

解体 

(2(2)イに該当) 

長期避難 

(2(2)ウに該当) 

大規模半壊 

(2(2)エに該当) 

支給額 100 万円 100 万円 100 万円 50 万円 
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従って災害障害見舞金を支給します。 

  オ 義援物資の受入れ及び配分 

   (ｱ) 民間企業や自治体等からの義援物資 

     市町村は、関係機関等の協力を得ながら、民間企業や自治体等からの義援物資について、受

入れを希望するもの及び希望しないものを把握します。県及び市町村は、その内容のリスト及

び送り先を公表し、周知等を図るものとします。 

     また、現地の需給状況を勘案し、同リストを逐次改訂するものとし、これを活用して物資

の配分を行います。 

   (ｲ) 個人等からの小口義援物資 

     県及び市町村は、個人等からの小口の義援物資については、原則受け入れないこととし、そ

の方針について周知するものとします。 

     なお、周知に当たっては、記者発表や県及び市町村のホームページへの掲載のほか、県域報

道機関及び全国ネットの報道機関による放送や他の自治体等のホームページへの掲載要請な

どを行います。 

  カ 義援金の受入れ及び配分 

       県及び市町村は、義援金の受入れ、配分に関して、市町村、日本赤十字社神奈川県支部、神奈

川県共同募金会等と義援金の募集、配分に関する委員会を、必要に応じて組織し、適切な受入れ、

配分を行います。その際、配分方法を工夫するなどして、できる限り迅速な配分に努めます。 

キ 生活保護 

       県及び市町村は、被災による生活環境の変化から、新たな要保護者の発生が予想されるので、

申請漏れが発生しないよう、相談窓口の設置等により生活保護制度の周知を行います。また、被

災の状況によっては申請そのものが困難な場合も考えられるため、積極的に情報を収集して要保

護者の把握に努めます。 

ク 税の減免等 

   県及び市町村は、被災者の生活再建を支援するため、個人住民税、個人事業税、自動車税、固

定資産税、不動産取得税などの地方税について、申告等の期限延長、徴収猶予及び減免などの納

税緩和措置について検討します。 

ケ 社会保険関連 

   市町村は、国民健康保険、介護保険など社会保険関連の特例措置を実施します。 

 (2) 雇用対策 

  ア 雇用状況の把握 

    県は、事業施設や地域経済の被害により、事業継続の困難による倒産や従業員の解雇等が予想

されることから、神奈川労働局等の国の機関と連携を図り、雇用状況の把握に努めます。 

  イ 雇用の維持 

    県は、離職者をできるだけ発生させないため、雇用維持の要請、各種助成金制度等の活用促進、

労働保険料の徴収の延期について国に対して要請します。 

  ウ 離職者の再就職等の支援 

    県は、離職者が早期に再就職できるよう、雇用保険制度の適切な活用促進に向けた対応のほか、

国の機関や経済・労働関係団体等の協力を得ながら、地域における求人情報等の収集・提供、各

種公的支援制度の活用を図ります。また、復興過程で創出される求人の開拓に努めます。 

  エ 新たな支援制度の検討等 

    県は、雇用の維持、離職者の生活支援、離職者の再就職支援のために法制度等の活用促進を図

るとともに、必要性が認められる場合、速やかに制度の検討・創設を行います。 

    また、既存の法制度では対応できない場合には、速やかに状況の調査・検討を行い、国に対し

て要請します。 
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 (3) 精神的支援 

  ア 相談窓口の設置及び保健医療活動の実施 

    県及び市町村は、被災を体験したことにより精神的に不安定になっている被災者に対し、保健

師、精神保健福祉士等が電話等で対応する相談窓口等を設けます。また、災害派遣精神医療チー

ム（ＤＰＡＴ）の支援により、必要に応じて訪問相談、巡回相談を実施します。 

  イ 被災者の精神保健支援のための拠点の設置 

    県及び市町村は、被災者のこころのケアに長期的に対応するための拠点を設置して地域に根

ざした精神保健活動を行います。 

  ウ 災害時のこころのケア啓発冊子の作成・配布 

    被災に関わるこころの変化について、被災者、行政関係者、ボランティア等に周知を図るた

め、既存の冊子や新たに作成した冊子を配布します。 

  エ 被災児童・生徒等のこころのケア事業 

    県及び市町村は、災害時に特に影響を受けやすい児童・生徒等に対して、相談窓口の設置や電

話相談の開設、スクールカウンセラー等による巡回相談等を実施します。 

 (4) 要配慮者等対策 

  ア 要配慮者等への支援の実施 

    県及び市町村は、高齢者、障害者、児童等の要配慮者の被災状況を把握し、介護保険サービ

スや障害福祉サービスなど、必要な支援が受けられるよう体制を整備します。 

また、障害等の種類、程度によっては、情報の入手に支障が生じ、必要な手続きができないこ

とも考えられるため、そうした方への支援も実施します。 

  イ 外国人被災者への支援の実施 

県及び市町村は、言葉の壁がある外国人被災者が情報を入手できるよう、応急仮設住宅、義援

金など各種交付金の手続きといった被災後の生活情報を、やさしい日本語による発信に加え、多

言語で発信するとともに、災害時に開設される臨時災害相談所において、災害時通訳ボランティ

ア等の協力を得て、可能な限り多言語で、帰国手続き、罹災証明書、義援金等の金銭給付、就労、

労働、住宅等に関する相談に応じます。 

    また、各種公的サービスを提供する行政機関などにおいて、通訳ボランティア等による支援を

行います。 

    県は、（公財）かながわ国際交流財団等と連携して災害多言語支援センターを設置し、外国人

被災者等に対する情報提供や相談受付を行います。 

 (5) 医療機関 

   県は、地域の医療需要に対応するため、民間医療機関の再建にかかる補助や融資、利子補給等を

検討するとともに、市町村の仮設診療所への支援を行います。また、県及び（地独）神奈川県立病

院機構は、県立病院の機能回復を早期に行います。 

 (6) 社会福祉施設等 

   県及び市町村は、社会福祉施設等の被災による既存の福祉サービスの供給能力低下や、被災後の

生活環境の変化等により新たな福祉需要の発生に対応するため、再建支援が必要な社会福祉施設等

や新たな福祉需要を把握します。また、社会福祉施設等の再建に係る復旧事業費に対応した財政的

支援について、必要に応じて国に要請します。 

(7) 生活環境の確保 

  ア 食品・飲料水の安全確保 

    県及び市町村は、水道施設の復旧が完了するまでは、非常用飲料水や貯水槽等の水を飲料水と

して利用することから、感染症の発生等を防止するため、飲料水の安全確保のための指導を行う

とともに、水道施設の復旧支援を行います。 

    また、食料品についても、炊き出し等による健康被害が発生しないよう、食品衛生確保のため

の指導を行います。 
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  イ 公衆浴場等の情報提供 

    県及び市町村は、公衆浴場や理容所・美容所の営業状況を把握し、情報提供を行います。 

 (8) 教育の再建 

  ア 学校施設の再建、授業の再開 

    県及び市町村は、被災地での授業の早期再開を図るため、校舎等の補修箇所等を確認し、修繕

や建替等の復旧方策を検討するとともに、学校周辺の被災状況等を把握し、再建復興計画を作成

します。 

    また、仮設校舎の設置や公共施設の利用等により授業実施の場を確保します。 

    私立学校についても、施設の再建や運営費等の支援を行います。 

  イ 児童・生徒等への支援 

    県及び市町村は、児童・生徒等の心的影響、経済的影響、学用品の不足等に対して支援を行い

ます。また、転入・転出手続きについても弾力的に取り扱います。 

    入学者選抜等に際しては、交通機関等の影響を考慮し、日程変更や再受検の措置など、受検者

間に不公平が生じないよう、書類締切の延長や入学検定料納入の猶予、検査日程・会場の変更等

を行います。 

(9) 社会教育施設、文化財等 

   県及び市町村は、被災施設の再建支援を行うとともに、収蔵品の保管場所の確保、破損した収蔵

品の補修計画を策定します。また、文化財についても、破損、劣化、散逸を防止し、復旧対策を推

進します。 

 (10) 歴史的公文書の修復等 

    県は、歴史的公文書等の修復や破損防止を行うため、市町村等に対して修復方法等の情報提供

を行うとともに、職員派遣等の支援を行います。 

 (11) ボランティアの活動支援 

ア 要配慮者に対するボランティア活動支援 

被災者が一時避難所から仮設住宅に移り、さらに自立できる人達から仮設住宅の退去が進む復

興期においては、高齢者や障害者、親を失った子ども達など要配慮者の個別化が進み、個々の要

配慮者をサポートするには、行政のみの対応では限界があります。 

このため、県では、市町村や社会福祉協議会、民間企業等と協働で、個別ケアなどに取り組む

ボランティアやＮＰＯが円滑かつ効果的に活動を行うことができるよう、必要な情報の提供など

の支援に努めます。 

イ 被災地のボランティア団体に対する支援 

被災地の復興に向けては、地域の住民や団体が主体となって長期的に取り組んでいくことが必

要です。 

こうしたことから、県は、市町村等と連携して、要配慮者に対する支援や、まちづくり、産業

振興など、様々な課題に関わる地元のボランティアやＮＰＯのネットワーク化や組織強化などに

対する支援に取り組みます。  
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７ 地域経済復興支援 

  地域経済の状況は、そこに住む県民にとって、雇用、収入、生活環境の確保の面において密接に係

わってくるもので、被災した県民の生活再建にも大きな影響を与えます。また、財政面から見ると、

地域経済が復興し、税源を涵養できれば、自治体の復興財源の確保にもつながります。地域経済を復

興するには、元いた地域に人々がとどまり、人々が戻ってくる中で経済活動が行われることが重要で

あり、住民の生活、住宅、市街地の復興などとの関係に留意した地域経済の復興を進めることが求め

られます。 

  特に行政が行うべき地域経済の復興支援の柱としては、経済基盤が脆弱な中小企業の自立支援、地

域経済全体の活性化のための支援等があげられます。 

 

 

○ 地域経済の復興支援施策の体系 

    地域経済復興支援策  (1)地域全体に波  ｱ 産業復興方針の策定 

                 及効果を及ぼ  ｲ 相談・指導体制の整備 

                  す施策実施   ｳ 商談会、イベント等の活用 

                         ｴ 新分野進出、事業転換等への支援 

 

               (2)金融、税制面  ｱ 資金融資の簡易迅速化・条件等の緩和 

                 での支援    ｲ 既存融資制度等の活用の促進 

                         ｳ 融資の円滑化を図るための支援の実施 

                           ｴ 新たな融資制度の検討 

                           ｵ 金融制度、金融特別措置の周知 

                           ｶ 税の減免等 

 

(3)事業の場の確    ｱ 仮設賃貸店舗の建設 

                    保        ｲ 共同仮設工場・店舗の建設支援 

                         ｳ 工場・店舗の再建支援 

ｴ 民間賃貸工場・店舗の情報提供 

                                    ｵ 発注の開拓 

                             ｶ 物流ルートに関する情報提供 

                                     ｷ 港湾機能の確保及び水上での物的・人的輸送  

                              ルートの確保 

                             ｸ 新たな支援制度の検討・創設 

 

(4)農林水産業者  ｱ 災害復旧事業等の実施 

                     に対する支援  ｲ 既存制度の活用の促進 

                            ｳ 新たな融資制度の検討・創設 

                            ｴ 市場・業界団体への物流ルートに関する情報 

                             提供                    
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 (1) 地域全体に波及効果を及ぼす施策の実施 

  ア 産業復興方針の策定 

    県は、被災した事業者等が速やかに事業を継続し、再開できるよう、既存の計画を尊重しなが

ら、市町村・関係団体等と協力して、被災状況に応じ、県内産業が進むべき方向を中・長期的な

視点から示した新たな産業復興方針を策定します。 

  イ 相談・指導体制の整備 

    県及び市町村は、雇用の確保、事業継続、事業の再建に不安を抱えている事業者が、安心して

復興を図ることができるよう、情報提供や様々な問題の解決を助ける相談・指導体制を整備しま

す。相談に当たっては、商工会議所など各種関係団体と協力するとともに、経営の専門家を活用

するなど、総合的な支援を行います。また、あらかじめ商工会・商工会議所等と連携体制を構築

するなど、災害発生時に中小企業等の被害状況を迅速かつ適切に把握できる体制の整備に努めま

す。 

  ウ 商談会、イベント等の活用 

    県は、被災により沈滞化した産業全体の復興の機運を盛り上げるため、販路拡大や消費者の誘

致を目的とした商談会等を実施します。 

    また、県及び市町村は、各種団体との協力体制を確立し、情報発信に取り組むとともに、観光

フェア、イベントの活用等により、観光や地場産業の PR を行い、観光客やコンベンションの誘

致をめざします。 

  エ 新分野進出、事業転換等への支援 

    県は、成長分野の起業を促すとともに、既存産業の高度化を促進するため、事業者の新分野進

出、事業転換等の動きを積極的に支援します。また、（公財）神奈川産業振興センターと連携を

図りながら、地域ニーズにあった創業に関する情報提供や相談・指導を行います。 

 (2) 金融・税制面での支援 

  ア 資金融資の簡易迅速化、条件等の緩和 

 既存の貸付制度により融資を受けている事業者は、被災により返済資金の調達が困難になり、

償還が困難になることが予想されるため、県及び市町村は、国等の関係機関に対して償還条件の

緩和など特例措置を要請します。 

また、被災地を管轄する金融機関に対して、被害の状況に応じて貸付手続きの簡易迅速化、償

還期限の延長など特別な取扱いを行うよう要請します。 

  イ 既存融資制度等の活用の促進 

    県及び市町村は、事業者が速やかに事業を再建できるよう、既存融資制度等について周知し、

活用促進を図ります。 

  ウ 融資の円滑化を図るための支援の実施 

    被害が大きい場合、中小企業の再建に向けた資金需要が増加することが予想されます。県及び

市町村は、中小企業の資金調達に対応するため、金融機関（一般金融機関及び政府系金融機関）

と協調して融資を行い、資金の円滑化を図ります。 

    また、県は、資金需要の増加に伴う保証需要と信用保証協会の基本財産の現状を勘案して、基

本財産の造成の必要性を検討します。基本財産の造成を行う場合は、市町村や金融機関に対して

要請するとともに、市町村や金融機関との協議結果を踏まえ、財政措置を講じます。 

  エ 新たな融資制度の検討 

    県及び市町村は、本格的な復興資金需要に対応するために、被害状況調査、資金需要の把握、

事業者や業界団体等の意見を踏まえ、低利での融資など新たな融資制度の創設について検討しま

す。 

オ 金融制度、金融特別措置の周知 

県及び市町村は、速やかに事業所の再建を図るため、国や県等の既存融資制度を含む各種の融

資制度についての情報提供を行うとともに、（公財）神奈川産業振興センター等と連携を図りなが
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ら、相談に応じます。 

  カ 税の減免等 

    県及び市町村は、災害の状況に応じて、個人事業税などの地方税について、申告等の期限延長、

徴収猶予及び減免などの納税緩和措置について検討します。 

(3) 事業の場の確保 

ア 仮設賃貸店舗の建設 

県及び市町村は、被害状況調査や事業者、業界団体等の意見をもとに、店舗の被災（倒壊、焼

失など）により事業再開が困難となっている事業者に対し、事業者が自ら事業の場を確保するま

での間、暫定的な仮設賃貸店舗を建設し、低廉な賃料等での提供を検討します。 

  イ 共同仮設工場・店舗の建設支援 

        県及び市町村は、倒壊又は焼失等の被害を受けた事業組合等が、自ら共同仮設工場・店舗を建

設する場合には、工業集団化事業の一環として、（公財）神奈川産業振興センターと連携を図り

ながら、相談・指導を行います。 

  ウ 工場・店舗の再建支援 

県及び市町村は、自ら工場・店舗等を再建しようとする事業主・組合等に対して、（公財）神

奈川産業振興センターと連携を図りながら相談・指導を行うとともに、資金面に関する支援を検

討します。        

  エ 民間賃貸工場・店舗の情報提供 

県及び市町村は、業界団体等に対して賃貸が可能な工場・店舗の物件情報の提供を依頼して情

報収集を行い、リストを相談窓口や業界団体等に配布するとともに、県ホームページ等を活用し

て情報提供を行います。        

  オ 発注の開拓 

県及び市町村は、取引企業の被災、交通事情の悪化等により被災していない事業所（特に中小

企業）の経営状況が悪化することが予想されるため、被害状況や団体の意見を踏まえ、受注拡大

に向けた発注の開拓を図ります。 

カ 物流ルートに関する情報提供 

県及び市町村は、長期にわたる道路等の利用制約により、原材料等の仕入れ、商品等の出荷が

滞ることを防ぎ、経営の安定化を図るため、道路等の被害・復旧状況、緊急物資輸送ルートなど

の物流ルートに関する情報提供に努めます。 

  キ 港湾機能の確保、水上での物的・人的輸送ルートの確保 

        県及び市は、できる限り早急に港湾機能の確保が図られるよう、国に対して特例措置を要請し

ます。また、県及び市町村は、道路等を利用した輸送を補完するため、海上や河川を利用した輸

送ルートについても活用します。 

  ク 新たな支援制度の検討・創設 

        県は、被害状況、資金需要予測、事業者等の意見を踏まえ、支援制度の拡充、創設等の必要性

と可能性について検討します。 

   新たな支援制度を実施する場合、取扱機関や相談窓口等に対して制度の内容等について周知す

るとともに、マスコミ等を活用して事業者等に広報します。 

(4) 農林水産業者に対する支援 

  ア 災害復旧事業等の実施 

     県及び市町村は、被災した農林水産業の再建に加え、生鮮食料品の安定供給を図るため、国等

が行う各種の農林水産業施設の再建費用への助成制度を活用し、災害復旧事業等を行います。 

イ 既存制度活用の促進 

     県及び市町村は、被災した農林水産業者が速やかに生産等を再開できるよう、農林水産団体等

を通じて各種の融資制度の趣旨や内容を周知し、活用を促進します。 

  ウ 新たな融資制度の検討・創設 
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    県は、被害状況や農林水産業者等の意見を踏まえ、利子補給制度など新たな支援制度の拡充、

創設等の必要性と可能性について検討します。 

  エ 物流ルートに関する情報提供 

    県及び市町村は、長期にわたる道路利用等の制約により、生産物等の出荷が滞ることを防ぎ、

経営の安定化を図るため、道路等の被害・復旧状況、緊急物資輸送ルートなどの物流ルートに関

する情報提供に努めます。 

 

 

  資 料 

   地震編  ５－２－(１) 災害時における住宅の早期再建に向けた協力に関する協定書 

    〃   ５－２－(２) 災害時における住宅再建に係る相談業務等に関する協定書 

    〃   ５－２－(３) 神奈川県災害多言語支援センターの設置・運営に係る協定書 

    〃   ５－２－(４) 神奈川県災害多言語支援センター設置運営に関する要領 

    〃   ５－２－(５) 神奈川県災害多言語支援センター運営マニュアル 
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第３編 火山災害対策編 

 

 本県に被害を及ぼすおそれのある火山としては、箱根山と富士山があります。 

 火山災害については、その活動状況から、災害発生の危険性をある程度予測することが可能であり、

被害を軽減するために、箱根山及び富士山の火山情報の伝達、迅速な避難誘導等の必要な事項を定めま

す。 

 なお、火山災害対策の実施に当たり、本編で定める事項のほか、必要に応じて、第２編 風水害対策

編で定める事項を準用します。 

 

１ 箱根山の概要 

   箱根山は、いくつかの成層火山と単成火山からなる複成火山です。火山体の中心には南北 11km、東

西８km の大きな鍋状凹地（カルデラ）があり、その西側を占める芦ノ湖はカルデラ湖です。箱根の名

称は、四方を峰々で囲まれた箱形の山塊という意味でつけられたとも言われています。 

  箱根山火山の活動が始まったのは、今から 65 万年前と推定されており、その後火山活動を繰り返

して、外輪山とカルデラ、カルデラの中に発達する２つの中央火口丘群を形成しました。 

  外輪山は今から25万年前までに形成された、玄武岩から安山岩を主体とする成層火山の集合体で、

明神ヶ岳、明星ヶ岳、金時山、三国山、大観山などカルデラの縁をなしています。カルデラの中には

新旧２種類の中央火口丘群があります。古い方にあたる前期中央火口丘群は、地形的には頂上が平な

のが特徴で、安山岩からデイサイトを主体とする複数の成層火山や溶岩ドームからなります。浅間山、

鷹巣山、屏風山などがこれに当たり、８万年前頃までに形成されたと考えられています。新しい方に

あたる後期中央火口丘群は地形的には釣鐘状をしているのが特徴で、安山岩の成層火山や溶岩ドーム

からなり、神山、駒ヶ岳、二子山などがこれに当たります。外輪山および前期中央火口丘群は既に活

動を停止しており、最近の噴火は後期中央火口丘群で発生しており、将来の活動も後期中央火口丘群

で行われるものと考えられます。 

  箱根山火山の噴火スタイルは長い歴史の間で様々に変化してきましたが、箱根山火山では４万年前

以降、溶岩ドームの形成とそれに伴って発生する火砕流や山体崩壊を繰り返していることが知られて

います。箱根山火山でもっとも新しい山体は、大涌谷の南にある冠ヶ岳で、3,000 年前に形成されま

した。冠ヶ岳も溶岩ドームですが、この溶岩ドームが地表近くに達した際、神山が崩壊して仙石原方

面に岩屑なだれが押し寄せたほか、火砕流が仙石原を覆い、一部は湖尻峠に達したことが知られてい

ます。なお、このとき岩屑なだれが早川を堰き止めたため芦ノ湖が形成されました。同様の噴火は過

去１万年間に限ってみると、神山（7,000 年前）、二子山（5,000 年前）に発生しています。 

  箱根火山は噴火の歴史記録はありませんが、地質調査により 12～13 世紀頃に３回ほど小規模な水

蒸気爆発があったことが最近の研究で明らかになりました。これらは、マグマの関与があまり明確で

はなく、規模も大きいものではありませんが、観光地化がきわめて進んでいる箱根においては重要視

すべきものです。なお、同様の噴火は 3,000年前頃と 2,000年前頃にもあったことが知られています。 

  その他、火山災害としては大涌谷、早雲山、湯ノ花沢、硫黄山の４つの噴気地帯では噴気活動が継

続しています。大涌谷と湯ノ花沢では過去に火山ガスによる事故で死者が出ています。 

  箱根山は、火山噴火予知連絡会により「火山防災のために監視・観測体制の充実等が必要な火山」

に選定されており、気象庁、県温泉地学研究所等により監視・観測を行っています。平成 27 年の４

月下旬から始まった火山活動の活発化は、11月下旬までのおよそ７ヶ月間続き、６月にはごく小規模

な水蒸気噴火が発生しました。この間、観測された火山性の地震は、体に感じないごく小規模のもの

まで含めると約 12,500 回でした。また、平成 31年４月下旬頃から火山性地震がやや増加し、５月中

旬に急増したことを受け、５月 19 日に噴火警戒レベルが１（活火山であることに留意）から２（火

口周辺規制）に引き上げられました。その後火山性地震は減少し、９月以降、５月の地震活発化前の



 
第３編 火山災害対策編 

- 206 - 

状態になり、10 月７日にレベル１に引き下げられました。 

 

２ 富士山の概要 

   富士山は、山梨県と静岡県にまたがり、小御岳(こみたけ)・古富士の両火山上に生成した成層火山

で日本の最高峰であり、体積は約 400k ㎥、基底は直径約 50㎞の大きさです。主に玄武岩からなりま

すが、1707 年にはデイサイト・安山岩の軽石・スコリアも噴出しました。側火山が約 100個あります。

標高 2,450m 以上は露岩地帯で、風食作用が著しく、特に西斜面は崩壊が激しくなっており、「大沢崩

れ」として知られています。 

  富士山は、古い時代から順に、小御岳、古富士火山、狭義の富士火山(新富士火山)の３火山からな

りますが、このうち最新の火山である新富士山についての活動史は以下のようにまとめられています。 

  １万1,000～8,000 年前：山頂火口及び側火口から極めて多量な溶岩が流出 

    8,000～4,500 年前：山頂火口から小規模なテフラが間欠的に噴出 

    4,500～3,000 年前：山頂火口及び側火山群から大規模な溶岩と小規模なテフラが噴出 

    3,000～2,000 年前：主として山頂火口から大規模なプリニー式噴火のテフラが頻繁に噴出し、

少量の火砕流と溶岩がこれに伴った。 

        2,000 年前～1707 年：側火山群から小規模～大規模なストロンボリ式噴火のテフラと溶岩が噴出 

            1707 年：山頂近傍の側火口から大規模なプリニー式噴火のテフラが噴出 

  このうち側火山の顕著な活動期は、1万 1,000～8,000 年前、4,500～3,000 年前、2,000 年前～1707

年の３時期であるとされています。 

  富士山は、火山噴火予知連絡会により「火山防災のために監視・観測体制の充実等が必要な火山」

に選定されており、気象庁等において、監視・観測が行われています。 
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第１章 災害予防 

  第１節 火山情報の伝達体制等                                

○ 活動火山対策特別措置法（昭和 48年法律第 61 号）第三章（円滑な警戒避難の確保）の規定に基づ

き、火山情報伝達体制等について、必要な事項を定めます。 

○ 国、県及び市町村は、噴火警報、臨時の解説情報、噴火速報等の火山防災情報を住民、登山者、観

光客等に伝達する体制を整備します。 

 

１ 異常現象発見の通報義務 

  活動火山に関して、下記(1)に記す通報を要する異常現象を発見した者は、ただちに最寄りの市町

村又は警察官に通報し、通報を受けた警察官はその旨を最寄りの市町村長に、市町村長は関係機関に

速やかに伝達します。 

(1) 通報を要する異常現象 

ア 噴火(爆発、溶岩流、泥流、軽石流、火砕流(熱雲)）及びそれに伴う降灰砂等 

イ 火山地帯での火映、鳴動の発生 

ウ  火山地帯での地震又は地殻変動の発生 

  エ 火山地帯での山くずれ、地割れ、土地の上昇、沈下、陥没等の地形変化 

オ  火口、噴気孔の新生拡大、移動、噴気、噴煙の量、色、温度又は昇華物等の顕著な異常変化 

カ 火山地帯での涌泉の新生又は潤渇、量、味、臭、色、濁度、温度の異常等顕著な変化 

キ 火山地帯での顕著な地温の上昇、地熱地帯の新生、拡大若しくは移動及びそれらに伴う草木の

立枯れ等 

ク 火山付近の湖沼、河川の水の顕著な異常変化、量、臭、色、濁度等の変化、発泡、温度の上昇、

軽石、魚類等の浮上等 

(2) 異常現象の通報系統図 

 

 

２ 噴火警報等の発表と伝達 

(1) 噴火警報等の種類と発表 

  ア 噴火警報・予報、噴火警戒レベル 

   (ｱ) 噴火警報・予報の種類 

    ａ 噴火警報 

      気象業務法第 13 条の規定により、気象庁火山監視・警報センターが、居住地域や火口周

辺に重大な影響を及ぼす噴火の発生が予想される場合に、予想される影響範囲を付した名称

で発表します。 

    ｂ  噴火予報 

      気象業務法第 13条の規定により、気象庁火山監視・警報センターが、火山活動が静穏（活

火山であることに留意）な状態が予想される場合に発表します。また、噴火警報の解除は、

噴火予報で発表します。 

横
浜
地
方
気
象
台 

発 
見 

者 

市町村 

県温泉地学研究所 
県災害対策課 

警察官 警察署 県警察本部 
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(ｲ) 解説情報等 

    ａ 臨時の解説情報 

国（気象庁）は、火山活動の変化を観測した場合、臨時の解説情報を迅速に発表し、火山

活動の変化の事実に加え、火山機動観測による緊急観測の実施などの対応状況を明確に公表

するとともに、県等必要な関係者に伝達します。臨時の解説情報は、火山活動が変化してい

ることを理解できるよう、分かりやすい解説を加えて発信します。 

     ｂ 噴火速報 

      国（気象庁）は、噴火発生や噴火初期の変動を観測した際に、登山者等が緊急的に命を守

る行動がとれるよう、これらの情報を噴火速報として迅速に発信するとともに、県等必要な

関係者に伝達します。 

(ｳ) 噴火警戒レベル 

     噴火警戒レベルとは、火山活動の状況を噴火時等の危険範囲や住民、登山者、観光客等がと

るべき防災行動を踏まえて５段階に区分したものです。噴火警戒レベルを導入した火山では、

噴火警報及び噴火予報で噴火警戒レベルを発表します。住民、登山者、観光客等に必要な防災

対応が分かりやすいように、各区分にそれぞれ「避難」「避難準備」「入山規制」「火口周辺規

制」「活火山であることに留意」のキーワードをつけて警戒を呼びかけます。 

 

［噴火警戒レベル表］ 

種
別 

名称 略称 対象範囲 
噴火警戒レベル

（ｷｰﾜｰﾄﾞ） 
火山活動の状況 

特
別
警
報 

噴火警報 

（居住地域） 
噴火警報 

居住地域及

びそれより

火口側 

レベル５ 

（避難） 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴

火が発生、あるいは切迫している状

態にある。 

レベル４ 

（避難準備） 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴

火が発生すると予想される（可能性

が高まってきている）。 

警
報 

噴火警報 

（火口周辺） 

火口周辺

警報 

火口から居

住地域近く

までの広い

範囲の火口

周辺 

レベル３ 

（入山規制） 

居住地域の近くまで重大な影響を

及ぼす（この範囲に入った場合には

生命に危険が及ぶ）噴火が発生、あ

るいは発生すると予想される。 

火口から少

し離れた所

までの火口

付近 

レベル２ 

（火口周辺規

制） 

火口周辺に影響を及ぼす（この範囲

に入った場合には生命に危険が及

ぶ）噴火が発生、あるいは発生する

と予想される。 

予
報 

噴火予報 － 火口内等 

レベル１ 

（活火山である

ことに留意） 

 火山活動は静穏。 

 火山活動の状態によって、火口内

で火山灰の噴出等が見られる（この

範囲に入った場合には生命に危険

が及ぶ）。 
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  (ｴ) 富士山の噴火警戒レベル 

平成 19 年 12 月１日運用開始 

富士山の噴火警戒レベル 

名
称 

対
象
範
囲 

レ
ベ
ル 火山活動の状況 

住民等の行動及び登山

者・入山者への対応 
想定される現象等 

噴
火
警
報
（
居
住
地
域
） 

居
住
地
及
び
そ
れ
よ
り
火
口
側 

５
（
避
難
） 

居住地域に重大な被害を及

ぼす噴火が発生、あるいは

切迫している状態にある。 

危険な居住地域からの

避難等が必要 

・大規模噴火が発生し、噴石、火砕流、溶

岩流が居住地域に到達（危険範囲は状況に

応じて設定） 

 【宝永(1707 年)噴火の事例】 

 12 月 16 日～１月１日：大規模噴火、大

量の火山灰等が広範囲に堆積 

【その他の噴火事例】 

 貞観噴火（864～865 年）：北西山腹から

噴火、溶岩流が約８kmまで到達 

 延暦噴火（800～802 年）：北東山腹から

噴火、溶岩流が約 13km まで到達 

 ・顕著な群発地震、地殻変動の加速、小

規模噴火開始後の噴火活動の高まり等、大

規模噴火が切迫している（噴石飛散、火砕

流等、すぐに影響の及ぶ範囲が危険） 

【宝永(1707 年)噴火の事例】 

 12 月 15 日昼～16 日午前（噴火開始前日

～直前）：地震多発、東京など広域で揺れ 

４
（
避
難
準
備
） 

居住地域に重大な被害を及

ぼす噴火が発生すると予想

される（可能性が高まって

きている）。 

 

警戒が必要な居住地域

での避難準備、要配慮

者の避難等が必要 

・小規模噴火の発生、地震多発、顕著な地

殻変動等により、居住 地域に影響するよ

うな噴火の発生が予想される（火口出現が

想定される範囲は危険） 

 【宝永(1707 年)噴火の事例】 

 12 月 14 日まで（噴火開始数日前）：山麓

で有感となる地震が増加 

噴
火
警
報
（
火
口
周
辺
） 

火
口
か
ら
居
住
地
域
近

く
ま
で
の
広
い
範
囲
の

火
口
周
辺 

３
（
入
山
規
制
） 

居住地域の近くまで重大な

影響を及ぼす（この範囲に

入った場合には生命に危険

が及ぶ）噴火が発生、ある

いは発生すると予想され

る。 

登山禁止・入山規制等

危険な地域防災計画へ

の立入規制等 

・居住地域に影響しない程度の噴火の発

生、または地震、微動の増加等、火山活動

の高まり 

 【宝永(1707 年)噴火の事例】 

 12 月３日以降（噴火開始十数日前）：山

中のみで有感となる地震が多発、鳴動がほ

ぼ毎日あった 

 

火
口
か
ら
少
し
離

れ
た
所
ま
で
の
火

口
周
辺 

２
（
火
口
周
辺
規
制

） 

火口周辺に影響を及ぼす

（この範囲に入った場合に

は生命に危険が及ぶ）噴火

が発生、あるいは発生する

と予想される。 

 

住民は通常の生活。火

口周辺への立入規制等 

・影響が火口周辺に限定される 

 ごく小規模な噴火の発生等 

 【過去事例】 

 該当する記録なし 

噴
火
予
報 

火
口
内
等 

１
（
活
火
山
で
あ
る
こ
と

に
留
意
） 

火山活動は静穏 

火山活動の状態によって、

火口内で火山灰の噴出等が

見られる（この範囲に入っ

た場合には生命に危険が及

ぶ）。 

特になし ・火山活動は静穏（深部低周波地震の多発

等も含む）2012 年８月現在の状態 

(注)・ここでいう噴石とは、主として風の影響を受けずに飛散する大きさのものとする。 

・ここでは、噴火の規模を噴出量により区分し、２～７億㎥を大規模噴火、２千万～２億㎥を中規模噴火、２百万～２千万㎥を

小規模噴火とする。なお、富士山では火口周辺のみに影響を及ぼす程度のごく小規模な噴火が発生する場所は現時点で特定さ

れておらず、特定できるのは実際に噴火活動が開始した後と考えられており、今後想定を検討する。 

・火口出現が想定される範囲とは、富士山火山防災マップ（富士山火山防災協議会作成）で示された範囲を指す。 
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   (ｵ) 箱根山の噴火警戒レベル 

平成 21 年３月 31 日運用開始 

平成 29 年６月 14 日改正   

箱根山の噴火警戒レベル 

名
称 

対
象

範
囲 

レ
ベ
ル 

火山活動の状況 
住民等の行動及び登山者・

入山者等への対応 
想定される現象等 

噴
火
警
報
（
居
住
地
域
） 

居
住
地
域
及
び
そ
れ
よ
り
火
口
側 

５
（
避
難
） 

居住地域に重大な被害

を及ぼす噴火が発生、あ

るいは切迫している状

態にある。 

危険な居住地域からの避難

等が必要。 

・溶岩流や火砕流の発生など、居住地域に重

大な被害を及ぼす噴火の発生。 

【過去事例】 

3,000 年前：冠ヶ岳溶岩ドーム形成、火砕

流発生 

・規模の大きな火山性微動の発生等、居住地

域に重大な被害を及ぼす噴火の発生が切迫し

ている。 

【過去事例】 

有史以降の事例なし 

・小規模噴火が発生し、火口から約２km以内

に大きな噴石（注）飛散、火砕サージ発生 

【過去事例】 

12～13 世紀：大涌谷で水蒸気爆発、火砕サ

ージ発生 

４
（
避
難
準
備
） 

居住地域に重大な被害

を及ぼす噴火が発生す

ると予想される（可能性

が高まっている）。 

 

警戒が必要な居住地域での

避難の準備、要配慮者の避

難等が必要。 

箱根山においては、非常に

多くの観光客を円滑に避難

させる必要があること、居

住地が想定火口に近いこと

から、箱根町はこの段階で

避難指示（緊急）を発令。 

・有感地震の多発や顕著な地殻変動等により、

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生す

る可能性が高まっている。 

【過去事例】 

 有史以降の事例なし 

噴
火
警
報
（
火
口
周
辺
） 

火
口
か
ら
居
住
地
域
近
く
ま
で 

３
（
入
山
規
制
） 

居住地域の近くまで重

大な影響を及ぼす（この

範囲に入った場合には

生命に危険が及ぶ）噴火

が発生、あるいは発生す

ると予想される。 

 

 

登山禁止・入山規制等危険

な地域への立入規制等。 

特定地域では避難。 

状況に応じて要配慮者の避

難準備等。 

・想定火口域を超えて噴石が飛散するような

噴火の発生。 

【過去事例】 

 有史以降の事例なし 

・地震活動や熱活動の活発化、山体の膨張を

示す地殻変動等、状況により居住地域の近く

まで影響を及ぼす噴火の発生が予想される。 

【過去事例】 

 2015 年 6月：傾斜変動を伴う火山性微動が

発生し、ごく小規模噴火が発生するなど火山

活動が活発化 

火
口
周
辺 

２
（
火
口
周
辺
規

制
） 

火口周辺に影響を及ぼ

す（この範囲に入った場

合には生命に危険が及

ぶ）噴火が発生、あるい

は発生すると予想され

る。 

 

住民は通常の生活。火口周

辺への立入規制等。 

・地震活動や熱活動の活発化、山体の膨張を

示す地殻変動等、状況により火口周辺に影響

を及ぼす噴火の発生が予想される。 

【過去事例】 

 2001 年６月～10月：地震活動の活発化、山

体の膨張を示す地殻変動、噴気異常等の熱活

動の活発化 

噴
火
予
報 

火
口
内
等 

１
（
活
火
山
で
あ
る

こ
と
に
留
意
） 

火山活動は静穏 

火山活動の状態によっ

て、火口内で火山灰の噴

出等が見られる（この範

囲に入った場合には生

命に危険が及ぶ）。 

状況に応じて火口内への立

入規制等。 

・火山活動は静穏 

・一時的な地震の増加 

【過去事例】 

1966 年６月～７月：一時的な地震の増加、翌

年泉温の上昇 

2006 年９月～11月：一時的な地震の増加 

2013 年１～２月：一時的な地震の増加 

 

(注) ここでいう「大きな噴石」とは、主として風の影響を受けずに弾道を描いて飛散するものとする。 

   ※箱根町はレベル４の段階で避難指示（緊急）を発令します。 

   ※箱根町はレベル３の段階で特定地域に対して避難指示（緊急）を発令します。 
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    イ 降灰予報 

 

    ウ 火山現象に関する情報 

 

 

 (2) 噴火警報等の通報及び伝達体制 

  県は、国（気象庁）から噴火警報、臨時の解説情報、噴火速報等の伝達を受けた場合は、予想さ

れる災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、指定地方行政機関、指定地方公共機関、

市町村その他の関係者に対し、必要な通報又は要請を行います。 

  市町村は、県から噴火警報、臨時の解説情報、噴火速報等の伝達を受けた場合は、伝達を受けた

事項を市町村防災行政無線、サイレン、緊急速報メール、登録制メール、登山口等における掲示、

山小屋の管理人等を介した情報伝達等により、関係機関や住民、登山者、観光客等へ伝達します。 

  市町村は、特別警報にあたる噴火警報の伝達を受けた場合は、これを直ちに住民、登山者、観光

客等へ伝達します。 

  放送事業者等は、伝達を受けた噴火警報等について、住民、登山者、観光客等への伝達に努めま

す。 

   噴火警報等の通報及び伝達系統は、概ね次のとおりとします。 

 

 

区分 目的 内容 

降灰予報(定時) 噴火したときの降灰範囲や小

さな噴石の落下範囲を予め確認

しておき、事前に対策がとれる

ようにします。 

・噴火発生の有無によらず定期的(３

時間ごと)に発表します。 

・噴火が発生したときの降灰範囲や小

さな噴石の落下範囲を３時間ごと 18

時間先までお知らせします。 

降灰予報(速報) 即時性を重視して発表するこ

とで、降ってくる火山灰や小さ

な噴石に対して、ただちに対応

行動がとれるようにします。 

・事前計算された降灰予報結果から適

切なものを抽出することで、噴火発生

後、速やかに(５～10 分程度で)発表

します。 

・噴火発生から１時間以内に予想され

る、降灰量分布や小さな噴石の落下範

囲をお知らせします。 

降灰予報(詳細)  噴火事実に基づいた精度の良

い予報を提供し、降灰量階級に

応じた適切な対応行動がとれる

ようにします。 

・観測値をもとに詳細な計算を行い、

噴火後 20～30 分程度で発表します。 

・噴火発生から１時間ごと６時間先ま

での降灰量や市町村ごとの降灰開始

時刻をお知らせします。 

情報等の種類 内容 発表時期 

火山の状況に関する 

解説情報 

火山性地震や微動回数、噴火等の状

況や警戒事項について解説する情報 

火山活動の状況に応じ適時

発表 

火山活動解説資料 地図や図表を用いて、火山活動の状

況や警戒事項について解説する情報 

毎月上旬又は必要に応じ適

時発表 

週間火山概況 過去１週間の火山活動の状況や警戒

事項を取りまとめた資料 

毎週金曜日 

月間火山概況 前月１ヶ月間の火山活動の状況や警

戒事項を取りまとめた資料 

毎月上旬 

噴火に関する火山観測報 噴火が発生したときに、発生時刻や

噴煙高度等の情報 

随時 
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［噴火警報等の伝達系統図］ 
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民 
 
 
 
 
 
 
 

等 

● 

気 
 
 
 

象 
 
 
 

庁 
 

横 

浜 

地 
方 

気 

象 

台 
 

関東管区警察局 

横浜海上保安部 

横須賀海上保安部 

第三管区 

海上保安本部 

神奈川県災害対策課 

ＮＨＫ横浜放送局 

ＮＴＴコムウェア 

警報伝達システム担当 

ＮＨＫ報道局 

神奈川県警察本部 関係警察署 

湘南海上保安署 

川崎海上保安署 

船
舶
・
海
事
機
関
等 

 
 
 
 

市 
 
 
 

町 
 
 
 

村 

指定地方行政機関 

県の機関 

(無線通報) 

(無線通報) 

(無線通報) 

(無線通報) 

(放送) 

(放送) 

● 

● 

● 
◆ 

△ 

○ 

□ 

□ 

◇ 
◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

● オンライン 

◎ 防災情報提供システム（専用線） 
○ 専用電話・ＦＡＸ 
△ 加入電話・ＦＡＸ 
□ 県防災行政通信網等 
◇ 市町村防災行政無線等 

◆ 自営無線等 

法令（気象業務法等）による通知系統 

法令（気象業務法等）による公衆への 
周知依頼及び周知系統 

地域防災計画、行政協定 
その他による伝達系統 

凡例 

法令により、気象官署から 
警報事項を受領する機関 

二重線の経路は、特別警報が発表された際
に、通知もしくは周知の措置が義務づけられ
ている伝達経路 
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市町村は、地域の特性等を踏まえつつ、噴火警報等の内容に応じた避難指示等の具体的な発令基

準をあらかじめ定めます。発令基準の策定・見直しに当たって、火山防災協議会における共同検討

等を通じて、災害の危険度を表す情報等の活用についてそれらの情報を取り扱う県や国との連携に

努めます。県や国は、市町村による発令基準の策定や見直しを支援します。 

 

３ 監視・観測等 

(1) 監視・観測の実施 

県温泉地学研究所では、箱根山火山活動の監視・観測を行うため微小地震計による地震活動の観

測のほか、山体の変化をいち早く正確に把握するために傾斜計、光波測量装置、ＧＮＳＳによる観

測や表面現象を把握するため、地温、火山ガスの観測を行っています。また、観測した結果は、ホ

ームページを通して一般の方々にも広く公開しています。 

(2) 観測・調査の強化 

   県温泉地学研究所では、箱根山火山の観測を強化するため、強震計の設置を行うほか、老朽化し

観測精度が劣化した観測施設について更新・強化に努めます。また、機動的観測・研究を積極的に

行うことによって箱根山火山の活動メカニズムの解明に努めます。 

(3) 緊急時対応 

   県温泉地学研究所では、1時間に 10 回以上の微小地震が観測されたときなど、一定規模以上の活

動が確認された場合には、所員を参集させ、観測データの解析、速報の作成を行うとともに、くら

し安全防災局、横浜地方気象台、箱根町等関係機関に連絡を行い、緊急時の対応を行います。 

(4) 火山噴火予知連絡会等との連携 

   県温泉地学研究所では、箱根山火山でまとまって微小地震が発生した場合や地殻変動が観測され

た場合には、火山噴火予知連絡会等に資料等の提供・報告を行い、適切な判断のために必要な連携

を行います。 

(5) 他県との連携 

   神奈川県、山梨県、静岡県は、富士山火山防災対策に関する協定に基づき、富士山噴火災害に関

する応急・復旧対策のための必要な連携を行います。 
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  第２節 災害応急対策への備え                                

○ 県及び市町村は、活動火山対策特別措置法に基づく火山災害警戒地域に指定されたときは、火山防

災協議会を組織します。火山防災協議会は、県知事及び市町村長、気象台、地方整備局等、自衛隊、

警察、消防機関、火山専門家のほか、観光関係団体等検討に必要な様々な者を加えます。また、必要

に応じて、検討事項に応じた部会を設置するなど、円滑な検討に資する体制を整備します。火山防災

協議会においては、噴火シナリオの作成、火山ハザードマップの作成、噴火警戒レベルの設定、避難

計画の策定といった一連の警戒避難体制や、現地の関係機関の防災対応の流れなど様々な関係者と連

携した警戒避難体制の整備に関する取組について、各地域の実情に応じて必要な事項を協議するもの

とします。 

○ 県は、火山現象の発生及び推移に関する情報収集・伝達や予警報の発令・伝達に関する事項、市町

村地域防災計画に避難のための措置について定める際の基準に関する事項、避難・救助に係る広域調

整に関する事項その他必要な警戒避難体制に関する事項について定めます。 

○ 火山災害警戒地域に指定された市町村は、地域防災計画において、火山現象の発生及び推移に関す

る情報収集・伝達や予警報の発令・伝達に関する事項、噴火警戒レベルの運用による入山規制や避難

指示（緊急）等避難のための措置について市町村長が行う通報及び警告に関する事項、避難場所及び

避難経路に関する事項、火山現象に係る避難訓練に関する事項、救助に関する事項その他必要な警戒

避難体制に関する事項について定めます。また、警戒地域内の不特定かつ多数の者が利用する施設又

は要配慮者利用施設で噴火等の火山現象の発生時に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要の

あるものについて、これらの施設の名称および所在地を定めます。市町村地域防災計画に名称及び所

在地を定められた不特定かつ多数の者が利用する施設又は要配慮者利用施設（以下「避難促進施設」

という。）について、市町村は、火山現象発生時に当該施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が

図られるよう、火山現象の発生及び推移に関する情報、予報及び警報の伝達方法を定めます。 

○ 県及び火山災害警戒地域に指定された市町村は、火山防災協議会での検討を踏まえ、噴火警戒レベ

ルを設定し、地域防災計画に位置づけます。市町村は、噴火警戒レベルに対応した避難開始時期、避

難対象地域、指定緊急避難場所等の避難先、避難経路・手段を定めるなど具体的で実践的な避難計画

を地域防災計画に位置づけます。 

○ 県及び市町村は、火山災害警戒地域に指定されたときは、地域防災計画に定める事項について、火

山防災協議会の意見を聴くものとします。 

○ 火山災害警戒地域に指定された市町村の長は、円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民や

登山者、観光客等に周知させるため、火山防災協議会における検討を踏まえ、火山現象の影響及び範

囲を図示した火山ハザードマップに、避難対象地域、避難場所や避難経路、避難手段といった避難計

画の内容、噴火警戒レベルの解説や情報伝達に関する事項など、住民や登山者等に必要な防災上重要

な情報を付加した火山防災マップの配布その他の必要な措置を講じます。 
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１ 情報の収集・連絡 

(1) 災害情報の収集・伝達体制の充実 

ア 県は、関係機関との情報の収集・連絡体制の整備を図ります。     ［くらし安全防災局］ 

  イ 県は、災害時の情報収集、伝達方法を確立するため、現状のシステムにおける課題や通信シス

テムに関する技術動向を踏まえ、災害情報受伝達体制の一層の充実に向けた検討を進めます。 

                                 ［政策局、くらし安全防災局］ 

ウ 国、県、市町村は、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成を図ります。また、

火山防災協議会の構成員である火山専門家等の意見を活用できるよう努めます。 

［くらし安全防災局、関係局］ 

エ 県、市町村及び防災関係機関は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報受伝達

に関するシステムや資機材を適切に管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的

な訓練を継続的に実施するなど、機器操作の習熟に努めます。            [関係局] 

 (2) 被災者支援に関する情報システムの構築等 

ア 市町村は、罹災証明書の発行、義援金の給付等の被災者支援業務を円滑に実施するため、被災

者の住所や家屋等の情報を効率的に処理するシステムの導入や体制の整備に努めます。 

  イ 県及び市町村は、県民や避難所、救護活動拠点等への情報提供等に当たり、インターネット等

各種通信手段の活用を図ります。             ［くらし安全防災局、健康医療局］ 

 

２ 救助・救急、消火及び医療救護活動 

(1) 救助・救急活動 

 市町村は、救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急・救助用資機材の整備に努めます。 

(2) 消火活動 

ア 市町村は、消防組織の強化に努め、平常時から消防本部、消防団及び自主防災組織等の連携強

化を図ります。 

イ 市町村は、「消防力の整備指針」及び「消防水利の基準」に適合するよう整備計画を立て、消

防施設等の整備に努め、その強化を図ります。 

(3) 医療救護活動 

ア 県及び市町村は、関係機関と調整の上、神奈川県医療救護計画に基づき医療救護活動体制の確

立に努めます。                              ［健康医療局］ 

イ 市町村は、救護活動に必要な医薬品等の備蓄に努めます。 

ウ 県は、市町村の備蓄医薬品では不足する場合に備え、供給体制の確立に努めます。 

                                        ［健康医療局］ 

 

３ 避難誘導 

市町村は、火山が噴火し、又は噴火するおそれのあるときは、富士山火山広域避難計画や箱根山（大

涌谷）火山避難計画に従い住民、登山者、観光客等の避難誘導を行います。 

(1) 市町村は、指定緊急避難場所・避難路及び避難促進施設をあらかじめ指定し、日頃から住民、登

山者、観光客等への周知徹底に努めます。 

(2) 市町村は、避難行動要支援者の把握に努め、「避難行動要支援者名簿」を作成します。名簿には、

氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号その他の連絡先、避難支援等を必要とする事由、

避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項を記載します。 

市町村は、効果的に避難誘導を実施するため、市町村地域防災計画で定める避難支援に携わる関

係者である消防機関、県警察、民生委員・児童委員、自主防災組織等に対し、避難行動要支援者の

同意を得ることにより、又は、当該市町村の条例の定めにより、あらかじめ避難行動要支援者名簿

の情報共有を行います。 

(3) 市町村及び施設の管理者は、避難行動要支援者の避難誘導、搬送等について、自主防災組織、近
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隣居住者等の協力を得て、迅速かつ安全に行えるよう努めます。 

(4) 市町村は、設備・体制が整った高齢者福祉施設等を活用するため、あらかじめ施設管理者と災害

時の対応について協定を結ぶことに努めます。また、県は、必要に応じて協定の促進に努めます。                         

                                    ［福祉子どもみらい局］ 

(5) 避難促進施設の所有者又は管理者は、火山現象の発生及び推移に関する情報伝達に関する事項、

防災体制に関する事項、避難誘導に関する事項、避難訓練及び防災教育に関する事項等を定めた避

難確保計画の作成・公表や、同計画に基づく避難訓練を実施します。作成した避難確保計画及び実

施した避難訓練の結果については、市町村長に報告します。 

(6) 市町村は、警戒地域内の避難促進施設に係る避難確保計画の作成又は避難訓練の実施に関し必要

な助言又は勧告等を行い、施設所有者又は管理者による取組の支援に努めます。 

 (7) 県及び市町村は、登山者など火山に立ち入る者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、火山防

災協議会において、火山付近への来訪者の状況、火山へのアクセス等を勘案し、災害時の登山者の

早期把握、安否確認等に資する登山届の必要性について検討します。また、降灰が広範囲に及んだ

場合に、広域的に火山灰処理を行うため、火山灰仮置き場や火山灰処分場の設置場所の選定を検討

し、確保に努めます。 

 

４ 降灰等対策 

   県は、国及び防災関係機関と連携し、経済活動、住民生活等に及ぼす影響を軽減するため、火山噴

火時の降灰対策などについて検討します。                      ［関係局］ 

 

５ 防災知識の普及 

(1) 県民等への防災知識の普及 

ア 県は、国及び市町村と連携して、火山災害について県民の正しい理解が進むよう、火山活動等

に関する情報の提供、普及啓発に努めます。              ［くらし安全防災局］ 

  イ 県は、県温泉地学研究所における火山活動の観測や調査研究の成果等を分かりやすく県民に広

報し、県民の防災知識の向上を図ります。               ［くらし安全防災局］ 

  ウ 火山災害警戒地域に指定された市町村の長は、火山現象の影響及び範囲を図示した火山ハザー

ドマップに、避難対象地域、避難場所や避難経路、避難手段といった避難計画の内容、噴火警戒

レベルの解説や情報伝達に関する事項など、住民や登山者等に必要な防災上重要な情報を付加し

た火山防災マップの配布その他の必要な措置を講じます。        ［くらし安全防災局］ 

(2) 観光客等への防災知識の普及 

    県及び市町村は、観光協会等の関係機関と連携して、火山防災知識の普及啓発に努めます。 

                                        ［産業労働局］ 

(3) 児童・生徒等への防災知識の普及 

公立学校は、教科等を通じ、火山に関する知識の普及や火山防災教育の推進に努めます。 

                                          ［教育局］ 

 

 

（参考） 降灰による影響 

(1) 火山灰を吸い込むと、ただちに生命に危険が及ぶことはありませんが、呼吸器系の疾患にかかりやすくなるなど、健康被害のお

それがあります。 

(2) 屋根に堆積した火山灰の重みにより、木造建築物等が倒壊する可能性があるため、除灰するか堅牢な建物への避難が必要になり

ます。特に、降雨により水分を含んだ場合は倒壊の可能性が高まります。 

(3) 堆積した火山灰や空気中の火山灰は、道路、鉄道、航空などの交通機関に影響を及ぼすことが考えられます。状況によっては、

その影響は広い範囲に及びます。 

(4) 降灰後の降雨により、土石流の発生の可能性が高まります。 

(5) 河川の上流域で多量の降灰があった場合、支流や渓流からの土砂の流入により本川河道の河床が上昇するため、洪水の危険性が

高まります。 
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６ 火山防災協議会による協議等 

(1) 箱根山火山災害対策 

ア 箱根山火山防災協議会 

県、箱根町、横浜地方気象台、関東地方整備局、自衛隊、県警察等は、箱根山火山防災協議会

において、噴火シナリオの作成、火山ハザードマップの作成、噴火警戒レベルの設定、避難計画

の策定といった一連の警戒避難体制や、現地の関係機関の防災対応の流れなど様々な関係者と連

携した警戒避難体制の整備に関する取組について協議します。      ［くらし安全防災局］ 

(2) 富士山火山災害対策 

ア 富士山火山防災対策協議会 

(ｱ) 県は、山梨県、静岡県、関係市町村、国等の関係機関と連携し、富士山火山防災対策協議会

において、富士山噴火時の円滑な住民対策などの検討を進めます。   ［くらし安全防災局］ 

(ｲ) 県は、関係機関と連携し、避難者の受入れも含めた具体的な避難計画を作成します。 

［くらし安全防災局］ 

(ｳ) 県は、家屋の倒壊や降雨による土石流の発生などの原因となる降灰への対策について、関係

機関と連携して検討を行います。                  ［くらし安全防災局］ 

イ 災害対策山静神連絡会議 

県は、災害対策山静神連絡会議における火山災害を含む広域的災害対策に関する調査研究や、

合同防災訓練の実施、災害対策関連情報の交換などを山梨県及び静岡県と連携して行います。 

［くらし安全防災局］ 
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第２章 災害時の応急活動計画 

  第１節 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保                               

災害が発生した場合、発災直後の応急活動対策を適切に実施するためには、被害規模等の概括的な情

報をいち早く把握することが、その後の応急対策を効果的に実施するために不可欠です。 

  県は、様々な種類の通信手段を活用することはもちろんのこと、映像情報等を利用して被害の規模や

程度を推定し、災害対策本部の設置をはじめ、国、市町村、防災関係機関と協力して速やかに応急対策

を進めます。 

 応急活動対策の実施に当たっては、生命・身体の安全を守ることを最優先に、災害の拡大や再発の防

止と二次災害等の防止や救助・救急、医療及び消火活動を進めます。また、避難所の設置等の避難対策、

食料、水、燃料等の確保対策等の生活支援対策を進めるとともに、そのための条件としての交通確保対

策を進めます。 

  ライフラインの応急復旧活動、さらに被災地の社会的混乱や心理的動揺の防止に向けて、正確な情報

の提供や災害相談の実施等、時間経過に沿った対策を進めます。 

 

１ 災害情報の収集・連絡 

(1) 災害発生による被害情報の収集・連絡 

ア 市町村は、人的被害の状況、建築物の被害、火災の発生状況等の情報を収集するとともに、被

害規模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ報告します。 

  イ 県警察は、被害規模の早期把握のための災害情報収集活動を行い、必要に応じてヘリコプター

テレビ等による映像情報を収集し、災害対策本部室に配信します。 

ウ 県は、横浜市及び川崎市のヘリコプターテレビ等の映像情報の提供を受け、被害情報を把握し

ます。 

エ 県は、市町村等から情報を収集するとともに、映像情報等による被害規模に関する概括的な情

報を把握し、これらの情報を消防庁に報告するとともに、必要に応じ、関係省庁及び近隣県（静

岡県、山梨県）に連絡します。 

(2) 応急対策活動情報の連絡 

    ア 市町村は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡します。 

    イ 県は、自ら実施する応急対策の活動状況を市町村に連絡します。 

    ウ 県は、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を消防庁に随時連絡します。 

 

２ 通信手段の確保 

(1) 県及び市町村は、災害発生時において、災害情報の連絡通信手段を確保するために、各種の情報

通信手段の機能確認を行うとともに、障害が発生したときには、必要な要員を直ちに現場に配置し

て、速やかな通信の復旧を図ります。また、通信手段の確保について必要な措置を総務省に要請し

ます。 

(2) 県は、災害時の県防災行政通信網の輻輳に対応するため、通信制限の措置を行う等により通信の

運用に支障のないよう努めます。 

(3) ＮＴＴ東日本は、電気通信設備の被災により疎通に著しく支障がある場合は、被災地からの疎通

を優先させます。また、緊急通話の疎通確保のため、一般加入電話については利用制限等を行いま

す。 
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３ 各種通信設備の利用 

(1) 警察通信設備の優先利用 

   県は、加入電話及び県防災行政通信網が使用不能になり、他に通信手段がないときは、災害対策

基本法第 57 条の規定に基づく「警察通信設備の優先利用等に関する協定」により、警察通信設備

を優先的に利用します。 

(2) 非常通信の利用 

     県、市町村及び防災関係機関は、加入電話及び防災行政通信網等が使用不能になったときは、あ

らかじめ定める計画に基づき関東地方非常通信協議会の構成員の協力を得て、その所有する通信施

設を利用します。 

  (3) 通信施設所有者等の相互協力 

      通信施設の所有者又は管理者は、災害応急対策を円滑・迅速に実施するため、相互の連携を密に

し、被害を受けた通信施設が行う通信業務の代行等の相互協力を行います。 

  (4) 放送機関への放送要請 

     県は、災害対策基本法第 57 条の規定に基づく｢災害時における放送要請に関する協定｣により、

加入電話及び県防災行政通信網が使用不能になったときは、放送機関に対し、連絡のための放送を

要請します。 

  (5) 自衛隊への要請 

      県は、十分な通信手段の確保が困難になったときは、通信確保の措置を自衛隊に要請します。 
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  第２節 活動体制の確立                                       

１ 県の活動体制 

(1) 職員の配備体制 

      県は、箱根山、富士山に関する火口周辺警報が発表された場合等、状況に応じて速やかに警戒体

制に入り、広域災害時情報収集先遣隊を派遣する等して火山の活動状況や被害状況等の収集活動を

行い、その情報により災害応急対策を検討し、必要な措置を講じます。 

また、箱根山、富士山に関する噴火警報が発表された場合や、その他状況により必要があるとき

には、第１次応急体制や第２次応急体制等へ体制を拡大させます。 

(2) 災害対策本部の設置 

ア 知事は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施するため必要と

認めるときは、災害対策基本法第 23 条の規定に基づき、災害対策本部を県庁第二分庁舎６階の

災害対策本部室に設置します。 

なお、知事は、災害の拡大のおそれが解消し、災害応急対策が概ね完了したと認めるときは、

災害対策本部を廃止します。 

    イ 知事は、災害対策本部を設置した場合は、速やかに、内閣総理大臣（消防庁経由）及び消防庁

長官に報告をするとともに、次に掲げる者のうち必要と認める者に連絡します。 

(ｱ) 市町村長 

(ｲ) 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の長又は代表者 

(ｳ) 陸上自衛隊東部方面混成団長、海上自衛隊横須賀地方総監及び海上自衛隊第４航空群司令 

(ｴ) 国土交通大臣 

(ｵ) 隣接都県知事等 

(3) 現地災害対策本部等の設置 

ア 災害対策本部長は、地域における災害応急対策を円滑に実施するため、必要と認める地域県政

総合センターに、災害対策本部の組織として、現地災害対策本部を設置します。 

       なお、災害対策本部設置に至らない局地的災害で、応急対策上必要と認めるときは、地域県政

総合センターに現地対策本部を設置します。 

   イ 県は、災害対策本部が設置された場合には、県総合防災センターに、災害活動中央基地を設置

し、市町村支援等の災害応急対策を実施します。 

   ウ 県は、災害対策本部を設置したときは、市町村の行う医療救護活動の総合調整と市町村の能力

を超えた場合の応援・補完を行うため、県庁内に保健医療調整本部を設置するとともに、災害救

援ボランティア活動への支援を行うため、かながわ県民活動サポートセンターに県災害救援ボラ

ンティア支援センターを設置します。 

(4) 災害対策本部を設置した場合の参集・配備 

災害対策本部を設置した場合には、災害対策本部長は、直ちに各局長、地域県政総合センター所

長等に通知し、各局長等は、配備編成計画に基づき、職員を配備します。勤務時間外、休日等に災

害対策本部を設置した場合には、各局長等は、あらかじめ定める連絡体制により職員を参集・配備

させます。 

     また、現地災害対策本部を設置した場合には、地域県政総合センター所長に通知します。 

   現地災害対策本部長は、同様に関係職員を参集・配備させます。 

(5) 国の非常（緊急）災害対策本部等への連絡及び協力要請 

   ア 災害対策本部は、大規模な被害発生を確認し、緊急性、必要性が高いと認められるときは、中

央防災無線により内閣総理大臣官邸及び非常（緊急）災害対策本部等に連絡します。 

   イ 国の非常（緊急）災害対策本部の現地対策本部が設置された場合には、県は、国の現地対策本

部と連絡調整を図りつつ、災害対策について支援、協力等を求めます。 
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２ 市町村の活動体制 

(1) 市町村は、災害の状況に応じて速やかに事前配備体制に入り、火山の活動状況や被害状況等の収

集活動を行い、その情報により災害応急対策を検討し、災害対策基本法第 63 条に基づく警戒区域

の設定など必要な措置を講じます。 

(2) 市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施するため必要

と認めるときは、災害対策基本法第 23 条の２に基づき、市町村災害対策本部を設置します。 

(3) 市町村は、県に災害対策本部の設置状況等を報告します。 

 

３ 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の活動体制 

指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関は、災害が発生し、又は発生するおそれが

あり、必要があると認めたときは、その所管に係る災害応急対策を円滑に行うため、あらかじめ定め

た災害対策組織を設置します。 

 

４ 広域的な応援体制 

(1) 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは災害応急

対策を実施しますが、その被害状況によって、災害応急対策を実施するために必要があると認める

ときには、他市町村長に対し応援要請を行い、若しくは知事に対し、応援要請又は災害応急対策の

実施を要請します。 

(2) 知事は、特に必要があると認めるときは、被災市町村長に対し応急措置について必要な指示をし、

又は他の市町村長に対し被災市町村を応援するよう指示します。 

(3) 知事は、市町村長の要請又は自らの判断により、次のとおり各機関の長に対し、広域応援の要請

を行います。 

  ア 県公安委員会に対する警察庁又は他都道府県警察への援助要求の要請      

  イ 消防庁長官への要請（他都道府県消防機関所有のヘリコプターの派遣要請、緊急消防援助隊の

派遣要請等） 

  ウ 被災市区町村応援職員確保システムに基づく応援要請 

a 避難所運営や罹災証明書の交付等の災害対応業務の支援 

b 被災市町村が行う災害マネジメントの総括的支援 

  エ 相互に応援協定を締結している九都県市首脳会議や関東地方知事会及び全国知事会を構成す

る都道府県に対する応援要請 

  オ 厚生労働省、関係省庁及び他都道府県への広域医療搬送に係る要請 

 

５ 自衛隊の災害派遣 

(1) 知事は、災害の規模や収集した被害情報から判断し、人命又は財産の保護のため自衛隊の災害派

遣が必要であると認める場合には、防衛大臣又はその指定する者に対し、「自衛隊応援要請マニュ

アル」に基づき災害派遣を要請します。 

(2) 市町村長は、知事への自衛隊派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛大臣、

地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知します。 

   この通知を受けた防衛大臣、地域担任部隊等の長は、直ちに救援の措置をとる必要があると認め

られる場合には、自主派遣をします。 

   なお、市町村長は、この通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知します。 
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  第３節 救助・救急、消火及び医療救護活動                               

 災害発生時、県民の一人ひとりが、「自らの身は、自ら守る」、「失火防止に努める」とともに、被災

者の救出・救護、消火活動を行い、災害の拡大の防止に努めるものとします。 

 また、県、市町村及び防災関係機関が一体となって被災者の救出・救援、消火及び医療救護活動を行

います。 

 

１  救助・救急、消火活動 

(1) 県民及び自主防災組織の役割 

ア  県民は、まず自身及び家族の身を守ることに最大限努め、かつ、失火防止に努めます。 

  イ  県民及び自主防災組織は、近隣において救出・救護を行うとともに、発災後の初期段階で消火

活動を行い、救助・救急、消火活動を実施する各機関に協力します。 

(2) 自衛消防隊の役割 

   企業等の自衛消防隊は、発災時の初期活動として企業等内での救助・救急、消火活動を行うとと

もに、可能な限り救助・救急、消火活動を実施する各機関に協力します。 

(3) 市町村による救助・救急、消火活動 

   ア 市町村は、事前に定めた災害時の警防計画等により消防活動を実施します。 

  イ  市町村は、被害情報を把握しながら被害の拡大防止を主眼に、地域の防災組織等と連携して救

助・救急活動を行います。特に、被災地域の医療機関等が被災した場合は、医師会など関係機関

の協力のもと広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）を活用して、広域的な救急活動を実

施します。 

  ウ 市町村は、災害発生時に傷病者の緊急度や重傷度に応じた適切な処置や搬送を行うため、傷病

者の治療優先順位を決定するトリアージの手法について、救急業務計画に定めます。 

エ  消防団は、地域防災の中核として、地域の自主防災組織と連携し、発災直後の初期消火や被災

者の救出・救護を行うとともに、常備消防を補佐し、各種消防活動を行います。 

  オ  市町村は、消防相互応援協定等に基づき、他の市町村に救助・救急、消火活動の応援要請をす

るとともに、必要に応じ、神奈川県内消防広域応援実施計画に基づく応援要請及び緊急消防援助

隊派遣要請を行います。さらに、応援部隊の配置を迅速かつ円滑に実施し、被害の軽減に努めま

す。なお、職員等のストレス対策として必要に応じて、消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を

要請します。 

  カ  市町村は、大規模な災害のため自衛隊が派遣された場合、最重要防御地域等の優先順位を決め、

迅速に連絡します。 

(4) 救助・救急、消火活動への県の支援 

     知事は、市町村長の要請又は自らの判断により、次の措置を行います。 

   ・ 神奈川県内消防広域応援実施計画に基づく神奈川県消防広域運用調整本部の設置及び神奈川

県消防広域応援隊の編成 

   ・ 消防庁に対する緊急消防援助隊の派遣等の広域的応援要請 

   ・ 県公安委員会に対する警察庁又は他都道府県警察への援助要求の要請 

   ・ 自衛隊に対する救助・救急、消火活動の応援要請 

   ・ 在日米軍に対する救助・救急、消火活動の応援要請 

   ・ 日本赤十字社及び災害拠点病院等に対する救護班、ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ等による医療救護活

動の応援要請 

   ・ 国の非常（緊急）災害対策本部等と連携した、自衛隊の行う救助・救急、消火活動の円滑化

のための総合調整 

   ・ 国及び他都道府県への救助の応援要請 
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２  医療救護活動 

(1) 医療機関による医療救護活動 

  ア  県は、神奈川県医療救護計画に基づき、医療機関等の協力を得て医療救護活動を行います。 

  イ  医療機関は、備蓄医療資材、医薬品等を活用し地域における医療救護活動に努めます。特に災

害拠点病院は中核的役割を果たします。また、（独）国立病院機構及び日本赤十字社神奈川県支

部は、被災地内の国立病院機構病院、日赤病院等において医療救護活動を行います。 

ウ 県は、原則として、被災市町村等からの要請に基づき、災害拠点病院等に対し救護班の派遣を

要請するとともに、神奈川ＤＭＡＴ指定病院、神奈川ＤＭＡＴ－Ｌ指定病院に対して神奈川ＤＭ

ＡＴ、神奈川ＤＭＡＴ－Ｌの派遣を要請します。 

エ 県は、原則として被災市町村等からの要請や統括ＤＰＡＴの判断に基づき、かながわＤＰＡＴ

の構成員である医療機関等にかながわＤＰＡＴの派遣を要請します。 

  オ  県及び市町村は、水道施設が被災した場合、医療機関には優先的な給水活動を行います。 

  カ 県は、被災地の医療機関の応援要請情報や支援情報を広域災害・救急医療情報システム（ＥＭ

ＩＳ）により、リアルタイムに収集・交換することにより効果的な医療救護活動を確保し、必要

に応じ被災地域以外の医療機関等に協力を求めます。 

キ 県及び市町村は、救急患者の搬送に際し、必要に応じ被災地以外の医療機関等に協力を求めま

す。 

ク 県は、国（自衛隊等）、隣接都県等と連携協力しながら、航空機等を活用して重篤患者の迅速

な広域医療搬送を確保します。 

ケ  被災医療機関は、医療施設、医療設備の応急復旧を実施し、必要に応じライフライン事業者等

に速やかな応急復旧を要請します。 

コ 県及び市町村は、傷病者の搬送拠点におけるトリアージ及び救命措置等を行うために救護班及

び神奈川ＤＭＡＴを確保します。 

 (2) 救護所の設置 

  ア  市町村は、迅速な医療救護活動を実施するため救護所を設置し、自ら救護班を編成します。な

お、保健所を設置している市は、状況に応じ保健所に救護所を設置します。 

  イ  知事は、市町村の要請に基づき、必要に応じ国の非常（緊急）災害対策本部等に対し、救護班

の派遣要請を行います。 
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  第４節 避難対策                                          

市町村は、災害発生後、人命の安全を第一に住民、登山者、観光客等の避難誘導を行うとともに、指

定緊急避難場所及び避難路、災害危険箇所、避難促進施設等の所在、災害の概要、その他避難に関する

情報の提供に努めます。 

 県民は、指定緊急避難場所及び避難路を日頃から把握するとともに、避難勧告等が出された場合には

直ちに安全に十分配慮しながら避難します。また、自主的に避難する場合は、特に安全に配慮します。 

 

１  避難の勧告又は指示 

  災害が発生し、又は発生するおそれがあり、そのために人命の保護その他災害の防止等を図るため

特に必要があると認められるときは、危険地域の住民、登山者、観光客等に対し、市町村長、警察官、

自衛官、知事等が避難実施のために必要な勧告又は指示等を行います。 

  なお、その際、噴火警報等（噴火警戒レベルを含む）に対応して、迅速かつ円滑な警戒避難対策を

とります。 

 

２ 避難の勧告又は指示の内容 

  市町村長等避難の勧告・指示等を実施する者は、原則として次の内容を明示して行います。 

(1) 避難を要する理由 

(2) 避難勧告又は指示の対象地域 

(3) 避難先とその場所 

(4) 避難経路 

(5) 注意事項 

 

３ 避難措置の周知等 

(1) 関係機関への報告 

   避難の勧告又は指示を行った者は、必要な事項を関係機関へ報告（通知・連絡）します。 

(2) 県民への周知 

   県及び市町村は、自ら避難の勧告又は指示を行った場合あるいは他機関からその旨の通知を受け

た場合は、同報無線や広報車等による災害広報により住民、登山者、観光客等への周知を実施しま

す。なお、避難の必要がなくなったときも同様とします。 

 

４ 指定避難所の開設 

  市町村は、被災者に対する救援措置を行うため、必要に応じて指定避難所を開設します。 

(1) 指定避難所の開設場所 

   市町村は、災害の態様に応じて安全適切な場所を選定して指定避難所を開設します。ただし、緊

急の場合は、自主防災組織等の判断により、あらかじめ指定された指定緊急避難場所に避難所を開

設できるものとします。また、必要があれば、あらかじめ指定された施設以外の施設についても、

災害に対する安全性を確認のうえ管理者の同意を得て避難所を開設します。 

   さらに、災害が長期にわたることが見込まれる場合には、要配慮者の生活環境を考慮して、介護

保険施設や障害者支援施設等の福祉避難所としての指定や、民間賃貸住宅、旅館・ホテル等を避難

所として借上げる等、被災地以外の地域にあるものも含め、多様な避難所の確保に努めます。 

(2) 避難所の周知 

市町村長は、避難所を開設した場合においては、速やかに地域住民に周知するとともに、県をは

じめ県警察、自衛隊、海上保安庁等関係機関に連絡します。 
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(3) 避難所の運営管理 

   市町村は、県の避難所マニュアル策定指針を参考に、自主防災組織等地域住民の代表、施設管理

者及び市町村職員で構成する避難所運営委員会を設置し、指定避難所等の円滑な運営管理を行いま

す。また、運営方針を決定する段階から、男女のニーズの違い、要配慮者等の多様な視点が反映で

きるよう、十分配慮します。避難所の運営に当たっては、被災者に対する給水、給食措置などが円

滑に実施できるよう努めるとともに、避難所における情報の伝達、食料、飲料水等の配布、清掃等

については、避難者、県民、自主防災組織、災害救援ボランティア等の協力が得られるよう努める

ものとします。 

県は、市町村長の要請に応じ、被災者を一時入所させるため、あらかじめ指定された施設以外の

県立施設についても可能な範囲で提供するものとし、当該施設管理者は市町村長が行う避難所の設

置運営に協力します。 

市町村は、関係省庁等の支援と連携し、県避難所マニュアル策定指針などを参考に、在宅での避

難や車中泊など、様々な事情から避難所以外で避難生活を送る被災者の把握方法や、物資等の供給、

健康確保などの方策について、地域の実情に応じて、検討に努めます。 

 

５ 避難路の通行確保と避難の誘導 

  市町村は、あらかじめ想定した避難路の安全確認を行うとともに、被災者が迅速かつ安全に避難で

きるよう消防職員及び警察官の協力を得て、避難先への誘導に努めます。 

  また、県及び市町村は災害種別一般記号を使った避難場所標識の見方に関する周知に努めます。 

 

６ 帰宅困難者への対応 

(1) 県及び市町村は、「むやみに移動を開始しない」という基本原則の広報等により、一斉帰宅の抑

止を図るとともに、滞在場所の確保等の支援に努めます。滞在場所の運営に当たっては、男女のニ

ーズの違いや、要配慮者の多様なニーズに配慮した運営に努めます。 

(2) 県及び市町村は、必要に応じて帰宅困難者用の一時滞在施設を開設し、円滑な管理運営を行うと

ともに、帰宅困難者への開設状況の広報、鉄道事業者への情報伝達等を行います。また、帰宅困難

者に対して必要に応じて飲料水等を提供します。 

(3) 企業・事業所は、災害関連の情報を収集し、組織内に的確に伝達するとともに、施設利用者等が

安全に帰宅できることが確認できるまでは、建物内に留めるよう努めます。 

(4) 旅館、ホテル等の宿泊施設及びデパート、ホール等の不特定多数の者が利用する施設の管理者は、

発災後の施設利用者の混乱を防止するため、自らの施設機能を十分活用するとともに、必要に応じ

あらかじめ定められた地域の指定避難所に誘導するものとします。 

(5) 鉄道機関等の関係各機関は、それぞれの機関の施設に加えて駅周辺の民間施設が有する機能を十

分活用するとともに、必要に応じて県及び市町村の情報伝達等に基づき地域の指定避難所等を案内

するものとします。 

 

７ 多様な視点への配慮 

  県及び市町村は、避難誘導、情報提供、相談、避難所の運営等に当たって、要配慮者や男女双方の

視点などに十分配慮します。 
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  第５節 箱根山及び富士山の個別対策                               

１ 箱根山の避難対策   

活動火山対策特別措置法に基づき、平成 28 年２月 22 日付けで神奈川県及び箱根町が火山災害警戒

地域に指定されたことを受けて、県と箱根町は、活動火山対策特別措置法に基づく箱根山火山防災協

議会を設置しています。 

県及び箱根町は、箱根山火山防災協議会が策定した箱根山（大涌谷）火山避難計画に基づいて、避

難対策を実施します。 

箱根町は、突発的な噴火又は噴火警戒レベルの引き上げに伴い、住民、登山者、観光客等が避難を

要する地域を指定し、伝達方法、避難方法、避難経路、指定緊急避難場所、指定避難所等を定めます。 

 

 (1) 突発的な噴火に伴う避難 

ア 一次避難 

住民等は、突発的な噴火が発生した場合、一次避難行動をとり、身の安全を確保します。 

施設の従業員等は、施設の利用者や観光客等を誘導します。 

箱根町は、防災行政無線、エリアメール、ラジオ等で避難指示の発令を伝達します。 

イ 二次避難開始指示 

箱根町は、噴火の状況や避難路の状況について箱根山火山防災協議会の助言を受け、二次避難

行動の開始を防災行政無線、エリアメール、ラジオ等で伝達します。 

ウ 二次避難 

住民等は、各種施設及び自治会等の避難誘導により車両で二次避難場所へ避難します。 

エ 三次避難 

箱根町は、二次避難場所に集結した住民等を、町が用意するバス等で避難所又は鉄道駅へ移動

させます。 

 (2) 噴火警戒レベル引き上げに伴う避難 

ア 二次避難開始指示 

箱根町は、防災行政無線、エリアメール、ラジオ等で噴火警戒レベルの引き上げに伴う、避難

指示の発令を伝達します。 

イ 二次避難 

住民等は、各種施設及び自治会等の避難誘導により、速やかに車両、公共交通機関等により二

次避難行動をとります。 

住民以外の者は、各種施設及び自治会等の避難誘導により、速やかに車両、公共交通機関等で、

避難対象地域から離脱します。 

ウ 三次避難 

箱根町は、二次避難場所に集まった住民のうち避難所に入る者を、自家用車又は町が用意する

バス等で避難所へ移動させます。 

(3) 交通規制等 

関係市町村長は、気象庁が発表する噴火警戒レベルと連動し、交通規制等の防災対応を執る場合

には、各レベルにおいてあらかじめ確認されている影響範囲を踏まえ、警察、消防機関等の協力を

得て、住民、登山者、観光客等に対する交通規制等を実施します。なお、特に必要があると認める

ときは、関係市町村長は、災害対策基本法第 63 条第１項の規定に基づき警戒区域を設定し、当該

区域への立ち入り制限や禁止を行うものとします。 

    交通規制等を行う場合、市町村及び警察、消防機関等は、規制区域内に住民、登山者、観光客等

が立ち入らない等の誘導を実施するとともに、規制区域内に住民、登山者、観光客等が万が一取り

残されていないか等の安全を確認します。 

関係市町村、警察、消防機関及び施設の管理者は、あらかじめ交通規制等や規制に伴う誘導等の
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責任者を定めておき、交通規制等や規制に伴う住民、登山者、観光客等の避難誘導を円滑に実施で

きるようにします。 

 

    大涌谷周辺での噴火を想定した場合における各噴火警戒レベルに応じた影響範囲、規制箇所等に

ついては次のとおりです。 

 

大涌谷周辺での噴火を想定した場合の防災対応 

噴火警戒レベル

（キーワード） 
影響範囲 保全対象施設又は居住地域 規制箇所 

５ 

（避難） 

居住地域及びそれよ

り火口側（想定火口

域の中心から 2.1km

以遠） 

強羅南エリア、強羅北エリ

ア、仙石原エリア、湖尻エ

リア、 姥子エリア及び早

雲郷エリア 

噴火状況に応じた地点 

→居住地域内に線引きが

必要 ４ 

（避難準備） 

３ 

（入山規制） 

火口から居住地域近

くまでの広い範囲の

火口周辺（想定火口

域から 700m 程度ま

で） 

姥子エリア、 早雲郷エリ

ア及び大涌谷エリア 

・県道（姥子～早雲山） 

２ 

（火口周辺規制） 

火口から少し離れた

所までの火口周辺

（想定火口域の中心

から半径 530m・440m

の楕円内） 

大涌谷エリア ・大涌谷への県道分岐点 

・ロープウェイ姥子駅 

・ロープウェイ早雲山駅 

・想定火口域周辺に至る各

登山道の入口 

１ 

（活火山である

ことに留意） 

火口内等（想定火口

域内の一部地域） 

状況に応じて 

・研究路ゲート 

・想定火口域内の各登山道 

 

(4) 指定避難所の指定等 

  箱根町は、噴火の状況に応じた避難のため、町内に指定避難所等をあらかじめ指定するほか、避

難の手段・経路を指定します。また、町内で避難者を収容できない場合は、県が他の市町村と調整

し避難所を確保します。 

(5) 避難確保計画の策定及び訓練の実施 

箱根町が個別に指定する避難促進施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の策定・公表及び避

難訓練等を実施し、策定した避難確保計画及び実施した避難訓練の結果について箱根町長に報告し

ます。箱根町長は、避難確保計画の策定又は避難訓練の実施に関し必要な助言又は勧告を行い、施

設所有者又は管理者の取組の支援に努めます。 

 

２ 富士山の避難対策 

県及び市町村は、富士山火山防災対策協議会が策定した富士山火山広域避難計画に基づいて、避難

対策を実施します。 

市町村は、噴火の状況に応じた的確な判断に基づく避難対策に努める必要があること、また、噴火

活動は一定期間継続することや、その規模等が時間の経過に伴い変化するため、これらを踏まえた避

難の拡大・縮小等が的確に実施できるようその方針を定める必要があることから、避難対策について

は、噴火開始直後の避難対策と噴火開始後の避難対策に分けて実施するよう努めます。 

 

(1) 噴火開始直後の避難の考え方 

 市町村は、降灰及び小さな噴石の対策について、どの方向に降灰等があるか特定できるまでは、

降灰可能性マップにおいて 30cm 以上の降灰が想定される範囲（影響想定範囲）では避難準備を、
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２cm 以上の降灰の影響想定範囲及び小さな噴石の影響想定範囲では屋内退避準備を呼びかけます。 

(2) 噴火開始後の避難の考え方 

 市町村は、火口の位置及び噴火形態が把握され、噴火の規模が予測できた後には、降灰及び小さ

な噴石に対して、状況に応じた避難の呼びかけを行います。 

(3) 避難所の指定 

     市町村は、噴火時の状況に応じた避難のため、以下の避難所をあらかじめ指定します。 

   ア 降灰時避難所 

    大量降灰時に住民が避難するため、屋根や建物の強度が確保された堅牢な建物を指定します。 

   イ 土石流避難所 

     土石流の危険が生じた場合に避難するため、土石流警戒範囲の外側に指定します。 

(4) 広域避難の方向と避難対象者の受入れ 

  県は、火山活動の状況、地理的要因、避難者の希望等から、県内への避難が必要な場合には、山

梨県及び静岡県と連携し、県内への避難者の受入れを調整します。 

(5) 交通規制等 

関係市町村長は、気象庁が発表する噴火警戒レベルと連動し、交通規制等の防災対応を執る場合

には、各レベルにおいてあらかじめ確認されている影響範囲を踏まえ、警察、消防機関等の協力を

得て、住民、登山者、観光客等に対する交通規制等を実施します。なお、特に必要があると認める

ときは、関係市町村長は、災害対策基本法第 63 条第１項の規定に基づき警戒区域を設定し、当該

区域への立ち入り制限や禁止を行うものとします。 

    交通規制等を行う場合、市町村及び警察、消防機関等は、規制区域内に住民、登山者、観光客等

が立ち入らない等の誘導を実施するとともに、規制区域内に住民、登山者、観光客等が万が一取り

残されていないか等の安全を確認します。 

関係市町村、警察、消防機関及び施設の管理者は、あらかじめ交通規制等や規制に伴う誘導等の

責任者を定めておき、交通規制等や規制に伴う住民、登山者、観光客等の避難誘導を円滑に実施で

きるようにします。 
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  第６節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動                          

災害発生後、特に初期には、救助・救急、消火及び医療救護活動を迅速に行うため、緊急通行車両の

通行を確保する必要があり、そのため一般車両の通行禁止などの交通規制を直ちに実施し、緊急交通路

を確保します。 

 また、緊急物資の供給や応急復旧要員の確保を図るため、陸・海・空の様々な手段を利用し、緊急輸

送ルートの確保に努めるなど総合的な緊急輸送を実施します。 

 

１ 交通の確保 

(1) 被災地域等の交通規制の実施 

  ア 県警察 

     (ｱ) 危険防止及び混雑緩和の措置 

     被害の状況を把握し、被災地域への車両の流入抑制を行うとともに、必要な交通規制を実施

して、県及び道路管理者と協力し、危険箇所の表示、う回路の指示、交通情報の収集及び提供、

車両使用の自粛の広報等、危険防止及び混雑緩和のための措置を行います。 

(ｲ) 災害発生時の交通規制等 

         災害発生時の交通規制は、被害の規模、地域の道路交通状況等によって弾力的に行う必要が

あります。 

ａ  緊急交通路確保のための交通規制 

       災害発生後、特に初期には、負傷者の救出救助等災害応急対策のための緊急交通路の確保

等が中心となるので、道路交通の実態を把握し、災害対策基本法第 76 条第１項の規定に基

づき緊急通行車両以外の車両の通行を禁止又は制限します。 

        ｂ  道路管理者等への通知及び要請 

            緊急交通路を確保するための通行の禁止又は制限を行う場合、関係公安委員会、道路管理

者等への通知を速やかに行います。 

また、緊急交通路等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となること

により、災害応急対策の実施に著しい支障を生じるおそれがあるときに必要と認める場合は、

道路管理者等に対し、その道路の区間において車両その他の物件を付近の道路外へ移動させ

るなどの措置命令を行うことを要請します。 

        ｃ  警察官の措置 

      緊急交通路等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより、

災害応急対策の実施に著しい支障を生じるおそれがあるときは、必要に応じ当該車両その他

の物件を付近の道路外へ移動させるなどの措置命令を行います。 

 イ 自衛官及び消防吏員 

       災害派遣を命じられた部隊の自衛官又は消防吏員は、警察官がいない場合に限り、それぞれの

緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、通行の妨害となる車両その他の物件の所有者に対し

て移動させるなど必要な措置を命令するほか、相手方がその現場にいない場合は、当該措置を行

います。 

    当該措置命令をし、又は措置を行った場合は、管轄する警察署長にその旨を通知します。 

   ウ その他 

       道路管理者は、「緊急輸送道路管理マニュアル」に基づき、通行規制や応急啓開等必要な対策

の実施について、県警察、交通機関への連絡を行います。 
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(2) 交通情報の収集等 

   ア 交通情報の収集 

       県警察は、緊急交通路確保等の交通対策を迅速・的確に実施するため、現場の警察官、関係機

関等からの情報に加え、交通監視カメラ等を活用し、情報を収集します。 

   イ 交通情報の広報 

       県警察は、交通規制を実施した場合、規制標識板、立看板、携帯用拡声器等を利用して、積極

的な現場広報に努めます。また、広報担当官は、テレビ、ラジオ、広報車等様々な広報媒体を使

用して周知に努めるほか、航空機による広報、あるいは、必要に応じて市町村の協力を求めます。 

(3) 道路の応急復旧等 

   ア 国土交通省関東地方整備局は、管理する国道について早急に被害状況及び交通状況を速やかに

把握するため、パトロールカーによる巡視を実施するとともに道路モニター等からの道路情報の

収集に努めます。この情報を基に、必要に応じて迂回道路の選定、その誘導等の処置を行い緊急

輸送路の確保に努めるとともに、除灰作業や応急復旧工事を速やかに行い、緊急輸送路としての

機能確保に努めます。 

    また、他の道路管理者に対して、被害状況に関する報告を求め、応急復旧等を要請又は指示し

ます。その場合、緊急輸送路の確保を優先します。 

  イ  道路管理者は、その管理する道路について、早急に被害状況を把握し、国土交通省関東地方整

備局、災害対策本部等に報告するほか、備蓄基地を活用して、火山灰等の火山砕屑物の除去のほ

か障害物の除去、応急復旧等を行い、道路の機能の確保に努めます。 

  ウ  路上の障害物等の除去について、道路管理者、県警察、市町村消防機関及び自衛隊等は、状況

に応じて協力して必要な措置をとります。 

 

２  緊急輸送 

(1) 県の緊急輸送 

     県は、車両、船舶、ヘリコプター及び鉄道車両による輸送手段を状況に応じ確保します。 

(2) 市町村の緊急輸送 

    市町村は、地域の現況に即した車両等の調達を行い、必要な車両等の確保が困難なときは、県に

対して要請及び調達・あっせんを依頼します。 

(3) 防災関係機関の緊急輸送 

   防災関係機関は、業務遂行上必要な車両等の調達を行います。 
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  第７節 被災者等への情報提供、相談、物価の安定等に関する活動                               

１  被災者等への情報提供 

(1) 県及び市町村 

県及び市町村は、被災者のニーズを十分把握し、火山災害の状況に関する情報、安否情報、ライ

フラインや交通施設等公共施設等の復旧状況、医療機関などの生活関連情報、それぞれの機関が講

じている施策に関する情報、交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供

します。なお、その際、高齢者、障害者等の要配慮者、観光客、在日外国人、訪日外国人等に配慮

した伝達を行います。 

(2) 報道機関との連携 

情報伝達に当たっては、被災者が必要とする情報を十分把握し、防災行政無線、掲示板、広報紙、

インターネット等によるほか、放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関の協力を得て的確に提供

するよう努めます。 

(3) 集配郵便局等 

   被災者等に対して、「災害時における相互協力に関する覚書」に基づいて、県や市町村から提供

された情報を必要に応じて広報します。 

(4) 防災関係機関 

   それぞれの機関で定めた災害時の広報計画に基づき、被災者や利用者への広報を実施します。 

 

２  災害相談の実施 

(1) 相談活動の実施 

   ア 県及び市町村は、被災者から寄せられる生活上の不安や要望に応えるため、相互に連携して、

臨時相談所を開設して被災者の相談に応じるとともに、苦情、要望等を聴取し、その早期解決に

努めます。 

  イ 相談等は、職員のみならず、関係機関、弁護士等専門家及び通訳ボランティアの協力のもと、

女性や外国人等への対応についても配慮しながら、広域的かつ総合的に行います。 

(2) 相談業務の内容 

   災害相談の内容は、発災時から避難救援期における行方不明者や避難所、救援食料・水・衣類等

の問い合わせへの対応、応急復旧期の避難所生活や心の悩み相談、仕事の再開相談、復興期の住宅

や事業所の再建相談等、幅広く対応して早期解決を図り、生活の安定を支援します。 

 

３ 物価の安定、物資の安定供給 

   県及び市町村は、食料をはじめとする生活必需物資等の物価が高騰しないよう、また、事業者によ

る買い占め・売り惜しみが生じないよう監視するとともに、必要に応じて指導等を行います。 

県は、県民が落ち着いた消費行動がとれるよう、生活必需物資の供給状況等について、必要な情報

提供に努めます。 
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第４編 雪害対策編 

 

 大雪等に伴う都市機能の阻害及び交通の途絶による孤立などの雪害対策について、必要な事項を定め

ます。 

 なお、雪害対策の実施に当たり、本編で定める事項のほか、必要に応じて、第２編 風水害対策編で

定める事項を準用します。 

 

第１章 災害予防 

  第１節 災害応急対策への備え                                

１ ライフライン施設等の機能の確保 

(1) 県、市町村及びライフライン事業者は、上下水道、電気、ガス、電話等のライフライン関連施設

や廃棄物処理施設について、雪害に対する安全性の確保を図ります。         ［関係局］ 

(2) 県警察は、信号機、交通情報板、交通管制センター等交通管制施設について、雪害に対する安全

性の確保を図るとともに、災害時の道路交通管理体制の整備を図ります。       ［関係局］ 

 

２ 災害情報の収集・伝達体制の充実 

 (1) 県は、関係機関との情報収集・連絡体制の整備を図ります。       ［くらし安全防災局］ 

(2) 県警察は、県、消防機関、関係機関等との間における情報収集・連絡体制の整備を図ります。 

                                         ［警察本部］ 

(3) 県は、災害時の情報収集、伝達方法を確立するため、現状のシステムにおける課題や通信システ

ムに関する技術動向を踏まえ、災害情報受伝達体制の一層の充実に向けた検討を進めます。 

                                 ［政策局、くらし安全防災局］ 

(4) 県、市町村及び防災関係機関は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報受伝達に

関するシステムや資機材を適切に管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓

練を継続的に実施するなど、機器操作の習熟に努めます。              [関係局] 

(5) 市町村は、平常時から、高齢者等の要配慮者の住居その他関連施設について状況の把握に努め、

除雪が困難であったり、危険な場合においては、必要に応じて、消防機関・自主防災組織・近隣居

住者等との連携協力により除雪支援や避難誘導を行う体制の整備・再点検を行うよう努めます。 

(6) 県及び市町村は、さまざまな環境下にある住民等に対して警報等が確実に伝わるよう、関係事業

者の協力を得つつ、防災行政無線、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、Ｌアラート（災害

情報共有システム）、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む）、携帯電話等を用いた伝達手

段の多重化、多様化を図るよう努めます。                            ［くらし安全防災局］ 

 

３ 救助・救急活動 

  市町村は、救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急・救助用資機材の整備に努めます。 
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第２章 災害時の応急活動計画 

  第１節 災害発生直前の対策                                    

１ 雪害に関する警報等の伝達 

  (1) 横浜地方気象台は、県内が大雪の現象に伴う災害及び被害の発生するおそれのある場合、警報又

は注意報を発表し、県民や防災関係機関に警戒又は注意を喚起します。また、24 時間体制をとって

いる県くらし安全防災局では、直ちに防災行政通信網を通じて、県及び市町村等の必要な機関に伝

達します。 

  (2) 市町村、放送事業者等は、伝達を受けた警報等を市町村防災行政無線等により、住民等への伝達

に努めます。なお、市町村は、大雪、暴風雪特別警報の伝達を受けた場合は、これを直ちに住民等

に伝達します。 

 

２ 警報の発表に伴う配備体制 

(1) 県は、横浜地方気象台から県内に大雪警報、暴風雪警報が発表された場合、警戒体制に入り、被

害状況等の収集活動を行い、その情報により災害応急対策を検討し、必要な措置を講じます。 

   また、災害が拡大するおそれがあるときには、第１次応急体制等へ体制を拡大させます。 

(2) 県警察は、大雪に関する警報等が発表された場合、所要の警備体制を確立して、被害状況等の収

集活動を行い、その情報により災害応急対策を検討し、必要な措置をとります。 

(3) 市町村及び防災関係機関においても、それぞれが定めている配備計画に基づき事前配備体制に入

り、被害状況等の収集活動を行い、その情報により災害応急対策を検討し、必要な措置を決定しま

す。 

 

 

  第２節 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保                           

 災害が発生した場合、発災直後の応急活動対策を適切に実施するため、被害規模等の概括的な情報を

いち早く把握することが、その後の応急対策を効果的に実施するためには不可欠です。 

 県では、様々な種類の通信手段を活用することはもちろんのこと、映像情報等を利用して被害の規模

や程度を推定し、その情報に基づき災害対策本部設置の判断をはじめ、国、市町村、防災関係機関と協

力して速やかに応急対策を進めます。 

 

１  災害情報の収集・連絡 

(1) 被害規模の早期把握のための活動 

県、市町村及び防災関係機関は、災害発生直後において、概括的被害情報、ライフライン被害の

範囲等、被害の規模を推定するための関連情報の収集に当たります。 

(2) 災害発生による被害情報の収集・連絡 

   ア 市町村は、人的被害の状況、建築物の被害等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概

括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ報告します。 

   イ 県警察は、被害規模の早期把握のため、天候の状況を勘案しながら必要に応じて、ヘリコプタ

ーテレビ等による映像情報を収集し、災害対策本部室に配信します。 

   ウ 県は、横浜市及び川崎市の、ヘリコプターテレビや両市の高所監視カメラ等の映像情報の提供

を受け、被害情報を把握します。 

   エ 県は、市町村等から情報を収集するとともに、映像情報等による被害規模に関する概括的な情

報を把握し、これらの情報を消防庁に報告するとともに、必要に応じ、関係省庁に連絡します。 
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(3) 応急対策活動情報の連絡 

   ア 市町村は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡します。 

   イ 県は、自ら実施する応急対策の活動状況を市町村に連絡します。          

   ウ  県は､応急対策の活動状況､対策本部設置状況等を､消防庁へ随時連絡します。 

 

２ 通信手段の確保 

(1) 県及び市町村は、災害発生時において、災害情報の連絡通信手段を確保するために、各種の情報

通信手段の機能確認を行うとともに、障害が発生したときには、必要な要員を直ちに現場に配置し

て、速やかな通信の復旧を図ります。また、通信手段の確保について必要な措置を総務省に要請し

ます。 

(2) 県は、災害時の県防災行政通信網の輻輳に対応するため、通信制限の措置を行う等により通信の

運用に支障のないよう努めます。 

 

３ 各種通信施設の利用 

(1) 警察通信設備の優先利用 

   県は、加入電話及び県防災行政通信網が使用不能になり、他に通信手段がないときは、災害対策

基本法第 57 条の規定に基づく「警察通信設備の優先利用等に関する協定」により、警察通信設備

を優先的に利用します。 

(2) 非常通信の利用 

     県、市町村及び防災関係機関は、加入電話及び防災行政通信網等が使用不能になったときは、あ

らかじめ定める計画に基づき関東地方非常通信協議会の構成員の協力を得て、その所有する通信施

設を利用します。 

  (3) 通信施設所有者等の相互協力 

      通信施設の所有者又は管理者は、災害応急対策を円滑・迅速に実施するため、相互の連携を密に

し、被害を受けた通信施設が行う通信業務の代行等の相互協力を行います。 

  (4) 放送機関への放送要請 

     県は、災害対策基本法第 57 条の規定に基づく｢災害時における放送要請に関する協定｣により、

加入電話及び県防災行政通信網が使用不能になったときは、放送機関に対し、連絡のための放送を

要請します。 

  (5) 自衛隊への要請 

      県は、十分な通信手段の確保が困難になったときは、通信確保の措置を自衛隊に要請します。 
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  第３節 活動体制の確立                                     

１ 県の活動体制 

(1) 職員の配備体制 

      県は、災害の状況に応じて速やかに警戒体制に入り、被害状況等の収集活動を行い、その情報に

より災害応急対策を検討し、必要な措置を講じます。 

また、災害が拡大するおそれがあるときには、第１次応急体制等へ体制を拡大させます。 

(2) 災害対策本部の設置 

ア 知事は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施するため必要と

認めるときは、災害対策基本法第 23 条の規定に基づき、災害対策本部を県庁第二分庁舎６階の

災害対策本部室に設置します。 

なお、知事は、災害の拡大のおそれが解消し、災害応急対策が概ね完了したと認めるときは、

災害対策本部を廃止します。 

    イ 知事は、災害対策本部を設置した場合は、速やかに、内閣総理大臣（消防庁経由）及び消防庁

長官に報告をするとともに、次に掲げる者のうち必要と認める者に連絡します。 

     (ｱ) 市町村長 

     (ｲ) 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の長又は代表者 

     (ｳ) 陸上自衛隊東部方面混成団長、海上自衛隊横須賀地方総監及び海上自衛隊第４航空群司令 

     (ｴ) 国土交通大臣 

     (ｵ) 隣接都県知事等 

(3) 現地災害対策本部等の設置 

 災害対策本部長は、地域における災害応急対策を円滑に実施するため、必要と認める地域県政総

合センターに、災害対策本部の組織として、現地災害対策本部を設置します。 

      なお、災害対策本部設置に至らない局地的災害で、応急対策上必要と認めるときは、地域県政総

合センターに現地対策本部を設置します。 

(4) 災害対策本部を設置した場合の参集・配備 

災害対策本部を設置した場合には、災害対策本部長は、直ちに各局長、地域県政総合センター所

長等に通知し、各局長等は、配備編成計画に基づき、職員を配備します。勤務時間外、休日等に災

害対策本部を設置した場合には、各局長等は、あらかじめ定める連絡体制により職員を参集・配備

させます。 

     また、現地災害対策本部を設置した場合には、地域県政総合センター所長に通知します。現地災

害対策本部長は、同様に関係職員を参集・配備させます。 

(5) 国の非常（緊急）災害対策本部等への連絡及び協力要請 

   ア 災害対策本部は、大規模な被害発生を確認し、緊急性、必要性が高いと認められるときは、中

央防災無線により内閣総理大臣官邸及び非常（緊急）災害対策本部等に連絡します。 

   イ 国の非常（緊急）災害対策本部の現地対策本部が設置された場合には、県は、国の現地対策本

部と連絡調整を図りつつ、災害対策について支援、協力等を求めます。 

 

２ 市町村の活動体制 

(1) 市町村は、災害の状況に応じて速やかに事前配備体制に入り、被害状況等の収集活動を行い、そ

の情報により災害応急対策を検討し、必要な措置を講じます。 

(2) 市町村長は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施する

ため必要と認めるときは、災害対策基本法第 23 条の２に基づき、市町村災害対策本部を設置しま

す。 

(3) 市町村は、県に災害対策本部の設置状況等を報告します。 
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３ 広域的な応援体制 

(1) 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは災害応急

対策を実施しますが、その被害状況によって、災害応急対策を実施するために必要があると認める

ときには、他市町村長に対し応援要請を行い、若しくは知事に対し、応援要請又は災害応急対策の

実施を要請します。 

(2) 知事は、特に必要があると認めるときは、被災市町村長に対し応急措置について必要な指示をし、

又は他の市町村長に対し、被災市町村を応援するよう指示します。 

(3) 知事は、市町村長の要請又は自らの判断により、次のとおり各機関の長に対し、広域応援の要請

を行います。 

  ア 県公安委員会に対する警察庁又は他都道府県警察への援助要求の要請 

  イ 消防庁長官への要請（他都道府県消防機関所有のヘリコプターの派遣要請、緊急消防援助隊の

派遣要請等） 

  ウ 被災市区町村応援職員確保システムに基づく応援要請 

a 避難所運営や罹災証明書の交付等の災害対応業務の支援 

b 被災市町村が行う災害マネジメントの総括的支援 

  エ 相互に応援協定を締結している九都県市首脳会議や関東地方知事会及び全国知事会を構成す

る都道府県に対する応援要請 

 

４ 自衛隊の災害派遣 

(1) 知事は、雪害の規模や収集した被害情報から判断し、人命又は財産の保護のため自衛隊の災害派

遣が必要であると認める場合には、防衛大臣又はその指定する者に対し、「自衛隊応援要請マニュ

アル」に基づき災害派遣を要請します。 

(2) 市町村長は、知事への自衛隊派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛大臣、

地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知します。 

   この通知を受けた防衛大臣、地域担任部隊等の長は、直ちに救援の措置をとる必要があると認め

られる場合には、自主派遣をします。 

   なお、市町村長は、この通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知します。 

 

 

  第４節 除雪の実施、災害の拡大防止及び二次災害の防止活動                                      

１ 除雪の実施 

  国、県、市町村及び道路管理者は、災害を防止するため、除雪を実施するものとします。 

   なお、県管理道路については、凍雪害対策実施要領に基づき実施します。 

 

２ 災害の拡大防止 

国、県及び市町村は、災害発生中にその拡大を防止することが可能な災害については、その拡大を

防止するため、必要な対策を講じるものとします。 

 

３ 二次災害の防止活動 

国、県及び市町村は、専門技術者等を活用して二次災害の危険性を見極めつつ、必要に応じ、住民

の避難、応急対策を行うものとします。 

 

 

  資 料 

   風水害編 ４－２－４ 凍雪害対策実施要領 
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  第５節 救助・救急活動                                     

１ 県民及び自主防災組織の役割 

   県民及び自主防災組織は、自発的に被災者の救助・救急活動を行うとともに、救助・救急活動を実

施する各機関に協力するよう努めます。 

 

２ 被災市町村による救助・救急活動 

   被災市町村は、その区域内における救助・救急活動を行うほか、被災者の早急な把握に努め、必要

に応じ、県又は他の市町村に応援を要請します。 

 

３ 被災地以外の市町村及び県の役割 

   被災地以外の市町村は、県又は被災市町村からの要請に基づき、救助・救急活動等の応援を迅速か

つ円滑に実施します。 

 

４ 資機材等の調達等 

   救助・救急活動に必要な資機材は、原則として、当該活動を実施する機関が携行します。 

 

  第６節 避難対策                                        

１ 避難誘導の実施 

(1) 市町村長は、災害の状況に応じて、人命の安全を第一に、必要に応じて避難勧告等の発令を行う

とともに、積雪、融雪等の状況を勘案した適切な避難誘導を実施します。 

(2) 市町村は、避難誘導に当たって、指定緊急避難場所及び避難路や災害危険箇所等の所在、災害の

概要その他の避難に資する情報の提供に努めます。 

(3) 市町村は、情報の伝達、避難誘導の実施に当たって、要配慮者に十分配慮するよう努めます。 

(4) 市町村は、被災者に対する救援措置を行うため、必要に応じて指定避難所を開設します。 

(5) 市町村は、避難の勧告や指示等を行ったときは、防災行政無線等を通じて住民等に伝達するとと

もに、Ｌアラート（災害情報共有システム）を利用して情報を発信し、テレビ、ラジオ等を通じた

住民への迅速な周知に努めます。 

県は、市町村がＬアラート（災害情報共有システム）を利用した情報発信を行えないときは、市

町村に代わって行います。 

 

２ 帰宅困難者への対応 

(1) 県及び市町村は、必要に応じて帰宅困難者用の一時滞在施設を開設し、円滑な管理運営を行うと

ともに、帰宅困難者への開設状況の広報、鉄道事業者への情報伝達等を行います。また、帰宅困難

者に対して必要に応じて飲料水等を提供します。 

(2) 企業・事業所は、災害関連の情報を収集し、組織内に的確に伝達するとともに、施設利用者等が

安全に帰宅できることが確認できるまでは、建物内に留めるよう努めます。 

(3) 旅館、ホテル等の宿泊施設及びデパート、ホール等の不特定多数の者が利用する施設の管理者は、

発災後の施設利用者の混乱を防止するため、自らの施設機能を十分活用するとともに、必要に応じ

あらかじめ定められた地域の避難所に誘導するものとします。 

(4) 鉄道機関等の関係各機関は、それぞれの機関の施設に加えて駅周辺の民間施設が有する機能を十

分活用するとともに、必要に応じて県及び市町村の情報伝達等に基づき地域の避難所等を案内する

ものとします。 
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  第７節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動                              

１ 交通の確保 

(1) 被災地域等の交通規制の実施 

   ア 県警察 

    (ｱ) 危険防止及び混雑緩和の措置 

     災害発生時には、被害の状況を把握し、被災地域への流入抑制を行うとともに、必要な交通

規制を実施して、県及び道路管理者と協力し、危険箇所の表示、迂回路の指示、交通情報の収

集及び提供、車両使用の自粛の広報等、危険防止及び混雑緩和のための措置を行います。 

     (ｲ) 災害発生時の交通規制等 

         災害発生時の交通規制は、被害の規模、地域の道路交通状況等によって弾力的に行う必要が

あります。 

     ａ 緊急交通路確保のための交通規制 

           災害発生後、特に初期には、負傷者の救出救助等災害応急対策のための緊急交通路の確保

等が中心となるので、道路交通の実態を把握し、災害対策基本法第 76 条第１項の規定に基

づき緊急通行車両以外の車両の通行を禁止又は制限します。 

ｂ 道路管理者等への通知及び要請 

           緊急交通路を確保するための通行の禁止又は制限を行う場合、関係公安委員会、道路管理

者等への通知を速やかに行います。 

また、緊急交通路等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となること

により、災害応急対策の実施に著しい支障を生じるおそれがあるときに必要と認める場合は、

道路管理者、港湾管理者又は漁港管理者に対し、その道路の区間において車両その他の物件

を付近の道路外へ移動させるなどの措置命令を行うことを要請します。 

        ｃ 警察官の措置 

            緊急交通路等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより、

災害応急対策の実施に著しい支障を生じるおそれがあるときは、必要に応じ当該車両その他

の物件を付近の道路外へ移動させるなどの措置命令を行います。 

    イ 自衛官及び消防吏員 

        災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官及び消防吏員は、警察官がいない場合に限り、それぞれの

緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、通行の妨害となる車両その他の物件の所有者に対し

て移動させるなど必要な措置を命令するほか、相手方が現場にいない場合は、当該措置を行いま

す。 

    当該措置命令をし、又は措置を行った場合は、管轄する警察署長にその旨を通知します。 

(2) 交通情報の収集等 

   ア 交通情報の収集 

        県警察は、緊急交通路確保等の交通対策を迅速・的確に実施するため、現場の警察官、関係機

関等からの情報に加え、交通監視カメラ等を活用して情報を収集します。 

    イ  交通情報の広報 

        県警察は、交通規制を実施した場合、規制標識板、立看板、携帯用拡声器等を利用して、積極

的な現場広報に努めます。また、広報担当者は、テレビ、ラジオ、広報車等様々な広報媒体を使

用して周知に努めるほか、航空機による広報、あるいは、必要に応じて市町村の協力を求めます。 
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 (3) 道路の応急復旧等 

    ア 国土交通省関東地方整備局は、管理する国道について早急に被害状況を把握し、交通の危険を

防止する必要がある場合は、一般車両の通行を禁止するなどの通行規制を行い、障害物の除去、

除雪の実施、応急復旧等を行うとともに、他の道路管理者に対して、被害状況に関する報告を求

め、応急復旧等を要請又は指示します。 

    その場合、緊急輸送ルートの確保を最優先に応急復旧等を実施します。 

   イ 道路管理者は、その管理する道路について、早急に被害状況を把握し、国土交通省関東地方整

備局、災害対策本部等に報告するほか、備蓄基地を活用して、障害物の除去、除雪の実施、応急

復旧等を行い道路の機能の確保に努めます。 

   ウ 路上の障害物の除去、除雪の実施について、道路管理者、県警察、市町村消防機関及び自衛隊

等は、状況に応じて協力して必要な措置をとります。 

    エ 道路、河川等の維持管理者は、道路、河川等にある障害物の除去を行います。道路管理者は、

災害対策基本法第 76 条の６第１項により、災害が発生した場合において、緊急通行車両の通行

の妨げになる車両等を、区間を指定して、道路外の場所へ移動すること等の措置を命じることに

なります。県管理の道路、河川等については、県土整備局及び環境農政局が県警察又は消防、自

衛隊の協力を得て、障害物の除去を行います。 

(4) 鉄道交通の確保 

鉄道事業者は、その管理する鉄道施設等の被害状況について早急に把握し、国土交通省関東運輸

局に報告するとともに、除雪の実施、応急復旧等を行います。 

 

２ 緊急輸送 

(1) 県の緊急輸送 

   県は、車両、船舶、ヘリコプター及び鉄道車両による輸送手段を状況に応じ確保します。 

(2) 市町村の緊急輸送 

   市町村は、地域の現況に即した車両等の調達を行い、必要な車両等の確保が困難なときは、県に

対して要請及び調達・あっせんを依頼します。 

(3) 防災関係機関の緊急輸送 

     防災関係機関は、業務遂行上必要な車両等の調達を行います。 

 

 

  第８節 被災者への的確な情報伝達活動                             

被災者への情報伝達活動 

１ 県及び市町村は、被災者のニーズを十分把握し、気象、被害の状況、二次災害の危険性に関する

情報、安否情報、ライフラインや交通施設等公共施設等の復旧状況、医療機関などの生活関連情報、

それぞれの機関が講じている施策に関する情報、交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細やか

な情報を適切に提供します。なお、その際、高齢者、障害者等の要配慮者、観光客、在日外国人、

訪日外国人等に配慮した伝達を行います。 

２ 情報伝達に当たっては、被災者が必要とする情報を十分把握し、防災行政無線、掲示板、広報紙、

広報車等によるほか、放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関の協力を得て的確に提供するよう

努めます。 
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第５編 船舶災害対策編 

 

 船舶の衝突、乗揚、転覆、火災、爆発、浸水、機関故障等の海難の発生による多数の遭難者、行方不

明者、死傷者等の発生といった海上災害に対する対策について、必要な事項を定めます。 

なお、船舶対策の実施に当たり、本編で定める事項のほか、必要に応じて、第２編 風水害対策編で

定める事項を準用します。 

 

第１章 災害予防 

  第１節 船舶の安全確保                                      

１ 船舶の安全な運行の確保 

   第三管区海上保安本部は、港内、狭水道等船舶の輻輳する海域における航行管制、海上交通情報の

提供等に努めます。 

 

２ 船舶の安全確保 

(1) 関東運輸局は、危険物の運送条件、取扱方法、船舶の構造・設備等の規定の徹底を図ります。 

(2) 関東運輸局は、危険物運搬船の技術基準の遵守の徹底を図るため、船舶検査の厳格な実施及び危

険物運搬船等の立入検査を実施します。 

(3) 関東運輸局は、船舶の構造設備等に係る海難事故防止の観点から、条約等の国際基準に適合して

いない船舶（サブスタンダード船）の排除のため、外国船舶の監督（ポートステートコントロール：

ＰＳＣ）の実施を積極的に推進します。 

 

３ 海上防災意識の向上 

   第三管区海上保安本部は、海事関係者等に対する海難防止、海上災害防止に係る講習会を開催し、

また、訪船指導等を行うことにより、海上災害防止意識の向上に努めます。 

 

４ 海上規制及び指導の強化 

   第三管区海上保安本部は、被害の発生を未然に防止するため、次の規制及び指導を行います。 

  (1) 海上交通の輻輳する海域における、巡視船艇等による交通整理及び航法指導等 

  (2) 港湾における航行制限 

  (3) 港内における工事・作業等についての規制 

  (4) 危険物積載船舶等に対する規制 
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  第２節 災害応急対策への備え                                

１ 災害情報の収集・伝達体制の充実 

  (1) 第三管区海上保安本部は、関係機関への迅速・的確な情報提供体制を確立します。 

  (2) 県は、第三管区海上保安本部との情報の収集・連絡体制の整備を図ります。［くらし安全防災局］ 

  (3) 県警察は、県、第三管区海上保安本部、消防機関、港湾管理者等の関係機関との間における情報

の収集・連絡体制の整備を図ります。                      ［警察本部］ 

  (4) 県は、災害時の情報収集、伝達方法を確立するため、現状のシステムにおける課題や通信システ

ムに関する技術動向を踏まえ、災害情報受伝達体制の一層の充実に向けた検討を進めます。 

                                 ［政策局、くらし安全防災局］ 

  (5) 県、市町村及び防災関係機関は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報受伝達に

関するシステムや資機材を適切に管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓

練を継続的に実施するなど、機器操作の習熟に努めます。              [関係局] 

 

２ 捜索、救助・救急、消火及び医療救護活動 

(1) 捜索、救助・救急活動 

   ア 第三管区海上保安本部は、捜索、救助・救急活動を実施するための船艇、航空機及び潜水器材

等の資機材の整備に努めます。また、救助・救急活動に関して専門的知識・技能を有する職員の

育成に努めます。 

   イ 県警察は、捜索活動を実施するための、船舶、航空機、潜水用具セット、水中通話装置等の整

備に努めます。                               ［警察本部］ 

(2) 消火活動 

     第三管区海上保安本部及び沿岸消防機関は、平常時から連携を図り、消防体制の整備に努めます。 

(3) 医療救護活動 

   ア 県及び沿岸市町は、関係機関と協議の上、神奈川県医療救護計画に基づき、船舶事故も含めた

医療救護活動体制の確立に努めます。                    ［健康医療局］ 

   イ 沿岸市町は、救護活動に必要な医薬品等の備蓄に努めます。 

   ウ 県は、沿岸市町の備蓄医薬品では不足する場合に備え、供給体制の確立に努めます。 

                                        ［健康医療局］ 

 

３ 訓練の実施 

   第三管区海上保安本部は、関係機関との連携のもとに、災害が発生したときの職員の呼集、警報等

の伝達、海難救助、火災消火、排出油等の防除、人員・物資の緊急輸送等に関する訓練を年１回以上

実施し、逐年その内容を高度なものにするよう努めます。 
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第２章 災害時の応急活動計画 

  第１節 発災直後の情報の収集・連絡                               

１ 船舶事故情報の連絡 

【船舶等の事故発生時の連絡系統図】 

 

 

 (1) 関係事業者等は、大規模な船舶事故が発生した場合は、速やかに第三管区海上保安本部に連絡し

ます。 

  (2) 第三管区海上保安本部は、大規模な船舶事故が発生した場合、事故情報を県及び関係機関へ連絡

します。 

  (3) 県は、第三管区海上保安本部等から受けた情報を、関係沿岸市町、関係機関等へ連絡します。 
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２ 大規模な船舶事故発生による被害情報の収集・連絡 

  (1) 関係事業者は、大規模な船舶事故が発生した場合、その被害状況を第三管区海上保安本部に連絡

します。 

  (2) 沿岸市町は、被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、把

握できた範囲から直ちに県へ報告します。 

 (3) 県警察は、船舶災害が発生した場合、警察用船舶、航空機等を活用し、直ちに被害状況や被害拡

大性の有無について確認を行います。また、必要に応じて、ヘリコプターテレビ等による映像情報

を収集し、災害対策本部室に配信します。 

  (4) 県は、横浜市及び川崎市のヘリコプターテレビや両市の高所監視カメラ等の映像情報の提供を受

け、被害情報を把握します。 

  (5) 県は、沿岸市町等からの情報を収集するとともに、映像情報による被害規模に関する概括的な情

報を把握し、これらの情報を消防庁に報告するとともに、必要に応じ、関係省庁に連絡します。 

 

３ 応急対策活動情報の連絡 

  (1) 関係事業者は、第三管区海上保安本部に応急対策等の活動状況を連絡します。 

  (2) 沿岸市町は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡します。 

  (3) 県は、第三管区海上保安本部の応急対策等の活動状況を把握し、自ら実施する応急対策等の活動

状況を沿岸市町に連絡します。 

  (4) 県は、応急対策の活動状況、対策本部の設置状況等を消防庁へ随時連絡します。 
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  第２節 活動体制の確立                                     

１ 第三管区海上保安本部の活動体制 

   第三管区海上保安本部は、災害の状況に応じて速やかに、必要な職員を参集させ、対策本部を設置

する等、必要な体制を確立します。 

 

２ 県の活動体制 

(1) 職員の配備体制 

     県は、災害の状況に応じて速やかに警戒体制に入り、被害状況等の収集活動を行い、その情報に

より災害応急活動を検討し、必要な措置を講じます。 

     また、災害が拡大するおそれがあるときには、第１次応急体制等へ体制を拡大させます。 

(2) 事故対策本部の設置 

     県は、被害の規模から判断して、災害対策本部の設置に至らないが、応急対策が必要と認めると

きは、事故対策本部を設置して、災害応急対策を円滑に行う体制をとります。 

(3) 災害対策本部の設置 

   ア 知事は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施するため必要と

認めるときは、災害対策基本法第 23 条の規定に基づき、災害対策本部を県庁第二分庁舎６階の

災害対策本部室に設置します。 

       なお、知事は、災害の拡大のおそれが解消し、災害応急対策が概ね完了したと認めるときは、

災害対策本部を廃止します。 

   イ 知事は、災害対策本部を設置した場合は、速やかに、内閣総理大臣（消防庁経由）及び消防庁

長官に報告をするとともに、次に掲げる者のうち必要と認める者に連絡します。 

     (ｱ) 市町村長 

     (ｲ) 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の長又は代表者 

      (ｳ) 陸上自衛隊東部方面混成団長、海上自衛隊横須賀地方総監及び海上自衛隊第４航空群司令 

      (ｴ) 海上保安庁長官 

      (ｵ) 隣接都県知事等 

(4) 現地災害対策本部等の設置 

     災害対策本部長は、地域における災害応急対策を円滑に実施するため、必要と認める地域県政総

合センター（横須賀三浦地域、湘南地域、県西地域）に、災害対策本部の組織として、現地災害対

策本部を設置します。 

      なお、災害対策本部設置に至らない局地的災害で、応急対策上必要と認めるときは、地域県政総

合センターに現地対策本部を設置します。 

(5) 災害対策本部を設置した場合の参集・配備 

     災害対策本部を設置した場合には、災害対策本部長は、直ちに各局長、地域県政総合センター所

長等に通知し、各局長等は、配備編成計画に基づき、職員を配備します。勤務時間外、休日等に災

害対策本部を設置した場合には、各局長等は、あらかじめ定める連絡体制により職員を参集・配備

させます。 

     また、現地災害対策本部を設置した場合には、地域県政総合センター所長に通知します。現地災

害対策本部長は、同様に関係職員を参集・配備させます。 

(6) 国の非常（緊急）災害対策本部等への連絡及び協力要請 

   ア 災害対策本部は、大規模な被害発生を確認し、緊急性、必要性が高いと認められるときは、中

央防災無線により内閣総理大臣官邸及び非常（緊急）災害対策本部等に連絡します。 

   イ 国の非常（緊急）災害対策本部の現地対策本部が設置された場合には、県は、国の現地対策本

部と連絡調整を図りつつ、災害対策について支援、協力等を求めます。 
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３ 県警察の活動体制 

県警察は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちに警察本部に神奈川県

警察災害警備本部を設置するとともに、必要により、発生地に現地指揮所を、関係警察署に警察署災

害警備本部を設置するなど指揮体制を確立し、関係機関と連携して応急対策を行います。 

 

４ 沿岸市町の活動体制 

(1) 沿岸市町は、災害の状況に応じて速やかに事前配備体制に入り、被害状況等の収集活動を行い、

その情報により災害応急対策を検討し、必要な措置を講じます。 

(2) 沿岸市町は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施する

ため必要と認めるときは、災害対策基本法第 23 条の２に基づき、市町災害対策本部を設置します。 

(3) 沿岸市町は、県に災害対策本部の設置状況等を報告します。 

 

５ 関係事業者の活動体制 

(1) 関係事業者は、発災後、速やかに災害の拡大の防止のための必要な措置を講じます。 

(2) 関係事業者は、発災後、速やかに対策要員の非常参集、情報収集、連絡体制を確立し、対策本部

設置等必要な体制をとります。 

 

６ 広域的な応援体制 

(1) 沿岸市町長は、当該市町の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは災害応急

対策を実施しますが、その被害状況によって、災害応急対策を実施するために必要があると認める

ときには、他市町村長に対し応援要請を行い、若しくは知事に対し、応援要請又は災害応急対策の

実施を要請します。 

(2) 知事は、特に必要があると認めるときは、被災市町長に対し応急措置について必要な指示をし、

又は他の市町村長に対し被災市町を応援するよう指示します。 

(3) 知事は、沿岸市町長の要請又は自らの判断により、次のとおり各機関の長に対し、広域応援の要

請を行います。 

   ア 県公安委員会に対する警察庁又は他都道府県警察への援助要求の要請 

   イ  消防庁長官への要請（他都道府県消防機関所有のヘリコプターの派遣要請、緊急消防援助隊の

派遣要請等） 

   ウ 相互に応援協定を締結している九都県市首脳会議や関東地方知事会及び全国知事会を構成す

る都道府県に対する応援要請 

(4) 東京湾内における港湾及びそれに関連する沿岸施設等に大規模災害が発生した場合、東京湾消防

相互応援協定に基づき、関係各都市の消防機関は、相互に応援協力をします。 

 

７ 自衛隊の災害派遣 

(1) 海上保安庁長官、第三管区海上保安本部長及び知事は、船舶災害の規模や収集した被害情報を基

に自衛隊の派遣について判断し、その必要を認めた場合には直ちに派遣を要請します。 

(2) 沿岸市町長は、知事への自衛隊派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛大

臣、地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知します。 

   この通知を受けた防衛大臣、地域担任部隊等の長は、直ちに救援の措置をとる必要があると認め

られる場合には、自主派遣をします。 

   なお、市町村長は、この通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知します。 
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  第３節 捜索、救助・救急、消火及び医療救護活動                               

１ 捜索活動 

   第三管区海上保安本部、県警察、消防機関等は、船舶及び航空機など多様な手段を活用し、相互に

連携して捜索を実施します。 

 

２ 救助・救急活動 

(1) 事故を発生させた関係事業者は、救助・救急活動を行うほか、被災者の早急な把握に努めるとと

もに、救助・救急活動を実施する各機関に協力するよう努めます。 

(2) 第三管区海上保安本部は、被災者の救助・救急活動を行います。 

(3) 沿岸市町及び県警察は、救出救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努めます。 

 

３ 消火活動 

(1) 関係事業者等は、速やかに火災の発生状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行います。 

(2) 第三管区海上保安本部又は沿岸市町は、船舶の火災を覚知した場合は、海上保安部と消防機関と

の業務協定に基づき、相互に直ちにその旨を通報し、協力してその機能を発揮し、消火活動を最も

効果的に行います。 

 

４ 医療救護活動 

  県、医師会及び歯科医師会は、第三管区海上保安本部及び沿岸市町の要請に基づき、救護班を現地

に派遣し、負傷者の応急処置を行います。 

   また、県及び日本赤十字社神奈川県支部は、必要に応じてその他の救援救助対策を実施します。 

 

 

  資 料 

   風水害編 ５－２－３ 海上保安部と消防機関との業務協定 

 

 

  第４節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動                    

１ 第三管区海上保安本部は、緊急輸送を円滑に行うため、必要に応じて船舶交通を制限し又は禁止し

ます。 

 

２ 県警察は、危険防止及び応急対策のため、必要に応じて交通規制を実施します。 

 

３ 県は、車両、船舶、ヘリコプター等による輸送手段を必要に応じ確保します。 

 

 

  第５節  災害広報の実施                                     

 県、市町村、防災関係機関及び関係事業者は、連携して適切かつ迅速な広報活動を実施します。 
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  第６節 二次災害の防止活動                                    

 第三管区海上保安本部は、船舶災害により船舶交通に危険が生じ、又は生じるおそれがあるときは、

速やかに航行警報等必要な措置を講じるとともに、必要に応じて船舶交通の整理、指導を行います。ま

た、災害の原因者である船舶の所有者等に対し、船舶の除去その他船舶交通の危険を防止するための措

置を講ずべきことを命じ、又は勧告します。 

 

 

  第７節 その他第三管区海上保安本部の措置                       

１ 警報等の伝達 

  気象、津波、高潮、波浪等に関する警報及び災害に関する情報を受けた場合、船舶交通の安全に重

大な影響を及ぼす事態の発生を知ったとき又は船舶交通の制限若しくは禁止に関する措置を講じた

とき、並びに船舶、水産資源、公衆衛生等に重大な影響を及ぼすおそれのある事態の発生を知ったと

きは、航行警報、安全通報、水路通報、標識の掲揚及び船艇及び航空機による巡回等により速やかに

周知します。 

 

２ 情報の収集及び情報連絡 

  被害状況、被害規模その他災害応急対策の実施上必要な情報について、船艇、航空機等を活用し、

積極的に情報収集活動を実施するとともに、関係機関等と密接な情報交換等を行います。 

 

３ 活動体制の確立 

  必要な職員を直ちに参集させ、対策本部を設置する等、必要な体制を確立します。 

 

４ 海難救助等 

  船舶の海難、人身事故等が発生したときは、速やかに船艇、航空機又は特殊救難隊によりその検索

救助を行い、船舶火災又は海上火災が発生したときは、速やかに巡視船艇、特殊救難隊又は機動防除

隊によりその消火活動を行い、危険物が流出したときは、その周辺海域の警戒、火災発生の予防、船

舶禁止措置又は避難勧告を行います。 

 

５ 緊急輸送 

  傷病者、医師、避難者等又は救援物資等の緊急輸送については、必要に応じ、又は要請に基づき、

迅速かつ積極的に実施します。 

 

６ 物資の無償貸与又は譲与 

  物資の無償貸与若しくは譲与について要請があったとき又はその必要があると認めるときは、「国

土交通省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令」（平成 18 年１月 31 日国土交通省令第

４号）に基づき、災害救助用物品を被害者に対して無償貸付けし、又は譲与します。 

 

７ 関係機関及び地方公共団体の災害応急対策の実施に対する支援 

  関係機関及び地方公共団体の災害応急対策が円滑に実施されるよう、要請に基づき、海上における

災害応急対策の実施に支障を来さない範囲において、救助・救急活動等について支援をします。 
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８ 排出油等の防除等 

  防除措置を講ずべき者への指導又は命令を行い、緊急に防除措置を講じる必要があると認めるとき

は、指定海上防災機関に防除措置を講ずべきことを指示し、又は機動防除隊及び巡視船艇等に応急の

防除措置を講じさせ、危険物が流出したときは、その周辺海域の警戒を厳重にし、必要に応じて火災

の発生予防、航泊禁止措置又は避難勧告を行います。 

  また、特に必要があると認められるときは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第 41 条

の２に基づき関係行政機関の長等に対し、防除措置等を要請します。 

 

９ 海上交通安全の確保 

  船舶交通の整理、指導及び制限又は禁止し、漂流物等の応急措置及びその措置を命じ又は勧告し、

船舶への情報提供、水路の安全確保及び航路標識の復旧に努めます。 

 

10 警戒区域の設定 

  人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に必要が認められるときは、災害対策基本法第

63 条第１項及び第２項の定めるところにより、警戒区域を設定し、船艇及び航空機により犯罪の予

防・取締り及び警戒区域又は重要施設の周辺海域において警戒を行います。 

 

11 治安の維持 

  海上における治安を維持するため、情報の収集に努め、必要に応じ、巡視船艇等及び航空機により

犯罪の予防・取締り及び警戒区域又は重要施設の周辺海域において警戒を行います。 

 

12 危険物の保安措置 

  危険物積載船舶に対する移動命令又は航空制限若しくは禁止を行い、危険物荷役中の船舶に対する

荷役の中止等必要な指導を行います。 

 

 

  第８節 特定非営利活動法人神奈川県水難救済会の措置                  

 特定非営利活動法人神奈川県水難救済会は、第三管区海上保安本部をはじめ、関係機関からの協力を

求められた場合、必要な応急措置の実施に協力するよう努めます。 
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第６編 油流出等海上災害対策編 

 

 船舶からの大規模な油等・危険物流出による著しい海洋汚染・大規模な火災等の発生といった海上災

害に対する対策について、必要な事項を定めます。 

なお、油流出等海上災害対策の実施に当たり、本編で定める事項のほか、必要に応じて、第２編 風

水害対策編で定める事項を準用します。 

 

第１章 災害予防 

  第１節 船舶の安全確保                                      

１ 船舶の安全な運行の確保 

   第三管区海上保安本部は、港内、狭水道等船舶の輻輳する海域における航行管制、海上交通情報の

提供等に努めます。 

 

２ 船舶の安全確保 

(1) 関東運輸局は、危険物の運送条件、取扱方法、船舶の構造・設備等の規定の徹底を図ります。 

(2) 関東運輸局は、危険物運搬船の技術基準の遵守の徹底を図るため、船舶検査の厳格な実施及び危

険物運搬船等の立入検査を実施します。 

(3) 関東運輸局は、船舶の構造設備等に係る海難事故防止の観点から、条約等の国際基準に適合して

いない船舶（サブスタンダード船）の排除のため、外国船舶の監督（ポートステートコントロール：

ＰＳＣ）の実施を積極的に推進します。 

 

３ 海上防災意識の向上 

   第三管区海上保安本部は、関係者及び国民に対する海難防止、海上災害防止に係る講習会を開催し、

また、訪船指導等を行うことにより、海上災害防止意識の向上に努めます。 

 

４ 海上規制及び指導の強化 

   第三管区海上保安本部は、被害の発生を未然に防止するため、次の規制及び指導を行います。 

 ・ 海上交通の輻輳する海域における、巡視船艇等による交通整理及び航法指導等 

 ・ 港湾における航行制限 

 ・ 港内における工事・作業等についての規制 

・ 危険物積載船舶等に対する規制 
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  第２節 災害応急対策への備え                                 

１ 災害情報の収集・伝達体制の充実 

(1) 第三管区海上保安本部は、関係機関への迅速・的確な情報提供体制を確立します。 

(2) 県は、第三管区海上保安本部や石油コンビナート事業者等との情報の収集・連絡体制の整備を図

ります。                               ［くらし安全防災局］ 

 (3) 県警察は、県、第三管区海上保安本部、消防機関、港湾管理者等関係機関との間における情報収

集・連絡体制の整備を図ります。                        ［警察本部］ 

 (4) 県は、災害時の情報収集、伝達方法を確立するため、現状のシステムにおける課題や通信システ

ムに関する技術動向を踏まえ、災害情報受伝達体制の一層の充実に向けた検討を進めます。 

                                 ［政策局、くらし安全防災局］ 

  (5) 県、沿岸市町及び防災関係機関は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報受伝達

に関するシステムや資機材を適切に管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な

訓練を継続的に実施するなど、機器操作の習熟に努めます。             ［関係局］ 

 

２ 救助・救急、消火及び医療救護活動 

(1) 救助・救急活動 

   ア 第三管区海上保安本部は、救助・救急活動を実施するための船艇、航空機及び潜水器材等の資

機材の整備に努めます。また、救助・救急活動に関し専門的知識・技能を有する職員の育成に努

めます。 

   イ 県警察は、捜索活動を実施するための、船舶、航空機、潜水用具セット、水中通話装置等の整

備に努めます。                               ［警察本部］ 

(2) 消火活動 

     第三管区海上保安本部及び沿岸消防機関は、平常時から連携を図り、消防体制の整備に努めます。 

(3) 医療救護活動 

    ア 県及び沿岸市町は、関係機関と調整のうえ、神奈川県医療救護計画に基づき、船舶事故も含め

た医療救護活動体制の確立に努めます。                   ［健康医療局］ 

    イ 沿岸市町は、救護活動に必要な医薬品等の備蓄に努めます。 

    ウ 県は、沿岸市町の備蓄医薬品では不足する場合に備え、供給体制の確立に努めます。 

                                        ［健康医療局］ 

 

３ 防除資機材の整備 

(1) 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第 39 条の３に定める船舶所有者及び船舶の係留施設

の管理者等は、油等が大量に流出した場合に備えて、防除資機材を整備します。 

(2) 第三管区海上保安本部は、関係機関との連携のもとに防除資機材の充実に努めます。 

(3) 県は、相模湾対策を含めて防除資機材の充実に努めます。        ［くらし安全防災局］ 

 

４ 訓練の実施 

  第三管区海上保安本部は、関係機関との連携をもとに、災害が発生したときの職員の呼集、警報等

の伝達、海難救助、火災消火、排出油等の防除、人員・物資の緊急輸送等に関する訓練を年１回以上

実施し、逐年その内容を高度なものにするよう努めます。 
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５ 東京湾排出油等防除協議会等の措置 

(1) 東京湾排出油等防除協議会は、東京湾において大規模な排出油等事故が発生した場合、官民一体

となって防除活動の総合的な調整を行うとともに、次の業務を行います。 

   東京湾排出油等防除計画の協議 

  ア 東京湾排出油等防除計画の協議 

   イ 管内協議会会員が行う防除活動の連携についての総合調整 

   ウ 排出油等の防除に必要な資料の収集及び提供 

   エ  排出油等の防除に関する技術の調査及び研究 

   オ  その他排出油等の防除に関する重要事項の協議 

      県及び関係市（横浜市、川崎市、横須賀市）は、協議会に参画し、防除活動に協力します。 

(2) 海上保安部署管内の排出油等防除協議会等は、その管内において排出油等事故が発生した場合の

排出油等の防除活動について、必要な事項を協議し、その実施の推進を図り、次の業務を行います。 

   ア 排出油等の防除に関する自主基準（防除活動マニュアル）の作成 

   イ 排出油等の防除に関する技術の調査及び研究 

   ウ  排出油等の防除に関する教育及び共同訓練の実施 

   エ その他排出油等の防除に関する重要事項の協議 

 

 

  資 料 

   風水害編 ６－１－１ 三浦半島・相模湾排出油等防除協議会会則 

    〃   ６－１－２ 東京湾排出油等防除協議会会則 
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第２章 災害時の応急活動計画 

  第１節 発災直後の情報の収集・連絡                                    

１ 油流出等海上事故情報等の連絡 

  (1) 関係事業者等は、大規模な油流出等海上事故が発生した場合又は発生するおそれがある場合、速

やかに第三管区海上保安本部に連絡します。 

  (2) 第三管区海上保安本部は、大規模な油流出等海上事故が発生した場合又は発生するおそれがある

場合、事故情報を、県及び関係機関へ連絡します。 

  (3) 県は、「神奈川県油流出事故対策初動マニュアル」を策定し、これに基づき、第三管区海上保安

本部等から受けた情報を、海岸管理者、港湾管理者、漁港管理者、関係沿岸市町及び関係機関へ連

絡します。 

  (4) 海上保安庁は、大規模な油流出等海上事故が発生した場合又は発生するおそれがある場合、事故

情報等の連絡を内閣総理大臣官邸（内閣官房）、関係省庁（内閣府、警察庁、防衛省、消防庁等）、

関係都道府県及び関係指定公共機関に行います。 

 

２ 大規模な油流出等海上事故の発生による被害情報の収集・連絡 

  (1) 関係事業者は、大規模な油流出等海上事故により被害が発生した場合、その被害状況を第三管区

海上保安本部へ連絡します。 

  (2) 沿岸市町は、流出及び被害の状況等の情報を収集するとともに、流出及び被害規模に関する概括

的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ報告します。 

  (3) 県警察は、油流出等海上災害が発生した場合、警察用船舶、航空機等を活用し、直ちに被害状況

や被害拡大性の有無について確認を行います。また、必要に応じて、ヘリコプターテレビ等による

映像情報を収集し、災害対策本部室に配信します。 

  (4) 県は、横浜市及び川崎市のヘリコプターテレビや両市の高所監視カメラ等の映像情報の提供を受

け、被害情報を把握します。 

  (5) 県は、沿岸市町からの情報を収集するとともに、映像情報等による流出及び被害規模に関する概

括的な情報を把握し、これらの情報を消防庁に報告するとともに、必要に応じ関係省庁に連絡しま

す。 

 

３ 応急対策活動情報の連絡 

  (1) 関係事業者は、第三管区海上保安本部に応急対策等の活動状況を連絡します。 

 (2) 沿岸市町は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡します。 

  (3) 県は、第三管区海上保安本部の応急対策等の活動状況を把握し、自ら実施する応急対策の活動状

況を沿岸市町に連絡します。 

  (4) 県は、応急対策の活動状況、対策本部の設置状況等を消防庁へ随時連絡します。 
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  第２節 活動体制の確立                                     

１ 第三管区海上保安本部の活動体制 

   第三管区海上保安本部は、災害の状況に応じて速やかに、必要な職員を参集させ、対策本部を設置

する等、必要な体制を確立します。 

 

２ 県の活動体制 

(1) 職員の配備体制 

     県は、災害の状況に応じて速やかに警戒体制に入り、被害状況等の収集活動を行い、その情報に

より災害応急活動を検討し、必要な措置を講じます。 

     また、災害が拡大するおそれがあるときには、第１次応急体制等へ体制を拡大させます。 

(2) 事故対策本部の設置 

     県は、被害の規模から判断して、災害対策本部の設置に至らないが、応急対策が必要と認めると

きは、事故対策本部を設置して、災害応急対策を円滑に行う体制をとります。 

(3) 災害対策本部の設置 

   ア 知事は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施するため必要と

認めるときは、災害対策基本法第 23 条の規定に基づき、災害対策本部を県庁第二分庁舎６階の

災害対策本部室に設置します。 

       なお、知事は、災害の拡大のおそれが解消し、災害応急対策が概ね完了したと認めるときは、

災害対策本部を廃止します。 

    イ 知事は、災害対策本部を設置した場合は、速やかに、内閣総理大臣（消防庁経由）及び消防庁

長官に報告をするとともに、次に掲げる者のうち必要と認める者に連絡します。 

      (ｱ) 市町村長 

      (ｲ) 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の長又は代表者 

      (ｳ) 陸上自衛隊東部方面混成団長、海上自衛隊横須賀地方総監及び海上自衛隊第４航空群司令                                                           

      (ｴ) 海上保安庁長官 

      (ｵ) 隣接都県知事等 

(4) 現地災害対策本部等の設置 

    災害対策本部長は、地域における災害応急対策を円滑に実施するため、必要と認める地域県政総

合センター（横須賀三浦地域、湘南地域、県西地域）に、災害対策本部の組織として、現地災害対

策本部を設置します。 

     なお、災害対策本部設置に至らない局地的災害で、応急対策上必要と認めるときは、地域県政総

合センターに現地対策本部を設置します。 

(5) 災害対策本部を設置した場合の参集・配備 

     災害対策本部を設置した場合には、災害対策本部長は、直ちに各局長、地域県政総合センター所

長等に通知し、各局長等は、配備編成計画に基づき、職員を配備します。勤務時間外、休日等に災

害対策本部を設置した場合には、各局長等は、あらかじめ定める連絡体制により職員を参集・配備

させます。 

      また、現地災害対策本部を設置した場合には、地域県政総合センター所長に通知します。現地災

害対策本部長は、同様に職員を参集・配備させます。 

(6) 国の非常（緊急）災害対策本部等への連絡及び協力要請 

    ア 災害対策本部は、大規模な被害発生を確認し、緊急性、必要性が高いと認められるときは、中

央防災無線により内閣総理大臣官邸及び非常（緊急）災害対策本部等に連絡します。 

   イ 国の非常（緊急）災害対策本部の現地対策本部が設置された場合には、県は、国の現地災害対

策本部と連絡調整を図りつつ、災害対策について支援、協力等を求めます。 
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３ 県警察の活動体制 

  県警察は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちに警察本部に神奈川県

警察災害警備本部を設置するとともに、必要により、発生地に現地指揮所を、関係警察署に警察署災

害警備本部を設置するなど指揮体制を確立し、関係機関と連携して応急対策を行います。 

 

４ 沿岸市町の活動体制 

(1) 沿岸市町は、災害の状況に応じて速やかに事前配備体制に入り、被害状況等の収集活動を行い、

その情報により災害応急対策を検討し、必要な措置を講じます。 

(2) 沿岸市町は、油等が大量に流出し、又は大量流出のおそれがある場合、事故の規模、予想される

被害等により、必要と認められるときは、被害が発生する前の警戒段階から、警戒本部等を設置し

て、県及び関係機関と連携して迅速・的確な対応ができる体制をとります。 

(3) 沿岸市町は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施する

ため必要と認めるときは、災害対策基本法第 23 条の２に基づき、市町災害対策本部を設置します。 

(4) 沿岸市町は、県に災害対策本部の設置状況等を報告します。 

 

５ 関係事業者の活動体制 

(1) 関係事業者は、発災後、速やかに災害の拡大の防止のための必要な措置を講じます。 

(2) 関係事業者は、発災後、速やかに対策要員の非常参集、情報収集、連絡体制を確立し、対策本部

設置等必要な体制をとります。 

 

６ 広域的な応援体制 

(1) 沿岸市町長は、当該市町の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは災害応急

対策を実施しますが、その被害状況によって、災害応急対策を実施するために必要があると認める

ときには、他市町村長に対し応援要請を行い、若しくは知事に対し、応援要請又は災害応急対策の

実施を要請します。 

(2) 知事は、特に必要があると認めるときは、被災市町長に対し応急措置について必要な指示をし、

又は他の市町村長に対し被災市町を応援するよう指示します。 

(3) 知事は、沿岸市町長の要請又は自らの判断により、次のとおり各機関の長に対し、広域応援の要

請を行います。 

    ア 県公安委員会に対する警察庁又は他都道府県警察への援助要求の要請 

   イ  消防庁長官への要請（他都道府県消防機関所有のヘリコプターの派遣要請、緊急消防援助隊の

派遣要請等） 

   ウ 相互に応援協定を締結している九都県市首脳会議や関東地方知事会及び全国知事会を構成す

る都道府県に対する応援要請 

(4) 東京湾内における港湾及びそれに関連する沿岸施設等に大規模災害が発生した場合、東京湾消防

相互応援協定に基づき、関係各都市の消防機関は、相互に応援協力をします。 

 

７ 自衛隊の災害派遣 

(1) 海上保安庁長官、第三管区海上保安本部長及び知事は、船舶災害の規模や収集した被害情報を基

に自衛隊の派遣について判断し、その必要を認めた場合には直ちに派遣を要請します。 

(2) 沿岸市町長は、知事への自衛隊派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛大

臣、地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知します。 

   この通知を受けた防衛大臣、地域担任部隊等の長は、直ちに救援の措置をとる必要があると認め

られる場合には、自主派遣をします。 

   なお、沿岸市町長は、この通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知します。 
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【海上の大規模油流出対策フロー】 

【関係事業者】 

 

（事故対策本部会議） 

  事務局  危機管理対策課 

メンバー 消防課、工業保安課、基地対策課、大気水質課、資源循環推進課、自然環境保全課、水産

課、医療課、生活衛生課、砂防海岸課、教育総務室等 

（その他事故対策本部長が必要と認める室課） 

 

関係事業者 

官邸 

【国】 

非常(緊急)災害対策本部 警戒本部 海上保安庁 関係省庁連絡会議 

現地対策本部 

現地連絡調整本部 

第三管区海上保安本部 

自衛隊 
東京湾排出油等 

防除協議会 

管内排出油等 

防除協議会 

災害対策本部 

(本部長：知事) 

【県】 

事故対策本部 事故対策本部会議 

(関係課) 

現地対策本部 

(本部長：地域県政総

合センター所長) 

神奈川県警察災害警備本部 
（本部長：警察本部長） 

 
現地警備本部又は現地指揮所 

警察署災害警備本部 

漁業協同組合等 

特定非営利活動

法人神奈川県水

難救済会 

災害対策本部 
【沿岸市町】 

【事業所】 

警戒本部等 

石油コンビナート等特別防災区域協議会等 

連絡 

派遣要請 

派遣要請 

連絡調整・情報収集 

協力要請 

協力要請 

協力要請 

応援要請 連絡調整・情報収集 

・関係機関との連絡調整 
・情報収集 
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  第３節 油等の大量流出に対する応急対策                                 

１ 防除措置 

(1) 海上事故により大量の油等が流出した場合、事故の原因者は、防除措置を講じます。 

(2) 第三管区海上保安本部は、海上事故により油等が流出した場合、応急的な防除活動を行い、航行

船舶の避難誘導活動等必要な措置を講じるとともに、流出の原因者等が必要な措置を講じていない

場合は、措置を講じるよう命じます。 

(3) 第三管区海上保安本部は、大量の油等の流出等があった場合、原因者側の対応が不十分なときは、

自ら防除を行う等被害を最小限にくい止めるための措置を講じます。 

(4) 指定海上防災機関は、海上保安庁長官の指示又は事故の原因者からの委託により油等防除措置を

実施します。 

(5) 県警察は、警察用船舶及びヘリコプターによる海上パトロールを実施するほか、排出油等に対す

る沿岸部の警戒を行います。 

(6) 排出油等の処理に当たっては、海洋環境の保全に配慮して行います。 

 

２ 応援体制 

(1) 第三管区海上保安本部は、特に必要があると認められるときは、海洋汚染等及び海上災害の防止

に関する法律第 41 条の２に基づき関係行政機関の長等に対し、排出された油等の除去等必要な措

置を講じることを要請します。また、油等防除体制の整備に必要な情報を提供します。 

(2) 県及び沿岸市町は、必要に応じて、排出された油等の防除、沿岸に漂着した油等の除去及び回収

した油の処理を行います。 

(3) 県は、第三管区海上保安本部からの協力要請に基づき、あらかじめ把握している油等防除資機材

保有事業所・石油コンビナート等特別防災区域協議会等の事業所に、油等防除資機材の提供につい

て協力要請を行います。 

(4) 沿岸市町は、油等防除活動を行うために必要な油等防除資機材の調達を県へ要請し、県は、これ

を受けて、他の市町村及び都道府県等に資機材の提供を求め、調整を行います。また、回収油等の

一時保管場所の調査協力を行います。 

 

 

  第４節 救助・救急、消火及び医療救護活動                         

１ 救助・救急活動 

(1) 事故を発生させた関係事業者は、救助・救急活動を行うほか、被災者の早急な把握に努めるとと

もに、救助・救急活動を実施する各機関に協力するよう努めます。 

(2) 第三管区海上保安本部は、被災者の救助・救急活動を行います。 

(3) 沿岸市町及び県警察は、救出救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努めます。 

 

２ 消火活動 

(1) 関係事業者等は、速やかに火災の発生状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行います。 

(2) 第三管区海上保安本部又は沿岸市町は、海上の火災を覚知した場合は、海上保安部と消防機関と

の業務協定に基づき、相互に直ちにその旨を通報し、海上部の火災の場合は、沿岸市町は海上保安

部の要請に基づき、沿岸部等の火災の場合は、協力してその機能を発揮し、消火活動を最も効果的

に行います。 
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３ 医療救護活動 

  県、医師会及び歯科医師会は、第三管区海上保安本部及び沿岸市長の要請に基づき、救護班を現地

に派遣し、負傷者の応急処置を行います。 

  また、県及び日本赤十字社神奈川県支部は、必要に応じてその他の救援救助対策を実施します。 

 

４ 油等汚染鳥類の救護 

   県は、隣接都県と連携を図るとともに、獣医師会、動物園、(公財)日本野鳥の会等との連携を図り、

情報の収集と伝達及び傷病個体の救護を迅速に行います。 

 

 

  第５節 避難対策                                           

 発災時には、沿岸市町、第三管区海上保安本部及び県警察は、人命の安全を第一に、必要に応じて避

難準備・高齢者等避難開始の発令又は避難の勧告、指示を行います。 

 

 

  第６節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動                                         

１ 第三管区海上保安本部は、船舶交通の輻輳が予想される海域においては、緊急輸送を円滑に行うた

め、必要に応じて船舶交通の整理、指導を行います。 

 

２ 県警察は、危険防止及び応急対策のため、必要に応じて交通規制を実施します。 

 

３ 県は、車両、船舶、ヘリコプター等による輸送手段を必要に応じて確保します。 

 

 

  第７節 災害広報の実施                                      

 県、市町村、防災関係機関及び関係事業者は、連携して適切かつ迅速な広報活動を実施します。 

 

 

  第８節 二次災害の防止活動                                   

 第三管区海上保安本部は、油流出等事故により船舶交通に危険が生じ又は生じるおそれがあるときは、

速やかに航行警報等必要な措置を講じるとともに、必要に応じて船舶交通の整理、指導を行います。ま

た、事故を発生させた船舶の所有者等に対し、船舶の除去その他船舶交通の危険を防止するための措置

を講ずべきことを命じ、又は勧告します。 
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  第９節 その他第三管区海上保安本部の措置                            

１ 警報等の伝達 

    気象、津波、高潮、波浪等に関する警報及び災害に関する情報を受けた場合、船舶交通の安全に重

大な影響を及ぼす事態の発生を知ったとき又は船舶交通の制限若しくは禁止に関する措置を講じた

とき、並びに船舶、水産資源、公衆衛生等に重大な影響を及ぼすおそれのある事態の発生を知ったと

きは、航行警報、安全通報、水路通報、標識の掲揚及び船艇及び航空機による巡回等により速やかに

周知します。 

 

２ 情報の収集及び情報連絡 

    被害状況、被害規模その他災害応急対策の実施上必要な情報について、船艇、航空機等を活用し、

積極的に情報収集活動を実施するとともに、関係機関等と密接な情報交換等を行います。 

 

３ 活動体制の確立 

    必要な職員を直ちに参集させ、対策本部を設置する等、必要な体制を確立します。 

 

４ 海難救助等 

    船舶の海難、人身事故等が発生したときは、速やかに船艇、航空機又は特殊救難隊によりその捜索

活動を行い、船舶火災又は海上火災が発生したときは、速やかに巡視船艇、特殊救難隊又は機動防除

隊によりその消火活動を行い、危険物が流出したときは、その周辺海域の警戒、火災発生の予防、航

泊禁止措置又は避難勧告を行います。 

 

５ 緊急輸送 

    傷病者、医師、避難者等又は救援物資等の緊急輸送については、必要に応じ、又は要請に基づき、

迅速かつ積極的に実施します。 

 

６ 物資の無償貸与又は譲与 

    物資の無償貸与若しくは譲与について要請があったとき又はその必要があると認めるときは、「国

土交通省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令」（平成 18 年１月 31 日国土交通省令第

４号）に基づき、災害救助用物品を被害者に対して無償貸付けし、又は譲与します。 

 

７ 関係機関及び地方公共団体の災害応急対策の実施に対する支援 

    関係機関及び地方公共団体の災害応急対策が円滑に実施されるよう、要請に基づき、海上における

災害応急対策の実施に支障を来さない範囲において、救助・救急活動等について支援をします。 

 

８ 排出油等の防除等 

    防除措置を講ずべき者への指導又は命令を行い、緊急に防除措置を講じる必要があると認めるとき

は、指定海上防災機関に防除措置を講ずべきことを指示し、又は機動防除隊及び巡視船艇等に応急の

防除措置を講じさせ、危険物が流出したときは、その周辺海域の警戒を厳重にし、必要に応じて火災

の発生予防、航泊禁止措置又は避難勧告を行います。 

  また、特に必要があると認められるときは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第 41 条

の２に基づき関係行政機関の長等に対し、防除措置等を要請します。 
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９ 海上交通安全の確保 

    船舶交通の整理、指導及び制限又は禁止し、漂流物等の応急措置及びその措置を命じ又は勧告し、

船舶への情報提供、水路の安全確保及び航路標識の復旧に努めます。 

 

10 警戒区域の設定 

    人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に必要が認められるときは、災害対策基本法第

63 条第１項及び第２項の定めるところにより、警戒区域を設定し、船艇、航空機等により船舶等に対

し、区域外への退去及び入域の制限又は禁止の指示を行います。 

 

11 治安の維持 

海上における治安を維持するため、情報の収集に努め、必要に応じ、巡視船艇等及び航空機により

犯罪の予防・取締及び警戒区域又は重要施設の周辺海域において警戒を行います。 

 

12 危険物の保安措置 

  危険物積載船舶に対する移動命令又は航行制限若しくは禁止を行い、危険物荷役中の船舶に対する

荷役の中止等必要な指導を行います。 

 

 

  第１０節 特定非営利活動法人神奈川県水難救済会の措置                  

 特定非営利活動法人神奈川県水難救済会は、第三管区海上保安本部をはじめ、関係機関からの協力を

求められた場合、必要な応急措置の実施に協力するよう努めます。 
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第７編 航空災害対策編 

 

 航空運送事業者の運航する航空機、米軍機及び自衛隊機の墜落等の大規模な航空事故による多数の死

傷者等の発生といった航空災害に対する対策について、必要な事項を定めます。 

なお、航空災害対策の実施に当たり、本編で定める事項のほか、必要に応じて、第２編 風水害対策

編で定める事項を準用します。 

 

第１章 災害予防 

  第１節 災害応急対策への備え                                    

１ 災害情報の収集・伝達体制の充実 

  (1) 県は、国土交通省や航空運送事業者との情報の収集・連絡体制の整備を図ります。 

                                     ［くらし安全防災局］ 

 (2) 県警察は、県、空港管理者、航空運送事業者等の関係機関との間における情報の収集・連絡体制

の整備を図ります。                              ［警察本部］ 

  (3) 県は、災害時の情報収集、伝達方法を確立するため、現状のシステムにおける課題や通信システ

ムに関する技術動向を踏まえ、災害情報受伝達体制の一層の充実に向けた検討を進めます。 

                                 ［政策局、くらし安全防災局］ 

  (4) 県、市町村及び防災関係機関は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報受伝達に

関するシステムや資機材を適切に管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓

練を継続的に実施するなど、機器操作の習熟に努めます。              ［関係局］ 

 

２ 捜索及び医療救護活動 

(1) 捜索活動 

    ア 県警察は、捜索活動を行うために必要な装備、資機材、車両等の整備に努めます。 

                                         ［警察本部］ 

   イ 第三管区海上保安本部は、捜索、救助・救急活動を実施するための船艇、航空機及び潜水器機

等の資機材の整備に努めます。また、救助・救急活動に関し専門的知識・技能を有する職員の育

成に努めます。 

(2) 医療救護活動 

    ア 県及び市町村は、関係機関と調整のうえ、神奈川県医療救護計画に基づき医療救護活動体制の

確立に努めます。                             ［健康医療局］ 

   イ 市町村は、救護活動に必要な医薬品等の備蓄に努めます。 

   ウ 県は、市町村の備蓄医薬品では不足する場合に備え、供給体制の確立に努めます。 

                                        ［健康医療局］ 

 

３ 東京航空局東京空港事務所の措置 

   東京航空局東京空港事務所は、航空機の墜落事故による災害の発生を未然に防止するため、次の予

防措置を行います。 

  (1) 航空に関する防災知識の普及 

  (2) 安全運航の徹底を図るための指導・監督 
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第２章 災害時の応急活動計画 

  第１節 発災直後の情報の収集・連絡                                 

１ 航空事故情報の連絡 

 (1) 民間航空機  

【民間航空機の事故発生時の連絡系統図】 

 

 

ア 前記によるほか、航空運送事業者は、自己の運航する航空機について緊急事態又は事故が発生し

た場合には、直ちにその情報を国土交通省へ連絡します。 

  イ 国土交通省は、航空機の墜落等の大規模な航空事故が発生した場合は、事故情報等の連絡を内閣

総理大臣官邸（内閣官房）、関係省庁（内閣府、警察庁、防衛省、海上保安庁、消防庁、気象庁等）、

関係指定公共機関に行うほか、県に行います。 

  ウ 県は、国土交通省から情報を受けた場合、関係市町村、関係機関等へ連絡します。 
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(2) 米軍機又は自衛隊機                     【米軍機又は自衛隊機の事故発生時の連絡系統図】 

（「航空事故等に係る緊急措置要領」航空事故等連絡協議会） 

 

 

※ 課の名称は、平成 29年４月時点の名称 

 

２ 航空事故発生による被害情報の収集・連絡 

  (1) 航空運送事業者は、自己の運航する航空機について事故が発生した場合には、その被害状況を把

握できた範囲から直ちに国土交通省へ連絡します。 

  (2) 市町村は、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、

把握できた範囲から直ちに県へ報告します。 

 (3) 県警察は、航空災害が発生した場合、直ちに警察官を現場に急行させるとともに警察用船舶、航

空機等を活用し、被害状況や被害拡大性の有無について確認を行います。また、必要に応じてヘリ

コプターテレビ等による映像情報を収集し、災害対策本部室に配信します。 

  (4) 県は、横浜市及び川崎市のヘリコプターテレビや両市の高所監視カメラ等の映像情報の提供を受

け、被害情報を把握します。 

  (5) 県は、市町村等からの情報を収集するとともに、映像情報等による被害規模に関する概括的な情

報を把握し、これらの情報を消防庁に報告するとともに、必要に応じ、国土交通省、関係省庁に連

絡します。 

 

３ 応急対策活動情報の連絡 

(1) 航空運送事業者は、国土交通省に応急対策等の活動状況を連絡します。 

  (2) 市町村は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡します。 

  (3) 県は、自ら実施する応急対策の活動状況を市町村に連絡します。 

  (4) 県は応急対策の活動状況、対策本部の設置状況等を、消防庁へ随時連絡します。 
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  第２節 活動体制の確立                                    

１ 県の活動体制 

(1) 職員の配備体制 

      県は、災害の状況に応じて速やかに警戒体制に入り、被害状況等の収集活動を行い、その情報に

より災害応急活動を検討し、必要な措置を講じます。 

    また、災害が拡大するおそれがあるときには、第１次応急体制等へ体制を拡大させます。 

(2) 事故対策本部の設置 

      県は、被害の規模から判断して、災害対策本部の設置に至らないが、応急対策が必要と認めると

きは、事故対策本部を設置して、災害応急対策を円滑に行う体制をとります。 

(3) 災害対策本部の設置 

    ア 知事は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施するため必要と

認めるときは、災害対策基本法第 23 条の規定に基づき、災害対策本部を県庁第二分庁舎６階の

災害対策本部室に設置します。 

なお、知事は、災害の拡大のおそれが解消し、災害応急対策が概ね完了したと認めるときは、

災害対策本部を廃止します。 

    イ 知事は、災害対策本部を設置した場合は、速やかに、内閣総理大臣（消防庁経由）及び消防庁

長官に報告をするとともに、次に掲げる者のうち必要と認める者に連絡します。 

      (ｱ) 市町村長 

      (ｲ) 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の長又は代表者 

      (ｳ) 陸上自衛隊東部方面混成団長、海上自衛隊横須賀地方総監及び海上自衛隊第４航空群司令 

  (ｴ) 国土交通大臣 

      (ｵ) 隣接都県知事等 

(4) 現地災害対策本部等の設置 

     災害対策本部長は、地域における災害応急対策を円滑に実施するため、必要と認める地域県政総

合センターに、災害対策本部の組織として、現地災害対策本部を設置します。 

     なお、災害対策本部設置に至らない局地的災害で、応急対策上必要と認めるときは、地域県政総

合センターに現地対策本部を設置します。 

(5) 災害対策本部を設置した場合の参集・配備 

      災害対策本部を設置した場合には、災害対策本部長は、直ちに各局長、地域県政総合センター所

長等に通知し、各局長等は、配備編成計画に基づき、職員を配備します。勤務時間外、休日等に災

害対策本部を設置した場合には、各局長等は、あらかじめ定める連絡体制により職員を参集・配備

させます。 

      また、現地災害対策本部を設置した場合には、地域県政総合センター所長に通知します。現地災

害対策本部長は、同様に関係職員を参集・配備させます。 

(6) 国の非常（緊急）災害対策本部への連絡及び協力体制 

    ア 災害対策本部は、大規模な被害発生を確認し、緊急性、必要性が高いと認められるときは、中

央防災無線により内閣総理大臣官邸及び非常（緊急）災害対策本部等に連絡します。 

   イ 国の非常（緊急）災害対策本部の現地対策本部が設置された場合には、県は、国の現地対策本

部と連絡調整を図りつつ、災害対策について支援、協力等を求めます。 

 

 

 

 

 



 
第７編 航空災害対策編 

 

- 264 - 

２ 県警察の活動体制 

  県警察は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちに警察本部に神奈川県

警察災害警備本部を設置するとともに、必要により、発生地に現地指揮所を、関係警察署に警察署災

害警備本部を設置するなど指揮体制を確立し、関係機関と連携して応急対策を行います。 

 

３ 市町村の活動体制 

(1) 市町村は、災害の状況に応じて速やかに事前配備体制に入り、被害状況等の収集活動を行い、そ

の情報により災害応急対策を検討し、必要な措置を講じます。 

(2) 市町村長は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施する

ため必要と認めるときは、災害対策基本法第 23 条の２に基づき、市町村災害対策本部を設置しま

す。 

(3) 市町村は、県に災害対策本部の設置状況等を報告します。 

 

４ 関係事業者の活動体制 

(1) 関係事業者は、発災後、速やかに災害の拡大の防止のための必要な措置を講じます。 

(2) 関係事業者は、発災後、速やかに対策要員の非常参集、情報収集、連絡体制を確立し、対策本部

設置等必要な体制をとります。 

 

５ 広域的な応援体制 

(1) 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは災害応急

対策を実施しますが、その被害状況によって、災害応急対策を実施するために必要があると認める

ときには、他市町村長に対し応援要請を行い、若しくは知事に対し、応援要請又は災害応急対策の

実施を要請します。 

(2) 知事は、特に必要があると認めるときは、被災市町村長に対し応急措置について必要な指示をし、

又は他の市町村長に対し被災市町村を応援するよう指示します。 

(3) 知事は、市町村長の要請又は自らの判断により、次のとおり各機関の長に対し、広域応援の要請

を行います。 

    ア 県公安委員会に対する警察庁又は他都道府県警察への援助要求の要請 

    イ 消防庁長官への要請（他都道府県消防機関所有のヘリコプターの派遣要請、緊急消防援助隊の

派遣要請等） 

    ウ 相互に応援協定を締結している九都県市首脳会議や関東地方知事会及び全国知事会を構成す

る都道府県に対する応援要請 

 

６ 自衛隊の災害派遣 

(1) 知事又は東京空港事務所長は、航空機事故の規模や収集した被害情報を基に自衛隊の派遣につい

て判断し、その必要を認めた場合には直ちに派遣を要請します。 

(2) 市町村長は、知事への自衛隊派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛大臣、

地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知します。 

   この通知を受けた防衛大臣、地域担任部隊等の長は、直ちに救援の措置をとる必要があると認め

られる場合には、自主派遣をします。 

   なお、市町村長は、この通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知します。 
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  第３節 捜索、救助・救急、消火及び医療救護活動                             

１ 捜索、救助・救急活動 

(1) 県警察及び消防機関は、ヘリコプターなどの多様な手段を活用し、相互に連携して捜索を実施し

ます。 

(2) 東京空港事務所は、航空保安業務処理規程及び東京空港事務所各業務処理規程により捜索救難措

置を行います。 

(3) 海上自衛隊第４航空群は、航空事故等連絡協議会規約に基づく｢航空事故等に係る緊急措置要領｣

により、応急救助活動を行います。 

(4) 市町村及び県警察は、救出救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努めます。 

(5) 県警察は、航空機が人家密集地域へ墜落した場合、その他被害が拡大するおそれがある場合には、

立入禁止区域を設定するとともに、地域住民等に対する避難誘導活動を迅速に行います。 

 

２ 消火活動 

(1) 市町村は、速やかに火災の発生状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行います。 

(2) 市町村は、必要に応じて消防相互応援協定等に基づき、他の市町村に消火活動の応援要請を行い

ます。 

(3) 発災現場以外の市町村は、発災現場の市町村からの要請又は消防相互応援協定に基づき、消防機

関による応援の迅速かつ円滑な実施に努めます。 

 

３ 医療救護活動 

  県、医師会及び歯科医師会は、東京航空事務所、海上自衛隊第４航空群及び地元市町村の要請に基

づき、救護班等を現地に派遣し、負傷者の応急処置を行います。 

    また、県及び日本赤十字社神奈川県支部は、必要に応じてその他の救援救助対策を実施します。 

 

 

  第４節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動                    

１ 県警察は、危険防止及び応急対策のため、必要に応じて交通規制を実施します。 

 

２ 県は、車両、船舶、ヘリコプター等による輸送手段を状況に応じて確保します。 

 

 

  第５節 災害広報の実施                                       

 県、市町村、防災関係機関及び関係事業者は、連携して適切かつ迅速な広報活動を実施します。 
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第８編 鉄道災害対策編 

 

 鉄道（軌道を含む）における列車の衝突等による多数の死傷者等の発生といった鉄道災害に対する対

策について、必要な事項を定めます。 

 なお、鉄道災害対策の実施に当たり、本編で定める事項のほか、必要に応じて、第２編 風水害対策

編で定める事項を準用します。 

 

第１章 災害予防 

  第１節 災害応急対策への備え                                    

１ 災害情報の収集・伝達体制の充実 

  (1) 県は、国土交通省や鉄道事業者との情報収集・連絡体制の整備を図ります。［くらし安全防災局］ 

 (2) 県警察は、県、鉄道事業者等の関係機関との間における情報の収集・連絡体制の整備を図ります。 

                                         ［警察本部］ 

(3) 県は、災害時の情報収集、伝達方法を確立するため、現状のシステムにおける課題や通信システ

ムに関する技術動向を踏まえ、災害情報受伝達体制の一層の充実に向けた検討を進めます。 

                                 ［政策局、くらし安全防災局］ 

  (4) 県、市町及び防災関係機関は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報受伝達に関

するシステムや資機材を適切に管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓練

を継続的に実施するなど、機器操作の習熟に努めます。               ［関係局］ 

 

２ 救助・救急、消火及び医療救護活動 

(1) 救助・救急活動 

     鉄道事業者は、事故災害発生直後における旅客の避難等のための体制の整備に努めるとともに、

消防機関との連携の強化に努めます。 

(2) 消火活動 

      鉄道事業者は、火災による被害の拡大を最小限に留めるため、初期消火のための体制の整備に努

めるとともに、消防機関との連携の強化に努めます。 

(3) 医療救護活動 

    ア 県及び市町は、関係機関と調整のうえ、神奈川県医療救護計画に基づき医療救護活動体制の確

立に努めます。                              ［健康医療局］ 

   イ 市町は、救護活動に必要な医薬品等の備蓄に努めます。 

   ウ 県は、市町の備蓄医薬品では不足する場合に備え、供給体制の確立に努めます。［健康医療局］ 

 

３ 鉄道事業者の措置 

  各鉄道事業者の災害予防対策の基本的事項は、次のとおりとします。 

(1) 保安対策 

     橋りょう、高架橋、ずい道等構造物の点検補修を行うほか、ＣＴＣ装置（ＰＲＣ付加）の導入な

どにより、運転保安度の向上を行います｡また､踏切道の立体化を推進するとともに、次の保安装置

等を装備することにより、事故の未然防止に努めます。 
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ア 自動列車停止装置（ＡＴＳ） 

          信号機が停止信号の場合、接近する列車の運転台に警報を表示し、自動的に列車が停止する

機能です。 

イ 自動列車制御装置（ＡＴＣ） 

        走行列車の位置によって、後続列車の運転台に速度信号が表示され、自動的に速度を制御でき

る機能です。 

    ウ 列車無線装置 

        走行中の列車と地上で運行管理をしている輸送指令室及び駅と無線で連絡できるもので、列車

の安全運行に必要な情報を相互に連絡・収集できます。 

    エ 障害物検知装置 

        踏切内に列車の進行を妨げる障害物があると、発光信号により、運転士に危険を知らせます。 

(2) 事故対策訓練の実施 

     年１回事故想定訓練を実施するほか、車両火災予防運動、全国交通安全運動等各種運動期間中、

職場ごとで防災対策に必要な訓練を実施します。 

(3) 防災広報の充実 

      災害発生に伴う混乱を防止し輸送力を確保するため、「防災の日」等を重点に、駅及び車内放送

設備並びに掲示器類により随時広報に努めます。 

(4) 体制の整備 

      鉄道事業者は、それぞれの計画に基づき、事故発生時の活動体制及び情報連絡体制を整備します。 

 

 

  資 料 

   風水害編 ８－１－１－(１) 神奈川県鉄道災害消防活動安全連絡協議会設置要綱 

    〃   ８－１－１－(２) 鉄道災害における鉄道事業者と消防機関との連携に関する協定 

    〃   ８－１－１－(３) 新幹線災害時における消防関係機関と鉄道事業者との連携に 

関する覚書 
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第２章 災害時の応急活動計画 

  第１節 発災直後の情報の収集・連絡                                 

１ 鉄道事故情報等の連絡 

【鉄道の事故発生時の連絡系統図】 

 
 

(1) 大規模な鉄道事故が発生した場合、鉄道事業者は速やかに関東運輸局、県警察及び市町に連絡し、

市町は県に、県は関東運輸局へ連絡します。 

(2) 関東運輸局は鉄道機関から受けた情報を県に連絡しますが、県は、関東運輸局からの情報を、関

係市町、関係機関等へ連絡します。 

  (3) 国土交通省は、大規模な鉄道事故が発生した場合、事故情報等の連絡を内閣総理大臣官邸（内閣

官房）、関係省庁（内閣府、消防庁、警察庁、防衛省等）、関係都道府県及び関係指定公共機関に行

います。 

 

２ 鉄道事故発生による被害情報の収集・連絡 

  (1) 鉄道事業者は、被災状況を関東運輸局、県警察及び市町へ連絡します。 

  (2) 市町は、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、把

握できた範囲から直ちに県へ報告します。 

  (3) 県警察は、鉄道災害が発生した場合、直ちに警察官を現場に急行させ、被害状況や被害拡大性の

有無について確認を行います。また、必要に応じて、ヘリコプターテレビ等による映像情報を収集

し、災害対策本部室に配信します。 

  (4) 県は、横浜市及び川崎市の、ヘリコプターテレビや両市の高所監視カメラ等の映像情報の提供を

受け、被害情報を把握します。 

  (5) 県は、市町等からの情報を収集するとともに、映像情報等による被害規模に関する概括的な情報

を把握し、これらの情報を消防庁に報告するとともに、必要に応じ、関係省庁に連絡します。 

 

３ 応急対策活動情報の連絡 

  (1) 鉄道事業者、関東運輸局に応急対策等の活動状況を連絡します。 

  (2) 市町は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡します。 

  (3) 県は、自ら実施する応急対策の活動状況を市町に連絡します。 

  (4) 県は、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を、消防庁へ随時連絡します。 
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  第２節 活動体制の確立                                   

１ 県の活動体制 

(1) 職員の配備体制 

      県は、災害の状況に応じて速やかに警戒体制に入り、被害状況等の収集活動を行い、その情報に

より災害応急対策を検討し、必要な措置を講じます。 

また、災害が拡大するおそれがあるときには、第１次応急体制等へ体制を拡大させます。 

(2) 事故対策本部の設置 

     県は、被害の規模から判断して、災害対策本部の設置に至らないが、応急対策が必要と認めると

きは、事故対策本部を設置して、災害応急対策を円滑に行う体制をとります。 

(3) 災害対策本部の設置 

ア 知事は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施するため必要と

認めるときは、災害対策基本法第 23 条の規定に基づき、災害対策本部を県庁第二分庁舎６階の

災害対策本部室に設置します。 

なお、知事は、災害の拡大のおそれが解消し、災害応急対策が概ね完了したと認めるときは、

災害対策本部を廃止します。 

    イ 知事は、災害対策本部を設置した場合は、速やかに、内閣総理大臣（消防庁経由）及び消防庁

長官に報告をするとともに、次に掲げる者のうち必要と認める者に連絡します。 

      (ｱ) 市町村長 

      (ｲ) 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の長又は代表者 

      (ｳ) 陸上自衛隊東部方面混成団長、海上自衛隊横須賀地方総監及び海上自衛隊第４航空群司令 

      (ｴ) 国土交通大臣 

      (ｵ) 隣接都県知事等 

(4) 現地災害対策本部等の設置 

 災害対策本部長は、地域における災害応急対策を円滑に実施するため、必要と認める地域県政総

合センターに、災害対策本部の組織として、現地災害対策本部を設置します。 

     なお、災害対策本部設置に至らない局地的災害で、応急対策上必要と認めるときは、地域県政総

合センターに現地対策本部を設置します。 

(5) 災害対策本部を設置した場合の参集・配備 

災害対策本部を設置した場合には、災害対策本部長は、直ちに各局長、地域県政総合センター所

長等に通知し、各局長等は、配備編成計画に基づき、職員を配備します。勤務時間外、休日等に災

害対策本部を設置した場合には、各局長等は、あらかじめ定める連絡体制により職員を参集・配備

させます。 

     また、現地災害対策本部を設置した場合には、地域県政総合センター所長に通知します。現地災

害対策本部長は、同様に関係職員を参集・配備させます。 

(6) 国の非常（緊急）災害対策本部等への連絡及び協力要請 

   ア 災害対策本部は、大規模な被害発生を確認し、緊急性、必要性が高いと認められるときは、中

央防災無線により内閣総理大臣官邸及び非常（緊急）災害対策本部等に連絡します。 

   イ 国の非常（緊急）災害対策本部の現地対策本部が設置された場合には、県は、国の現地対策本

部と連絡調整を図りつつ、災害対策について支援、協力等を求めます。 
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２ 県警察の活動体制 

  県警察は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちに警察本部に神奈川県

警察災害警備本部を設置するとともに、必要により、発生地に現地指揮所を、関係警察署に警察署災

害警備本部を設置するなど指揮体制を確立し、関係機関と連携して応急対策を行います。 

 

３ 市町の活動体制 

(1) 市町は、災害の状況に応じて速やかに事前配備体制に入り、被害状況等の収集活動を行い、その

情報により災害応急対策を検討し、必要な措置を講じます。 

(2) 市町は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施するため

必要と認めるときは、災害対策基本法第 23 条の２に基づき、市町村災害対策本部を設置します。 

(3) 市町村は、県に災害対策本部の設置状況等を報告します。 

 

４ 鉄道事業者の活動体制 

   鉄道事業者は、災害が広範囲にわたり、その他異常事態が発生した場合は、事故対策本部を設置し、

状況に応じて現地対策本部を置き、応急措置又は応急復旧措置を講じ、被害を最小限に防止します。 

 

５ 広域的な応援体制 

(1) 市町長は、当該市町の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは災害応急対策

を実施しますが、その被害状況によって、災害応急対策を実施するために必要があると認めるとき

には、他市町村長に対し応援要請を行い、若しくは知事に対し、応援要請又は災害応急対策の実施

を要請します。 

(2) 知事は、特に必要があると認めるときは、被災市町に対し応急措置について必要な指示をし、又

は他の市町村長に対し、被災市町村を応援するよう指示します。 

(3) 知事は、市町村長の要請又は自らの判断により、次のとおり各機関の長に対し、広域応援の要請

を行います。 

  ア 県公安委員会に対する警察庁又は他都道府県警察への援助要求の要請 

  イ 消防庁長官への要請（他都道府県消防機関所有のヘリコプターの派遣要請、緊急消防援助隊の

派遣要請等） 

  ウ 相互に応援協定を締結している九都県市首脳会議や関東地方知事会及び全国知事会を構成す

る都道府県に対する応援要請 

 

６ 自衛隊の災害派遣 

(1) 知事は、鉄道事故の規模や収集した被害情報を基に自衛隊の派遣について判断し、その必要を認

めた場合には直ちに派遣を要請します。 

(2) 市町長は、知事への自衛隊派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛大臣、

地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知します。 

   この通知を受けた防衛大臣、地域担任部隊等の長は、直ちに救援の措置をとる必要があると認め

られる場合には、自主派遣をします。 

   なお、市町村長は、この通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知します。 
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  第３節 救助・救急、消火及び医療救護活動                           

１ 救助・救急活動 

  (1) 鉄道事業者は、事故災害発生直後における負傷者の救助・救急活動を最優先とし、続発事故の防

止に万全の措置を講じるとともに、その救急措置及び復旧については、最も安全と認められる方法

により、迅速・的確に行います。 

      なお、必要により県警察及び消防機関に出動、救援を要請します。 

 (2) 市町及び県警察は、救出救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努めます。 

 (3) 県警察は、鉄道災害が発生し、被害が拡大するおそれがある場合には、立入禁止区域を設定する

とともに、地域住民等に対する避難誘導を迅速に実施します。 

 

２ 消火活動 

(1) 鉄道事業者は、事故災害発生直後における初期消火活動を行うよう努めるとともに、消火活動を

実施する各機関に可能な限り協力するよう努めます。 

(2) 市町は、速やかに火災の発生状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行います。 

(3) 市町は、必要に応じて消防相互応援協定等に基づき、他の市町村に消火活動の応援要請を行いま

す。 

(4) 発災現場以外の市町村は、発災現場の市町からの要請又は消防相互応援協定に基づき、消防機関

による応援の迅速かつ円滑な実施に努めます。 

 

３ 医療救護活動 

  県、医師会及び歯科医師会は、市町村及び鉄道機関の要請に基づき、救護班等を現地に派遣し、負

傷者の応急措置を行います。 

    また、県及び日本赤十字社神奈川県支部は、必要に応じてその他の救援救助対策を実施します。 

 

 

  第４節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動                   

１ 鉄道事業者は、事故災害が発生した場合には、他の路線への振替え輸送、バス代行輸送等代替交通

手段の確保に努めるものとし、被災していない関係鉄道事業者においては、可能な限り、代替輸送に

ついて協力するよう努めます。 

 

２ 県警察は、危険防止及び応急対策のため、必要に応じて交通規制を実施します。 

 

３ 県は、車両、船舶、ヘリコプター等による輸送手段を状況に応じ確保します。 

 

 

  第５節 災害広報の実施                                       

１ 鉄道事業者は、利用客に対し、駅及び車内放送設備並びに掲示器類により事故の状況、列車の運行

状況を知らせるとともに誘導案内の徹底を図り、秩序の維持に努めます。 

    また、社会的影響を及ぼすおそれのある事故のときは、報道機関等へ通報します。 

 

２ 県、市町村、防災関係機関及び関係事業者は、連携して適切かつ迅速な広報活動を実施します。 
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第９編 道路災害対策編 

 

 道路構造物の被災等による多数の死傷者等の発生といった道路災害に対する対策について、必要な事

項を定めます。 

 なお、道路災害対策の実施に当たり、本編で定める事項のほか、必要に応じて、第２編 風水害対策

編で定める事項を準用します。 

 

第１章 災害予防 

  第１節 道路の安全確保                                       

１ 道路交通の安全のための情報の充実 

(1) 道路管理者は、道路施設等の異常を迅速に発見し、速やかな応急対策を図るために、情報の収集、

連絡体制の整備を図ります。また、異常が発見され、災害が発生するおそれがある場合に、道路使

用者にその情報を迅速に提供するための体制の整備を図ります。         ［県土整備局］ 

(2) 県警察は、道路交通の安全のための情報の収集、連絡体制の整備を図ります。また、異常が発見

され、災害が発生するおそれがある場合に、道路利用者に交通情報を迅速に提供するための体制の

整備を図ります。                               ［警察本部］ 

 

２ 道路施設等の整備 

(1) 道路管理者は、道路施設等の点検を通じ、道路施設等の現況の把握に努めます。 

                                        ［県土整備局］ 

(2) 道路管理者は、道路における災害を予防するため、必要な施設の整備を図ります。 

                                        ［県土整備局］ 

(3) 道路管理者は、道路施設等の安全を確保するため、必要な体制等の整備に努めます。 

                                       ［県土整備局］ 
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  第２節 災害応急対策への備え                                  

１ 災害情報の収集・伝達体制の充実 

(1) 県は、国土交通省や道路管理者との情報収集・連絡体制の整備を図ります。 

                              ［くらし安全防災局、県土整備局］ 

 (2) 県は、災害時の情報収集、伝達方法を確立するため、現状のシステムにおける課題や通信システ

ムに関する技術動向を踏まえ、災害情報受伝達体制の一層の充実に向けた検討を進めます。 

                                ［政策局、くらし安全防災局］ 

(3) 県、市町村及び防災関係機関は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報受伝達に

関するシステムや資機材を適切に管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓

練を継続的に実施するなど、機器操作の習熟に努めます。              ［関係局］ 

 

２ 救助・救急、消火及び医療救護活動 

(1) 救助・救急活動 

    市町村は、救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努めます。 

(2) 消火活動 

市町村は、火災による被害の拡大を最小限に留めるため、初期消火のための体制の整備に努める

とともに、消防機関との連携の強化に努めます。 

(3) 医療救護活動 

ア 県及び市町村は、関係機関と調整のうえ、神奈川県医療救護計画に基づき医療救護活動体制の

確立に努めます。                             ［健康医療局］ 

 イ 市町村は、救護活動に必要な医薬品等の備蓄に努めます。 

 ウ 県は、市町村の備蓄医薬品では不足する場合に備え、供給体制の確立に努めます。 

                                       ［健康医療局］ 
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第２章 災害時の応急活動計画 

  第１節 発災直後の情報の収集・連絡                                   

１ 災害情報の収集・連絡 

(1) 事故情報等の連絡 

   ア 道路管理者は、道路構造物の被災等により大規模な事故が発生した場合、速やかに国土交通省

に連絡します。 

   イ 県は、国土交通省から受けた情報を、関係市町村、関係機関等へ連絡します。 

   ウ 国土交通省は、道路構造物の被災等により大規模な事故が発生した場合、事故情報等の連絡を

内閣総理大臣官邸（内閣官房）、関係省庁（内閣府、消防庁、警察庁、防衛省等）、関係都道府県

及び関係指定公共機関に行います。 

(2) 道路災害発生による被害情報の収集・連絡 

   ア 道路管理者は、被災状況を国土交通省に連絡します。 

   イ 市町村は、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、

把握できた範囲から直ちに県へ報告します。 

   ウ 県警察は、道路災害が発生した場合、直ちに警察官を現場に急行させ、被害状況や被害拡大性

の有無について確認を行います。また、必要に応じて、ヘリコプターテレビ等による映像情報を

収集し、災害対策本部室に配信します。 

   エ 県は、横浜市及び川崎市のヘリコプターテレビや両市の高所監視カメラ等の映像情報の提供を

受け、被害情報を把握します。 

   オ 県は、市町村等からの情報を収集するとともに、映像情報等による被害規模に関する概括的な

情報を把握し、これらの情報を消防庁に報告するとともに、必要に応じ、関係省庁に連絡します。 

(3) 応急対策活動情報の連絡 

   ア 道路管理者は、国土交通省に応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を連絡します。 

   イ 市町村は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡します。 

   ウ 県は、自ら実施する応急対策の活動状況を市町村に連絡します。 

   エ  県は、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を消防庁へ随時連絡します。 

 

 

  第２節 活動体制の確立                                     

１ 県の活動体制 

(1) 職員の配備体制 

      県は、災害の状況に応じて速やかに警戒体制に入り、被害状況等の収集活動を行い、その情報に

より災害応急対策を検討し、必要な措置を講じます。 

また、災害が拡大するおそれがあるときには、第１次応急体制等へ体制を拡大させます。 

(2) 事故対策本部の設置 

     県は、被害の規模から判断して、災害対策本部の設置に至らないが、応急対策が必要と認めると

きは、事故対策本部を設置して、災害応急対策を円滑に行う体制をとります。 
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(3) 災害対策本部の設置 

ア 知事は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施するため必要と

認めるときは、災害対策基本法第 23 条の規定に基づき、災害対策本部を県庁第二分庁舎６階の

災害対策本部室に設置します。 

なお、知事は、災害の拡大のおそれが解消し、災害応急対策が概ね完了したと認めるときは、

災害対策本部を廃止します。 

    イ 知事は、災害対策本部を設置した場合は、速やかに、内閣総理大臣（消防庁経由）及び消防庁

長官に報告をするとともに、次に掲げる者のうち必要と認める者に連絡します。 

     (ｱ) 市町村長 

     (ｲ) 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の長又は代表者 

     (ｳ) 陸上自衛隊東部方面混成団長、海上自衛隊横須賀地方総監及び海上自衛隊第４航空群司令 

     (ｴ) 国土交通大臣 

     (ｵ) 隣接都県知事等 

(4) 現地災害対策本部等の設置 

 災害対策本部長は、地域における災害応急対策を円滑に実施するため、必要と認める地域県政総

合センターに、災害対策本部の組織として、現地災害対策本部を設置します。 

     なお、災害対策本部設置に至らない局地的災害で、応急対策上必要と認めるときは、地域県政総

合センターに県現地対策本部を設置します。 

(5) 災害対策本部を設置した場合の参集・配備 

災害対策本部を設置した場合には、災害対策本部長は、直ちに各局長、地域県政総合センター所

長等に通知し、各局長等は、配備編成計画に基づき、職員を配備します。勤務時間外、休日等に災

害対策本部を設置した場合には、各局長等は、あらかじめ定める連絡体制により職員を参集・配備

させます。 

     また、現地災害対策本部を設置した場合には、地域県政総合センター所長に通知します。現地災

害対策本部長は、同様に関係職員を参集・配備させます。 

(6) 国の非常（緊急）災害対策本部等への連絡及び協力要請 

   ア 災害対策本部は、大規模な被害発生を確認し、緊急性、必要性が高いと認められるときは、中

央防災無線により内閣総理大臣官邸及び非常（緊急）災害対策本部等に連絡します。 

   イ 国の非常（緊急）災害対策本部の現地災害対策本部が設置されたときには、県は、国の現地対

策本部と連絡調整を図りつつ、災害対策について支援、協力等を求めます。 

 

２ 県警察の活動体制 

  県警察は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちに警察本部に神奈川県

警察災害警備本部を設置するとともに、必要により、発生地に現地指揮所を、関係警察署に警察署災

害警備本部を設置するなど指揮体制を確立し、関係機関と連携して応急対策を行います。 

 

３ 市町村の活動体制 

(1) 市町村は、災害の状況に応じて速やかに事前配備体制に入り、被害情報等の収集活動を行い、そ

の情報により災害応急対策を検討し、必要な措置を講じます。 

(2) 市町村は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施するた

め必要と認めるときは、災害対策基本法第 23 条の２に基づき、市町村災害対策本部を設置します。 

(3) 市町村は、県に災害対策本部の設置状況等を報告します。 
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４ 道路管理者の活動体制 

(1) 道路管理者は、発災後、速やかに災害の拡大の防止のための必要な措置を講じます。 

(2) 道路管理者は、発災後、速やかに職員の非常参集、情報収集、連絡体制を確立し、対策本部等必

要な体制をとります。 

 

５ 広域的な応援体制 

(1) 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは災害応急

対策を実施しますが、その被害状況によって、災害応急対策を実施するために必要があると認める

ときには、他市町村長に対し応援要請を行い、若しくは知事に対し、応援要請又は災害応急対策の

実施を要請します。 

(2) 知事は、特に必要があると認めるときは、被災市町村に対し応急措置について必要な指示をし、

又は他の市町村長に対し、被災市町村を応援するよう指示します。 

(3) 知事は、市町村長の要請又は自らの判断により、次のとおり各機関の長に対し、広域応援の要請

を行います。 

  ア 県公安委員会に対する警察庁又は他都道府県警察への援助要求の要請 

  イ 消防庁長官への要請（他都道府県消防機関所有のヘリコプターの派遣要請、緊急消防援助隊の

派遣要請等） 

  ウ 相互に応援協定を締結している九都県市首脳会議や関東地方知事会及び全国知事会を構成す

る都道府県に対する応援要請 

 

６ 自衛隊の災害派遣 

(1) 知事は、鉄道事故の規模や収集した被害情報を基に自衛隊の派遣について判断し、その必要を認

めた場合には直ちに派遣を要請します。 

(2) 市町村長は、知事への自衛隊派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛大臣、

地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知します。 

   この通知を受けた防衛大臣、地域担任部隊等の長は、直ちに救援の措置をとる必要があると認め

られる場合には、自主派遣をします。 

   なお、市町村長は、この通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知します。 

 

 

  第３節 救助・救急、消火及び医療救護活動                             

１ 救助・救急活動 

(1) 道路管理者は、県警察及び市町村と連携し、迅速・的確な救助・救急の初期活動を行います。 

(2) 市町村及び県警察は、救出救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努めます。 

(3) 県警察は、道路災害が通行量の多い道路において発生した場合、その他被害が拡大するおそれの

ある場合においては、立入禁止区域を設定するとともに、通行者、通行車両等に対する交通規制及

び避難誘導を迅速に実施します。 

 

２ 消火活動 

(1) 道路管理者は、県警察及び市町村と連携し、迅速・的確な初期消火活動を行います。 

(2) 市町村は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行います。 

(3) 市町村は、必要に応じて消防相互応援協定等に基づき、他の市町村に消火活動の応援要請を行い

ます。 

(4) 発災現場以外の市町村は、発災現場の市町村からの要請又は消防相互応援協定に基づき、消防機

関による応援の迅速かつ円滑な実施に努めます。 
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３ 医療救護活動 

  県、医師会及び歯科医師会は、市町村の要請に基づき、救護班等を現地に派遣し、負傷者の応急処

置を行います。 

   また、県及び日本赤十字社神奈川県支部は、必要に応じてその他の救援救助対策を実施します。 

 

 

  第４節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動                     

１ 県警察は、危険防止及び応急対策のため、必要に応じて交通規制を実施します。 

 

２ 道路管理者は、道路の通行が危険であると認められる場合における道路通行規制に関する基準等を

定め、通行規制、県警察・交通機関への連絡その他必要な措置を講じます。 

 

３ 県は、車両、船舶、ヘリコプター等による輸送手段を状況に応じて確保します。 

 

 

  第５節 危険物等の流出に対する応急対策                         

１ 道路管理者は、危険物の流出が認められたときには関係機関と協力し、避難誘導活動を行います。

また、流出した危険物の特定後は直ちに防除活動を行い、危険物による二次災害の防止に努めます。 

 

２ 消防機関は、危険物の流出が認められた場合、直ちに防除活動を行うとともに、避難誘導活動を行

います。 

 

３ 県警察は、危険物の流出が認められた場合、直ちに、立入禁止区域を設定し、避難誘導活動を行い

ます。 

 

 

  第６節 道路施設・交通安全施設の応急復旧活動                    

１ 道路管理者は、迅速・的確な障害物の除去、仮設等の応急復旧を行い、早期の道路交通の確保に努

めます。 

 

２ 道路管理者は、道路施設の応急復旧活動を行うとともに、類似の災害の再発防止のために、被災箇

所以外の道路施設について緊急点検を行います。 

 

３ 県警察は、災害により破損した交通安全施設の早期復旧を図るため、必要な措置を講じます。 

 

４ 県警察は、災害発生後直ちに被災現場及び周辺地域並びにその他の地域において、交通安全施設の

緊急点検を実施するなど必要な措置を講じます。 

 

 

  第７節 災害広報の実施                                    

 県、市町村、防災関係機関及び関係事業者は、連携して適切かつ迅速な広報活動を実施します。 
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第 10 編 放射性物質災害対策編 

 

 原子力の利用、開発及び研究における指導及び監督は、防災対策を含めて原子力規制委員会等の国の

所管となっており、原子力基本法をはじめとする原子力関係法令により、国、関係事業者等において対

策が講じられていますが、核原料物質・核燃料物質・放射性同位元素等（以下「放射性物質」という。）

による災害の特殊性を考慮し、不測の事態に備えて円滑な対策活動の実施が図られるよう災害予防対策

上及び災害応急対策上必要な事項を定めます。 

放射性物質災害対策の実施に当たり、本編で定める事項のほか、必要に応じて、第２編 風水害対策

編及び原子力災害対策計画で定める事項を準用します。 

  なお、神奈川県地域防災計画（原子力災害対策計画）の対象となる災害については、本編の対象から

除きます。 

    〔取扱い・取締りに関する法令〕 

        放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 

        核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

 

第１章 災害予防 

  第１節 安全確保                                         

１ 放射性物質取扱事業所等に対する指導 

(1) 市町村の指導 

     市町村は、放射性物質に係る安全管理の確保を図るため、放射性物質取扱事業者及び運搬事業者

（以下「放射性物質取扱事業者等」という。）に対し、次の事項について指導します。 

    ア 消防設備の設置、施設・機械類の自主点検整備等、自主保安体制の整備  

    イ  従業員に対する防災教育及び操作員の教育訓練の実施 

    ウ  自主防災体制の強化 

    エ  消防計画の整備及び事故発生時の応急措置訓練の実施 

    オ  その他必要な事項 

(2) 県警察の指示 

      県警察は、放射性物質取扱事業者等から放射性物質の運搬の届出を受けた場合において、災害の

防止及び公共の安全を図るため必要があると認めるときは、運搬の日時、経路、その他必要な事項

を指示します。 

 

２ 安全確保に関する協定等の締結 

    市町村は、放射性物質の取扱事業者と次の事項を盛込んだ安全確保に関する協定等を締結し、災害

対策の万全を期すよう努めます。 

  (1) 放射性物質に係る安全確保の計画に関する事項 

  (2) 事故発生時等の連絡通報体制に関する事項 

  (3) 事故発生時等の応急措置に関する事項 

  (4) その他必要な事項 
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３ 放射性物質に関する教育及び知識の普及 

(1) 消防防災担当職員の教育 

      県及び市町村は、応急対策の円滑な実施を図るため、必要に応じ、国その他関係機関と連携して、

関係職員に対し次の事項について教育を実施します。           ［くらし安全防災局］ 

    ア 放射性物質及び放射線の特性に関すること 

    イ  放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること 

    ウ 緊急時に県民等がとるべき行動及び留意事項に関すること 

    エ  その他必要と認める事項 

(2) 県民に対する知識の普及・啓発 

    ア 県、市町村は、応急対策の円滑な実施を図るため、必要に応じ、国その他関係機関と協力して、

県民に対し、放射性物質に関する知識の普及・啓発に努めます。     ［くらし安全防災局］ 

    イ 教育機関においては、防災に関する教育の充実に努めます。           ［教育局］ 

    ウ  なお、防災知識の普及・啓発に際しては、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、外国人等要配慮

者に十分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めます。 ［関係局］ 

                                       

  （普及・啓発の内容） 

      (ｱ) 放射性物質及び放射線の特性に関すること 

      (ｲ) 放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること 

      (ｳ) 緊急時に県民等がとるべき行動及び留意事項に関すること 

      (ｴ) その他必要と認める事項 

 

 

  第２節 災害応急対策への備え                                

１ 放射性物質災害に対する防災体制の整備 

(1) 放射性物質取扱事業者等の防災体制の整備 

   ア 災害予防措置等の実施 

    (ｱ) 放射性物質取扱事業者等は、原子力関係法令を遵守し、放射性物質に係る安全管理に最大の

努力を払い、災害防止のために必要な措置をとるものとします。 

      (ｲ) また、放射性物質取扱事業者等は、その職員に対して、防災に関する教育・訓練を積極的に

行うとともに、県、市町村等との連携体制の確立を図り、必要に応じ、放射線測定用機器類の

整備、充実を図るとともに、平常時における放射線量等の把握に努め、放射性物質防災体制の

整備に万全を期します。 

    イ  緊急時体制の整備 

        放射性物質取扱事業者等は、火災等により、周辺環境に影響を及ぼす放射性物質の漏洩等の緊

急時に円滑・迅速な対応、措置がとれるよう、あらかじめ次の事項を含む体制の整備に努めます。 

      (ｱ) 消防機関、警察等への通報連絡体制 

      (ｲ) 消火、延焼防止の措置 

      (ｳ) 現場周辺への関係者以外の立入禁止措置 

      (ｴ) 放射性物質の汚染拡大の防止及び除染の体制 

      (ｵ) 放射線防護資機材の整備 

      (ｶ) その他放射線障害の防止のために必要な事項 
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(2) 県及び市町村の防災体制の整備 

    ア 防災体制の整備 

      (ｱ) 県及び市町村は、放射性物質災害対策の迅速･的確な実施を図るため、平常時から相互の連

携を図るとともに、放射性物質に係る防災体制の整備に努めます。   ［くらし安全防災局］ 

     (ｲ) 消防機関は、放射性物質取扱事業所等（放射性物質の事業所外の輸送中を含む）の火災等緊

急時における円滑な消防活動の確保､消防隊の被ばく防止及び放射能汚染の防止等のため､消

防活動体制の整備に努めます。 

   イ 放射性物質取扱事業所等の把握 

       県及び市町村は、放射性物質に係る防災対策を迅速・的確に行うため、放射性物質取扱事業所

等の把握に努めます。                        ［くらし安全防災局］ 

 

２ 情報伝達体制の充実強化 

    県及び市町村は、放射性物質災害発生時等、緊急時に必要な情報を迅速に受伝達できるよう、平常

時から国及び防災関係機関を含めた相互の情報伝達体制の充実強化に努めるとともに、災害発生時に

備え、通信設備等の充実確保に努めます。 

    また、夜間、休日の場合等においても対応できるよう、体制の整備を図ります。 

                                     ［くらし安全防災局］ 

 

３ 広報体制の整備 

(1) 広報手段の整備 

    県及び市町村等は、放射性物質災害発生後の経過に応じ、周辺住民に提供すべき情報の項目につ

いて整理するとともに、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、外国人等要配慮者に対し、災害情報が

迅速、かつ円滑に行えるよう、平常時から広報手段の整備に努めます。主な広報方法・手段は、次

のとおりです。                              ［政策局、くらし安全防災局］ 

   ア 放送機関への放送要請による広報 

   イ  報道機関を通じての広報 

   ウ  市町村防災行政無線の同報無線による広報 

   エ ヘリコプター等による広報 

   オ  広報車等による広報 

(2) 広報の内容 

     県、市町村等が放射性物質災害発生時に行う広報の内容は、次のとおりです。 

                                 ［政策局、くらし安全防災局］ 

   ア 災害等の状況及び今後の予測 

   イ  被害状況と応急対策の実施状況 

   ウ  避難場所、避難方法 

   エ  県民のとるべき措置及び注意事項 

   オ  その他必要な事項 

 

４ 放射能観測の実施 

   県は、放射能状況を把握するため県内各地域において、関係省庁と連携して観測を実施します。      

    県及び市町村は、関係機関と連携して、緊急時に備え、モニタリングのための要員及び機器の確保

に努めます。                            ［くらし安全防災局、健康医療局］ 
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５ 救助・救急、消火及び医療救護活動 

   県、県警察及び市町村は、救助・救急、医療活動に必要な資機材等の把握・整備に努めます。 

                                        ［健康医療局］ 

   主な資機材は、次のとおりです。 

  (1) 体表面汚染を防ぐ放射線防護資機材 

  (2) 内部被ばくを防ぐ放射線防護資機材 

  (3) 救急救助用資機材 

  (4) 医療資機材 
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第２章 災害時の応急活動計画 

  第１節 発災直後の情報の収集・連絡                                   

１ 災害情報の収集・連絡  

 

【放射性物質取扱事業所等の事故発生時の連絡系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 事故情報等の連絡 

   ア 放射性物質取扱事業者等は、事故が発生した場合、速やかに原子力規制委員会、消防機関及び

県警察へ連絡します。なお、工場又は事業所の外における運搬（船舶又は航空機による運搬を含

む）において事故が発生した場合は、国土交通省に連絡します。 

   イ 県は、市町村及び県警察から受けた事故情報を消防庁及び関係機関へ連絡します。 

   ウ 県は、原子力規制委員会、消防庁又は国土交通省からの情報を、関係市町村及び関係機関へ連

絡します。 

(2) 放射性物質取扱事業所等の事故発生による被害情報の収集・連絡 

   ア 放射性物質取扱事業者等は、被害状況を消防機関、県警察及び原子力規制委員会に連絡します。

なお、工場又は事業所の外における運搬（船舶又は航空機による運搬を含む）における事故の場

合は、国土交通省に連絡します。 

   イ 市町村は、被害状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、把握

できた範囲から直ちに県へ報告します。 

   ウ 県警察は、被害規模の早期把握のための災害情報収集活動を行い、必要に応じて、ヘリコプタ

ーテレビによる映像情報の収集を行うとともに、災害対策本部室に配信します。 

   エ 県は、横浜市及び川崎市のヘリコプターテレビや両市の高所監視カメラ等の映像情報の提供を

受け、被害情報を把握します。 

   オ 県は、市町村等からの情報を収集するとともに、映像情報等による被害規模に関する概括的な

情報を把握し、これらの情報を消防庁に報告するとともに、必要に応じ、関係省庁に連絡します。 

(3) 応急対策活動情報の連絡 

   ア 放射性物質取扱事業者等は、原子力規制委員会（工場又は事業所の外において事故が発生した

場合は、国土交通省）及び関係市町村に応急対策等の活動状況、被害状況等を定期的に文書によ

り連絡します。 

   イ 市町村は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡します。 

        また、県は、自ら実施する応急対策の活動状況を関係市町村に連絡します。 

    ウ  県は、応急対策の活動状況等を消防庁へ随時連絡します。 

 

放
射
性
物
質
取
扱
事
業
者
等 

 

最寄りの 

消防機関 

最寄りの

警察署 

県 市町村・

消防本部 

県警察 

原子力規制委員会 

消防庁 

警察庁 

関係省庁 

国土交通省 



 
第 10編 放射性物質災害対策編 

 

- 283 - 

  資 料 

   風水害編 10－２－１ 放射性物質輸送時の事故発生時の連絡系統図 

 

 

  第２節 活動体制の確立                                    

１ 県の活動体制 

(1) 職員の配備体制 

      県は、事故の状況に応じて速やかに警戒体制に入り、被害情報等の収集活動を行い、災害応急対

策を検討し、必要な措置を講じます。 

    また、災害が拡大するおそれがあるときには、第１次応急体制等へ体制を拡大させます。 

(2) 災害対策本部及び警戒本部の設置 

  ア 知事は、放射性物質の漏洩等による事故の影響が周辺に及ぶおそれがある場合、事故の規模、

予想される被害等により、災害応急対策を実施するため必要と認めたときは、災害対策本部又は

警戒本部を県庁第二分庁舎６階の災害対策本部室に設置し、情報収集や連絡調整を行うとともに、

災害応急対策を検討し、必要な措置を講じます。 

   イ 知事は、災害対策本部を設置した場合は、速やかに、内閣総理大臣（消防庁経由）及び消防庁

長官に報告をするとともに、必要と認める者に連絡します。 

(3) 現地災害対策本部等の設置 

      災害対策本部長は、地域における災害応急対策を円滑に実施するため、必要と認める地域県政総

合センターに、災害対策本部の組織として、現地災害対策本部を設置します。 

     なお、災害対策本部設置に至らない局地的災害で、応急対策上必要と認めるときは、地域県政総

合センターに現地対策本部を設置します。 

(4) 国への専門家の派遣要請等 

    ア 知事及び市町村長は、必要に応じ、専門家の助言、指導を得るため、関係省庁に対して、原子

力関係の専門家又は専門知識を有する職員の派遣を求めるとともに、原子力関係機関に対し、必

要な人員及び資機材の応援を要請します。 

    イ 県及び関係市町村は、国と協力し、救出・救助、立入制限、医療救護等各種災害応急対策に従

事する者（以下「防災業務関係者」という。）の安全確保のための防護資機材の整備に努めます。 

(5) 緊急救護体制 

   県は、国、市町村、医療機関等の協力を得て医療救護活動を行います。 

 

２ 県警察の活動体制 

   県警察は、放射性物質の漏洩の事故が発生し、又は発生するおそれがある場合、直ちに警察本部に

神奈川県警察災害警備本部を設置するとともに、必要により、発生地に現地指揮所を、関係警察署に

警察署災害警備本部を設置するなど指揮体制を確立するとともに、県、関係市町村及び関係機関と連

携して、次の応急対策を実施します。 

(1) 周辺住民等への情報伝達 

(2) 避難の誘導及び屋内退避の呼び掛け 

(3) 交通の規制及び緊急輸送の支援 

(4) 犯罪の予防等被災地における社会秩序の維持 

  (5) その他必要な措置 
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３ 市町村の活動体制 

(1) 市町村は、放射性物質の漏洩等による事故の状況に応じ、県の体制に準じた体制をとります。 

(2) 市町村は、災害応急対策上必要と認めるときは、次の応急対策を実施します。 

   ア 救出救助・救急活動 

   イ 消火活動 

   ウ  医療救護活動 

    エ 周辺住民等に対する災害広報 

    オ 警戒区域の設定 

    カ 周辺住民等に対する屋内退避、避難の勧告又は指示、避難誘導 

    キ 避難所の開設、運営管理 

    ク  その他必要な措置 

(3) 市町村は、県に災害対策本部の設置状況等を報告します。 

 

４ 県、日本赤十字社神奈川県支部、神奈川県医師会、神奈川県歯科医師会の活動 

   県、医師会及び歯科医師会は、救護班等を現地に派遣し、負傷者の応急措置を行います。 

    また、県及び日本赤十字社神奈川県支部は、必要に応じてその他の救援救助対策を実施します。 

 

５ 神奈川県薬剤師会、神奈川県医薬品卸業協会の活動 

   県薬剤師会及び県医薬品卸業協会は、県、関係市町村又は医師会等から協力要請があった場合には、

各地域薬剤師会及び各医薬品卸業協会員に要請し、医療救護活動に必要な医薬品等の確保に努めます。 

 

６ 広域的な応援体制 

   知事は、特に必要があると認めるときは、被災市町村長に対し応急処置について必要な指示をし、

又は他の市町村長に対し被災市町村を応援するよう指示します。 

 

 

  第３節 災害時の県民等への指示広報                            

１ 県の措置 

(1) 市町村等への情報提供 

      県は、火災等により、周辺環境に影響を及ぼす放射性物質の漏洩等の事故が発生し、又は発生す

るおそれがある場合（以下「緊急時」という。）は、関係市町村等が行う広報活動に必要な情報を

随時提供します。 

(2) 報道機関への放送要請 

  ア 県は、「災害時における放送要請に関する協定」に基づき、日本放送協会横浜放送局、㈱アー

ル・エフ・ラジオ日本、㈱テレビ神奈川及び横浜エフエム放送㈱に対し、次の広報を要請します。 

     (ｱ) 事故等の状況及び今後の予測 

     (ｲ) 被害状況と応急対策の実施状況 

      (ｳ) 県民のとるべき措置及び注意事項 

    (ｴ) 他の機関からの広報依頼事項のうち必要と認められる事項 

      (ｵ) その他必要な事項 

    イ 県は、「災害時等における報道協力に関する協定」に基づき、テレビ局、ラジオ局、新聞社に

対し、被害状況、応急対策の実施状況等について、広報を要請します。 
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２ 市町村の措置 

   市町村は、同報無線や広報車、協定を締結するケーブルテレビやミニＦＭ放送局、自主防災組織と

の連携等により、周辺住民等に対して、次の事項に対して迅速に広報及び必要な指示を行います。 

  

３ 防災関係機関の措置 

   防災関係機関は、周辺住民のニーズを十分に把握し、それぞれが定めた災害時の広報計画に基づき、

住民及び利用者に対して、交通に関する情報、ライフラインに関する情報等について広報を実施する

とともに、特に必要があるときは、県、関係市町村及び報道機関に広報を要請します。 

 

４ 住民等からの問い合わせに対する対応 

   県及び市町村は、関係機関と連携して、必要に応じ、速やかに住民等からの問い合わせに対応する

ため、専用電話を備えた窓口の設置、人員の配置等の体制を確立します。 

 

 

  第４節 放射線測定体制の強化                                 

１ 県の措置 

    県は、必要に応じ国等の専門家の助言・指導を得て、関係機関とともにモニタリング活動を行うな

ど、放射性物質による環境への影響について把握するとともに、その結果を速やかに公表します。 

 

２ 市町村の措置 

   市町村は、放射能測定資機材の整備に努めます。 

 

 

 

第３章 災害復旧 

 

  第１節 汚染物の除去                                     

 事故の原因者は、放射性物質による汚染を除去します。 

 

 

  第２節 各種制限措置の解除                                 

 県、市町村その他関係機関は、環境放射線モニタリング等による地域の汚染状況の調査等の措置が行

われたのち、国の専門家の助言を踏まえ、各種制限措置の解除を行います。 

 

 

  第３節 安全の確認                                        

 県及び市町村は、国の専門家の安全確認を待って事故対策を終息させます。 
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第11編 危険物等災害対策編 

 
 危険物、高圧ガス及び都市ガスの火災、爆発、漏洩・流出による多数の死傷者等の発生、毒物・劇物

の飛散、漏洩、流出等による多数の死傷者等の発生、火薬類の火災、爆発による多数の死傷者等の発生

といった危険物等災害に対する対策について必要な事項を定めます。 

危険物等災害対策の実施に当たり、本編で定める事項のほか、必要に応じて、第２編 風水害対策編

で定める事項を準用します。 

 

第１章 災害予防 

 全国有数の工業県である本県は、多量、多種の危険物等が工場等に集積されているだけでなく、日夜

輸送されています。 

  危険物等は、小事故であっても初期の対応を誤ると大災害になる危険性が大きく、事故が発生した場

合に、その周辺の影響や危険物等の流出場所によっては、県民生活に大きな影響を及ぼすことにもなり

ます。 

  これらの安全対策については、関係法令により規制・指導等を行っていますが、一層の安全対策が必

要です。 

  国の機関、県、市町村及び防災関係機関は、危険物等の爆発漏洩等による災害の発生を防止するため、

相互に連携を図り予防対策を推進します。 

  また、法令に規制されない未規制化学物質による災害防止対策も推進します。 

    〔関係法令〕 

      危険物…………… 消防法 

      高圧ガス………… 高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 

      都市ガス………… ガス事業法 

      火薬類……………  火薬類取締法 

      毒劇物……………  毒物及び劇物取締法 

 

  第１節 安全確保                                         

１ 施設等の安全確保 

   危険物等の貯蔵・取扱いを行う事業者は、法令で定める技術基準を遵守し、県及び市町村は、製造

施設、貯蔵所等に対する保安検査、立ち入り検査及び移動タンク貯蔵所に対する路上立ち入り検査を

充実し、施設等の安全性の確保に努めます。 

 

２ 自主保安体制の整備 

(1) 県、市町村及び事業者は協力して、次のとおり事業所の自主保安体制を整備します。 

                         ［くらし安全防災局、環境農政局、健康医療局］ 

    ア 危険物等事業所の容器（ボンベ等）の流出防止並びに流出した容器の回収、禁水性物質の浸水

対策措置及び係留船舶の安全対策措置など、防災対策の充実 

  イ 科学消火薬剤等の資機材の整備充実 

    ウ  緊急停止のための措置の策定など、危険物等事業所の保安管理体制の充実 

  エ 保安用設備等の機能確保等の緊急時の応急体制の充実 

    オ  高圧ガス等特殊災害に対する相互応援体制の充実 
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    カ  危険物、高圧ガス、火薬類及び毒劇物関係団体の組織の育成 

(2) 都市ガス事業者は、工事の指導監督組織を充実し、特に地下工事については、事前打合せ、連絡

体制の充実等万全な保安体制を整えます。 

 

３ 保安意識の向上、訓練 

   県、消防機関及び事業者は協力して、次のとおり教育及び訓練等の充実を図ります。 

(1) 各種講習会、研修会の充実 

(2) 危険物安全週間等、各種安全週間の充実 

(3) 事業所における危険物等の火災、漏洩等を想定した防災訓練の実施 

(4) 移動途上での災害を想定した訓練の充実 

(5) 都市ガス事業者は、消防機関及び地下街管理者と協力して、地下街等合同防災訓練等を充実 

  また、県は事業者や関係団体の表彰や危険物保安活動に対する評価を通じて、保安意識の向上に努

めます。                                ［くらし安全防災局］ 

 

４ 消費者の安全対策 

   液化石油ガス及び都市ガス事業者は、関係機関と協力して、消費者の事故防止対策として、安全設

備の普及を推進し、保安教育を充実します。 

 

 

  資 料 

   風水害編 11－１－１ 都市ガス事業者の災害予防・災害応急対策 

 

 

  第２節 災害応急対策への備え                                  

１ 災害情報の収集・伝達体制の充実 

  (1) 県は、関係行政機関や関係事業者との情報の収集・連絡体制の整備を図ります。 

                                     ［くらし安全防災局］ 

 (2) 県警察は、県、消防機関、危険物管理者等の関係機関との間における情報収集・連絡体制の整備

を図ります。                                   ［警察本部］ 

 (3) 県は、災害時の情報収集、伝達方法を確立するため、現状のシステムにおける課題や通信システ

ムに関する技術動向を踏まえ、災害情報受伝達体制の一層の充実に向けた検討を進めます。 

                                 ［政策局、くらし安全防災局］ 

  (4) 県、市町村及び防災関係機関は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報受伝達に

関するシステムや資機材を適切に管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓

練を継続的に実施するなど、機器操作の習熟に努めます。              ［関係局］ 

 

２ 救助・救急、消火及び医療救護活動 

(1) 救助・救急活動 

      市町村は、救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努めます。 

(2) 消火活動 

    ア 県は、危険物等に起因する火災を鎮圧するため、県が購入した化学消火薬剤の備蓄及び管理を

市町村長に委託し、市町村は、消火薬剤を必要とする火災が発生した場合には、一時的には当該

市町村長が保有する消火薬剤を使用し、これに不足をきたしたときは、受託した消火薬剤を購入

年度の古いものから使用します。                   ［くらし安全防災局］ 
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    イ 市町村は、化学消防力の強化を図ります。 

 

    ウ 市町村は、平常時から消防本部、消防団及び自営消防組織等の連携強化を図り、消防水利の確

保、消防体制の整備に努めます。 

(3) 医療救護活動 

    ア 県及び市町村は、関係機関と調整のうえ、神奈川県医療救護計画に基づき医療救護活動体制の

確立に努めます。                             ［健康医療局］ 

    イ 市町村は、救護活動に必要な医薬品等の備蓄に努めます。 

    ウ 県は、市町村の備蓄医薬品では不足する場合に備え、供給体制の確立に努めます。 

                                        ［健康医療局］ 

 

３ 危険物等の大量流出時における防除活動 

  市町村及び関係事業者は、危険物等が大量に流出した場合に備えて、防除資機材を整備し、災害発

生時には必要に応じて応援を求めることができる体制を整備します。 

 

 

  資 料 

   風水害編 11－１－２－(１) 神奈川県化学消火薬剤備蓄管理要綱 

    〃   11－１－２－(２) 化学消火薬剤の備蓄管理に関する協定書 
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第２章 災害時の応急活動計画 

  第１節 発災直後の情報の収集・連絡                                 

１ 災害情報の収集・連絡 

(1) 危険物等事故情報等の収集・連絡 

   ア 危険物、高圧ガス、火薬類及び毒劇物の事故発生時の連絡については、それぞれの管轄官庁に

より定められていますが、原則は次のとおりです。 

 

【危険物、高圧ガス、火薬類及び毒劇物の事故発生時の連絡系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都市ガスの事故発生時の連絡系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 危険物等による事故が発生した場合、関係事業者等は速やかに県、県警察及び市町村に連絡し

ます。 

        なお、都市ガスの場合は、経済産業省（関東東北産業保安監督部）、県警察及び市町村に連絡

します。 

    ウ 県（火薬類の事故においては政令指定都市）は、県警察、関係市町村及び関係事業者等から受

けた事故情報を、危険物等の取扱規制担当省庁（消防庁、経済産業省（関東東北産業保安監督部）、

厚生労働省（医薬食品局））へ連絡します。 
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    エ 危険物等の取扱規制担当省庁（消防庁、経済産業省（関東東北産業保安監督部）、厚生労働省

（医薬食品局））は、大規模な事故が発生した場合、事故情報等の連絡を内閣総理大臣官邸（内

閣官房）、関係省庁（内閣府、消防庁、警察庁、防衛省、海上保安庁、環境省等）及び関係指定

公共機関に行うほか、県に行います。 

    オ また、県は、危険物等の取扱規制担当省庁（消防庁、経済産業省（関東東北産業保安監督部）

及び厚生労働省（医薬食品局））から受けた情報を関係市町村、関係機関へ連絡します。 

(2) 危険物等の大規模な事故発生による被害の情報の収集・連絡 

    ア 関係事業者は、被害状況を県、県警察及び市町村に連絡し（都市ガスの場合は、経済産業省（関

東東北産業保安監督部）、県警察及び市町村に連絡します。）、市町村から報告を受けた県は、関

係事業者から収集した情報を危険物等の取扱規制担当省庁（消防庁、経済産業省（関東東北産業

保安監督部）、厚生労働省（医薬食品局））に連絡します。また、高圧ガス及び火薬類の事故の場

合は、政令指定都市から経済産業省（関東東北産業保安監督部）に連絡します。 

    イ 市町村は、人的被害状況、火災の発生状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概

括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに国又は県へ報告します。 

    ウ 県警察は、危険物等の災害が発生した場合、直ちに警察官を現場に急行させ、被害状況や被害

拡大性の有無について確認を行います。また、必要に応じて、ヘリコプターテレビ等による映像

情報を収集し、災害対策本部室に配信します。 

   エ 県は、横浜市及び川崎市のヘリコプターテレビや両市の高所監視カメラ等の映像情報の提供を

受け、被害情報を把握します。 

    オ 県は、市町村等から情報を収集するとともに、映像情報等による被害規模に関する概括的な情

報を把握し、これらの情報を危険物等の取扱規制担当省庁（消防庁、経済産業省（関東東北産業

保安監督部）、厚生労働省（医薬食品局））に報告するとともに、必要に応じ、関係省庁に連絡し

ます。 

(3) 応急対策活動情報の連絡 

ア 関係事業者は、市町村又は消防機関に応急対策等の活動状況を連絡します。 

   イ 市町村は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡します。 

ウ 県は、自ら実施する応急対策の活動状況を市町村に連絡します。 

    エ 県は、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を、消防庁へ随時連絡します。 
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  第２節 活動体制の確立                                      

１ 県の活動体制 

(1) 職員の配備体制 

      県は、災害の状況に応じて速やかに警戒体制に入り、被害情報等の収集活動を行い、その情報に

より災害応急活動を検討し、必要な措置を講じます。 

    また、災害が拡大するおそれがあるときには、第１次応急体制等へ体制を拡大させます。 

(2) 事故対策本部の設置 

      県は、被害の規模から判断して、災害対策本部の設置に至らないが、応急対策が必要と認めると

きは、事故対策本部を設置して、災害応急対策を円滑に行う体制をとります。 

(3) 災害対策本部の設置 

    ア 知事は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施するため必要と

認めるときは、災害対策基本法第 23 条の規定に基づき、災害対策本部を県庁第二分庁舎６階の

災害対策本部室に設置します。 

        なお、知事は、災害の拡大のおそれが解消し、災害応急対策が概ね完了したと認めるときは、

災害対策本部を廃止します。 

    イ 知事は、災害対策本部を設置した場合は、速やかに、内閣総理大臣（消防庁経由）及び消防庁

長官に報告をするとともに、次に掲げる者のうち必要と認める者に連絡します。  

   (ｱ) 市町村長                                                           

      (ｲ) 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の長又は代表者   

      (ｳ) 陸上自衛隊東部方面混成団長、海上自衛隊横須賀地方総監及び海上自衛隊第４航空群司令 

   (ｴ) 経済産業大臣、厚生労働大臣 

   (ｵ) 隣接都県知事等 

(4) 現地災害対策本部等の設置 

     災害対策本部長は、地域における災害応急対策を円滑に実施するため、必要と認める地域県政総

合センターに、災害対策本部の組織として、現地災害対策本部を設置します。 

      なお、災害対策本部設置に至らない局地的災害で、応急対策上必要と認めるときは、地域県政総

合センターに現地対策本部を設置します。 

(5) 災害対策本部を設置した場合の参集・配備 

     災害対策本部を設置した場合には、災害対策本部長は、直ちに各局長、地域県政総合センター所

長等に通知し、各局長等は、配備編成計画に基づき、職員を配備します。勤務時間外、休日等に災

害対策本部を設置した場合には、各局長等は、あらかじめ定める連絡体制により職員を参集・配備

させます。 

      また、現地災害対策本部を設置した場合には、地域県政総合センター所長に通知します。現地災

害対策本部長は、同様に関係職員を参集・配備させます。 

(6) 国の非常（緊急）災害対策本部への連絡及び協力体制 

    ア 災害対策本部は、大規模な被害発生を確認し、緊急性、必要性が高いと認められるときは、中

央防災無線により内閣総理大臣官邸及び非常（緊急）災害対策本部等に連絡します。 

    イ 国の非常（緊急）災害対策本部の現地対策本部が設置された場合には、県は、国の現地対策本

部と連絡調整を図りつつ、災害対策について支援、協力等を求めます。 

 

２ 県警察の活動体制 

   県警察は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちに警察本部に神奈川県

警察災害警備本部を設置するとともに、必要により、発生地に現地指揮所を、関係警察署に警察署災

害警備本部を設置するなど指揮体制を確立し、関係機関と連携して応急対策を行います。  

３ 市町村の活動体制 
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(1) 市町村は、災害の状況に応じて速やかに事前配備体制に入り、被害情報等の収集活動を行い、そ

の情報により災害応急対策を検討し、必要な措置を講じます。 

(2) 市町村長は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施する

ため必要と認めるときは、災害対策基本法第 23 条の２に基づき、市町村災害対策本部を設置しま

す。 

(3) 市町村は、県に災害対策本部の設置状況等を報告します。 

 

４ 関係事業者の活動体制 

(1) 関係事業者は、発災後、速やかに災害の拡大の防止のための必要な措置を講じます。 

(2) 関係事業者は、発災後、速やかに職員の非常参集、情報収集、連絡体制を確立し、対策本部設置

等必要な体制をとります。 

 

５ 広域的な応援体制 

(1) 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは災害応急

対策を実施しますが、その被害状況によって、災害応急対策を実施するために必要があると認める

ときには、他市町村長に対し応援要請を行い、若しくは知事に対し、応援要請又は災害応急対策の

実施を要請します。 

(2) 知事は、特に必要があると認めるときは、被災市町村長に対し応急措置について必要な指示をし、

又は他の市町村長に対し被災市町村を応援するよう指示します。 

(3) 知事は、市町村長の要請又は自らの判断により、次のとおり各機関の長に対し、広域応援の要請

を行います。 

    ア 県公安委員会に対する警察庁又は他都道府県警察への援助要求の要請 

    イ  消防庁長官への要請（他都道府県消防機関所有のヘリコプターの派遣要請、緊急消防援助隊の

派遣要請等） 

    ウ 相互に応援協定を締結している九都県市首脳会議や関東地方知事会及び全国知事会を構成す

る都道府県に対する応援要請 

 

６ 自衛隊の災害派遣 

(1) 知事は、危険物等の事故の規模や収集した被害情報を基に自衛隊の派遣について判断し、その必

要を認めた場合には直ちに派遣を要請します。 

  (2) 市町村長は、知事への自衛隊派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛大臣、

地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知します。 

   この通知を受けた防衛大臣、地域担任部隊等の長は、直ちに救援の措置をとる必要があると認め

られる場合には、自主派遣をします。 

   なお、市町村長は、この通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知します。 

 

 

  第３節 救助・救急、消火及び医療救護活動                           

１ 救助・救急活動 

   市町村及び県警察は、救出救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努めます。 

 

２ 消火活動 

(1) 市町村及び自衛消防組織等は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行い

ます。 

(2) 市町村は、必要に応じて消防相互応援協定等に基づき、他の市町村に消火活動の応援要請を行い
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ます。 

(3) 発災現場以外の市町村は、発災現場の市町村からの要請又は消防相互応援協定に基づき、消防機

関による応援の迅速かつ円滑な実施に努めます。 

(4) 第三管区海上保安本部は、海上における消火活動を行います。 

 

３ 医療救護活動 

  県、医師会及び歯科医師会は、市町村及び関係事業者の要請に基づき、救護班等を現地に派遣し、

負傷者の応急処置を行います。 

   また、県及び日本赤十字社神奈川県支部は、必要に応じてその他の救援救助対策を実施します。 

 

 

  第４節 避難対策                                           

 発災時には、市町村は、人命の安全を第一に、必要に応じて避難準備・高齢者等避難開始の発令又は

避難勧告等を行います。 

 

 

  第５節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動                  

１ 県警察は、危険防止及び応急対策のため、必要に応じて交通規制を実施します。 

 

２  県は、車両、船舶、ヘリコプター等による輸送手段を状況に応じ確保します。 

 

 

  第６節 危険物等の流出に対する応急対策                          

１ 市町村は、危険物等が大量流出した場合、直ちに防除活動を行います。 

 

２ 県警察は、危険物等が漏洩又は飛散した場合には、直ちに立入禁止区域を設定するとともに、関係

機関と緊密に連携して地域住民の避難誘導、立入禁止区域の警戒、交通規制等を行います。 

 

３ 国、県及び市町村は、危険物等が河川等に大量流出した場合、直ちに関係機関と協力の上、環境モ

ニタリング、危険物等の処理等必要な措置を講じます。 

 

 

  第７節 災害広報の実施                                       

  県、市町村、防災関係機関及び関係事業者は、連携して適切かつ迅速な広報活動を実施します。 
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第12編 大規模な火事災害対策編 

 
 大規模な火事による多数の死傷者等の発生といった大規模な火事災害に対する対策について、必要な

事項を定めます。 

 なお、大規模な火事災害対策の実施に当たり、本編で定める事項のほか、必要に応じて、第２編 風

水害対策編で定める事項を準用します。 

 

第１章 災害予防 

  第１節 安全確保                                         

１ 計画的な土地利用と市街地整備の推進 

(1) 県は、県土の安全性を高めるため、神奈川県土地利用基本計画等に基づき、防災に配慮した、総

合的かつ計画的な土地利用を推進します。               ［政策局、県土整備局］ 

(2) 県及び市町村は、火事による被害を防止・軽減するため、土地利用の規制・誘導、避難地、避難

路の整備、建築物の不燃化等の施策を総合的に推進します。           ［県土整備局］ 

(3) 県及び市町は、防火地域・準防火地域の指定、市街地再開発事業、土地区画整理事業、住環境整

備事業、地区計画制度の活用等により、安全で快適な市街地の形成を促進します。 

                                       ［県土整備局］ 

(4) 県及び市町村は、大規模な火事災害の発生時に延焼を防ぐ延焼遮断帯としての緑地、広幅員道路

などのオープンスペースの確保を図るとともに、効果的な規模･配置の公園やコミュニティ防災拠

点の整備を図ります。                      ［環境農政局、県土整備局］ 

 

２ 火災に対する建築物の安全化 

(1) 消防用設備等の整備、維持管理 

      県、市町村及び事業者等は、多数の人が出入りする事業所の高層建築物等について、法令に適合

したスプリンクラー設備等の消防用設備等の設置を促進するとともに、当該建築物に設置された消

防用設備等については、災害時にその機能を有効に発揮することができるよう定期的に点検を行う

など適正な維持管理を行います。               ［くらし安全防災局ほか関係局］ 

(2) 建築物の防火管理体制 

      市町村及び事業者等は、多数の人が出入りする事業所の高層建築物等について、消防法の規定に

より防火管理者又は防災管理者を適正に選任するとともに、防火管理者又は防災管理者が当該建築

物についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施等防火管理上

必要な業務を適正に行うなど、防火管理体制の充実を図ります。 

    また、消防法で規定する自衛消防隊に初期消火、消防機関への通報、避難誘導が適切に行えるよ

う訓練を実施します。 

 

 

  資 料 

   風水害編 12－１－１ 防火地域、準防火地域内の建築規制 
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  第２節 災害応急対策への備え                                 

１ 災害情報の収集・伝達体制の充実 

  (1) 県は、市町村及び事業者との情報の収集・連絡体制の整備を図ります。 

                                     ［くらし安全防災局］ 

 (2) 県警察は、県、消防機関、高層建築物等の管理者等の関係機関との間における情報収集・連絡体

制の整備を図ります。                             ［警察本部］ 

 (3) 県は、災害時の情報収集、伝達方法を確立するため、現状のシステムにおける課題や通信システ

ムに関する技術動向を踏まえ、災害情報受伝達体制の一層の充実に向けた検討を進めます。 

                                 ［政策局、くらし安全防災局］ 

  (4) 県、市町村及び防災関係機関は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報受伝達に

関するシステムや資機材を適切に管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓

練を継続的に実施するなど、機器操作の習熟に努めます。              [関係局] 

 

２ 救助・救急、消火及び医療救護活動 

(1) 救助・救急活動 

      市町村は、救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努めます。 

(2) 消火活動 

ア 市町村は、消防組織の強化に努め、平常時から消防本部、消防団及び自主防災組織等の連携強

化を図ります。 

    イ 市町村は、「消防力の整備指針」及び｢消防水利の基準｣に適合するよう整備計画を立て、消防

施設等の整備に努め、その強化を図ります。 

(3) 医療救護活動 

    ア 県及び市町村は、関係機関と調整のうえ、神奈川県医療救護計画に基づき医療救護活動体制の

確立に努めます。                             ［健康医療局］ 

    イ 市町村は、救護活動に必要な医薬品等の備蓄に努めます。 

    ウ 県は、市町村の備蓄医薬品では不足する場合に備え、供給体制の確立に努めます。 

                                        ［健康医療局］ 

 

３ 避難誘導 

(1) 市町村は、指定緊急避難場所・避難路をあらかじめ指定し、日頃から県民への周知徹底に努めま

す。 

(2) 市町村は、避難行動要支援者の避難誘導、搬送について、自主防災組織、近隣居住者等の協力を

得て、迅速かつ安全に行えるよう努めます。 

 

４ 建築同意制度の活用 

   市町村は、消防法の規定による建築同意制度を効果的に運用し、建築面からの火災予防の徹底を図

ります。 
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  第３節 防災知識の普及                                    

１ 一般家庭に対する指導 

(1) 県及び市町村は、一般家庭に対する火災防止に関する知識の普及に努めます。 

                                  ［くらし安全防災局］ 

(2) 市町村は、広報活動及び各種会合等において消火方法等の実地指導を行い、火災の防止及び初期

消火の徹底を図ります。 

(3) 県及び市町村は自主防災組織の指導者等に対し、消火に必要な技術を教育します。 

                                     ［くらし安全防災局］ 

 

２ 防火管理者等の指導・教育 

(1) 市町村は、学校・病院・工場等消防法に規定する防火対象物には、必ず防火管理者を選任するよ

う指導します。また、消防法に規定する大規模建築物等には、自衛消防隊を設置し、防災管理者を

必ず選任するよう指導します。 

(2) 市町村は、防火管理者又は防災管理者に対し、消防計画の作成、防火訓練の実施、消防設備等の

整備・点検及び火気の使用等について十分指導します。また、消防法で規定する自衛消防隊に初期

消火、消防機関への通報、避難誘導の指導を行います。 

(3) 県は、消防設備士等講習において、消防用設備等に関する技術の進歩に伴い、これに対応する資

質の向上を図る教育を実施します。                   ［くらし安全防災局］ 

 

３ 予防査察等による指導 

(1) 市町村は、不特定多数の者を収容する施設を対象として予防査察時に防火安全対策について、適

切な指導をします。 

(2) 市町村は防火対象物の状況を把握し、火災の発生のおそれのある物件等の発見に努め、関係者に

対し、万全を期すよう指導します。 

 

 

  第４節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動                         

１ 災害の拡大防止 

   市町村は、災害発生中にその拡大を防止することが可能な災害については、その拡大を防止するた

め、必要な対策を講じるものとします。 

 

２ 二次災害の防止活動 

   市町村は、専門技術者等を活用して二次災害の危険性を見極めつつ、必要に応じ、住民の避難、応

急対策を行うものとします。 
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第２章 災害時の応急活動計画 

  第１節 発災直後の情報の収集・連絡                                

１ 大規模な火事発生による被害の情報の収集・連絡 

  (1) 市町村は、火災の発生状況､人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概

括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ報告します。 

  (2) 県警察は、火事災害が発生した場合、直ちに警察官を現場に急行させ、被害状況や被害拡大性の

有無について確認を行います。また、必要に応じて、ヘリコプターテレビ等による映像情報を収集

し、災害対策本部室に配信します。 

  (3) 県は、横浜市及び川崎市のヘリコプターテレビや両市の高所監視カメラ等の映像情報の提供を受

け、被害情報を把握します。 

  (4) 県は、市町村等から情報を収集するとともに、映像情報等による被害規模に関する概括的な情報

を把握し、これらの情報を消防庁に報告するとともに、必要に応じ、関係省庁に連絡します。 

２ 応急対策活動情報の連絡 

  (1) 市町村は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡します。 

  (2) 県は、自ら実施する応急対策の活動状況を市町村に連絡します。 

  (3) 県は、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を消防庁へ随時連絡します。 

 

 

  第２節 活動体制の確立                                    

１ 県の活動体制 

(1) 職員の配備体制 

      県は、災害の状況に応じて速やかに警戒体制に入り、被害情報等の収集活動を行い、その情報に

より災害応急活動を検討し、必要な措置を講じます。 

    また、災害が拡大するおそれがあるときには、第１次応急体制等へ体制を拡大させます。 

(2) 事故対策本部の設置 

      県は、被害の規模から判断して、災害対策本部の設置に至らないが、応急対策が必要と認めると

きは、事故対策本部を設置して、災害応急対策を円滑に行う体制をとります。 

(3) 災害対策本部の設置 

    ア 知事は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施するため必要と

認めるときは、災害対策基本法第 23 条の規定に基づき、災害対策本部を県庁第二分庁舎６階の

災害対策本部室に設置します。 

       なお、知事は、災害の拡大のおそれが解消し、災害応急対策が概ね完了したと認めるときは、

災害対策本部を廃止します。 

    イ 知事は、災害対策本部を設置した場合は、速やかに、内閣総理大臣（消防庁経由）及び消防庁

長官に報告をするとともに、次に掲げる者のうち必要と認める者に連絡します。  

   (ｱ) 市町村長 

      (ｲ) 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の長又は代表者   

      (ｳ) 陸上自衛隊東部方面混成団長、海上自衛隊横須賀地方総監及び海上自衛隊第４航空群司令 

      (ｴ) 国土交通大臣 

      (ｵ) 隣接都県知事等 
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(4) 現地災害対策本部等の設置 

     災害対策本部長は、地域における災害応急対策を円滑に実施するため、必要と認める地域県政総

合センターに、災害対策本部の組織として、現地災害対策本部を設置します。 

      なお、災害対策本部設置に至らない局地的災害で、応急対策上必要と認めるときは、地域県政総

合センターに現地対策本部を設置します。 

(5) 災害対策本部を設置した場合の参集・配備 

     災害対策本部を設置した場合には、災害対策本部長は、直ちに各局長、地域県政総合センター所

長等に通知し、各局長等は、配備編成計画に基づき、職員を配備します。勤務時間外、休日等に災

害対策本部を設置した場合には、各局長等は、あらかじめ定める連絡体制により職員を参集・配備

させます。 

      また、現地災害対策本部を設置した場合には、地域県政総合センター所長に通知します。現地災

害対策本部長は、同様に関係職員を参集・配備させます。 

(6) 国の非常（緊急）災害対策本部への連絡及び協力体制 

    ア 災害対策本部は、大規模な被害発生を確認し、緊急性、必要性が高いと認められるときは、中

央防災無線により内閣総理大臣官邸及び非常（緊急）災害対策本部等に連絡します。 

   イ 国の非常（緊急）災害対策本部の現地対策本部が設置された場合には、県は、国の現地対策本

部と連絡調整を図りつつ、災害対策について支援、協力等を求めます。 

 

２ 県警察の活動体制 

    県警察は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちに警察本部に神奈川県

警察災害警備本部を設置するとともに、必要により、発生地に現地指揮所を、関係警察署に警察署災

害警備本部を設置するなど指揮体制を確立し、関係機関と連携して応急対策を行います。 

 

３ 市町村の活動体制 

(1) 市町村は、災害の状況に応じて速やかに事前配備体制に入り、被害情報等の収集活動を行い、そ

の情報により災害応急対策を検討し、必要な措置を講じます。 

(2) 市町村長は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施する

ため必要と認めるときは、災害対策基本法第 23 条の２に基づき、市町村災害対策本部を設置しま

す。 

(3) 市町村は、県に災害対策本部の設置状況等を報告します。 

 

４ 広域的な応援体制 

(1) 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは災害応急

対策を実施しますが、その被害状況によって、災害応急対策を実施するために必要があると認める

ときには、他市町村長に対し応援要請を行い、若しくは知事に対し、応援要請又は災害応急対策の

実施を要請します。 

(2) 知事は、特に必要があると認めるときは、被災市町村長に対し応急措置について必要な指示をし、

又は他の市町村長に対し被災市町村を応援するよう指示します。 

(3) 知事は、市町村長の要請又は自らの判断により、次のとおり各機関の長に対し、広域応援の要請

を行います。 

    ア 県公安委員会に対する警察庁又は他都道府県警察への援助要求の要請 

    イ  消防庁長官への要請（他都道府県消防機関所有のヘリコプターの派遣要請、緊急消防援助隊の

派遣要請等） 

    ウ 相互に応援協定を締結している九都県市首脳会議や関東地方知事会及び全国知事会を構成す

る都道府県に対する応援要請 
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５ 自衛隊の災害派遣 

(1) 知事は、火事の規模や収集した被害情報を基に自衛隊の派遣について判断し、その必要を認めた

場合には直ちに派遣を要請します。 

  (2) 市町村長は、知事への自衛隊派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛大臣、

地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知します。 

   この通知を受けた防衛大臣、地域担任部隊等の長は、直ちに救援の措置をとる必要があると認め

られる場合には、自主派遣をします。 

   なお、市町村長は、この通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知します。 

 

 

  第３節 救助・救急、消火及び医療救護活動                          

１ 救助・救急活動 

   市町村及び県警察は、救出救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努めます。 

 

２ 消火活動 

(1) 市町村及び自衛消防組織等は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行い

ます。 

(2) 市町村は、必要に応じて消防相互応援協定等に基づき、他の市町村に消火活動の応援要請を行い

ます。 

(3) 被災地以外の市町村は、被災市町村からの要請又は消防相互応援協定に基づき、消防機関による

応援の迅速かつ円滑な実施に努めます。 

 

３ 医療救護活動 

   県、医師会及び歯科医師会は、市町村の要請に基づき、救護班等を現地に派遣し、負傷者の応急処

置を行います。 

   また、県及び日本赤十字社神奈川県支部は、必要に応じてその他の救援救助対策を実施します。 

 

 

  第４節 避難対策                                         

１ 発災時には、市町村は、人命の安全を第一に、必要に応じて避難勧告等を行います。 

 

２ 県警察は、大規模な火災が発生した場合においては、消防機関と連携し迅速に立入禁止区域を設定

するとともに、地域住民等に対する避難誘導を実施します。 

 

 

  第５節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動                  

１ 県警察は、危険防止及び応急対策のため、必要に応じて交通規制を実施します。 

 

２ 県は、車両、船舶、ヘリコプター等による輸送手段を状況に応じて確保します。  

 

 

 



 
第 12 編 大規模な火事災害対策編 

- 300 - 

  第６節 災害広報の実施                                     

 県、市町村及び関係機関は、連携して適切かつ迅速な広報活動を実施します。 
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第 13 編 地下街等災害対策編 

 

 地下街等における火災・ガス爆発等による事故に対する対策について、必要な事項を定めます。 

地下街等災害対策の実施に当たり、本編で定める事項のほか、必要に応じて、第２編 風水害対策編

で定める事項を準用します。 

 

  ※ 地下鉄、地下街やビルの地下施設等の地下空間への洪水等による浸水対策については、第２編

風水害対策編に記載しています。 

 

第１章 災害予防 

  第１節 安全確保                                         

１ 安全な地下街等の形成 

  地下街等事業者は、火災・ガス爆発等による事故がいつでも起こる可能性があるという認識を持ち、

避難経路・火気使用店舗等の配置の適正化、防火区画の管理の徹底、消防用設備等の設置及び管理の

徹底など安全な地下街等の形成を図ります。 

 

２ 地下街等における防火管理体制 

  地下街等事業者は、地下街等について、防火管理者又は防災管理者を適正に選任するとともに、防

火管理者が当該建築物についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の

実施等、防火管理上必要な業務を適正に行うなど、防火管理体制の充実を図ります。 

  また、消防法で規定する自衛消防隊は、初期消火・消防機関への通報、避難誘導が適切に行えるよ

う訓練を実施します。 

 

 

  資 料 

   風水害編 13－１－１ 地下街等一覧表 

 

 

  第２節 災害応急対策への備え                                

１ 災害情報の収集・伝達体制の充実 

  (1) 県と市町村、市町村と地下街等事業者における相互の情報収集・連絡体制の整備・強化を図りま

す。                                 ［くらし安全防災局］ 

 (2) 県警察は、県、消防機関、地下街事業者等の関係機関との間における情報収集・連絡体制の整備

を図ります。                                 ［警察本部］ 

  (3) 県は、災害時の情報収集、伝達方法を確立するため、現状のシステムにおける課題や通信システ

ムに関する技術動向を踏まえ、災害情報受伝達体制の一層の充実に向けた検討を進めます。 

                                 ［政策局、くらし安全防災局］ 

  (4) 地下街等事業者は、防災センターと消防機関等との情報連絡体制の整備を図ります。 

  (5) 県、市町村及び防災関係機関は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報受伝達に

関するシステムや資機材を適切に管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓

練を継続的に実施するなど、機器操作の習熟に努めます。              [関係局] 
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２ 捜索、救助・救急、消火及び医療救護活動 

(1) 捜索活動 

     県警察は、捜索活動を行うために有効な装備資機材、車両等の整備に努めます。  ［警察本部］ 

(2) 救助・救急活動 

      市町村は、救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努めます。 

(3) 消火活動 

      市町村は、平常時から消防本部、消防団及び自主防災組織等の連携強化を図るとともに、出火、

延焼拡大予防のための初期消火等の指導の徹底、消防力の整備強化及び消防水利の整備に努めます。 

(4) 医療救護活動  

    ア 県及び市町村は、関係機関と調整のうえ、神奈川県医療救護計画に基づき医療救護活動体制の

確立に努めます。                             ［健康医療局］ 

    イ 市町村は、救護活動に必要な医薬品等の備蓄に努めます。 

    ウ 県は、市町村から要請された支援を行うため、医薬品の確保を図るとともに、県薬剤師会、県

医薬品卸業協会等と連携し、医薬品等需給情報の的確な収集、医薬品等の適正な供給体制の整備

を進めます。                               ［健康医療局］ 

 

３ 避難誘導 

(1) 市町村は、指定緊急避難場所・避難路をあらかじめ指定し、日頃から県民への周知徹底に努めま

す。 

(2) 市町村及び地下街等事業者は、高齢者、障害者等の自力避難が困難な者の避難誘導、搬送等につ

いて、自主防災組織、近隣居住者等の協力を得て、迅速かつ安全に行えるよう努めます。 

(3) 地下街等事業者は、緊急時の避難経路の確保及びその周知方法並びに利用者等の避難、誘導のた

めの避難計画を作成します。 

   

４ 地下街等事業者、ガス事業者及び市町村の措置 

   地下街等事業者、ガス事業者及び市町村は、地下街等における火災・ガス爆発等による災害の発生

を未然に防止するため、次の予防対策を行います。 

(1) 施設整備 

      地下街等事業者とガス事業者は協力して、ガス漏れ等の緊急時に、ガスの漏れを早急に停止する

ための緊急ガス遮断装置の設置を進めるとともに、路上のガス遮断装置場所には、標識を設置し、

駐車させないよう配慮します。 

(2) 可燃物及び火気の取扱い制限 

      地下街等事業者は、地下街等における不燃性材料の使用や店舗等における火気の使用制限、安全

なガスの使用などの火災安全対策の充実を図ります。 

(3) 点検管理 

      地下街等事業者は、火気使用施設検査員、消火設備検査員等の点検管理組織を整備し、火気使用

施設・ガス施設・消防用設備等の点検管理を励行します。 

      また、地下街等のパトロールを実施し安全点検に努めます。その他工事等による火気使用場所の

制限、危険物の搬入制限等火気の管理を徹底します。 

(4) 教育、訓練及び広報 

    ア 教育  

   (ｱ) 地下街等事業者は、従業員に対して、火災・ガス爆発等に関する知識や避難誘導など防災上

必要な教育を行います。 

     (ｲ) ガス事業者は、ガス関係知識の啓発のための講演会等を行うほか、必要に応じて地下街等関

係者の行う教育に講師を派遣する等の協力を行います。 
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    イ 訓練 

       地下街等事業者は、防災訓練を火災予防運動期間等あらゆる機会をとらえて実施するとともに、

総合訓練は、年１回以上、ガス漏洩想定訓練・初期消火訓練等個別訓練は実情に応じて実施し、

緊急時の体制を整えます。 

        なお、訓練を実施するに際し、必要と認める場合は、ガス事業者・消防機関への指導・協力を

要請します。これに対して、ガス事業者・消防機関は必要な指導・協力を行います。 

    ウ 広報 

     (ｱ) 地下街等事業者は、構内放送を利用した喫煙の禁止等火災予防に関する広報を行います。 

     (ｲ) 地下街等事業者は、日頃から地下街等の避難口、避難階段、避難設備等消防用設備の設置場

所等の広報に努めます。 
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第２章 災害時の応急活動計画 

  第１節 発災直後の情報の収集・連絡                                     

１ 地下街等の火災、ガス爆発等事故情報等の連絡 

【地下街等の事故発生時の連絡系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 地下街等において、火災、ガス爆発等事故が発生した場合、地下街等事業者は速やかに関東東北

産業保安監督部、県警察及び市町村に連絡します。 

  (2) 県は、県警察及び市町村から受けた事故情報を、消防庁、関東東北産業保安監督部へ連絡します。 

  (3) ガス及び危険物等の取扱規制担当省庁（消防庁、経済産業省（関東東北産業保安監督部））は、

大規模な事故が発生した場合、事故情報等の連絡を内閣総理大臣官邸（内閣官房）、関係省庁（内

閣府（警察庁）、総務省（消防庁）、防衛省、国土交通省、環境省等）、及び関係指定公共機関に

行うほか、県に行います。 

  (4) 県は、危険物等の取扱規制担当省庁（消防庁、経済産業省（関東東北産業保安監督部））から情

報を受けた場合、関係市町村及び関係機関等へ連絡します。 

 

２ 地下街等の火災、ガス爆発等発生による被害の情報の収集・連絡 

  (1) 地下街等事業者は、火災、ガス漏れ、ガス爆発等が発生した場合、ガス事業者に連絡するととも

に、県警察及び市町村へ連絡します。 

  (2) 市町村は、火災、ガス漏れ、ガス爆発等の発生状況、人的被害の状況等の情報を収集するととも

に、被害規模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ報告します。 

  (3) 県は、市町村等から情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的な情報を把握し、消防庁

に報告するとともに、必要に応じ、関係省庁に連絡します。 

  (4) 県警察は、地下街等の災害が発生した場合、直ちに警察官を現場に急行させ、被害状況や被害拡

大性の有無について確認を行います。また、必要に応じてヘリコプターテレビ等による映像を収集

し、災害対策本部室に配信します。 

  (5) 県は、横浜市及び川崎市のヘリコプターテレビや両市の高所監視カメラ等の映像情報の提供を受

け、被害情報を把握します。 

 

３ 応急対策活動情報の連絡 

  (1) 市町村は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡します。 

  (2) 県は、自ら実施する応急対策の活動状況を市町村に連絡します。 

  (3) 県は、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を消防庁へ随時連絡します。 

消
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ガス事業者 

県警察 

市町村 県 



 
第 13編 地下街等災害対策編 

- 305 - 

  第２節 活動体制の確立                                   

１ 県の活動体制  

(1) 職員の配備体制 

      県は、災害の状況に応じて速やかに警戒体制に入り、被害情報等の収集活動を行い、その情報に

より災害応急対策を検討し、必要な措置を講じます。 

      また、災害が拡大するおそれがあるときには、第１次応急体制等へ体制を拡大させます。 

(2) 事故対策本部の設置 

      県は、被害の規模から判断して、災害対策本部の設置に至らないが、応急対策が必要と認めると

きは、事故対策本部を設置して、災害応急対策を円滑に行う体制をとります。 

(3) 災害対策本部の設置 

    ア 知事は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施するため必要と

認めるときは、災害対策基本法第 23 条の２の規定に基づき、災害対策本部を県庁第二分庁舎６

階の災害対策本部室に設置します。 

        なお、知事は、災害の拡大のおそれが解消し、災害応急対策が概ね完了したと認めるときは、

災害対策本部を廃止します。 

    イ 知事は、災害対策本部を設置した場合は、速やかに、内閣総理大臣（消防庁経由）及び消防庁

長官に報告をするとともに、次に掲げる者のうち必要と認める者に連絡します。 

   (ｱ) 市町村長 

   (ｲ) 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の長又は代表者 

      (ｳ) 陸上自衛隊東部方面混成団長、海上自衛隊横須賀地方総監及び海上自衛隊第４航空群司令 

(ｴ) 経済産業大臣 

      (ｵ) 隣接都県知事等 

(4) 現地災害対策本部等の設置 

      災害対策本部長は、地域における災害応急対策を円滑に実施するため、必要と認めた地域県政総

合センターに、災害対策本部の組織として、現地災害対策本部を設置します。 

      なお、災害対策本部設置に至らない局地的災害で、応急対策上必要と認めるときは、地域県政総

合センターに現地対策本部を設置します。 

(5) 災害対策本部を設置した場合の参集・配備 

      災害対策本部を設置した場合には、災害対策本部長は、直ちに各局長、地域県政総合センター所

長等に通知し、各局長等は、配備編成計画に基づき、職員を配備します。勤務時間外、休日等に災

害対策本部を設置した場合には、各局長等は、あらかじめ定める連絡体制により職員を参集・配備

させます。 

      また、現地災害対策本部を設置した場合には、地域県政総合センター所長に通知します。現地災

害対策本部長は、同様に職員を参集・配備させます。 

(6) 国の非常（緊急）災害対策本部等への連絡及び協力要請 

    ア 災害対策本部は、大規模な被害発生を確認し、緊急性、必要性が高いと認められるときは、中

央防災無線により内閣総理大臣官邸及び非常（緊急）災害対策本部等に連絡します。 

   イ 国の非常（緊急）災害対策本部の現地対策本部が設置された場合には、県は、国の現地対策本

部と連絡調整を図りつつ、災害対策について支援、協力等を求めます。 

 

２ 県警察の活動体制 

  県警察は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちに警察本部に神奈川県

警察災害警備本部を設置するとともに、必要により、発生地に現地指揮所を、関係警察署に警察署災

害警備本部を設置するなど指揮体制を確立し、関係機関と連携して応急対策を行います。 
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３ 市町村の活動体制  

(1) 市町村は、災害が発生した場合は、地下街等事業者と緊密に連絡をとるとともに、ガス事業者と

も十分連携して応急対策を行います。                       

(2) 市町村は、災害の状況に応じて速やかに事前配備体制に入り、被害情報等の収集活動を行い、そ

の情報により災害応急対策を検討し、必要な措置を講じます。 

(3) 市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施するため必要

と認めるときは、災害対策基本法第 23 条の２に基づき、市町村災害対策本部を設置します。            

(4) 市町村は、県に災害対策本部の設置状況等を報告します。 

 

４ 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の活動体制 

   指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関は、大規模な災害が発生し、又は発生する

おそれがあると認めるときは、その所管に係る災害応急対策を円滑に行うため、あらかじめ定めた災

害対策組織を設置します。 

 

５ 関係事業者の活動体制 

(1) 地下街等事業者は、防災センターと消防関係機関等との情報伝達体制を確立します。 

(2) ガス事業者は、県警察及び消防機関と緊密な連携をとり、その指示に基づき、応急活動を行いま

す。 

 

６ 広域的な応援体制 

(1) 市町村長は、当該市町の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは災害応急対

策を実施しますが、その被害状況によって、災害応急対策を実施するために必要があると認めると

きには、他市町村長に対し応援要請を行い、若しくは知事に対し、応援要請又は災害応急対策の実

施を要請します。 

(2) 知事は、特に必要があると認めるときは、被災市町村に対し応急措置について必要な指示をし、

又は他の市町村長に対し、被災市町村を応援するよう指示します。 

(3) 知事は、市町村長の要請又は自らの判断により、次のとおり各機関の長に対し、広域応援の要請

を行います。 

    ア 県公安委員会に対する警察庁又は他都道府県警察への援助要求の要請 

    イ  消防庁長官への要請（他都道府県消防機関所有のヘリコプターの派遣要請、緊急消防援助隊の

派遣要請等） 

    ウ 相互に応援協定を締結している九都県市首脳会議や関東地方知事会及び全国知事会を構成す

る都道府県に対する応援要請 

 

７ 自衛隊の災害派遣 

(1) 知事は、災害の規模や収集した被害情報を基に自衛隊の派遣について判断し、その必要を認めた

ときには直ちに派遣を要請します。 

(2) 市町村長は、知事への自衛隊派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛大臣、

地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知します。 

   この通知を受けた防衛大臣、地域担任部隊等の長は、直ちに救援の措置をとる必要があると認め

られる場合には、自主派遣をします。 

   なお、市町村長は、この通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知します。 
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  第３節 救助・救急、消火及び医療救護活動                        

１ 救助・救急活動 

(1) 市町村及び県警察は、救出救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努めます。 

(2) また、地下街等事業者は、放送設備を利用して、地下街全体に正確な情報を伝え、地下街利用者

等に対して、混乱防止の万全を図るとともに、救出救助活動に努めます。 

 

２ 消火活動 

(1) 地下街等事業者は、ガス爆発等による火災の初期消火等の災害防御体制に努めるとともに、消防

機関に協力します。 

(2) ガス事業者は、火災時及びガス漏洩時には、ガス遮断装置を作動し閉止します。 

    なお、ガス漏洩に伴うガス遮断装置の閉止については、あらかじめ定めるガス事業者との協定に

基づき、必要に応じて消防機関が行うことができます。 

(3) 市町村は、速やかに火災等の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行います。 

(4) 市町村は、必要に応じて消防相互応援協定等に基づき、他の市町村に消火活動の応援要請を行い

ます。 

(5) 被災地以外の市町村は、被災市町村からの要請又は消防相互応援協定に基づき、消防機関による

応援の迅速かつ円滑な実施に努めます。 

 

３ 医療救護活動 

  県、医師会及び歯科医師会は、市町村及び地下街等事業者等の要請に基づき、救護班等を現地に派

遣し、負傷者の応急処置を行います。 

   また、県及び日本赤十字社神奈川県支部は、必要に応じてその他の救援救助対策を実施します。 

 

 

  第４節 避難対策                                         

１ 地下街等事業者は、避難計画に基づき、地下街等の利用者の避難誘導に当たります。 

 

２ 発災時には、市町村は、人命の安全を第一に、必要に応じて避難勧告等を行います。 

 

３ 県警察は、地下街災害が発生した場合においては、消防機関と連携し、迅速に立入禁止区域を設定

するとともに、滞在者等に対する避難誘導を的確に行います。 

 

 

  第５節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動                             

 県警察は、危険防止及び応急対策のため、必要に応じて交通規制を実施します。 

 

 

  第６節 災害広報の実施                                    

１ 地下街等事業者は、火災、ガス漏れ、ガス爆発等が発生した場合、構内放送を利用してガス漏れの

際の地下街利用者等への火気注意等を呼びかけることや避難誘導の放送を行います。 

 

２ 県、市町村、及び関係機関は、連携して適切かつ迅速な広報活動を実施します。 
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第 14 編 林野火災対策編 

 

 火災による広範囲にわたる林野の焼失等による林野火災に対する対策について、必要な事項を定めま

す。 

なお、林野火災対策の実施に当たり、本編で定める事項のほか、必要に応じて、第２編 風水害対策

編で定める事項を準用します。 

 

第１章 災害予防 

 林野火災は、発生場所の地形的条件等から消火活動が著しく困難な火災です。近年のレジャー志向の

高まりによる入山者の増加や林野周辺への住宅開発等に伴い、その多発や住宅地等への影響が懸念され

ています。 

  このため、県、市町村、関係機関及び林業関係者等は、連携を図りながら総合的な林野火災対策を推

進します。 

 

  第１節 災害応急対策への備え                                     

１ 災害情報の収集・伝達体制の充実 

  (1) 県は、市町村及び事業者との情報の収集・連絡体制の整備を図ります。  ［くらし安全防災局］ 

 (2) 県警察は、県、消防機関、林業関係者等の関係機関との間における情報収集・連絡体制の整備を

図ります。                                  ［警察本部］ 

 (3) 県は、災害時の情報収集、伝達方法を確立するため、現状のシステムにおける課題や通信システ

ムに関する技術動向を踏まえ、災害情報受伝達体制の一層の充実に向けた検討を進めます。 

                                 ［政策局、くらし安全防災局］ 

  (4) 県、市町村及び防災関係機関は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報受伝達に

関するシステムや資機材を適切に管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓

練を継続的に実施するなど、機器操作の習熟に努めます。              [関係局] 

 

２ 救助・救急、消火及び医療救護活動 

(1) 救助・救急活動 

      市町村は、救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努めます。 

(2) 消火活動 

    ア 県は、消火薬剤や水のう等消火用資機材の整備を行います。      ［くらし安全防災局］ 

    イ 県は、初期消火が重要なことから、防火用水を計画的に設置するとともに、火災の延焼を防止

するため、防火林帯の整備を進めます。                   ［環境農政局］ 

    ウ 市町村は、消防組織の強化に努め、平常時から消防本部、消防団及び自主防災組織等の連携強

化を図ります。 

   エ 市町村は、「消防力の整備指針」及び「消防水利の基準」に適合するよう整備計画を立て、消

防施設等の整備に努め、その強化を図ります。 

    オ 市町村は、ヘリコプターによる情報収集及び消火活動が円滑に行われるよう、活動拠点の整備

と資機材の整備に努めます。 

(3) 医療救護活動 

    ア 県及び市町村は、関係機関と調整のうえ、神奈川県医療救護計画に基づき医療救護活動体制の
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確立に努めます。                             ［健康医療局］ 

    イ 市町村は、救護活動に必要な医薬品等の備蓄に努めます。 

    ウ 県は、市町村の備蓄医薬品では不足する場合に備え、供給体制の確立に努めます。 

                                        ［健康医療局］ 

 

３ 避難誘導 

(1) 市町村は、指定緊急避難場所・避難路をあらかじめ指定し、日頃から県民への周知徹底に努めま

す。 

(2) 市町村は、避難行動要支援者の避難誘導、搬送について、自主防災組織、近隣居住者等の協力を

得て、迅速かつ安全に行えるよう努めます。 

 

４ 広域応援体制の拡充 

   市町村は、林野火災が隣接市町村、隣接都県に及ぶ場合があるため、隣接市町村と協議して、林野

火災発生時の広域応援体制の整備を図ります。 

 

 

  資 料 

   風水害編 14－１－１ 神奈川県空中消火薬剤等運営要綱 

 

 

  第２節 防災活動の促進                                       

１ 防災関係機関の防災訓練の実施 

   県は、市町村と共同し、関係機関、地域住民、林業関係者等の参加のもと林野火災訓練を実施しま

す。                              ［くらし安全防災局、関係局］ 

 

２ 防災知識の普及・啓発活動 

   県は、林野火災を予防するため、山火事予防ポスターを配布するなどの普及・啓発活動を行います。                

                                        ［環境農政局］ 
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第２章 災害時の応急活動計画 

  第１節 発災直後の情報の収集・連絡                               

１ 林野火災発生による被害の情報等の収集・連絡 

  (1) 市町村は、火災の発生状況、人的被害の状況、林野の被害状況等の情報を収集するとともに、被

害規模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県に報告します。 

 (2) 県警察は、林野火災が発生した場合、被害規模の早期把握のための情報収集活動を行います。ま

た、必要に応じて、ヘリコプターテレビ等による映像情報を収集し、災害対策本部室に配信します。 

  (3) 県は、横浜市及び川崎市のヘリコプターテレビや両市の高所監視カメラ等の映像情報の提供を受

け、被害情報を把握します。 

  (4) 県は、市町村等から情報を収集するとともに、映像情報等による被害規模に関する概括的な情報

を把握し、これらの情報を消防庁に報告するとともに、必要に応じ関係省庁に連絡します。 

２ 応急対策活動情報の連絡 

(1) 市町村は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡します。 

  (2) 県は、自ら実施する応急対策の活動状況を市町村に連絡します。 

  (3) 県は、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を消防庁へ随時連絡します。 

 

 

  第２節 活動体制の確立                                   

１ 県の活動体制 

(1) 職員の配備体制 

      県は、災害の状況に応じて速やかに警戒体制に入り、被害情報等の収集活動を行い、その情報に

より災害応急活動を検討し、必要な措置を講じます。 

    また、災害が拡大するおそれがあるときには、第１次応急体制等へ体制を拡大させます。 

(2) 事故対策本部の設置 

      県は、被害の規模から判断して、災害対策本部の設置に至らないが、応急対策が必要と認めると

きは、事故対策本部を設置して災害応急対策を円滑に行う体制をとります。 

(3) 災害対策本部の設置 

    ア 知事は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施するため必要と

認めるときは、災害対策基本法第 23 条の規定に基づき、災害対策本部を県庁第二分庁舎６階の

災害対策本部室に設置します。 

        なお、知事は、災害の拡大のおそれが解消し、災害応急対策が概ね完了したと認めるときは、

災害対策本部を廃止します。 

    イ 知事は、災害対策本部を設置した場合は、速やかに、内閣総理大臣（消防庁経由）及び消防庁

長官に報告をするとともに、次に掲げる者のうち必要と認める者に連絡します。 

   (ｱ) 市町村長 

   (ｲ) 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の長又は代表者   

      (ｳ) 陸上自衛隊東部方面混成団長、海上自衛隊横須賀地方総監及び海上自衛隊第４航空群司令 

(ｴ) 隣接都県知事等 
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(4) 現地災害対策本部等の設置 

     災害対策本部長は、地域における災害応急対策を円滑に実施するため、必要と認める地域県政総

合センターに、災害対策本部の組織として、現地災害対策本部を設置します。 

    なお、災害対策本部設置に至らない局地的災害で、応急対策上必要と認めるときは、地域県政総

合センターに現地対策本部を設置します。 

(5) 災害対策本部を設置した場合の参集・配備 

     災害対策本部を設置した場合には、災害対策本部長は、直ちに各局長、地域県政総合センター所

長等に通知し、各局長等は、配備編成計画に基づき、職員を配備します。勤務時間外、休日等に災

害対策本部を設置した場合には、各局長等は、あらかじめ定める連絡体制により職員を参集・配備

させます。 

      また、現地災害対策本部を設置した場合には、地域県政総合センター所長に通知します。現地災

害対策本部長は、同様に関係職員を参集・配備させます。 

(6) 国の非常（緊急）災害対策本部への連絡及び協力体制 

    ア 災害対策本部は、大規模な被害発生を確認し、緊急性、必要性が高いと認められるときは、中

央防災無線により内閣総理大臣官邸及び非常（緊急）災害対策本部等に連絡します。 

   イ 国の非常（緊急）災害対策本部の現地対策本部が設置された場合には、県は、国の現地対策本

部と連絡調整を図りつつ、災害対策について支援、協力等を求めます。 

 

２ 県警察の活動体制 

   県警察は、大規模な林野火災が発生し、地域住民に被害が及ぶおそれがある場合には、直ちに警察

本部に神奈川県警察災害警備本部を設置するとともに、必要により、発生地に現地指揮所を、関係警

察署に警察署災害警備本部を設置するなど指揮体制を確立し、関係機関と連携して応急対策を行いま

す。 

 

３ 市町村の活動体制 

(1) 市町村は、災害の状況に応じて速やかに事前配備体制に入り、被害情報等の収集活動を行い、そ

の情報により災害応急対策を検討し、必要な措置を講じます。 

(2) 市町村長は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施する

ため必要と認めるときは、災害対策基本法第 23 条の２に基づき、市町村災害対策本部を設置しま

す。 

(3) 市町村は、県に災害対策本部の設置状況等を報告します。 

 

４ 林業関係業者 

   林業関係業者は、県警察、消防機関等との連携を図り、初期対応、情報連絡等の協力に努めます。 

 

５ 広域的な応援体制 

(1) 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは災害応急

対策を実施しますが、その被害状況によって、災害応急対策を実施するために必要があると認める

ときには、他市町村長に対し応援要請を行い、若しくは知事に対し、応援要請又は災害応急対策の

実施を要請します。 

(2) 知事は、特に必要があると認めるときは、被災市町村長に対し応急措置について必要な指示をし、

又は他の市町村長に対し被災市町村を応援するよう指示します。 

(3) 知事は、市町村長の要請又は自らの判断により、次のとおり各機関の長に対し、広域応援の要請

を行います。 

    ア 県公安委員会に対する警察庁又は他都道府県警察への援助要求の要請 
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    イ  消防庁長官への要請（他都道府県消防機関所有のヘリコプターの派遣要請、緊急消防援助隊の

派遣要請等） 

    ウ 相互に応援協定を締結している九都県市首脳会議や関東地方知事会及び全国知事会を構成す

る都道府県に対する応援要請 

 

６ 自衛隊の災害派遣 

(1) 知事は、林野火災の規模や収集した被害情報を基に自衛隊の派遣について判断し、その必要を認

めた場合には直ちに派遣を要請します。 

(2) 市町村長は、知事への自衛隊派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛大臣、

地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知します。 

   この通知を受けた防衛大臣、地域担任部隊等の長は、直ちに救援の措置をとる必要があると認め

られる場合には、自主派遣をします。 

   なお、市町村長は、この通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知します。 

 

 

  第３節 救助・救急、消火及び医療救護活動                           

１ 救助・救急活動 

   市町村及び県警察は、救出救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努めます。 

 

２ 消火活動 

(1) 市町村は、消防団、林業機関及び林業関係者と連携しながら、速やかに火災の状況及び被害状況

を把握するとともに、迅速に消火活動を行います。 

(2) 県民、自主防災組織等は、発災後初期段階において、自発的に初期消火活動を行うとともに、消

防機関に協力するよう努めます。 

(3) 市町村は、必要に応じて消防相互応援協定等に基づき、他の市町村に消火活動の応援要請、火災

偵察及び空中消火活動のため、ヘリコプターの出動要請を行います。 

(4) 発災現場以外の市町村は、発災現場の市町村からの要請又は消防相互応援協定に基づき、消防機

関による応援の迅速かつ円滑な実施に努めます。 

 

３ 医療救護活動 

  県、医師会及び歯科医師会は、市町村の要請に基づき、救護班等を派遣し、負傷者の応急処置を行

います。 

   また、県及び日本赤十字社神奈川県支部は、必要に応じてその他の救援救助対策を実施します。 

 

 

  第４節 避難対策                                        

  発災時には、市町村は、人命の安全を第一に、必要に応じて避難勧告等を行います。 
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  第５節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動                   

１ 県警察は、危険防止及び応急対策のため、必要に応じて交通規制を実施します。 

 

２ 県は、車両、船舶、ヘリコプター及び鉄道車両による輸送手段を状況に応じて確保します。 

 

 

  第６節 災害広報の実施                                    

 県、市町村及び関係機関は、連携して適切かつ迅速な広報活動を実施します。 

 

 

  第７節 二次災害の防止                                     

 県及び市町村は、林野火災により流域が荒廃した地域の下流部においては、土石流等の二次災害が発

生するおそれがあることについて十分留意して、二次災害の防止に努めます。 
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第 15 編 その他の災害に共通する対策編 

 
 その他の災害に共通する対策として、多くの災害対策に比較的共通する事項を定めます。 

なお、対策の実施に当たり、本編で定める事項のほか、必要に応じて、第２編 風水害対策編で定め

る事項を準用します。 

 

第１章 災害予防 

  第１節 災害応急対策への備え                                     

１ 災害情報の収集・伝達体制の充実 

(1) 県は、市町村等との情報の収集・連絡体制の整備を図ります。      ［くらし安全防災局］ 

(2) 県警察は、県、市町村、消防機関、関係事業者等の関係機関との間における情報収集・連絡体制

の整備を図ります。                              ［警察本部］ 

(3) 県は、災害時の情報収集、伝達方法を確立するため、現状のシステムにおける課題や通信システ

ムに関する技術動向を踏まえ、災害情報受伝達体制の一層の充実に向けた検討を進めます。 

                               ［政策局、くらし安全防災局］ 

(4) 県、市町村及び防災関係機関は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報受伝達に

関するシステムや資機材を適切に管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓

練を継続的に実施するなど、機器操作の習熟に努めます。              ［関係局］ 

(5) 市町村は、住民等への確実な情報伝達のため、防災行政無線、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬ

ＥＲＴ）及びＬアラート（災害情報共有システム）の着実な運用に努めます。県は、市町村の災害

時の情報収集・提供体制の強化を支援します。               [くらし安全防災局] 

 

２ 救助・救急、消火及び医療救護活動 

(1) 救助・救急活動 

市町村は、救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努めます。 

(2) 消火活動 

ア 市町村は、消防組織の強化に努め、平常時から消防本部、消防団及び自主防災組織等の連携強

化を図ります。 

イ 市町村は、「消防力の整備指針」及び「消防水利の基準」に適合するよう整備計画を立て、消

防施設等の整備に努め、その強化を図ります。 

(3) 医療救護活動 

ア 県及び市町村は、関係機関と調整の上、神奈川県医療救護計画に基づき医療救護活動体制の確

立に努めます。                             ［健康医療局］ 

イ 市町村は、救護活動に必要な医薬品等の備蓄に努めます。 

ウ 県は、市町村の備蓄医薬品では不足する場合に備え、供給体制の確立に努めます。 

                                      ［健康医療局］ 

 

３ 緊急輸送活動 

(1) 県警察は、信号機、情報板等の道路交通関連施設について災害に対する安全性の確保を図るとと

もに、災害時の道路交通管理体制を整備します。 

(2) 県警察は、災害時において交通規制を実施した場合には、道路管理者と連携し、その周知を図り

ます。 

(3) 県警察は、広域的な交通管理体制を整備します。 



 
第 15 編 その他の災害に共通する対策編 

 

- 315 - 

４ 避難誘導 

(1) 市町村は、指定避難場所・避難路をあらかじめ指定し、日頃から県民への周知徹底に努めます。 

(2) 市町村及び施設の管理者は、避難行動要支援者の避難誘導、搬送等について、自主防災組織、近

隣居住者等の協力を得て、迅速かつ安全に行えるよう努めます。 

 

 

  資 料 

   風水害編 15－１－１－(１) 神奈川県危機管理対策本部要綱  

    〃   15－１－１－(２) 神奈川県危機管理対策会議設置要綱 

    〃   15－１－１－(３) 神奈川県危機管理対処方針 
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第２章 災害時の応急活動計画 

  第１節 災害発生直前の対策                                     

１ 警報等の伝達 

   横浜地方気象台は、県内で気象の現象に伴う災害又は被害の発生するおそれがある場合、必要な警

報又は注意報を発表し、県民や防災関係機関に警戒や注意を喚起します。また、24時間体制をとって

いる県くらし安全防災局では、直ちに防災行政通信網を通じて、県及び市町村等の必要な機関に伝達

します。 

 

２ 警報の発表に伴う事前配備体制 

(1) 横浜地方気象台から県内に警報が発表された場合、県くらし安全防災局では当番班職員が警戒体

制に入り、被害状況等の収集活動を行い、その情報により災害応急対策を検討し、必要な措置を講

じます。 

(2) 市町村及び防災関係機関においても、それぞれが定めている配備計画に基づき事前配備体制に入

り、被害状況等の収集活動を行い、その情報により災害応急対策を検討し、必要な措置を決定しま

す。 

 

 

  第２節 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保                                     

 災害が発生した場合、発災直後の応急活動対策を適切に実施するため、被害規模等の概括的な情報を

いち早く把握することが、その後の応急対策を効果的に実施するために不可欠です。 

  県では、様々な種類の通信手段を活用することはもちろんのこと、映像情報等を利用して被害の規模

や程度を推定し、その情報に基づき災害対策本部設置の判断をはじめ、国、市町村、防災関係機関と協

力して速やかに応急対策を進めます。 

 

１ 災害情報の収集・連絡 

(1) 事故情報の連絡 

ア 大規模な災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合、関係事業者は速やかに当該事業

の安全規制等を担当する省庁（以下｢安全規制等担当省庁｣という。）に連絡します。 

イ 安全規制等担当省庁は、大規模な事故が発生した場合又は発生するおそれがある場合、事故情

報等連絡を内閣総理大臣官邸（内閣官房）、関係省庁 (内閣府、警察庁、防衛省、海上保安庁、

消防庁等)、関係都道府県及び関係指定公共機関に行います。 

ウ 県は、安全規制等担当省庁から受けた情報を、関係市町村、関係機関へ連絡します。 

(2) 大規模な災害発生による被害情報の収集・連絡 

ア 大規模な災害が発生した場合、関係事業者は、被害状況を安全規制等担当省庁に連絡します。 

イ 市町村は、人的被害の状況、建築物の被害等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概

括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ報告します。 

ウ 県警察は、災害が発生した場合、直ちに警察官を現場に急行させ、被害状況や被害拡大性の有

無について確認を行います。また、必要に応じてヘリコプターテレビ等による映像情報を収集し、

災害対策本部室に配信します。 

エ 県は、横浜市及び川崎市のヘリコプターテレビや両市の高所監視カメラ等の映像情報の提供を

受け、被害情報を把握します。 

オ 県は、市町村等から情報を収集するとともに、映像情報等による被害規模に関する概括的な情
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報を把握し、これらの情報を消防庁に報告するとともに、必要に応じ、関係省庁に連絡します。 

(3) 一般被害情報の収集・連絡 

ア 現地災害対策本部、市町村、その他防災関係機関は、各種の被害情報等を災害対策本部に災害

情報管理システム、防災行政通信網を通じて報告します。 

イ 県は、被害の情報を収集し、これを必要に応じて消防庁及び関係省庁に連絡します。 

ウ 関係事業者は、被害状況を安全規制等担当省庁に連絡します。 

(4) 応急対策活動情報の連絡 

ア 関係事業者は、安全規制等担当省庁に応急対策等活動状況を連絡します。 

イ 市町村は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡します。 

ウ 県は自ら実施する応急対策の活動状況を市町村に連絡します。 

エ 県は、応急対策の活動状況、対策本部の設置状況等を消防庁へ随時連絡します。  

 

２ 通信手段の確保 

 (1) 県及び市町村は、通信手段を確保するため、災害発生後直ちに情報通信手段の機能確認を行うと

ともに支障を生じた施設の復旧を行うこととし、そのための要員を直ちに現場に配置します。また、

通信手段の確保について必要な措置を総務省に要請します。 

(2) 県は、災害時の県防災行政通信網の輻輳に対応するため、通信制限の措置を行う等により通信の

運用に支障のないよう努めます。 

(3) ＮＴＴ東日本は、電気通信設備の被災により通話に著しく支障がある場合は、被災地からの通話

を優先します。また、緊急通話の疎通確保のため、一般加入電話については利用制限等を行います。 

(4) 各種通信施設の利用 

ア 警察通信設備の優先利用 

県は、加入電話及び県防災行政通信網が使用不能になり、他に通信手段がないときは、災害対

策基本法第57条の規定に基づく「警察通信設備の優先利用等に関する協定」により、警察通信設

備を優先的に利用します。 

イ 非常無線通信の利用 

県、市町村及び防災関係機関は、加入電話及び防災行政通信網が使用不能になったときは、あ

らかじめ定める計画に基づき関東地方非常通信協議会の構成員の協力を得て、その所有する通信

施設を利用します。 

ウ 通信施設所有者等の相互協力 

通信施設の所有者又は管理者は、災害応急対策を円滑・迅速に実施するため、相互の連携を密

にし、被害を受けた通信施設が行う通信業務の代行等の相互協力を行います。 

エ 放送機関への放送要請 

       県は、災害対策基本法第57条の規定に基づく「災害時における放送要請に関する協定」により、

加入電話及び県防災行政通信網が使用不能となったときは、市町村等に対する気象予警報の通知

等の連絡のため、放送機関に対し、放送を要請します。 

オ 自衛隊への要請 

       県は、十分な通信手段の確保が困難になったときは、通信確保の措置を自衛隊に要請します。 
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  第３節 活動体制の確立                                       

１ 県の活動体制 

(1) 職員の配備体制 

県は、災害の状況に応じて速やかに警戒体制に入り、被害情報等の収集活動を行い、その情報に

より災害応急対策を検討し、必要な措置を講じます。 

また、災害が拡大するおそれがあるときには、第１次応急体制等へ体制を拡大させます。 

(2) 対策本部の設置 

被害の規模から判断して、災害対策本部の設置には至らないが、応急対策が必要と認めるときは、

県は、対策本部を設置して、応急対策を円滑に行う体制をとります。 

(3) 災害対策本部の設置 

ア 知事は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施するため必要と

認めるときは、災害対策基本法第 23 条の規定に基づき、災害対策本部を県庁第二分庁舎６階の

災害対策本部室に設置します。 

       なお、知事は、災害の拡大のおそれが解消し、災害応急対策が概ね完了したと認めるときは、

災害対策本部を廃止します。 

イ 知事は、災害対策本部を設置した場合は、速やかに、内閣総理大臣（消防庁経由）及び消防庁

長官に被害状況の報告をするとともに、次に掲げる者のうち必要と認める者に連絡します。 

(ｱ) 市町村長 

(ｲ) 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の長又は代表者   

(ｳ) 陸上自衛隊東部方面混成団長、海上自衛隊横須賀地方総監及び海上自衛隊第４航空群司令 

(ｴ) 文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣 

(ｵ) 隣接都県知事等 

(4) 現地災害対策本部等の設置 

 災害対策本部長は、地域における災害応急対策を円滑に実施するため、必要と認める地域県政総

合センターに、災害対策本部の組織として、現地災害対策本部を設置します。 

      なお、災害対策本部設置に至らない局地的災害で、応急対策上必要と認めるときは、地域県政総

合センターに現地対策本部を設置します。 

(5) 災害対策本部を設置した場合の参集・配備 

災害対策本部を設置した場合には、災害対策本部長は、直ちに各局長、地域県政総合センター所

長等に通知し、各局長等は、配備編成計画に基づき、職員を配備します。勤務時間外、休日等に災

害対策本部を設置した場合には、各局長等は、あらかじめ定める連絡体制により職員を参集・配備

させます。 

また、現地災害対策本部を設置した場合には、地域県政総合センター所長に通知します。現地災

害対策本部長は、同様に関係職員を参集・配備させます。 

(6) 国の非常（緊急）災害対策本部への連絡及び協力体制 

ア 災害対策本部は、大規模な被害発生を確認し、緊急性、必要性が高いと認められるときは、中

央防災無線により内閣総理大臣官邸及び非常（緊急）災害対策本部等に連絡します。 

   イ 国の非常（緊急）災害対策本部の現地対策本部が設置された場合には、県は、国の現地対策本

部と連絡調整を図りつつ、災害対策について支援、協力等を求めます。 
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２ 県警察の活動体制  

   県警察は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちに警察本部に神奈川県

警察災害警備本部を設置するとともに、必要により、発生地に現地指揮所を、関係警察署に警察署災

害警備本部を設置するなど指揮体制を確立し、関係機関と連携して応急対策を行います。 

 

３ 市町村の活動体制 

(1) 市町村は、災害の状況に応じて速やかに事前配備体制に入り、被害情報等の収集活動を行い、そ

の情報により災害応急対策を検討し、必要な措置を講じます。 

(2) 市町村長は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施する

ため必要と認めるときは、災害対策基本法第23 条の２に基づき、市町村災害対策本部を設置しま

す。 

(3) 市町村は、県に災害対策本部の設置状況等を報告します。 

 

４ 関係事業者の活動体制 

(1) 関係事業者は、発災後、速やかに災害拡大の防止のための必要な措置を講じます。 

(2) 関係事業者は、発災後、速やかに職員の非常参集、情報収集、連絡体制を確立し、対策本部設置

等必要な体制をとります。 

 

５ 広域的な応援体制 

(1) 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは災害応急

対策を実施しますが、その被害状況によって、災害応急対策を実施するために必要があると認める

ときには、他市町村長に対し応援要請を行い、若しくは知事に対し、応援要請又は災害応急対策の

実施を要請します。 

(2) 知事は、特に必要があると認めるときは、被災市町村長に対し応急措置について必要な指示をし、

又は他の市町村長に対し被災市町村を応援するよう指示します。 

(3) 知事は、市町村長の要請又は自らの判断により、次のとおり各機関の長に対し、広域応援の要請

を行います。 

ア 県公安委員会に対する警察庁又は他都道府県警察への援助要求の要請 

イ  消防庁長官への要請（他都道府県消防機関所有のヘリコプターの派遣要請、緊急消防援助隊の

派遣要請等） 

ウ 相互に応援協定を締結している九都県市首脳会議や関東地方知事会及び全国知事会を構成す

る都道府県に対する応援要請 

 

６ 自衛隊の災害派遣 

(1) 知事は、災害の規模や収集した被害情報を基に自衛隊の派遣要請について判断し、その必要を認

めた場合には直ちに派遣を要請します。 

(2) 市町村長は、知事への自衛隊派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛大臣、

地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知します。 

   この通知を受けた防衛大臣、地域担任部隊等の長は、直ちに救援の措置をとる必要があると認め

られる場合には、自主派遣をします。 

   なお、市町村長は、この通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知します。 
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  第４節 救助・救急、消火及び医療救護活動                                 

１ 救助・救急活動 

(1) 県民及び自主防災組織の役割 

県民及び自主防災組織は、自発的に被災者の救助・救急活動を行うとともに、救助・救急活動を

実施する各機関に協力するよう努めます。 

(2) 被災市町村による救助・救急活動 

     被災市町村は、その区域内における救助・救急活動を行うほか、被害状況の早急な把握に努め、

必要に応じて、県及び他の市町村に応援要請を行います。 

(3) 被災地以外の市町村、県及び関係機関等の役割 

ア 被災地以外の市町村は、県又は被災市町村からの要請に基づき、救助・救急活動等の応援を迅

速かつ円滑に実施します。 

イ 県は、被災市町村の応援要請に基づき、国等の各機関に応援要請を行います。 

ウ 事故の発生した関係事業者は、救助・救急活動を行うほか、被害状況の早急な把握に努めると

ともに、救助・救急活動を実施する各機関に可能な限り協力するよう努めます。 

エ 第三管区海上保安本部は、被災者の救助・救急活動を行います。 

    オ 県警察は、救出救助活動を行うほか、被害状況の早急な把握に努めます。 

(4) 資機材等の調達等 

     救助・救急活動に必要な資機材は、原則として、当該活動を実施する機関が携行します。 

 

２ 消火活動 

(1) 発災直後の初期段階において、県民及び自主防災組織等は、自発的に初期消火活動を行うととも

に、消防機関に協力するよう努めます。 

(2) 被災市町村は、速やかに管轄区域内の火災の全体状況を把握するとともに、迅速に重点的な部隊

の配置を行います。 

(3) 第三管区海上保安本部は、海上における消火活動を行うほか、必要に応じ、県に対して応援を要

請します。 

(4) 市町村は、必要に応じて消防相互応援協定等に基づき、他の市町村に消火活動の応援要請をする

とともに、必要に応じ、神奈川県内消防広域応援実施計画に基づく応援要請及び緊急消防援助隊派

遣要請などを行います。 

 (5) 被災地以外の市町村は、被災市町村から要請又は消防相互応援協定に基づき、消防機関による応

援の迅速かつ円滑な実施に努めます。 

 

３ 医療救護活動 

(1) 被災地域内の医療機関による医療救護活動 

ア 被災市町村は、自らの公的医療機関において医療活動を行うほか、必要に応じ、その区域内の

民間医療機関に対し、医療活動の協力を求めます。 

    イ 被災地域内の医療機関は、病院建物、医療設備の被害の応急復旧を実施するとともに、必要に

応じ、ライフライン事業者等に対し、応急復旧の要請を行います。 

   ウ 被災地域内の医療機関は、患者の急増等に対応するため、相互に密接な情報交換を図り、必要

に応じて、他の医療機関等に協力を求めるよう努めます。 

    エ 被災地域内の医療機関は、状況に応じ、救護班を派遣するよう努めます。 
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(2) 被災地以外からの救護班の派遣 

ア 被災市町村は、必要に応じて、速やかに医療関係機関又は災害対策本部等に対し、救護班の派

遣について要請します。 

   イ 県、医師会及び歯科医師会は、市町村の要請に基づき、救護班等を現地に派遣し、負傷者の応

急処置を行います。 

        また、県及び日本赤十字社神奈川県支部は、必要に応じてその他の救援救助対策を実施します。 

    ウ 救護班を編成した医療関係機関は、その旨災害対策本部等に報告するよう努めます。 
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  第５節 避難対策                                         

１ 避難誘導の実施 

(1) 発災時には、市町村は、人命の安全を第一に、必要に応じて避難勧告等を行います。 

(2) 避難誘導に当たって、市町村は、指定緊急避難場所及び避難路や災害危険箇所等の所在、災害の

概要その他の避難に資する情報の提供に努めます。 

 

２ 避難所 

(1) 指定避難所の開設 

    市町村は、発災時に必要に応じ指定避難所を開設し、県民等に対して周知徹底を図ります。 

(2) 避難所の運営管理 

ア 市町村は、県の避難所マニュアル策定指針を参考に、自主防災組織等地域住民の代表、施設管

理者及び市町村職員で構成する避難所運営委員会を設置し、避難所の円滑な運営管理を行います。

また、運営方針を決定する段階から、男女のニーズの違い、要配慮者等の多様な視点が反映でき

るよう、十分配慮します。避難所の運営管理に当たっては、被災者に対する給水、給食措置など

が円滑に実施できるよう努めるとともに、この際、避難所における情報の伝達、食料、水等の配

布、清掃等については、避難者、県民、自主防災組織、災害救援ボランティア等の協力が得られ

るよう努めます。 

    イ 市町村は、避難所ごとの避難者に係る情報の早期把握に努めます。 

    ウ 市町村は、避難所における生活環境に注意を払い、常に良好なものとするよう努めます。また、

避難の長期化等必要に応じてプライバシーの確保等に配慮します。 

  エ 市町村は、関係省庁等の支援と連携し、県避難所マニュアル策定指針などを参考に、在宅での

避難や車中泊など、様々な事情から避難所以外で避難生活を送る被災者の把握方法や、物資等の

供給、健康確保などの方策について、地域の実情に応じて、検討に努めます。 

 

３ 帰宅困難者への対応 

(1) 県及び市町村は、「むやみに移動を開始しない」という基本原則の広報等により、一斉帰宅の抑

止を図るとともに、滞在場所の確保等の支援に努めます。滞在場所の運営に当たっては、男女のニ

ーズの違いや、要配慮者の多様なニーズに配慮した運営管理に努めます。 

(2) 県及び市町村は、帰宅困難者用の一時滞在施設を開設し、円滑な管理運営を行うとともに、帰宅

困難者への開設状況の広報、鉄道事業者への情報伝達等を行います。また、帰宅困難者に対して必

要に応じて飲料水等を提供します。 

(3) 企業・事業所は、災害関連の情報を収集し、組織内に的確に伝達するとともに、施設利用者が安

全に帰宅できることが確認できるまでは、建物内に留めるよう努めます。 

(4) 鉄道機関等の関係各機関は、それぞれの機関の施設に加えて駅周辺の民間施設が有する機能を十

分活用するとともに、必要に応じて県及び市町村の情報伝達等に基づき地域の一時滞在施設等を案

内するものとします。  

 

４ 応急仮設住宅等 

 (1) 応急仮設住宅必要戸数の把握 

県及び市町村は、応急仮設住宅として利用可能な公営住宅及び民間賃貸住宅などの戸数を関係団

体と連携して調査します。あわせて、県は、家屋被害状況及び応急仮設住宅の必要戸数について市

町村ごとの状況を調査するとともに、全壊、全焼、流失等の建築物数、避難者数及びその分布等デ

ータを活用して、応急仮設住宅（建設型、民間賃貸住宅の借上げ型）の必要戸数と公的賃貸住宅及

び民間賃貸住宅の活用できる戸数を市町村別に把握します。 
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 (2) 応急仮設住宅の提供 

   県は、災害救助法が適用され、応急仮設住宅（建設型及び民間賃貸住宅の借上げ型）を供給する

必要があるときは、市町村と密接な連携をとり、同法及び関係団体との協定に基づき実施します。 

 (3) 資機材の調達 

   県は、応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理に必要な資機材を関係団体との協定に基づき速や

かに調達します。 

   その上で、なお資機材が不足する場合には、海外からの調達を含めて全国の都道府県や関係省庁

（農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）にその調達について協力を要請します。 

 (4) 応急仮設住宅への入居者募集及び運営管理 

   県及び市町村は、応急仮設住宅への入居者の募集について、当該市町村の協力のもとに行います。

この際、要配慮者優先の観点から、入居者の優先順位を設定して選考します。 

   応急仮設住宅の運営管理に当たっては、応急仮設住宅における安心・安全の確保、孤独死や引き

こもりなどを防止するためのこころのケア、入居者によるコミュニティの形成及び運営に努めると

ともに、女性の参画を推進し、女性をはじめとする生活者の意見を反映できるよう配慮します。ま

た、必要に応じて、応急仮設住宅におけるペットの受入れに配慮します。 

 (5) 公営住宅等への一時入居 

   県及び市町村並びに県住宅供給公社等は、被災者の一時入居のため、それぞれ管理する公営住宅

等の空家住宅を積極的に活用します。 

 (6) 民間賃貸住宅等の活用 

   民間賃貸住宅、企業住宅、保養所等の民間所有施設についても、避難者の一時入居のため、その

所有者等に建物の提供について協力を要請します。 

 (7) 住宅の応急修理 

   災害救助法が適応されたときは、県は市町村と密接な連携をとり、自らの資力では住宅の応急修

理ができない者に対し、居室、炊事場、トイレ等の日常生活に必要最小限度の部分について応急修

理を行います。 

 

５ 多様な視点への配慮 

  県及び市町村は、避難誘導、情報提供、相談、避難所の運営等に当たって、要配慮者や男女双方の

視点などに十分配慮します。 
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  第６節 保健衛生、防疫、遺体対策等に関する活動                              

１ 保健衛生 

 (1) 市町村は、被災地、特に避難所においては、生活環境の激変に伴い、被災者が心身の健康に不調

を来す可能性が高いため、常に良好な衛生状態を保つように努めます。また、必要に応じて健康相

談等を行い、エコノミークラス症候群等への対応を周知するとともに、救護所等の設置やこころの

ケアを含めた対策を行います。 

 (2) 市町村は、避難所の生活環境を確保するため、必要に応じて仮設トイレを早期に設置するととも

に、被災地の衛生状態の保持のため、清掃、し尿処理、生活ごみの収集処理等についても必要な措

置を講じます。また、入浴可能な公衆浴場等についての情報提供に努めます。 

 (3) 県は、広域的立場から市町村の対策に対して必要な助言を行うとともに、その実施について支援

します。 

 (4) 県及び市町村は、災害による被災者のこころのケアを行うために、かながわＤＰＡＴや医療、保

健及び福祉関係者等の協力を得て、時期や状況に応じた必要な措置を講じます。また、被災者のみ

ならず災害救援スタッフのメンタルヘルスの維持に努めます。 

 

２ 防疫対策 

 (1) 災害に伴う家屋及びその周辺の清掃は各個人が行うことを原則とし、市町村長は、被災地の状況

に応じて的確な指導あるいは指示を行います。 

 (2) 県は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染症法」という。）

第６条に規定された感染症について、一類感染症（エボラ出血熱、ペスト等）、二類感染症（中東

呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）、ポリオ等）又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため、

必要があるときは、当該患者を感染症指定医療機関等に入院させるべきことを勧告等するとともに、

患者を医療機関に移送します。また、三類感染症（コレラ、細菌性赤痢等）のまん延を防止するた

め必要があるときは、当該患者及び無症状病原体保有者に対し就業制限を命じるほか、当該感染症

にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、医師の健康診断の受診について勧告等

を実施します。 

 (3) 県は市町村に対し次の指示を行い、市町村はその指示に基づき防疫対策を実施します。 

  ・ 感染症予防上必要と認めた場合の清掃方法及び消毒方法 

  ・ ねずみ族、昆虫の駆除 

  ・ 予防接種の指示 

  ・ 厚生労働省の承認を得た上での予防内服薬の投与 

 

３ 遺体対策等 

  市町村は、遺体対策については、適切な対応をとるため、神奈川県広域火葬計画に定める「遺体の

取扱いに対する心得及び遺体適正処理ガイドライン」に沿った棺の調達、遺体の搬送の手配、遺体の

保存のために必要な物資の調達等を実施するとともに、その衛生状態に配慮します。 

  また、必要に応じて、神奈川県広域火葬計画に沿って県内及び県外の市町村の協力を得て、広域的

な火葬の実施に努めます。県は、これらが円滑に遂行できるよう協力します。 
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  第７節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給活動                             

１ 被災市町村は、備蓄物資、自ら調達した物資及び国、他の地方公共団体等によって調達され引き渡

された物資の被災者に対する供給を行います。 

 

２ 県は、応急物資の取扱いや生活必需物資の調達に関する協定を締結している企業、団体及び販売業

者に対し、物資の調達を要請します。 

 

３ 県及び市町村は、供給すべき物資が不足し、調達の必要がある場合には、物資関係省庁（総務省、

厚生労働省、農林水産省、経済産業省）又は国の非常（緊急）災害対策本部等に物資の調達を要請し

ます。 

 

 

  第８節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動                  

１ 交通の確保 

(1) 被災地域等の交通規制の実施 

ア 県警察 

 (ｱ) 被害の状況を把握し、被災地域への流入抑制を行うとともに、必要な交通規制を実施し、県

及び道路管理者と協力し危険箇所の表示、う回路の指示、交通情報の収集及び提供、車両使用

の自粛の広報等、危険防止及び混雑緩和のための措置を行います。 

 (ｲ) 災害発生時の交通規制等 

災害発生時の交通規制は、被害の規模、地域の道路交通状況等によって弾力的に行う必要が

あります。 

ａ 緊急交通路確保のための交通規制 

            災害発生後、特に初期には、負傷者の救出救助等災害応急対策のための緊急交通路の確保

等が中心となるので、道路交通の実態を掌握し、災害対策基本法第 76 条第１項の規定に基

づき緊急通行車両以外の車両の通行を禁止又は制限します。 

        ｂ 道路管理者等への通知及び要請 

            緊急交通路確保のための通行の禁止や制限を行う場合、関係公安委員会、道路管理者等へ

の通知を速やかに行います。 

            また、緊急交通路等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となること

により、災害応急対策の実施に著しい支障を生じるおそれがあるときに必要と認める場合は、

道路管理者に対し、その道路の区間において車両その他の物件を付近の道路外へ移動させる

などの措置命令を行うことを要請します。 

        ｃ 警察官の措置 

            緊急交通路等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより、

災害応急対策の実施に著しい支障を生じるおそれがあるときは、必要に応じ当該車両その他

の物件を付近の道路外へ移動させるなどの措置命令を行います。 

    イ 自衛官及び消防吏員 

        災害派遣を命じられた部隊の自衛官及び消防吏員は、警察官がいない場合に限り、それぞれの

緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、通行の妨害となる車両その他の物件の所有者に対し

て移動させるなど必要な措置を命令するほか、相手方がその場にいない場合は、当該措置を行い

ます。 

        当該措置命令をし、又は措置を行った場合は、管轄する警察署長にその旨を通知します。 
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    ウ その他 

        道路管理者は、通行規制や応急啓開等必要な対策の実施について、県警察、交通機関への連絡

を行います。 

(2) 道路の応急復旧等 

    ア 国土交通省は、管理する国道について早急に被害状況を把握し、障害物の除去、応急復旧等を

行うとともに、被災県又は市町村等他の道路管理者に対して、被害状況に関する報告を求め、応

急復旧等を要請又は指示します。その場合、緊急輸送路の確保を最優先に応急復旧等を実施しま

す。 

    イ 道路管理者は、その管理する道路について、早急に被害状況を把握し、国土交通省等に報告す

るほか、障害物の除去、応急復旧等を行い道路機能の確保に努めます。 

    ウ 路上の障害物の除去について、道路管理者、県警察、消防機関及び自衛隊等は、状況に応じて

協力して必要な体制をとります。 

(3) 港湾及び漁港の応急復旧等 

    ア 港湾管理者及び漁港管理者は、その管理する港湾施設及び漁港施設について、早急に被害状況

を把握し、災害対策本部等に対して被害状況を報告するとともに、必要に応じ応急復旧等を行い

ます。また、港湾施設について、国土交通省（関東地方整備局）及び港湾管理者は必要に応じて

応急復旧等を行います。                

    イ  第三管区海上保安本部は、航路標識が破損し又は流出したときは、速やかに復旧に努めるほか、

必要に応じて応急標識の設置に努めます。 

(4) 海上交通の整理等 

    ア 第三管区海上保安本部は、船舶の輻輳が予想される海域において、必要に応じて、船舶交通の

整理・指導を行います。この場合、緊急輸送を行う船舶が円滑に航行できるよう努めます。 

    イ 第三管区海上保安本部は、海難の発生その他の事情により、船舶交通に危険が生じるおそれが

あるときは、必要に応じて船舶交通を禁止するなど航行制限を行います。 

    ウ 第三管区海上保安本部は、水路の水深に異常を生じたと認められるときは、必要に応じて検測

を行うとともに、応急標識を設置する等により水路の安全を確保します。 

(5) 鉄道交通の確保 

      鉄道事業者は、その管理する鉄道施設等の被害状況について早急に把握し、国土交通省に報告す

るとともに、応急復旧等を行います。                        

 

２ 緊急輸送 

(1) 県は、車両、船舶、ヘリコプター及び鉄道車両による輸送手段を状況に応じ確保します。 

(2) 市町村は地域の現況に即した車両等の調達を行い、必要な車両の確保が困難なときは、県に対し

て要請及び調達、あっせんを依頼します。 
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  第９節 社会秩序の維持、物価の安定等に関する活動                           

１ 社会秩序の維持 

  県警察は、自主防犯組織等と連携して、被災地及びその周辺におけるパトロールや生活安全に関す

る情報の提供を行い、社会秩序の治安維持に当たります。  

 

２ 物価の安定、物資の安定供給 

  県及び市町村は、食料をはじめとする生活必需物資等の物価が高騰しないよう、また、事業者によ

る買い占め・売り惜しみが生じないよう監視するとともに、必要に応じて指導等を行います。 

  県は、県民が落ち着いた消費行動がとれるよう、生活必需品の供給状況等について、必要な情報提

供に努めます。 

 

 

  第１０節 被災者への的確な情報伝達活動                         

１ 被災者への情報伝達活動 

(1) 県及び市町村は、被災者のニーズを十分把握し、災害の状況に関する情報、安否情報、ライフラ

インや交通施設等公共施設等の復旧状況、医療機関などの生活関連情報、それぞれの機関が講じて

いる施策に関する情報、交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供しま

す。なお、その際、高齢者、障害者等の要配慮者、観光客、在日外国人、訪日外国人等に配慮した

伝達を行います。 

(2) 情報伝達に当たっては、掲示板、広報紙、広報車等によるほか、放送事業者、通信社、新聞社等

の報道機関への協力を求めます。 

 

２ 県民等からの問い合わせに対する対応 

   県、市町村及び事業者は、必要に応じ、発災後速やかに県民等からの問い合わせに対応する専用電

話を備えた窓口の設置、人員の配置等を行い、情報のニーズを見極め収集・整理を行います。 

 

 

  第１１節 自発的支援の受入れ                                

１ ボランティアの受入れ等 

(1) 県は、県災害救援ボランティア支援センターを設置し、神奈川県社会福祉協議会等と連携を図り、

避難所運営や物資運搬等の救援活動を希望する災害救援ボランティアに対して必要な災害情報の

提供を行うとともに、災害救援ボランティアの需給調整を行う災害ボランティアコーディネーター

が活動するに当たって必要な支援を行います。 

(2) 県及び神奈川県社会福祉協議会、日本赤十字社神奈川県支部等の関係団体は相互に協力し、ボラ

ンティアに対する被災地のニーズの把握に努めます。 

(3) 県は、ボランティアの受入れに際して、救助・救急、応急手当、介護、被災建築物応急危険度判

定、被災宅地危険度判定、被災状況調査、輸送、通訳、手話通訳、アマチュア無線、ボランティア

コーディネート等といったボランティアの技能が効果的に活かされるように配慮するとともに、必

要に応じてボランティアの活動拠点を提供する等、その活動の円滑な実施が図られるよう支援に努

めます。 
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(4) 市町村においても、関係団体等と相互に協力し、ボランティア活動の円滑な実施が図られるよう

に支援に努めるものとします。また、消防機関においても、災害救援ボランティアと十分連携のと

れた効率的な活動を行うものとします。 

 

２ 義援物資、義援金の受入れ 

(1) 受入れ及び配分 

   ア 義援物資 

   (ｱ) 民間企業や自治体等からの義援物資 

          市町村は、関係機関等の協力を得ながら、民間企業や自治体等からの義援物資について、受

入れを希望するもの及び希望しないものを把握します。県及び市町村は、その内容のリスト及

び送り先を公表し、周知等を図るものとします。 

         また、現地の需給状況を勘案し、同リストを逐次改定するものとし、これを活用し、物資の

配分を行います。 

      (ｲ) 個人等からの小口の義援物資 

      県及び市町村は、個人等からの小口義援物資については、原則受け入れないこととし、その

方針を周知するものとします。 

     なお、周知に当たっては、記者発表や県及び市町村のホームページへの掲載のほか、県域報

道機関及び全国ネットの報道機関による放送や他の自治体等のホームページへの掲載依頼な

どを行います。 

イ 義援金 

    県及び市町村は、義援金の受入れ、配分に関して、市町村、日本赤十字社神奈川県支部、神奈

川県共同募金会等と義援金の募集、配分に関する委員会を必要に応じて組織し、適切な受入れ、

配分を行います。その際、配分方法を工夫するなどして、できる限り迅速な配分に努めます。 

(2) 海外からの支援受入れ 

      県及び市町村は、国の非常（緊急）災害対策本部等が海外からの支援の受入れを決定した場合に

は、その受入れと円滑な活動の支援に努めます。 
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